
 

 

 

 

 【関係根拠法令等】 

 

● 児童福祉法（昭和 22 年 12 月 12 日法律第 164 号） 

● 児童福祉法施行令（昭和 23 年 3 月 31 日政令第 74 号） 

● 児童福祉法施行規則（昭和 23 年 3 月 31 日厚生省令第 11 号） 

● 労働安全衛生規則 （昭和 47 年 9 月 30 日労働省令第 32 号） 

● 社会福祉法 （昭和 26 年 3 月 29 日法律第 45 号） 

 

【指定基準（人員・設備・運営）関係】 

◎ 障害児通所支援指定基準 （平成 24 年 2 月 3 日厚生労働省令第 15 号） 
「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」 

◎ 障害児入所施設指定基準 （平成 24 年 2 月 3 日厚生労働省令第 16 号） 
「児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準」 

◎ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和 23 年 12 月 29 日厚生省令第 63 号） 

◎ 障害児相談支援指定基準（平成 24 年 3 月 13 日厚生労働省令第 29 号） 
「児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」 

◎ 障害児通所支援基準解釈通知 （平成 24 年 3 月 30 日障発 0330 第 12 号） 
「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」 

◎ 障害児入所施設基準解釈通知 （平成 24 年 3 月 30 日障発 0330 第 13 号） 
「児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準について」 

◎ 障害児相談支援基準解釈通知（平成 24 年 3 月 30 日障発 0330 第 23 号） 
「児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について」 

 
【報酬告示関係】 

◎ 障害児通所支援報酬告示 （平成 24 年 3 月 14 日厚生労働省告示第 122 号）  
「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準」 

 
◎ 障害児入所支援報酬告示 （平成 24 年 3 月 14 日厚生労働省告示第 123 号） 

「児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準」 
 
◎ 障害児相談支援報酬告示 （平成 24 年 3 月 14 日厚生労働省告示第 126 号） 

「児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準」 

◎ 報酬の留意事項通知 （平成 24 年 3 月 30 日障発 0330 第 16 号） 
「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に 
伴う実施上の留意事項について」 

 

 

 

【関係条例等】 

 
（大阪府） 
◎ 大阪府指定障害児通所支援事業者の指定並びに指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基 

準を定める条例 （平成 24 年 11 月１日大阪府条例第 104 号） （「府通所条例」） 
  
◎ 大阪府指定障害児入所施設の指定並びに指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定 

める条例 （平成 24 年 11 月１日大阪府条例第 105 号） （「府入所条例」） 
 
◎ 大阪府児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 24 年 11 月１日大阪府条例第 103 号） 

（「府施設条例」） 
 

 

18



実地指導における主な指導事項について 
※以下に記載する基準は、「児童福祉法に基づく指定通所支援事業等の人員・設備・運営に関する基準」です。 

（府・市条例も趣旨はほぼ同じです） 

※通所基準を主として記載していますが、入所基準、相談支援基準で内容が異なる場合があります。 

 

1 運営に関する基準 （※各条例にて同様の趣旨を規定。放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発

達支援・医療型児童発達支援については準用。以下同じ。）  

 

 

 

第12条 指定児童発達支援事業者は、通所給付決定保護者が指定児童発達支援の利用の申込みを行ったとき

は、当該利用申込を行った通所給付決定保護者（以下「利用申込者」という。）に係る障害児の障害の特性に

応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第37条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制

その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、

当該指定児童発達支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。 

2 指定児童発達支援事業者は、社会福祉法（昭和26年法律第45号）第77条の規定に基づき書面の交付を行う

場合は、利用申込者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。 
 

●重要事項説明書、契約書において、利用申込者本人の署名又は記名・押印がない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

●契約が法人代表者名で行われていない。 

 

 

 

 

 

●重要事項説明書に、事故発生時の対応、苦情相談の窓口、苦情解決の体制及び手順、第三者評価の実施状況等

必要な事情が記載されていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要事項説明書、契約書には、利用申込者本人から署名又は押印を受けてください。 

また、これによりがたい場合は、契約書等に署名代理人欄を設け、利用申込者の同意を得た利

用者の家族等から署名又は押印を受けてください。この場合、利用申込者氏名欄の欄外に、署名

を代筆した旨、署名した者の続柄、氏名を付記することで差し支えないと考えます。 

契約の相手方について、サービスの主たる対象者が児童（18 歳未満の障がい児）の場合は通所

給付決定保護者（支給決定を受けている者）となります。18 歳以上 20 歳未満の未成年者の場合

は、当該利用者本人となりますが、法定代理人（通常は親権者）の同意が必要です。 

また、未成年後見人が選定されている場合は、当該後見人との間で契約を締結することになり

ます。 

 

法人代表者以外の者の名義で契約する場合、法人代表者から当該契約名義人に対する権限の委任

及び法人内部での規程を整備し、利用申込者に説明することが必要です。 

 

重要事項説明書に記載すべき内容として次の項目があります。 

① 事業者、事業所の概要（名称、住所、所在地、連絡先など） 

② 運営規程の概要（目的、方針、事業の主たる対象とする障がいの種類、営業日時、利用

料金、通常の事業の実施地域、提供するサービスの内容及び提供方法など） 

③ 管理者氏名及び従業者の勤務体制 

④ 提供するサービスの内容とその料金について ⑤ その他費用（交通費など）について 

⑥ 利用料、その他費用の請求及び支払い方法について 

⑦ 秘密保持と個人情報の保護（使用同意など）について 

⑧ 事故発生時の対応（損害賠償の方法を含む） ⑨ 緊急時の対応方法 

⑩ 苦情解決の体制及び手順、苦情相談の窓口、苦情・相談の連絡先（事業者、市町村窓口、

運営適正化委員会など） 

⑪ 提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、評価

機関名称、結果の開示状況）【平成 30 年度制度改正に伴う見直し】 

⑫ 虐待防止について 

⑬ 事業者、事業所、利用申込者（場合により代理人）による説明確認欄 

⑭ サービス提供開始予定年月日  

内容及び手続の説明及び同意 ※基準は児童発達支援を引用  

入所支援は入所施設基準第６条、相談支援は相談支援基準第５条 
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※【社会福祉法（抜粋）】 

第 77 条 社会福祉事業の経営者は、福祉サービスを利用するための契約(厚生労働省令で定めるものを除

く。)が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければなら

ない。 

1 当該社会福祉事業の経営者の名称及び主たる事務所の所在地 

2 当該社会福祉事業の経営者が提供する福祉サービスの内容 

3 当該福祉サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項 

4 その他厚生労働省令で定める事項 

 

 

 

 

 

 
 

●「重要事項説明書」と「運営規程」間で内容（営業日時、通常の事業の実施地域など）が相違している。 

●「苦情相談の窓口」の市町村窓口として、障がい児の援護の実施市である市町村を記載していない。 

●重要事項説明書の書面について、利用申し込み者にかかる障がい児の障がい特性に応じた適切な対応（拡大文

字版、ルビ版など）ができていない。 

●送迎加算以外に、送迎にかかる費用を徴収することは認められません。 

 

 

 

 
 

第13条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供するときは、当該指定児童発達支援の内容、

通所給付決定保護者に提供することを契約した指定児童発達支援の量（次項において「契約支給量」とい

う。）その他の必要な事項（第三項及び第四項において「通所受給者証記載事項」という。）を通所給付決定保

護者の通所受給者証に記載しなければならない。 

2 契約支給量の総量は、当該通所給付決定保護者の支給量を超えてはならない。 

3 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の利用に係る契約をしたときは、通所受給者証記載事項そ

の他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない。 

4 前三項の規定は、通所受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。 
●市町村に対して、受給者証記載事項等を報告していない。 

●通所受給者証等に契約内容が記載されていない。 

（指定障害児相談支援） 

第6条 指定障害児相談支援事業者は指定障害児相談支援の利用に係る計画をしたときは、その旨を市町村に

遅滞なく報告しなければならない。 

2 指定障害児相談支援事業者は障害児支援利用計画を作成したときは、その写しを市町村に遅滞なく提出し

なければならない。 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

第14条 指定児童発達支援事業者は、正当な理由がなく、指定児童発達支援の提供を拒んではならない。 

指定児童発達支援等の利用に係る契約や契約内容（日数）を変更（契約の終了を含む。）した

ときは、通所受給者証へ記載の上、「契約内容報告書」により受給者証記載事項を市町村に遅滞

なく報告してください。（参考様式はこちら）また、指定障がい児相談支援の場合は契約締結の

際には報告を行い、モニタリング結果については市町村へ報告すること。 

 

 

ては、や計画の写し等を提出してください。 

契約支給量の報告等 ※基準は児童発達支援を引用 

契約内容の報告等 相談支援基準第６条 

提供拒否の禁止 ※基準は児童発達支援を引用 

入所支援は入所施設基準第７条、相談支援は相談支援基準第７条 

 

利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した重要事項説明書の内

容は、事業の運営についての重要事項を規定した運営規程の内容と整合するものでなければな

りません。なお、運営規程の内容を変更した場合は、変更届の提出が必要です。 
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●利用申込者に対し、正当な理由が無く、サービス提供を拒否している。 

●支援の不十分さを伝え利用申し込み者から断らせる等、実質的に障がいの程度等により提供を拒否する場合は 

正当な理由に当たりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
運営規程に定めている「通常の事業の実施地域」または「主たる対象とする障がいの種類」に該当しない利用

申込みがあった場合であっても、適切なサービス提供が可能と判断されるときは、利用申込みに応じることは差

支えありません。 

なお、利用申込みを断る場合には、その理由を利用申込者に十分に説明し、了解を得たうえで、適切な他の

指定児童発達支援事業者等を紹介するなどの必要な措置を速やかに講じなければなりません。また、できる限

り利用申込者と対応した内容を記録し残すよう努めてください。 

 
 

 

 

 
 

第17条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供を求められた場合は、通所給付決定保護者の

提示する通所受給者証によって、通所給付決定の有無、通所給付決定をされた指定通所支援の種

類、通所給付決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。 

●受給者証の写しを取る、などの方法による確認をしていない。 

●受給者証の写しについて、給付決定期間の有効期限が切れたままであり、直近のものが保管されていない。 

 

 

 
 

 
 

第 19条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、障害児の心身の状況、その置か

れている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

 

●通所支援計画等の作成に当たり、障がい児の状況を把握・分析し、児童発達支援等の提供によって解決すべき課

題が明らかにされていない。（アセスメントを実施していない。） 

●サービス利用開始時の状況から、障がい児の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は

福祉サービスの利用状況等に変化又は変更があったが、これを適切に把握できていない。 
 

 

 

 

 
 

 

 

原則として、利用申込みに対して応じなければならないことを規定したものであり、特に、

障がいの程度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することを禁止するものです。 

提供を拒むことのできる正当な理由は、一般的には、以下のとおりとなります。 

① 当該事業所の従業者の勤務体制からは利用申込みに応じきれない場合 

② 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合 

③ 当該事業所の運営規程において、主たる対象とする障がいの種類を定めている場合で

あって、これに該当しない利用申込者から利用申込みがあった場合、その他障がい児に

対し自ら適切な指定児童発達支援等を提供することが困難な場合 

④ 入院治療が必要な場合   

⑤ 当該事業所の利用定員を超える利用申し込みがあった場合 

 

障がい児の心身の状況、その他置かれている環境等の把握の手法・整理については、大阪府等

で作成している書式「アセスメントシート」などを参考にして行ってください。（参考様式はこ

ちら） 

事業者は、障がい児の心身の状況やその置かれている環境等（家族の状況、通院や通学先等）

に変化や変更があれば、その状況等を適切に把握する必要があります。 

状況の変化や環境等の変更があれば「アセスメントシート」に、時点修正を行うようにしてく

ださい。 

なお、修正にあたっては、過去の状況等を把握するために、修正前の「利用者調査票」の内容 

が確認できるようにしておいてください。 

受給資格の確認 ※基準は児童発達支援を引用 

入所支援は入所施設基準第 10条、相談支援は相談支援基準第９条 

 

心身の状況の把握 ※基準は児童発達支援を引用 

入所支援は入所施設基準第 12条 
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第71条１１ 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び

障がい児又は通所給付決定保護者その他の当該障がい児の家族から求められたときは、これを提示すべき

旨を指導しなければならない。 

●従業者に身分証を携行させていない。 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                            

 

 

 

 

 
 

第 21条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供した際は、当該指定児童発達支援の提供日、

内容その他必要な事項を、当該指定児童発達支援の提供の都度記録しなければならない。 

2 指定児童発達支援事業者は、前項の規定による記録に際しては、通所給付決定保護者から指定児童発達支

援を提供したことについて確認を受けなければならない。 

●サービス提供記録の記載内容に不備がある。（具体的なサービス内容が記載されていない。） 

●サービス提供記録に記載した内容について、給付決定保護者から確認を受けていない。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

第25条 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領により指定児童発達支援に係る障害児通所給付費の支

給を受けた場合は、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給付費の額を

通知しなければならない。 

●給付決定保護者に対して、障がい児通所給付費等の金額等を記載した代理受領の通知が発行されて 

いない。 

障がい児等が安心して指定居宅訪問型児童発達支援の提供を受けられるよう、当該指定居宅

訪問型児童発達支援事業所の従業者に身分を明らかにする証書や名札等を携行させ、初回訪問

時及び障がい児、通所給付決定保護者、当該障がい児の家族から求められたときは提示する必

要があります。  

なお、この証書等には、当該指定居宅訪問型児童発達支援事業所の名称、従業者の氏名を記

載するものとし、当該従業者の写真の貼付や、役職（管理者等）職能、事業所連絡先（住所・

電話番号）等の記載を行うよう努めてください。 

給付決定保護者及び事業者が、その時点でのサービスの利用状況等を把握できるようにする

ため、事業者は、サービスを提供した際には、当該サービスの提供日、提供したサービスの具

体的内容等、利用者負担額等に係る必要な事項を、サービス提供の都度記録するとともに、記

録した内容について給付決定保護者の確認を得なければなりません。また、サービス提供記録

には、今後のサービス提供に活かすことができるよう障がい児の心身の状況等を詳細に記録す

ることが必要です。（入所施設において、当該記録を適切に行うことができる場合は、後日一括

記録して差し支えありません。） 

 

身分を証する書類の携行  

※居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援及び障がい児相談支援のみ 

相談支援は相談支援基準第 11条 

サービスの提供の記録 ※基準は児童発達支援を引用 

入所支援は入所施設基準第 15条 

               

障がい児入所施設は、障がい児入所施設指定基準第 15 条（府入所条例第 16

条）。 

障がい児通所（入所、相談支援）給付費（等）の額に係る通知等  

※基準は児童発達支援を引用。 医療型児童発達支援は基準第 61条、入所支援は入所施設基準 

第 19条（医療型は 55条）、相談支援は相談支援基準第 14条 
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第26条 指定児童発達支援事業者は、次条第一項に規定する児童発達支援計画に基づき、障害児の心身の状

況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定児童発達支援の提供が漫然かつ画一的なものとな

らないよう配慮しなければならない。 

2 指定児童発達支援事業所の従業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、通所給

付決定保護者及び障害児に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければなら

ない。 

3 指定児童発達支援事業者は、その提供する指定児童発達支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなけ

ればならない。 

●法人代表者の責任の下、管理者が従業者と協議し、自ら提供するサービスの質についての評価を実施していな

い。 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

第 36 条 指定児童発達支援事業所の管理者は、当該指定児童発達支援事業所の従業者及び業務の管理そ

の他の管理を、一元的に行わなければならない。 

2 指定児童発達支援事業所の管理者は、当該指定児童発達支援事業所の従業者にこの章の規定を遵守させ

るために必要な指揮命令を行うものとする。 

 

●管理者が従業者への指揮命令及び業務管理を適切に行えていない。 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

第37条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営につい

ての重要事項に関する運営規程（第43条において「運営規程」という。）を定めておかなければならない。 

（1）事業の目的及び運営の方針 

（2）従業者の職種、員数及び職務の内容 

法定代理受領により、市町村等から通所給付費等の支払を受けたときは、本来の受領者である

通所給付決定保護者に対して、「障がい児通所給付受領のお知らせ」等により代理受領した金額

等を書面により通知すること。（内訳金額も併せて示すことが望ましい）（参考様式はこちら） 

毎月、給付決定保護者 1 人 1 人に必ず交付することが必要です。 

児童発達支援ガイドライン（障発０７２４第１号平成 29 年 7 月 24 日厚生労働省社会・援

護局障害保健福祉部長通知）、放課後等デイサービスガイドライン（平成 27 年 4 月 1 日障発０

４０１第２号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）の内容を踏まえ、より一層支援の

質の向上に努めて下さい。 

 

健全な事業運営のために管理者として、従業者に対して必要な指示や業務等を指揮命令してく

ださい。また、利用申込者等からの苦情・相談対応や、従業者の日々の動静の把握することなど、

障がい児及び従業員の全体の管理を行ってください。 

基本取扱方針 ※基準は児童発達支援を引用 

入所支援は入所施設基準第 20条 

 

管理者の責務 ※基準は児童発達支援を引用 

入所支援は入所施設基準第 33条第 2項 3項、相談支援は相談支援基準第 18条 

 

運営規程 ※基準は児童発達支援を引用（医療型児童発達支援通所基準第 63条、居宅訪問型児童

発達支援第 71条の 13） 入所支援は入所基準第 34条、相談支援は相談支援基準第 19条 

入所支援は入所施設基準第 33条第 2項 3項、相談支援は相談支援基準第 18条 
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（3）営業日及び営業時間 

（4）利用定員 

（5）指定児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額 

（6）通常の事業の実施地域 

（7）サービスの利用に当たっての留意事項 

（8）緊急時等における対応方法 

（9）非常災害対策 

（10）事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

（11）虐待の防止のための措置に関する事項 

（12）その他運営に関する重要事項 

●運営規程と重要事項説明書（及び重要事項の掲示）の間で内容が相違している。 

※運営規程の項目については、各基準の運営規程の項目によるものとすること。 

 

 

 

 
 

第38条 指定児童発達支援事業者は、障害児に対し、適切な指定児童発達支援を提供することができるよう、

指定児童発達支援事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

2 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、当該指定児童発達支援事業所の従業者に

よって指定児童発達支援を提供しなければならない。ただし、障害児の支援に直接影響を及ぼさない業務に

ついては、この限りでない。 

3 指定児童発達支援事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

●事業所ごとに作成すべき勤務予定表（原則として月ごと）が作成されていない。 

●すべての従業者（管理者、医師、看護職員等を含む）が記載された勤務予定表となっていない。 

●人員の基準が満たされているか、確認を行っていない。 

●勤務予定表に従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、職種、兼務関係等が明記されていない。 

●加算の対象となる従業者の勤務時間が明記されていない。（P５７参照） 

●管理者及び従業者等（特に非常勤職員等の短時間雇用従業者）の勤務条件が雇用契約書等により 

明確になっていない。 

●夜勤や宿直を行う従業者等の勤務条件が就業規則や雇用契約書等により明確になっていない。 
●法人代表や役員が従業者として勤務した時間数を把握していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勤務体制の確保 ※基準は児童発達支援を引用 

入所支援は入所施設基準第 35条、相談支援は相談支援基準第 20条 

 

指定児童発達支援等において、指導員ごとのシフト表だけを作成している事業所があります

が、これでは管理者が把握する項目として足りません。 

勤務体制の確保のため、勤務予定表は、月ごとに事業所（施設）ごとに作成する必要があり

ます。作成に当たっては、管理者を含めた当該事業に関わる従業者の日々の勤務時間、常勤・

非常勤の別、職種、他の職種等との兼務関係を明確にしたものとしてください。 

複数の障がい児通所支援等の事業を多機能型として行っている場合は、それぞれの事業の勤

務体制を含めた勤務予定表として作成しても差し支えありません。 

従業者が複数の職種を兼務している場合（管理者が児童発達支援管理責任者を兼務している

場合を除く）、職種ごとの勤務時間を明記する必要があります。 

管理者は、常に事業所（施設）の人員基準が満たされているかどうか、勤務予定表等により

管理してください。（参考様式はこちら） 

また、通所給付費等の算定において人員欠如減算の対象となる事業については、従業者の勤

務実績時間数を把握し、人員基準を満たしているかを毎月確認してください。 
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●研修が計画的に実施されていない。または非常勤の従業員について研修が実施されていない。 

●研修（内部、外部を含む）の実施記録等が保存されていない。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

第41条 指定児童発達支援事業者は、障害児の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に

努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わな

ければならない。 

2 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延

しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 
第38条  指定福祉型障害児入所施設は、障害児の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管

理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行

わなければならない。 

2  指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設において感染症又は食中毒が発生し、

又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

3  指定福祉型障害児入所施設は、障害児の希望等を勘案し、適切な方法により、障害児を入浴させ又は清し

きしなければならない。 

●従業者（常勤、非常勤）の健康診断が行われていない。また、実施されていた場合にあっても、健康診断の結果を

把握し記録を残すなどの方法により、適切な管理が行われておらず、従業者の健康状態が把握できていない。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常勤・非常勤を問わず、従業者に労働条件（雇用期間、就業場所、従事する業務、勤務時間

等）を書面で示すことが必要です。（労働条件通知書・雇用契約書等を作成し、交付する） 

より良いサービスの提供は、より良い労働条件の下でのみ確保されるとの考えから、労働基

準法等労働関係法令を遵守することが大切です。 

実地指導において、雇用契約等で従業者の労働条件等を示しているか確認します。 

また、法人代表、役員が管理者、児童発達支援管理責任者等の常勤従業者となる場合も、就

業場所、従事する業務、勤務時間等を明らかにしてください。 

 

運営規程に定めた研修回数により年間計画等を策定し、従業者の資質の向上のため実施し、

実施後は参加者名簿、研修内容、資料等も含め、記録を残してください。 

事業所として、取り組むべき研修の内容としては、従業者の技術向上のほかに、職員のモラ

ル、感染症、事故やひやり・はっと、虐待防止、苦情対応などが考えられます。研修に参加で

きなかった従業者や新規従業者のためなどに記録を残し、個別に対応するなどして従業者の質

の向上に努めてください。 

 

衛生管理等 ※基準は児童発達支援及び福祉型児童入所施設を引用 

障害児入所施設等の基準第 38条、相談支援は相談支援基準第 22条 

 

管理者は従業者（施設職員含む）の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うこ

とが必要です。 

従業者の健康管理については、労働安全衛生規則第 43 条及び第 44 条を遵守し、採用時及

び年 1 回の健康診断の実施を徹底してください。短時間のパートタイム雇用等で事業主による

健康診断の実施が義務付けられていない従業者に関しては、加入している健康保険組合が実施

する健康診断等を受診した結果を提出させ記録する等、健康状態を定期的に把握するよう必要

な措置を講じてください。 

なお、従業者等の健康診断の結果について把握した内容は、実地指導時において確認します

ので、全従業者の健康診断の受診日一覧表を作成するなどにより、従業者の受診状況について

把握し、保管してください。 
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●感染症マニュアルを整備し、従業者に周知するなど感染症予防に必要な措置をとっていない。 

●事業所（施設）の設備及び備品等について、衛生的な管理が行われていない。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

第33条 指定児童発達支援事業者（児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所において、指定指

導発達支援の事業を行うものに限る。）は、常に障害児の健康の状況に注意するとともに、通所する障害児に

対し、通所開始時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法

（昭和33年法律第56号）に規定する健康診断に準じて行わなければならない。（相談支援は第2項、3条は省

略） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

●障がい児の保護者や利用希望する保護者が見やすいところに重要事項の掲示がされていない。 

●従業者だけが出入りする場所に重要事項を掲示している。 

第43条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者

の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項

を掲示しなければならない。（相談支援は第2項省略） 

従業者が感染源となることを予防し、また従業者を感染の危険から守るため、次の事項を行

うなど対策を講じることが必要です。 

① 感染症又は食中毒の発生及びまん延を防止するための措置等について、必要に応じて 

保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携を保つこと。 

② 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等については、

その発生及びまん延を防止するための措置について、別途通知等が発出されているので、

これに基づき、適切な措置を講じること。（参考資料はこちら） 

③ 空調設備等により事業所内の適温の確保に努めること。 

④  共用タオルの廃止、手洗い・うがいの励行など 

⑤  手指を洗浄するための設備や使い捨ての手袋等感染を予防するための備品等を備える。 

⑥  感染症マニュアルを整備し、従業者に周知する。 

⑦  感染予防に関する研修を行う。（インフルエンザ、ノロウィルス、食中毒など） 

掲示 ※基準は児童発達支援を引用 

入所支援は入所施設基準第 40条、相談支援は相談支援基準第 23条 

  

児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所及び入所施設は、障がい児の健康管理

の把握に努め、医師、又は看護師等その他適切な者を健康管理の責任者とし、障がい児の健康

状態に応じて適切な措置を講じてください。 

なお、児童福祉施設（児童発達支援センター、医療型児童発達支援センター、障害児入所施

設）の職員のうち、特に食事を調理する者につき、綿密な注意を払うこと。 

※児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和 23 年厚生省令第 63 号） 

食中毒、感染症及び結核が発生した場合の届出等について、結核、感染症（「感染症の予防及

び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定める一類感染症、二類感染症、三類感染症並

びに四類感染症）の患者が発生した場合は、診断した医師は速やかに所管の保健所へ届出を行

うとともに、事業者は大阪府（指定指導権限のある市）へ報告をしてください。 

事業者は、その他感染症（食中毒を含む。）で、患者が集団発生した場合は、速やかに大阪府

（指定指導権限のある市）及び所管の保健所へ報告してください。 

 

 

健康管理  ※基準は児童発達支援（児童発達支援センターを引用） 

※児童発達支援センター、福祉型障害児入所施設は入所施設基準第 28条 
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●運営規程しか掲示されておらず、事故発生時の対応、秘密保持、個人情報の保護、苦情相談の窓口、苦情解決の

体制及び手順が欠落している。 

●運営規程や重要事項説明書の内容と相違している。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

第47条 指定児童発達支援事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又

はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

2 指定児童発達支援事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障

害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

3 指定児童発達支援事業者は、指定障害児入所施設等（法第24条の2第1項 に規定する指定障害児入所施設

等をいう。）、指定障害福祉サービス事業者等（障害者総合支援法第29条第2項 に規定する指定障害福祉サ

ービス事業者等をいう。）その他の福祉サービスを提供する者等に対して、障害児又はその家族に関する情

報を提供する際は、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ておかなければならない。 

●従業者の秘密保持義務について、就業規則又は雇用契約書、誓約書等に明記されていない。 

●従業者の退職後における秘密の保持が就業規則等に明記されていない。 
 

 

 

 

 
 

 
●個人情報の使用について、障がい児及び家族等から文書による同意を得ていない。 

●障がい児の家族等から使用同意を得る様式になっていない。 

●家族の同意欄が、家族代表となっており、複数名の家族から同意を得る様式になっていない。 
 

 
  

 

 

 

                                                     

                                                              

              

 

 

 

第50条 指定児童発達支援事業者は、その提供した指定児童発達支援に関する障害児又は通所給付決定保

護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓

口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

2 指定児童発達支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければなら

ない。  （第3項～第5項は省略）（相談支援は第3項～第7項省略） 

重要事項説明書の内容（項目）を掲示してください。 

掲示するスペースが確保できないなどの場合は、ファイル等に入れ受付などの見やすい場所

に立てかけるなど、誰もが閲覧ができるように工夫をお願いします。 

また、掲示する位置や文字を大きくするなど、利用申込者等が見やすいよう工夫して掲示し

てください。苦情相談の窓口、苦情解決の体制及び手順については、基準第 50 条（苦情解決）

においても必要な措置を講じるよう規定されています。 

従業者の秘密保持義務について、在職中と併せて当該従業者の退職後における秘密保持義務を

就業規則、雇用契約書、誓約書等に明記してください。 

また、漏らしてはならない内容が、「障がい児及び家族の情報」であることをはっきり明記し

てください。 

事業者が利用者の有する問題点や解決すべき課題等の個人情報（家族に関するものもあり得ま

す。）を他の指定障がい福祉サービス事業者等と共有するためには、あらかじめ文書により利用

申込者及びその家族から（包括的な）同意を得ておくことが必要です。 

同意を得る家族については、家族代表としての同意ではなく、個人情報を使用すると思われる

家族の同意を得る様式としてください。（家族の同意欄は複数設けること。） 

 

 

秘密保持等 ※基準は児童発達支援を引用 

入所支援は入所施設基準第 44条、相談支援は相談支援基準第 24条 

 

苦情解決 ※基準は児童発達支援を引用 

入所支援は入所施設基準第 47条、相談支援は相談支援基準第 27条 
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●苦情解決に関する記録様式（報告書、台帳等）が作成されていない。 

●苦情解決の内容が記録様式に記録されていない。 

●苦情の内容で「その後の経過」、「再発防止のための取組み」が記録されていない。 

●事業所として、「再発防止のための取組み」が行われていない。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

   
 

第52条 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により事故が発生した場合

は、速やかに都道府県、市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければなら

ない。 

2 指定児童発達支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければな

らない。 

3 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により賠償すべき事故が発生した

場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織として迅速かつ適切に対応するため、当該苦情の受付日、内容等を記録し、原因の解明

（分析）を行うなど再発防止のための取組みを行うこととしてください。 

また、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内

容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行う必要があることから、研修を行い、

併せて次の事項を行うなど積極的な取組を行ってください。 
● 苦情解決の要領・マニュアル（手順）の作成（報告書等様式含む） 
● 苦情受付の確立・体制の整備 ● 再発防止処置（原因の解明、分析） 
● 第三者委員の設置 ● サービスの評価、満足度調査 ● 研修会の開催 

事故が発生した場合は、必要な措置（医療機関への搬送等）を行うとともに、事故の状況

や措置した内容を、速やかに障がい児の家族に報告してください。 

また、市町村（障がい児の給付決定市町村）や大阪府（指定指導権限のある市）への報告

が必要です。（軽微なものは除く。） 

事故等の記録は、軽微なものであっても、台帳や報告書に記載してください。 

組織として迅速かつ適切に対応するため、当該事故の発生日、内容等を記録し、原因の解

明（分析）を行うなど、事業所全体で再発防止のための取組みを行うことが必要です。 

●事故等の要領・マニュアル（手順）の作成（報告書等様式含む）、 

●リスクマネジメント体制の確立（リスクの抽出等） 

●再発防止処置（ひやり・はっと事例を含む原因の解明、分析）●損害賠償保険の加入

●サービスの評価、満足度調査  ●研修会の開催など。 

※事業所に自動体外式除細動器（AED）を設置することや救命講習等を受講することが望ま

しいです。事業所の近隣に設置があり、緊急時に使用できるよう体制を構築することでも

差し支えありません。【平成 30 年度制度改正に伴う見直し】 

 

事故発生時の対応 ※基準は児童発達支援を引用 

入所支援は入所施設基準第 49条、相談支援は相談支援基準第 28条 
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支援中の児童行方不明事案について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～こんな場面で起きています～ 

●外出中 

・外出先（公園）から帰る前、指導員が他児のトイレ誘導や着衣の介助等を行っ

ている間に、離れたところにいた児童が逆の方向へ走り出し、見失った。 

・外出時、トイレに入ったと思い込み、呼びに行くといなかった。 

・図書館に外出中、職員が貸出手続きのため背を向けている間に児童が行方不明

になった。 

・外出先（公園）に到着後、しばらくして行方不明であることに気付いた。 

・プール利用時に行方不明となったが誰も気づかないまま事業所に戻り、児童を

保護しているとの連絡を受けて発覚した。 

・近隣の公園で活動し、点呼した時に行方不明に気づいた。 

 

●事業所での支援中 

・散歩準備のため、職員がおむつ替えや車の準備をしている間に児童がいなくな

り、「車に乗るよ」と声掛けして、いないことに気付いた。 

・児童が事業所近くのゴミ箱にジュース空き缶を捨てに出た後、行方不明となっ

た。 

・学習中に機嫌が悪くなり興奮し、職員が目を離した隙に事業所から飛び出した。 

・職員が連絡帳記入などをしている間に、ガレージの窓から出て行ってしまった。 

・調理のイベントで職員が包丁や火の始末に気を取られ、当該児は別の部屋にい

ると思っていたが、施錠していない出入り口から出て行っていた。 

・他児が来所した際にドアを開け、施錠忘れの状態の時に児童が出て行ってしま

った。 

・外出のため職員が他児の乗車介助を行っている間に、事業所からいなくなった。 

 

●送迎前後 

・職員が送迎準備を行っている間に、開いていた非常用出口から児童が出て行っ

てしまった。 

・1 名の児童が見当たらず、送迎車に児童が 1 名残っていたことが判明した。 

・送迎車で児童の自宅近くに降ろしたが家の鍵がかかっていたため、中に入れず

近隣の人が保護した。 
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●事業所での支援中 

職員体制 

・持ち場を離れる場合は、職員同士で声を掛け合う。 

・児童の人数を定期的に確認する。 

・児童のスケジュールが皆で確認できるよう、ホワイトボードに書き出す。 

・記録には各児童の担当職員名を記載することとし、職員の自覚を促す。 

・死角ができないようにするなど、事業所内での職員の配置位置を工夫する。 

・記録作成、トイレ介助、特定の児童の対応等により、児童の見守りを行う職員が不在にならないよう、 

職員の役割分担を明確にする。 

設備 

・児童が届かない場所に鍵を設置するなど、飛び出し防止の工夫をする。 

（※非常災害時には速やかに脱出できるようにすること） 

・出入り口等にチャイム、ブザー等を設置する。 

・出入り口の施錠に加えカーポートの施錠、フェンスの設置など、２段階で飛び出しを防止する。 

・裏出口や児童が出られる大きさの窓等にも、ドアストッパー等を設置する。 

・職員の机を出入り口付近に配置するなど、児童を見守りやすいよう室内レイアウトを変更する。 

 

●外出準備～外出中 

外出準備 

・外出時は職員を多めに配置する。 

・あらかじめ外出先に危険な場所がないか（道路、川、池など）下見し、職員で情報共有しておく。 

・班別で行動する場合などは、集合場所を決めておく。 

・緊急時対応の連絡先一覧を持参する。 

・保護者にはあらかじめプログラムの配付などにより行き先を伝達しておく。（障がい特性上知らせておいた

方がよい児童等にも「しおり」等を配付。） 

・児童に対して、外出時の約束事を説明しておく。 

・外出時ルール、マニュアル等を策定し事業所内で周知しておく。 

・職員体制が整わないときは安全を優先し外出を控える。 

 

外出中 

・点呼表を使うなどして、まめに点呼を実施する。 

・各児童を見守る担当スタッフを決め、必要であればマンツーマンで対応する。 

・各スタッフの業務分担を明確にし、持ち場を離れるときや児童から目を離すときは、他のスタッフへの声掛

けを徹底する。 

・児童に問題行動の予兆があれば、スタッフ全員に周知する。 

児童の行方不明防止について（改善事例集） 
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・常に児童が見える位置、追いつける位置に職員を配置する。 

・バスなどで移動時は席を決め、いない児童がすぐ分かるようにする。 

・目的地に着いたら、車から降りる前に注意事項を再度周知する。 

・当該事業所の児童であることが分かる目印になるものを児童に着用させる。 

・児童に連絡先のわかるものを携帯させておく。 

・公園などでは出入り口に職員を配置する。 

 

●送迎準備～送迎 

・児童の乗降時には、運転手は車から離れず、見守りを行う。 

・車まで誘導した職員はシートベルト着用まで確認する。 

・事業所に到着し降車させるときは、車内に残っている児童がいないか必ず確認する。 

・児童を乗車させるときは、車のドアを開けるのは１か所だけとする。（別のドアから児童が勝手に降りない

ようにする） 

・送迎車が複数台あっても目が行き届くよう、乗車は一台ずつ時間をずらして行う。 

・帰りの送迎で１便が出発し人数が減った時点で、児童を一部屋に集める。（見守りやすいようにする。） 

・家に送る際は、家の中に入ったことを見届ける。 

・児童が待ち合わせ場所ではぐれることのないよう、学校等への迎えの日や時間、その日に車に乗せる児童が

誰かを十分に確認する。 

 

●職員の危機意識 

・緊張感を持って支援するため、行方不明防止のためのミーティングや研修を行う。 

・個々の児童の特性を理解し、興奮しないような接し方を職員間で共有する。 

・少し位目を離しても大丈夫だろう、多分○○へ行ったのだろうという思い込みを捨てる。 

・アセスメントや日常の支援で児童の興味をひくもの、好きな場所・ものなどの把握に努める。 

・ひやりはっと報告の取組みを強化し、職員の危機意識を高める。 

 

～万が一に備えて～ 

・行方不明になったときの対応手順、連絡先一覧等を作成、周知しておく。 

・行方不明になったときに、関係機関に児童名や写真、特徴などの情報提供をおこなってよいか予め保護者に

確認しておく。（同意書等） 

・児童の当日の服装などを撮影しておくなどの方法により、正確な情報を従業者間で共有する。 

・行方不明児の捜索等、当該事業所の従業員以外にも法人内での応援体制を整備しておく。 

・行方不明児の捜索等のため、他児の支援が困難となった場合の対応を検討しておく。 

 

「支援中の児童の行方不明防止について」（大阪府作成） 

http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/syougaijisien/yukuehumei.html 
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●指定事業所（施設）ごとに経理が区分されていない。 

●当該事業の会計とその他の事業の会計が区分されていない。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

●指定事業所で必要な記録が整備されていない。 

●サービス提供に関する諸記録が 5年間保存されていない。 

※保存する記録については、各基準に定められるものによること。 

 

 

 
 

●管理者や児童発達支援管理責任者、または専用区画、運営規程等について、指定時に申請をした内容等が変更

されているが、変更届が提出されていない。 

●加算等の要件を満たせなくなったが、取下げの届出を行っていない。 

●前年度の指標該当児の割合等により、報酬体系や加算状況に変更が生じているが、届け出を行っていない。（新

年度を迎える際に、必ず見直しを行うこと。）【平成３０年度制度改正に伴う見直し】 

 
 

第54条 指定児童発達支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければな 

らない。 

2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を

整備し、当該指定児童発達支援を提供した日から5年間保存しなければならない。 

（1） 第21条第1項に規定する提供した指定児童発達支援に係る必要な事項の提供の記録 

（2） 児童発達支援計画 

（3） 第35条の規定による市町村への通知に係る記録 

（4） 第44条第2項に規定する身体拘束等の記録 

（5） 第50条第2項に規定する苦情の内容等の記録 

（6） 第52条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

 

第53条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定児童 

発達支援の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。 

第 21 条の 5 の 20  ③指定障害児通所支援事業者は、当該指定に係る障害児通所支援事業所の名称及び所

在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は休止した当該指定通所支援の事業を再開し

たときは、厚生労働省令で定めるところにより、10 日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならな

い。 

④指定障害児通所支援事業者は、当該指定通所支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働

省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なけれ

ばならない。 

指定事業所（施設）ごとに経理を区分するとともに、サービス種別ごとに会計を区分するこ

とが必要です。 

共通して必要となる事務的経費（光熱水費、事業所賃借料等）については、収入割、人員割、

面積割等の按分で、支出を区分してください。 

（例）児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援など多機能型として行ってい

る事業所は、それぞれの事業ごとの収入と支出の金額がわかるようにしてください。 

 

会計の区分 ※基準は児童発達支援を引用 （医療型児童発達支援除く） 

入所支援は入所施設基準第 50条（医療型障がい児入所支援除く）、相談支援は相談支援基準第 29条 

 

記録の整備 ※基準は児童発達支援を引用 

入所支援は入所施設基準第 51条、相談支援は相談支援基準第 30条 

  

変更の届出 ※児童福祉法 

障がい児入所施設は、児童福祉法第 24条の 13、相談支援は 24条の 32 
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第27条 指定児童発達支援事業所の管理者は、児童発達支援管理責任者に指定児童発達支援に係る通所支

援計画（以下この条及び第54条第2項第2号において「児童発達支援計画」という。）の作成に関する業務を担

当させるものとする。 

2 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、

その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及

び障害児の希望する生活並びに課題等の把握（以下この条において「アセスメント」という。）を行い、障害児

の発達を支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。 

3 児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に面接しなければ

ならない。この場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を通所給付決定保護者及び障害児

に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 

4 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、通所給付決定保護者及び障

害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させ

るための課題、指定児童発達支援の具体的内容、指定児童発達支援を提供する上での留意事項その他必要

な事項を記載した児童発達支援計画の原案を作成しなければならない。この場合において、障害児の家族に

対する援助及び当該指定児童発達支援事業所が提供する指定児童発達支援以外の保健医療サービス又は

福祉サービスとの連携も含めて児童発達支援計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。 

5 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、障害児に対する指定児童発達支援

の提供に当たる担当者等を招集して行う会議を開催し、児童発達支援計画の原案について意見を求めるもの

とする。 

6 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に

対し、当該児童発達支援計画について説明し、文書によりその同意を得なければならない。 

7 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画を作成した際には、当該児童発達支援計画を通所給付決

定保護者に交付しなければならない。 

8 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成後、児童発達支援計画の実施状況の把握（障害児

についての継続的なアセスメントを含む。次項において「モニタリング」という。）を行うとともに、障害児につい

て解決すべき課題を把握し、少なくとも6月に1回以上、児童発達支援計画の見直しを行い、必要に応じて、当

該児童発達支援計画の変更を行うものとする。 

9 児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当たっては、通所給付決定保護者との連絡を継続的に行うこと

とし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。 

（1）定期的に通所給付決定保護者及び障害児に面接すること。 

（2）定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

10 第2項から第7項までの規定は、第8項に規定する児童発達支援計画の変更について準用する。 

●児童発達支援管理責任者によるアセスメントが（十分に）行われていない。 

●児童発達支援管理責任者が、計画の作成に係る会議を開催し、計画の原案の内容について意見を求めていない。

（担当者会議の内容を記録していない。） 

●通所支援計画等が作成されていない。（提供するサービスの内容について、通所給付決定保護者及び障がい児に

対する説明が行われておらず、同意も得られていない。） 

●通所支援計画等を通所支給決定保護者に交付していない。 

●通所支援計画等に、通所給付決定保護者の同意及び交付を受けた旨の署名・押印等を得ていない。 

●児童発達支援管理責任者によるモニタリングが行えていない。また結果を記録していない。 

●通所支援計画等の見直しが適切に行われていない。 

児童発達支援ガイドライン参考資料参照（こちら） 

     ＊通所支援計画等の見直し時期 ⇒ 少なくとも6月に1回以上 
○児童発達支援管理責任者による指揮の下、通所支援計画等が作成されていない場合 
○基準に規定する通所支援計画等の作成に係る一連の業務が適切に行われていない場合 
（個別支援計画未作成減算の事由となります） 

通所支援計画等の作成等 ※基準は児童発達支援を引用 

入所支援は入所施設基準第 21条 

 

33



 

 

 

 
 

                                                                                           

●児童発達支援管理責任者が、障がい児の状況を適切に把握していない。 

●児童発達支援管理責任者が、他の従業者に計画の内容を説明していない。 

（直接支援する従業者が児童発達支援計画の内容に沿った支援ができていない。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                   

 

 

第28条 児童発達支援管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 

1 次条に規定する相談及び援助を行うこと。 

2 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 

第29条  指定児童発達支援事業者は、常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に 

努め、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わな

ければならない。   

第 23条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児についてその心身の状況等に照らし、法第 21条の５の３ 

第１項に規定する指定通所支援、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律第 29条第 1項 

に規定する障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスを利用することにより、当該障 

害児が居宅において日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、居宅において日常生活を 

営むことができると認められる障害児に対し、入所給付決定保護者及び障害児の希望等を勘案し、必要な 

援助を行わなければならない。 

第40条 指定児童発達支援事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非

常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期

的に従業者に周知しなければならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなけ

ればならない。 

【解釈通知】 

１ 非常災害に際して必要な具体的計画の策定、関係機関への通報及び連絡体制の整備、避難、救出訓練

 

【児童発達支援管理責任者の配置に係る経過措置期間の終了と、児童発達支援管理責任者研修の見直し】 

●児童発達支援管理責任者が実務経験により、研修修了者としてみなす経過措置（「みなし児発管」）につ

いては平成 31 年 3 月 31 日をもって終了となりました。これに伴い、研修未受講者は平成 31 年 4 月 1

日以降は児童発達支援管理責任者ではないため、人員欠如減算の対象となります。 

●また、平成 31 年度よりサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の研修制度が変わります。当

研修が「基礎研修」「実践研修」「更新研修」と分けられ、現在児童発達支援管理責任者として従事してい

る方にも更新研修受講が必要です。     （資料はこちら） 

 

児童発達支援管理責任者の責務（相談及び援助）  

※基準は児童発達支援を引用  入所支援は入所施設基準第 22条 23条及び 24条 

 

非常災害時対策 ※基準は児童発達支援を引用（保育所等訪問支援除く） 

入所支援は入所施設基準第 37条、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第 6条 

 

 

児童発達支援管理責任者は常に障がい児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把

握に努め、常時必要な相談及び援助を行い得る体制を取ることにより、積極的に障がい児の生

活の質の向上を図るよう努めてください。 

入所施設においては、障がい児の心身の状況及び居宅生活において利用可能なサービスを定

期的に従業者間で検討しつつ、居宅生活が可能と認められる障がい児については、給付決定保

護者及び障がい児の希望を勘案しながら、必要な支援を図ってください。 
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第 6条  児童福祉施設においては、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設け 

るとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなけれ 

ばならない。  

2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月一回は、これを行わなければならない。 

 
 

 

 

 

 
●消火設備その他の非常災害に際して必要な設備が整備されていない。 

●非常災害に関する具体的な計画（非常時の連絡体制や地震を含む自然災害を網羅した避難マニュアルを含む）が

策定されていない。 

●非常災害計画や、関係機関への連絡体制を保管しているが、災害時に従業員が速やかに通報できる体制が周知

徹底できていない。 

●定期的な避難、救出、消火、その他必要な訓練が行われていない。                                                                                                   

の実施等の対策の万全を期さなければならないこととしたものである。 

２ 「消火設備その他の非常災害に際して必要な設備」とは、消防法その他法令等に規定された設備を指し

ており、それらの設備を確実に設置しなければならない。 

３ 「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施行規則第３条に規定する消防計画(これに準ずる計画を

含む。)及び風水害、地震等の災害に対処するための計画をいう。この場合、消防計画の策定及びこれに

基づく消防業務の実施は、消防法第８条の規定に基づき定められる者に行わせるものとする。 

４ 「関係機関への通報及び連携体制の整備」とは、火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報

する体制をとるよう職員に周知徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民との連携を図り、火災等の際

に消火・避難等に協力してもらえるような体制作りを求めることとしたものである。 

 

関係資料等： 

①    ① 「防犯に係る安全の確保について」（大阪府ホームページ）をこちらに掲載 

②    ② 「福祉施設等における災害への備えについて」（大阪府福祉部福祉総務課）をこちらに掲載 

③ 「地震や風水害時に係る被災状況報告書フロー図・被災状況報告書様式」、及び「市町村窓口一覧」を

こちらに掲載 

平成 29 年、水防法等の一部を改正する法律（平成 29 年法律第 31 号）が施行され、洪水

浸水想定区域内等又は土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の

作成、避難訓練の実施が義務付けられました。対象区域内の障がい福祉サービス事業者で、避

難計画を未だ作成していない等、義務の履行ができていない事業者の管理者は、早急に対応し

てください。 

http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshido/jiritu_top/hinankakuhokeikaku.html( 大 阪 府

HP) 
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第 15 条 指定障害児相談支援の方針は、第 2 条に規定する基本方針に基づき、次の各号に掲げるところによ

るものとする。 

一 指定障害児相談支援事業所の管理者は、相談支援専門員に障害児支援利用計画の作成に関する業務を担

当させるものとする。 

二 指定障害児相談支援の提供に当たっては、障害児等の立場に立って懇切丁寧に行うことを旨とし、障害

児又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行うとともに、必要に

応じ、同じ障害を有する障害児の家族による支援等適切な手法を通じて行うものとする。 

2 指定障害児相談支援における指定障害児利用援助（法第 24 条の 26 第 1 項第 1 号に規定する指定障害児支

援利用援助をいう。）の方針は、第 2 条に規定する基本方針及び前項に規定する方針に基づき、次の各号に

掲げるところによるものとする。 

一 相談支援専門員は、障害児支援利用計画の作成に当たっては、障害児等の希望等を踏まえて作成するよ

う努めなければならない。  

二 相談支援専門員は、障害児支援利用計画の作成に当たっては、障害児の自立した日常生活の支援を効果

的に行うため、障害児の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に適切な福祉サービス等の利用

が行われるようにしなければならない。 

三 相談支援専門員は、障害児支援利用計画の作成に当たっては、障害児の日常生活全般を支援する観点か

ら、指定通所支援に加えて、指定通所支援以外の福祉サービス等、当該地域の住民による自発的な活動に

よるサービス等の利用も含めて障害児支援利用計画上に位置付けるよう努めなければならない。 

四 相談支援専門員は、障害児支援利用計画の作成の開始に当たっては、障害児等によるサービスの選択に

資するよう、当該地域における指定障害児通所支援事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を

第26条の１（略） 
２      （略） 
３      （略） 
４ 指定児童発達支援事業者は、前項の規定により、その提供する指定児童発達支援の質の評価及び改善を行
うに当たっては、次に掲げる事項について、自ら評価を行うとともに、当該指定児童発達支援事業者を利用する障
害児の保護者による評価を受けて、その改善を図らなければならない。  【平成30年度制度改正に伴う新設】 
 

一 当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者の意向、障害児の適性、障害の特性
その他の事情を踏まえた支援を提供するための体制の整備の状況 

二 従業者の勤務の体制及び質の向上のための取組の状況 
三 指定児童発達支援の事業の用に供する設備、備品等の状況 
四 関係機関及び地域との連携、交流等の取組の状況 
五 当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者に対する必要な情報の提供、助言そ
の他の援助の実施状況 

六 緊急時等における対応方法及び非常災害対策 
七 指定児童発達支援の提供に係る業務の改善を図るための措置の実施状況 

５ 指定児童発達支援事業者は、おおむね1年に1回以上、前項の評価及び改善の内容をインターネットの利用そ
の他の方法により公表しなければならない。 

自ら提供するサービスが適切かどうかについて、ガイドラインの評価表の活用や満足度調査

などの方法により評価し、サービスの質の向上に役立ててください。 

評価結果については、自社ホームページに掲載する、重要事項説明書に添付、事業所の会報

に掲載する、利用申込者に配布するなどの方法により、公表に努めてください。 

自己評価結果等の公表が義務つけられている児童発達支援及び放課後等デイサービスにつ

いて、未公表の場合は、平成 31 年 4 月 1 日より減算されます。 

指定障がい児相談支援の具体的取扱方針 

※障がい児相談支援指定基準を引用 

情報の提供等（児童発達支援・放課後等デイサービス） 
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適正に障害児又はその家族に対して提供しなければならない。 

五 相談支援専門員は、障害児支援利用計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、そ

の心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて障害児の希望する生活や

障害児が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等の把握（以下この項及

び第 30条第 2項第 2号ロにおいて「アセスメント」という。）を行わなければならない。 

六 相談支援専門員は、アセスメントに当たっては、障害児の居宅を訪問し、障害児及びその家族に面接し

なければならない。この場合において、相談支援専門員は、面接の趣旨を障害児及びその家族に対して十

分に説明し、理解を得なければならない。 

七 相談支援専門員は、障害児についてのアセスメントに基づき、当該地域における指定通所支援が提供さ

れる体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題等に対応するための最も適切な

福祉サービス等の組合せについて検討し、障害児及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、

生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類、

内容、量、福祉サービス等を提供する上での留意事項、法第 6条の 2第 8項に規定する厚生労働省令で定

める期間に係る提案等を記載した障害児支援利用計画案を作成しなければならない。 

八 相談支援専門員は、障害児支援利用計画案に位置付けた福祉サービス等について、法第 21 条の 5 の 5

第 1項に規定する障害児通所給付費等の対象となるかどうかを区分した上で、当該障害児支援利用計画案

の内容について、障害児及びその家族に対して説明し、文書により障害児等の同意を得なければならない。 

九 相談支援専門員は、障害児支援利用計画案を作成した際には、当該障害児支援利用計画案を障害児等に

交付しなければならない。 

十 相談支援専門員は、通所給付決定を踏まえて障害児支援利用計画案の変更を行い、指定障害児通所支援

事業者等その他の者との連絡調整等を行うとともに、サービス担当者会議（相談支援専門員が障害児支援

利用計画の作成のために当該変更を行った障害児支援利用計画案に位置付けた福祉サービス等の担当者

（以下この条において「担当者」という。）を招集して行う会議をいう。以下同じ。）の開催等により、当

該障害児支援利用計画案の内容について説明を行うとともに、担当者から、専門的な見地からの意見を求

めなければならない。 

十一 相談支援専門員は、サービス担当者会議を踏まえた障害児支援利用計画案の内容について、障害児及

びその家族に対して説明し、文書により障害児等の同意を得なければならない。 

十二 相談支援専門員は、障害児支援利用計画を作成した際には、当該障害児支援利用計画を障害児等及び

担当者に交付しなければならない。 

3 指定障害児相談支援における指定継続障害児支援利用援助（法第 24条の 26第 1項第 2号に規定する指定

継続障害児支援利用援助をいう。）の方針は、第 2条に規定する基本方針及び前 2項に規定する方針に基 

づき、次の各号に掲げるところによるものとする。 

一 相談支援専門員は、障害児支援利用計画の作成後、障害児支援利用計画の実施状況の把握（障害児に 

ついての継続的な評価を含む。次号及び第 30条第 2項第 2号ニにおいて「モニタリング」という。）を行

い、必要に応じて障害児支援利用計画の変更、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整その他の便

宜の提供を行うとともに、新たな通所給付決定が必要であると認められる場合には、障害児等に対し、通

所給付決定に係る申請の勧奨を行うものとする。 

二 相談支援専門員は、モニタリングに当たっては、障害児及びその家族、福祉サービス等の事業を行う者

等との連絡を継続的に行うこととし、法第 6条の 2第 8項に規定する厚生労働省令で定める期間ごとに障

害児の居宅を訪問し、障害児等に面接するほか、その結果を記録しなければならない。 

三 前項第 1号から第 7号まで及び第 10号から第 12号までの規定は、第 1号に規定する障害児支援利用計

画の変更について準用する。 

四 相談支援専門員は、適切な福祉サービス等が総合的かつ効率的に提供された場合においても、障害児が

その居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は障害児等が指定障害児入所施設

等への入所又は入院を希望する場合には、指定障害児入所施設等への紹介その他の便宜の提供を行うもの

とする。 

五 相談支援専門員は、指定障害児入所施設等から退所又は退院しようとする障害児又はその家族から依頼

があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、必要な情報の提供及び助言

を行う等の援助を行うものとする。 
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障がい児通所支援における送迎について 
 

1 共通事項 
（1）送迎前 

  ●万が一、送迎時に事故が起きた場合に備えて損害賠償保険への加入等が必要です。なかには送迎時の事故

が保障の対象外となる場合がありますので、契約内容の確認が必要です。 

 ●職員が徒歩により付き添い送迎する場合は、経費が生じていない為、加算の対象となりません。 

 ●障がいの程度により自ら通所することが困難な障がい児に対しては送迎を実施するなどの配慮を行う必要があ

りますが、障がい児の自立の獲得を妨げないようにしなければなりません。 

 

（2）送迎時 

●重症心身障がい児に対して送迎を行う場合、送迎の際に、運転手に加え、指定通所基準の規定により置くべき

職員（直接支援業務に従事する者に限る。）を 1 名以上配置することが必要です。重症心身障がい児以外の児

童への送迎についても安全を確保するために、できる限り運転手の他に 1 人以上の添乗者を配置するよう努め

て下さい。また、できる限り同性で送迎できるよう配慮に努めてください。 

●指導員の方が運転手・添乗者となることは可能です。 

 

（3）送迎後 

●送迎の記録も必要です。 

  （例）児童の自宅と事業所間を送迎する場合 （あくまで最低限の記載例です。様式は問いません。） 

 児童氏名 送迎 出発 到着 連絡事項等 運転手 添乗者 

○○ ○○ 迎え 
自宅 

9：05 

事業所 

9：25 

少し発熱があるのではないか

とお母様が心配しておられた。 
△△ 

（印） 

▲▲ 

（印） 

●● ●● 送り 
事業所 

14：10 

自宅 

14：35 

昼食も元気に食べていた旨 

をお伝えする。 

△△ 

（印） 

▲▲ 

（印） 

 

【営業時間と送迎時間の人員配置について】  

 ●「営業時間」とは事業所に職員を配置し、児童を受け入れる体制を整えている時間であり、送迎のみを行う時間

は含まない。 

 ●児童を受け入れる体制とは、原則として受け入れることができる児童の数に応じた人員基準をみたすことであり、

サービス提供時間を確保するために合理的な方法により行う送迎の際に、直接処遇する職員が添乗することによ

り、人員基準を満たさないものの、少なくとも直接処遇職員が 1人以上は事業所に配置されている場合は、体制が

とれているとして差し支えない。  （平成 27年障がい福祉サービス等報酬改定に関するQA 問 71より一部抜粋） 

 

2 送迎についての留意事項、QA等 
学校と事業所間の送迎にあたっては特に以下の点に注意してください。 

●送迎計画・手順の確認等について、保護者・学校・近隣事業所との綿密な連携を図ってください。 

  特に学校周辺での待機場所において、近隣の通行の妨げとならないよう、十分ご留意ください。 

●学校に車両を乗り入れる際は最徐行を徹底してください。また、必ず身分証を携行・提示するようにして下さい。 
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 問109 放課後等デイサービスにおける学校と事業所間の送迎加算の適用に関する条件は何か。  

（答） 放課後等デイサービスの送迎加算については、事業所と居宅間の送迎のほか、以下のようなケースの時

に、学校と事業所間の送迎を行った場合に加算を算定できる。 

※以下のいずれかに該当し、それが障害児支援利用計画に記載されている場合(※1)とする。 

保護者等が就労等により送迎ができない場合であって、 

① スクールバスのルート上に事業所がない等、スクールバス等での送迎が実施できない場合。 

② スクールバス等での送迎が可能であっても、放課後等デイサービスを利用しない他の学生の乗車時間

が相当時間延長する等、スクールバスによる送迎が適当でない場合。 

③ 就学奨励費で学校と放課後等デイサービス事業所間の送迎手段を確保できない場合。 

④ その他、市町村が必要と認める場合(※2)。 

※1 障害児支援利用計画が作成されていない場合は、学校、事業所、保護者の三者の間で調整し、放課

後等デイサービス支援計画に記載していることで足りるものとする。 

※2 ④は例えば、学校長と市町村が協議し、学校と事業所との間の途中までスクールバスによる送迎を行

ったが、事業所までまだ相当の距離があり、事業所による送迎が必要であると認められる場合などが考

えられる。                      （平成24年障がい福祉サービス等報酬改定に関するQA） 

 

 問2  送迎の範囲について、事業所と居宅以外に具体的にどこまで認められるのか。  

（答） 事業所と居宅以外には、例えば事業所の最寄駅や利用者宅の居宅の近隣に設定した集合場所までの   

送迎が予想される。ただし、あくまで事業所と居宅間の送迎が原則のため、それ以外の場所への送迎につ

いては事前に利用者と合意の上、特定の場所を定めておく必要があり、利用者や事業所の都合により特定

の場所以外への送迎を行う場合や、居宅まで送迎を行う必要がある利用者について、居宅まで送迎を行わ

ない場合には算定対象外となることに留意すること。(※3) 

なお、事業所外で支援を行った場合であっても、事業所外の活動場所から居宅への送迎も算定対象とな

る。 

※3 Ｈ２４ＱＡ問109に事業所と居宅以外の送迎を行う条件として、 

「保護者等が就労等により送迎ができない場合であって」とあるため、本ＱＡには記載がないが、この条件を 

満たしているか確認すること。  （平成27年障がい福祉サービス等報酬改定に関するQA） 
 

 

 

 

 

Q１：児童発達支援等を行う場合、協力医療機関を定めておかなければならないとあるが、どのような医療機関にお

願いすればよいか。 

A：小児科または内科が想定されるが、障がい児の病状の急変等に対応できる医療機関とすること。 

 

Q２：秘密保持等の観点から、個人情報の同意書を利用児童の保護者に求めることになるが、どこまでの家族の同意

が必要か。 

A：事業所等が、利用者の個人情報を所有し、使用する可能性のある家族（同居・別居は問わない。） 

 

Q３：パンフレット等の広告を作成してもよいのか。 

A：実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならないことから、作成することに問題はない。

ただし、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。 

 

Q４：台風やインフルエンザにより学校が臨時休校となった場合、放課後等デイサービスは授業終了後と休日の場合

のどちらとして取り扱うのか。 

A：休日単価となる。（次頁問 69参照） 

 

Q５：夏休み中のプール登校がある日などの場合、放課後デイサービスは休日扱いとなるのか。 

A：当該日についての扱いが、学校によって異なるため、授業終了後となるのか、休日扱いなのかを学校に確認の上、

請求すること。 

  

お問い合わせの多い内容について 

39



 

Q６：災害や感染症により休校となった場合、事業所も休園できないのか。 

A：運営規程に、明記している場合は休園が可能。 

 

Q７：教材費及びおやつ代の取扱いについて。 

A：教材費やおやつ代を徴収する場合は、あらかじめ給付決定保護者に対し、費用の名目、金額等の十分な説明を行

い同意を得ること。（あいまいな名目や金額の徴収はしないこと）また、支払いを受けた場合には当該費用を支払った

給付決定保護者に対して領収書を交付すること。 

 

Q８：従業者の資質の向上のため、研修の機会を確保しなければならないとあるが、どのようなことをすればよいか。 

A：事業所内で、障がい児に対する処遇に関する研修・虐待防止に関する研修、人権擁護に関する研修等があります。

また、都道府県や市町村で行われている研修に参加する方法や、障がい児等療育支援実施機関でも、訪問による研

修等も行っています。 
 

 問69  放課後等デイサービスの基本報酬における休業日とは何を指すのか。  

（答） 

 具体的には以下のことを指す。 

・学校教育法施行規則第61条及び第62条の規定に基づく休業日（公立学校においては、国民の祝日、日曜日

及び土曜日、教育委員会が定める日、私立学校においては、当該学校の学則で定める日） 

・学校教育法施行規則第63条等の規定に基づく授業が行われない日（例えば台風等により臨時休校となる

日）又は臨時休校の日（例えばインフルエンザ等により臨時休校の日） 

・なお、学校が休業日ではない日に、放課後デイサービスを午前から利用した場合であっても、休業日の扱い

としない。            （H24障害福祉サービス等報酬改定に関するQA（H24.8.31）問87の一部修正） 
 

問 109 例えば、A事業所を欠席した障害児が、同日に B事業所に通所した場合において、A事業所は 

欠席時対応加算を算定できるのか。また、B事業所は基本報酬を算定できるのか。 

（答） 

  欠席時対応加算の算定要件は、急病等により利用を中止する場合であって、基本的には同日に異なる事業

所が報酬を算定することは想定していない。このため、利用者の連絡漏れ等により、急遽利用中止となった場

合は、A事業所は欠席時対応加算の算定はできない。なお、B事業所については、基本報酬について算定で

きる。                         （H30障害福祉サービス等報酬改定等に関する QAより抜粋） 

 

40



 

2 報酬の算定に関する事項 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

●指定基準の規定により配置すべき従業者について、基準上必要とされる員数を満たしていない。 

●児童発達支援管理責任者が退職した以降、後任が補充されていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

指定基準の規定により配置すべき従業者（児童指導員・保育士・障害福祉サービス経験者）

については、人員基準上必要とされる員数から 1割を超えて減少した場合にはその翌月から、

一割の範囲以内で欠如した場合はその翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで、障

がい児全員について、所定単位数の 100 分の 70 で算定してください。 

※減算が適用された月から 3 カ月以上連続して基準に満たない場合、解消されるに至った月

までの間、所定単位数の１００分の５０で算定することとなります。【30 年度報酬改定】 

児童発達支援管理責任者については、指定基準に定める人員を満たしていない場合、翌々

月から解消されるに至った月までの間、所定単位数の１００分の７０で算定して下さい。 

※減算が適用された月から 5 月以上連続して基準に満たない場合、解消されるに至った月ま

での間、所定単位数の１００分の５０で算定することとなります。【30 年度報酬改定】 

なお、多機能型事業所等であって、複数の障がい児通所支援の合計数に基づき、配置すべ

き指導員等の員数等を満たしていない場合には当該複数の障がい児通所支援の障がい児全員

について減算となります。 

＊人員欠如は人員基準違反であり、指導や勧告、行政処分の対象とする場合があります。 

人員欠如減算 

報酬の留意事項通知 第二 1．通則（6） 

(児童発達支援（児童発達支援センターで行う場合を除く）、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援) 

 

報酬区分の導入（児童発達支援・放課後等デイサービス） 

報酬の留意事項通知 第二 ２ （３）① 

強度行動障がい児支援加算（児童発達支援・放課後等デイサービス） 

厚生労働省告示第九十九号別表第１ ９の２ 

 

平成 30 年度報酬改定により、児童発達支援では、未就学（小学校就学前）の障がい児の

割合による報酬区分が設けられました。 

また、放課後等デイサービスでは、利用者の状態像を勘案した指標と、授業終了後のサー

ビス提供時間による報酬区分が設けられました。 

報酬区分は前年度の実績に基づき判断し、増改築等の事由を除き１年間適用されます。

【30 年度新設】 

 

強度行動障がいを有する障がい児への適切な支援を推進するため、強度行動障がい支援者養

成研修（基礎研修）等を修了した職員を配置し、強度行動障がいを有する障がい児に対して支

援を行うことを評価する加算です。【３０年度新設】※研修要件は児童指導員配置加算等と同じ 

看護職員加配加算（児童発達支援・放課後等デイサービス） 

厚生労働省告示第九十九条別表第第 1 10 

医療的ケア児の受け入れ体制を確保し必要な支援を受けることができるよう、看護職員の加

配を評価する加算です。基準上必要な人員に加え、看護職員が常勤換算で１以上、医療的ケア

に関する判定スコアによる要件、医療的ケア提供の公表等の要件があります。【30 年度新設】 
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●児童発達支援管理責任者による指揮の下、通所支援計画等が作成されていない。 

●基準に定められている通所支援計画等作成に係る一連の業務が適切に行われていない。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
児童指導員等（有資格者）配置加算 

 加算の対象となる従業者 

新（平成 30年度改正） 旧 

・児童指導員 

・保育士 

・強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）を修了

した障害福祉サービス経験者 

・児童指導員 

・保育士 

・強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）を修了

した指導員 

＊研修は、重度訪問介護従事者養成研修（基礎研修）と行動援護従事者養成研修も対象です。 

＊基準上必要な従業者のみを対象としているため、従来の「指導員」は対象外となります。 

＊現在、加算を算定している事業所でも、新基準では加算を算定できない場合があります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

          

児童指導員等加配加算（Ⅰ） 

 加算を算定するために基準上必要な人員に加えて配置が必要な従業者（常勤換算） 

 新（平成 30年度改正） 旧 

理学療法士等 

（専門職員） 

・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・保育士 

・大学で心理学又はこれに相当する課程を専修し卒

業した者で、個人及び集団心理療法の技術を有

する者 

・国立障害者リハビリテーションセンター学院の視覚

障害学科を履修した者又はこれに準ずる視覚障

害者の生活訓練を専門とする技術者養成研修修

了者 

 

 

H30新設 

通所支援計画等が作成されていない又は作成に係る一連の業務が適切に行われていない

場合は、該当する月から当該状態が解消するに至った月の前月まで、当該障がい児につき所

定単位数の 100 分の７０で算定してください。 

※減算が適用された月から３月以上連続して当該状態が解消されない場合、解消されるに至

った月の前月まで所定単位数の１００分の５０で算定します。【30 年度報酬改定】 

通所支援計画等未作成減算                                          

報酬の留意事項通知 第二 1．通則（7）                                         

（児童発達支援、医療型児童発達支援（指定発達支援医療機関において行う場合を除く。）、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、

障害児入所支援（指定発達支援医療機関において行う場合を除く。）） 

児童指導員等加配加算（Ⅰ）（Ⅱ）                                        

報酬の留意事項通知 第二 2．障害児通所給付費等（1） の④                

 （児童発達支援、放課後等デイサービス） 

児童発達支援管理責任者の実務経験の経過措置は、平成 30 年 3 月 31 日で終了していま

す。要件を満たさない者が平成３０年４月１日以降に計画を作成した場合は、計画未作成減

算の対象となります。 
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 新（平成 30年度改正） 旧 

児童指導員等 

・児童指導員 

・障害福祉サービス経験者又はその他の従業者で

強度行動障害支援者養成研修※（基礎研修）を

修了した者 

・児童指導員 

・保育士 

・強度行動障害支援者養成研修 

（基礎研修）を修了した者 

指導員 
・障害福祉サービス経験者 

・その他の従業者 
・指導員 

※研修は、重度訪問介護従事者養成研修（基礎研修）と行動援護従事者養成研修も対象です。 

※児童指導員等加配加算（Ⅱ）については、児童指導員等加配加算（Ⅰ）を算定しており、児童発達支援・放課後

等デイサービス（センター、重心除く）で区分１を算定している事業所が、さらに上記職員を常勤換算で１以上配

置すると算定できます。ただし、個別支援計画未作成減算にあたる事業所は算定できません。 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

●外出行事で外食した場合など、事業所が食事を提供していない場合にも、加算を算定している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ●従業者の異動や退職等により、福祉専門職員配置加算の要件を満たせていない。 

 加算の対象となる従業者 

加算 新 旧 

Ⅰ 
・社会福祉士     左記の者で常勤の 

・介護福祉士     児童指導員又は 

・精神保健福祉士  障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ 

・公認心理師     経験者 

（保育士は含まず） 

・指導員 

・児童指導員 

Ⅱ 
・指導員 

・児童指導員 

Ⅲ 

・児童指導員 

・保育士 

・障害福祉サービス経験者 

・指導員 

・児童指導員 

・保育士 

＊基準上必要な従業者のみを対象としているため、従来の「指導員」は対象外となります。 
 

 

 

 

 

福祉専門職員配置等加算                                        

報酬の留意事項通知 第二 2．障害児通所給付費等（1） の⑨                

 （保育所等訪問支援を除く） 

事業所が食事を提供した場合に限定して加算を算定してください。 

※ 食事提供体制加算については、児童発達支援センター内の調理室を使用して原則として当該

施設が自ら調理し、提供されたものについて算定することが可能なものですが、食事の提供に

関する業務を当該施設の最終的責任の下で第三者に委託することは差し支えありません。 

ただし、当該調理委託が行えるのは施設内の調理室を使用して調理させる場合に限り、施設

外で調理し、搬入する方法は認められません。また、出前の方法や市販の弁当を購入して、障

がい児に提供するような方法による加算の算定も認められません。 

食事提供加算の適用期限については、平成３３年３月３１日まで継続されています。 

 

食事提供加算                                              

報酬の留意事項通知 第二 2．障害児通所給付費等（1） の⑦ 

（児童発達支援、医療型児童発達支援）（児童発達支援センターで行う場合のみ）  
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●利用中止の連絡のあった日時、障がい児の状況確認、相談援助の内容が記録されていない。 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
●運営規程に定める営業時間が 8時間以上でない。 

●営業時間を超えた支援となっていない。 

●延長時間帯に、指定通所基準に定められた直接支援業務に従事する職員が 1名以上配置されていない。 

●延長した支援が必要であることが「障がい児利用支援計画」に位置付けられていない。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

利用を予定した日の前々日、前日又は当日に急病等により中止の連絡があった場合であって、

障がい児又はその家族との連絡調整その他の相談援助を行うとともに障がい児の状況や、その相

談内容等を記録した場合に算定できます。 

事業所へ欠席の連絡があった日は、事業所の営業日でカウントします。 

福祉専門職員配置等加算の対象となる従業者が、異動や退職したことにより、加算の要件

である直接処遇職員として常勤配置している従業者のうち有資格者（社会福祉士、介護福祉

士、精神保健福祉士又は公認心理師）の割合（100 分の 35【Ⅰ型】又は 100 分の 25 以

上【Ⅱ型】）、常勤配置している従業者の割合（100 分の 75 以上【Ⅲ型】）又は、常勤配置

されている従業者のうち 3 年以上従事している従業者の割合（100 分の 30 以上【Ⅲ型】）

のうち該当する加算区分の要件を満たせなくなった時は、加算を算定しないようにしてくだ

さい。 

加算の取り下げは、届出が必要ですので、対象となる従業者の異動がある場合は、引き続

き算定できるか、また型の変更がないか確認すること。 

欠席時対応加算 

報酬の留意事項通知 第二 2．障害児通所給付費等（1） の⑪ 

（児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス） 

 

運営規程に定める営業時間が 8 時間以上であり、営業時間の前後の時間（以下「延長時
間帯」という。）において、指定児童発達支援等を行った場合に、1 日の延長支援に要した
時間に応じ算定するものですが、以下の点に注意が必要です。 
ア ここでいう「営業時間」には、送迎のみを実施する時間を含まないものであること。  
イ 個々の障がい児の実利用時間は問わないものであり、例えば、サービス提供時間は8

時間未満であっても、営業時間を超えて支援を提供した場合には、本加算の対象とな
るものであること。  

ウ 延長時間帯に、指定通所基準の規定により置くべき職員（直接支援業務に従事する者
に限る。）を 1 名以上配置していること。また、営業時間については、利用状況を踏ま
え適切な設定が必要です。 

エ 保育所等の子育て支援に係る一般施策での受入先が不足している等の延長した支援が
必要なやむを得ない理由があり、かつ原則として当該理由が障がい児支援利用計画に
記載されていること。 

※延長支援加算は単に営業時間外の預かり又は、送迎車を待つ待機時間には算定できませ
ん。障がい児に延長した支援が必要であることを、相談支援事業所等による障がい児利
用支援計画への位置づけが必要です。 

※営業時間については利用状況を踏まえ、適切な設定が必要です。 
例えば、営業時間が 9 時から 17 時の事業所において、9 時から 10 時の利用はなく、
17時以降の利用が多い場合は営業時間を10時から18時にする等、適正化を図ること。
なお、これらの要件を満たせなくなった時は、加算を算定しないとともに、届け出が必
要ですので、所定の手続きを行ってください。 
 
 

延長支援加算                                        
報酬の留意事項通知 第二 2．障害児通所給付費等（1） の⑮                
（児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス） 
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（下記の共通の条件：定員 10 名、営業日：月～金、営業時間：８時間（対象：主に重心以外）） 

  例１ 児童指導員等加配体制（Ⅰ）を満たす場合 

職種 
勤務 

形態 
月 火 水 木 金 土 日 

週の勤

務時間 

月の勤務時

間 

管理者兼 

児童発達支援管理責任者 
Ｂ ８ ８ ８ ８ ８ ― ― 40 160 

保育士 Ａ ８ ８ ８ ８ ８ ― ― 40 160 

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ経験者 Ｃ ８  ８  ８ ― ― 24 96 

児童指導員 C  8  8  ― ― 16 64 

児童指導員 C 4 ８  ８ ８ ― ― 28 112 

その他の従業者 C  8  ８  ― ― 16 64 

運転手 C 2 2 2 2 2 ― ― 10 40 

 

 

 

 

 

例２ 児童指導員等加配体制（Ⅰ）及び（Ⅱ）を満たす場合 

職種 
勤務 

形態 
月 火 水 木 金 土 日 

週の勤

務時間 

月の勤務時

間 

管理者兼 

児童発達支援管理責任者 
Ｂ ８ ８ ８ ８ ８ ― ― 40 160 

保育士 Ａ ８ ８ ８ ８ ８ ― ― 40 160 

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ経験者 Ｃ ８  ８  ８ ― ― 24 96 

児童指導員 C  8  8  ― ― 16 64 

保育士 B 7 7 7 7 7 ― ― 35 140 

児童指導員 C ８ ８ ８   ― ― 24 96 

児童指導員 C 4 ８  ８ ８ ― ― 28 112 

運転手 C 2 2 2 2 2 ― ― 10 40 

 
 

最
低
基
準 

最
低
基
準 

加
配 

加
配 

最低基準を満たした上での常勤換算 1名以上配置の計算方法 

Ａ：常勤専従 

Ｂ：常勤兼務 

Ｃ：非常勤専従 

Ｄ：非常勤兼務 

 ４ ＋ 1 6 ＋ 0 ＋ 1 6 ＋ ８ ＝ ４４ 

強度行動障害児特別支援加算（福祉型障害児入所施設） 
強度行動障害児特別支援加算については、「強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）」及び「強度

行動障害支援者養成研修（実践研修）」の研修修了者の配置が算定要件とされております。算定要件に

ついては、強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）等を受講させる計画を作成し、都道府県知事等

に届け出ている事業所においては、当該研修を修了しているものとみなす規定が設けられております

が、この経過措置は平成 31年 3月 31日で終了となりました。  【平成３１年度要件の見直し】 

最低人員配置基準以外に常勤（40 時間／週）換算で１名以上児童指導員等を配置し

ているので、児童指導員等加配体制（Ⅰ）の「４．その他の従業者」を算定できる。 

※月単位で加配を満たしている場合に算定可能 

 1 9＋ 2 3＋ 1 5＋ 1 5＋ 1 5 ＝ 87 
Ａ：常勤専従 

Ｂ：常勤兼務 

Ｃ：非常勤専従 

Ｄ：非常勤兼務 

最低人員配置基準以外に常勤（40 時間／週）換算で 2 名以上を配置しているので、児

童指導員等加配体制（Ⅰ）及び（Ⅱ）が算定可能です。 

ただし、この場合、保育士（専門職員）のみで 40 時間を満たしていないため（Ⅰ）及

び（Ⅱ）も「３．児童指導員等」の算定となります。  

※月単位で加配を満たしている場合に算定可能 
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障がい児通所支援の人員について 

①児童指導員の資格要件は、下記【表１】のとおりです。 

②「障害福祉サービス経験者」の要件は、【表２】のサービスで従事した２年以上の実務経験と高校卒業

資格の要件を満たすことが必要です。 

【表１】 次のいずれかに該当する者 

① 地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者  

② 社会福祉士の資格を有する者  

③ 精神保健福祉士の資格を有する者  

④ 学校教育法の規定による大学（短期大学を除く）の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは 

社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者（専門職大学の前期課程修了 

者は含まない） 

⑤ 学校教育法の規定による大学（短期大学を除く）の学部で、社会福祉学、心理学、教育学又は社会 

学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第２項の規定により大学 

院への入学を認められた者  

⑥ 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻 

する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者  

⑦ 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに 

相当する課程を修めて卒業した者 

⑧ 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第２項の規定 

により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者（通常 

の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。）又は文部科学大臣がこれと 

同等以上の資格を有すると認定した者であって、２年以上児童福祉事業（下記※）に従事したもの  

⑨ 学校教育法 の規定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる 

資格を有する者であって、都道府県知事が適当と認めたもの （養護教諭は含まない） 

⑩ ３年以上児童福祉事業（下記※）に従事した者であって、都道府県知事が適当と認めたもの 

※ 児童福祉事業とは？ 

・児童福祉法第 7条第 1項に規定する児童福祉施設 

助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童 

養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設（旧情緒障害児短期治療 

施設）、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター 

・同法第 12条の児童相談所における事業 

・同法第 6条の 2の 2に規定する事業 

児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所 

等訪問支援、及び障害児相談支援事業 

・同法第 6条の 3に規定する事業 

児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、 

養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、 

家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業及び 

子育て援助活動支援事業  
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【表２】 障害福祉サービス経験者の対象となるサービスの種類                         

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 5条第 1項に規定する「居宅介護」、 

「重度訪問介護」、「同行援護」、「行動援護」、「療養介護」、「生活介護」、「短期入所」、「重度障害者等包括 

支援」、「施設入所支援」、「自立訓練」、「就労移行支援」、「就労継続支援」、「就労定着支援」、「自立生活支

援」及び「共同生活援助」※地域生活支援事業の「移動支援（ガイドヘルプ）」や介護保険法に基づくサ

ービスは対象外です。 

 

（注）実務経験及び日数換算について 

１年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が１年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が

180 日以上あることを言うものとする。（業務内容は直接支援業務に限る。） 

例えば２年以上の実務経験であれば、実務に従事した期間が２年以上であり、かつ実際に業務に従事した

日数が 360 日以上であるものを言う。 

なお、産休・育休期間については、従事期間には算定できるが、勤務日数としてはカウントできない。 
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児童発達支援管理責任者の要件となる実務経験について

イ

(１)
地域生活支援事業、障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業の従事者、その他これらに準ずる
事業の従業者又は準ずる者

(２)
児童相談所、児童家庭支援センター、身体障害者更生相談所、精神障害者社会復帰施設、知的障害者更生相談所、福祉事務所、
発達障害者支援センターの従業者、その他これらに準ずる施設の従業者又は準ずる者

(３)
障害児入所施設、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害者支援施設、老人福祉施設、精神保健福
祉センター、救護施設、更生施設、介護老人保健施設、地域包括支援センターの従業者、その他これらに準ずる施設の従業者又は
準ずる者

(４) 障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターの従業者、その他これらに準ずる施設の従業者又は準ずる者

(５) 学校教育法第1条に規定する学校（大学を除く）、その他これらに準ずる機関の従業者又は準ずる者

(６)
病院、診療所の従業者又はこれに準ずる者（社会福祉主事任用資格者、介護職員初任者研修修了者（訪問介護員２級以上に相当
する研修修了者）、ロの有資格者、イ（１）から（５）までの従事期間が１年以上の者に限る。）

ロ

(１)
障害児入所施設、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童家庭支援セン
ター、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害者支援施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、病院又は診療
所の療養病床に係るもの（以下「療養病床関係病室」という。）、その他これらに準ずる施設の従業者

(２)

障害児通所支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支
援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅
訪問型保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、障害福祉サービス事業、老人居宅介護等事業、
その他これらに準ずる事業の従業者又は準ずる者

(３) 病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、その他これらに準ずる施設の従業者

(４) 特例子会社、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金受給事業所の従業者、その他これらに準ずる施設の従業者

(５) 学校教育法第1条に規定する学校（大学を除く）、その他これらに準ずる機関の従業者又は準ずる者

ハ

ニ ロの（１）から（５）に掲げる者であって、社会福祉主事任用資格者等でない者が、直接支援の業務に従事した期間

し
て
３
年
以
上

ホ
の
期
間
を
除
外

通
算
８
年
以
上

ホ

へ

次の資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、
義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士、精神保健
福祉士

※下線部は平成29年4月改正部分

イ
・
ロ
・
ニ
の
通
算

か
ら
ハ
・
ホ
を
除
外

し
て
３
年
以
上
か
つ

へ
の
期
間
通
算
５
年

以
上

以下①、②の期間を合算した期間
①　老人福祉施設、救護施設、更生施設、介護老人保健施設、地域包括支援センター（その他これらに準ずる施設）の従業者（これらに準ずる
者）が、相談支援の業務（その他これらに準ずる業務）に従事した期間
②　老人福祉施設、介護老人保健施設、療養病床関係病室（その他これらに準ずる施設）の従業者、老人居宅介護等事業（その他これらに準ず
る事業）の従業者、特例子会社、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金受給事業所（その他これらに準ずる施設）の従業者であって、社
会福祉主事任用資格者等である者が直接支援の業務に従事した期間

老人福祉施設、介護老人保健施設、療養病床関係病室（その他これらに準ずる施設）の従業者、老人居宅介護等事業（その他これらに準ずる事
業）の従業者、特例子会社、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金受給事業所（その他これらに準ずる施設）の従業者であって、社会
福祉主事任用資格者等でない者が直接支援の業務に従事した期間

以下の①～③のいずれかを満たしていること。
①　イ及びロの期間が通算して５年以上、かつ、ハの期間を除外した期間が３年以上であること

③　イ、ロ、ニを通算した期間から、ハ、ホを除外した期間が３年以上、かつ、への期間が通算して５年以上であること
②　ニの期間が通算して１０年以上、かつ、ホの期間を除外した期間が３年以上であること

次の(１)から（６）に掲げる者が、相談支援の業務（身体上もしくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障が
ある者又は児童の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務）に従事した期間

ロ
と
通
算
し
て
５
年
以
上
か
つ

ハ
を
除
外
し
て
３
年
以
上

次の（１）から（５）に掲げる者であって、社会福祉主事任用資格者、介護職員初任者研修修了者（訪問介護員２級以上に相当する研修修了者）、
保育士、児童指導員任用資格者又は精神障害者社会復帰指導員（以下「社会福祉主事任用資格者等」という。）が、直接支援の業務（身体上又
は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者又は児童につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者
及びその介護者に対して介護に関する指導を行う業務又は日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のため
に必要な訓練その他の支援、並びにその訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務その他の職業訓練や職業教育の業務）に従事
した期間

イ
と
通
算
し
て
５
年
以
上
か
つ

ハ
の
期
間
を
除
外
し
て
３
年
以
上
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障障発 0228 第１号 

平成 31 年２月 28 日 

 

  都 道 府 県 

各 指 定 都 市 御中 

  児童相談所設置市 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長  

（ 公 印 省 略 ） 

 

障害児通所支援事業所における緊急時の対応について 

 

障害保健福祉行政の推進につきましては、日々御尽力いただき厚く御礼申し上げ

ます。 

本日、「学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設等から市町村又は児童相

談所への定期的な情報提供について」（平成 31 年２月 28 日付け内閣府子ども・子

育て本部統括官、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省子ども家庭局長、社会・

援護局障害保健福祉部長連名通知）及び「児童虐待防止対策に係る学校等・教育委

員会等と市町村・児童相談所との連携の強化について」（平成 31 年 2 月 28 日付け

内閣府子ども・子育て本部統括官、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省子ど

も家庭局長、社会・援護局障害保健福祉部長連名通知）を発出し、市町村又は児童

相談所への児童虐待防止に係る資料及び情報の提供を行う施設について、障害児通

所支援事業所も対象としたところです。 

両通知において、緊急時の対応として、「なお、障害児通所支援事業所におけるこ

れらの取扱いは、原則として当該障害児通所支援事業所をほぼ毎日利用している幼

児児童生徒等を想定しているが、障害児通所支援事業所の利用頻度が低い又は利用

が不定期である幼児児童生徒等については、本取扱いに準じた取扱いとすることと

し、具体的な内容については、別途お示しする。」としていたところですが、具体的

な内容は下記のとおりですので、都道府県におかれては管内市町村及び管内市町村

所管の障害児通所支援事業所に、指定都市及び児童相談所設置市にあっては、管内

の障害児通所支援事業所に、それぞれ周知の上、取扱いに遺漏なきようよろしくお

取り計らい願います。 

周知にあっては、各障害児支援担当部局と十分に連携の上実施いただくよう願い

ます。  

本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の規定に基

づく技術的助言であり、内容について子ども家庭局と協議済みであることを申し添
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えます。 

 

記 

 

 

 

 障害児通所支援事業所において、障害児支援利用計画上利用が予定されてい

た幼児児童生徒等が、その理由の如何にかかわらず、利用の予定されていた日

に欠席し、当該欠席日から数えて休業日を除き７日以上の間、当該幼児児童生

徒等の状況を把握できない場合は、定期的な情報提供の期日を待つことなく、

速やかに市町村等に情報提供すること。 

ただし、保護者以外の者から当該幼児児童生徒等の状況が把握できた場合

（保育所等と併行通園をしている場合の保育所等への確認等）は上記の取扱い

をしないことができる。 

 

以上 
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府 子 本 第 1 9 0 号 

30 文科初第 1618 号 

子 発 0228 第 ３ 号 

障 発 0228 第 ３ 号 

平成 31 年２月 28 日 

 

 

    都 道 府 県 知 事 

     都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長 

    指 定 都 市 市 長   

     指 定 都 市 教 育 委 員 会 教 育 長 

中 核 市 市 長 

    児 童 相 談 所 設 置 市 市 長 

      附属学校を置く国立大学法人学長 

各    附属学校を置く公立大学法人学長  殿 

     小中高等学校を設置する学校設置会社を 

所管する構造改革特別区域法第 12 条 

第 1項の認定を受けた地方公共団体の長 

独立行政法人国立高等専門学校機構理事長 

高等専門学校を設置する地方公共団体の長 

高等専門学校を設置する公立大学法人の理事長 

高等専門学校を設置する学校法人の理事長 

 

 

内閣府子ども・子育て本部統括官 

（公印省略） 

文 部 科 学 省 総 合 教 育 政 策 局 長 

（公印省略） 

文 部 科 学 省 初 等 中 等 教 育 局 長 

（公印省略） 

文 部 科 学 省 高 等 教 育 局 長 

（公印省略） 

厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 長 

（公印省略） 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

（公印省略） 

 

 

学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設等から市町村又は児童相談所への定

期的な情報提供について 
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 児童虐待については、児童相談所への児童虐待相談対応件数が年々増加の一途をたど

っており、重篤な児童虐待事件も後を絶たないなど依然として深刻な社会問題となって

いる。 

こうした中、平成 30 年３月に東京都目黒区で発生した児童虐待事案を受けて、「児童

虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」（平成 30 年７月 20 日児童虐待防止対策に

関する関係閣僚会議決定）に基づき、学校、保育所等と市町村、児童相談所との連携の

推進を図るため、「学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設から市町村又は児

童相談所への定期的な情報提供に関する指針」に基づく運用をお願いしているところで

あるが、本年１月に千葉県野田市で発生した小学校４年生死亡事案を踏まえ、今般、「学

校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設等から市町村又は児童相談所への定期的

な情報提供に関する指針」（別添）を定め、一層推進すべき取組として周知徹底を図る

ものであるので、適切な運用を図られたい。 

都道府県においては管内市区町村、所轄の私立学校及び関係機関へ、都道府県教育委

員会・指定都市教育委員会においては管内市区町村教育委員会、所管の学校及び関係機

関へ、指定都市・中核市・児童相談所設置市においては関係機関へ、附属学校を置く国

立大学法人及び公立大学法人においては附属学校へ、独立行政法人国立高等専門学校機

構並びに高等専門学校を設置する地方公共団体、公立大学法人及び学校法人においては

その設置する学校へ、構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を受けた地方公共団体

においては認可した学校へそれぞれ周知いただきたい。 

なお、「学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設から市町村又は児童相談所

への定期的な情報提供について」（平成 30 年７月 20 日付け内閣府子ども・子育て本部

統括官、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）につ

いては廃止する。 

また、本通知は地方自治法（昭和 22 年法律第 67号）第 245 条の４第１項の規定に

基づく技術的助言であることを申し添える。 
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学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設等から市町村又は児童相談所への

定期的な情報提供に関する指針 

 

 

１ 趣旨 

 

 本指針は、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特

別支援学校、高等専門学校、高等課程を置く専修学校（以下「学校」という。）、保育

所、地域型保育事業所、認定こども園、認可外保育施設（児童福祉法（昭和 22 年法

律第 164 号）第 59 条の２第１項に規定する施設をいう。以下同じ。）及び障害児通

所支援事業所（以下「学校・保育所等」という。）から市町村又は児童相談所（以下

「市町村等」という。）への児童虐待防止に係る資料及び情報の定期的な提供（以下

「定期的な情報提供」という。）に関し、定期的な情報提供の対象とする児童、情報

提供の頻度・内容、依頼の手続等の事項について、児童虐待の防止等に関する法律（平

成 12 年法律第 82 号。以下「虐待防止法」という。）第 13条の４の規定に基づく基本

的な考え方を示すものである。 

 

 

２ 定期的な情報提供の対象とする児童 

 

（１） 市町村が情報提供を求める場合 

要保護児童対策地域協議会（児童福祉法第 25 条の２に規定する要保護児童対

策地域協議会をいう。以下「協議会」という。）において、児童虐待ケースとして

進行管理台帳（注）に登録されており、かつ、学校に在籍する幼児児童生徒学生、

保育所、地域型保育事業所、認定こども園、認可外保育施設及び障害児通所支援

事業所に在籍する乳幼児（以下「幼児児童生徒等」という。）を対象とする。 

 

（注）進行管理台帳とは、市町村内における虐待ケース等に関して、子ども及び保護者に

関する情報やその状況の変化等を記載し、協議会において絶えずケースの進行管理

を進めるための台帳であり、協議会の中核機関である調整機関において作成するも

のである。 

 

（２） 児童相談所が情報提供を求める場合 

児童相談所（児童福祉法第 12 条に規定する児童相談所をいう。以下同じ。）が

管理している児童虐待ケースであって、協議会の対象となっておらず、かつ、学

校・保育所等から通告があったものなど、児童相談所において必要と考える幼児

（別添） 
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児童生徒等を対象とする。 

 

３ 定期的な情報提供の頻度・内容 

 

（１） 定期的な情報提供の頻度 

 定期的な情報提供の頻度は、おおむね１か月に１回を標準とする。 

 

（２） 定期的な情報提供の内容 

 定期的な情報提供の内容は、上記２（１）及び（２）に定める幼児児童生徒等

について、対象期間中の出欠状況、（欠席した場合の）家庭からの連絡の有無、

欠席の理由とする。 

 

 

４ 定期的な情報提供の依頼の手続 

 

（１）市町村について 

    市町村は、上記２（１）に定める幼児児童生徒等について、当該幼児児童生徒

等が在籍する学校・保育所等に対して、対象となる幼児児童生徒等の氏名、上記

３（２）に定める定期的な情報提供の内容、提供を希望する期間等を記載した書

面を送付する。 

 

（２）児童相談所について 

    児童相談所は、上記２（２）に定める幼児児童生徒等について、当該幼児児童

生徒等が在籍する学校・保育所等に対して、対象となる幼児児童生徒等の氏名、

上記３（２）に定める定期的な情報提供の内容、提供を希望する期間等を記載し

た書面を送付する。 

 

 

５ 機関（学校・保育所等を含む。）間での合意 

 

（１）  上記４により、市町村等が学校・保育所等に対し、定期的な情報提供の依頼を

行う場合は、この仕組みが円滑に活用されるよう、市町村等と学校・保育所等と

の間で協定を締結するなど、事前に機関の間で情報提供の仕組みについて合意

した上で、個別の幼児児童生徒等の情報提供の依頼をすることが望ましいこと。 

 

（２）  協定の締結等による機関間での合意に際しては、本指針に掲げる内容を基本

54



 
 

としつつも、より実効性のある取組となるよう、おおむね１か月に１回程度を標

準としている定期的な情報提供の頻度や、対象となる幼児児童生徒等の範囲に

ついて、定期的な情報提供の内容をより幅広く設定するなど、地域の実情を踏ま

えたものにすること。 

 

（３）  学校は、市町村等と協定の締結等により機関間での合意をしたときは、その内

容等を設置者等（私立学校にあっては当該学校の所轄庁を含む。以下同じ。）に

対しても報告すること。 

 

 

６ 定期的な情報提供の方法等 

 

（１）情報提供の方法 

学校・保育所等は、市町村等から上記４の依頼文書を受けた場合、依頼のあっ

た期間内において、定期的に上記３に定める定期的な情報提供を書面にて行う。 

 

（２）設置者等への報告等 

 学校が市町村等へ定期的な情報提供を行った場合は、併せて設置者等に対し

てもその写しを送付すること。また、市町村等へ定期的な情報提供を行うに際し

ては、地域の実情に応じて設置者等を経由することも可能とする。 

 

 

７ 緊急時の対応 

 

  定期的な情報提供の期日より前であっても、学校・保育所等において、不自然な外

傷がある、理由不明又は連絡のない欠席が続く、対象となる幼児児童生徒等から虐待

についての証言が得られた、帰宅を嫌がる、家庭環境に変化があったなど、新たな児

童虐待の兆候や状況の変化等を把握したときは、定期的な情報提供の期日を待つこと

なく、適宜適切に市町村等に情報提供又は通告をすること。 

  また、学校・保育所等は保護者等から対象となる幼児児童生徒等が学校・保育所等

を欠席する旨の連絡があるなど、欠席の理由について説明を受けている場合であって

も、その理由の如何にかかわらず、休業日を除き引き続き７日以上欠席した場合（不

登校等による欠席であって学校・保育所等が定期的な家庭訪問等により本人に面会が

でき、状況の把握を行っている場合や、入院による欠席であって学校・保育所等が医

療機関等からの情報等により状況の把握を行っている場合を除く。）には、定期的な

情報提供の期日を待つことなく、速やかに市町村等に情報提供すること。 
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  なお、障害児通所支援事業所におけるこれらの取扱いは、原則として当該障害児通

所支援事業所をほぼ毎日利用している幼児児童生徒等を想定しているが、障害児通所

支援事業所の利用頻度が低い又は利用が不定期である幼児児童生徒等については、本

取扱いに準じた取扱いとすることとし、具体的な内容については、別途お示しする。 

 

 

８ 情報提供を受けた市町村等の対応について 

 

（１） 市町村について 

①  学校・保育所等から上記６の定期的な情報提供又は上記７の緊急時における

情報提供を受けた市町村は、必要に応じて当該学校・保育所等から更に詳しく

事情を聞くこととし、これらの情報を複数人で組織的に評価する。 

 なお、詳細を確認する内容としては、外傷、衣服の汚れ、学校・保育所等で

の相談、健康診断の回避、家庭環境の変化、欠席の背景、その他の虐待の兆候

をうかがわせる事実を確認できた場合には当該事項等が考えられる。 

②  ①の評価を踏まえて、必要に応じて関係機関にも情報を求める、自ら又は関

係機関に依頼して家庭訪問を行う、個別ケース検討会議を開催するなど状況把

握及び対応方針の検討を組織として行うとともに「児童虐待防止対策の強化に

向けた緊急総合対策」を踏まえて適切に警察と情報共有すること。 

③  対応が困難な場合には児童相談所に支援を求めるとともに、専門的な援助や

家庭への立入調査等が必要と考えられる場合は、速やかに児童相談所へ送致又

は通知を行う。 

④  協議会においては、市町村内における全ての虐待ケース（上記２（２）の場

合を除く。）について進行管理台帳を作成し、実務者会議の場において、定期的

に（例えば３か月に１度）、状況確認、主担当機関の確認、援助方針の見直し等

を行うことを徹底すること。 

 

（２） 児童相談所について 

①  児童相談所が学校・保育所等から上記６の定期的な情報提供又は上記７の緊

急時における情報提供を受けた場合 

ア 学校・保育所等から上記６の定期的な情報提供又は上記７の緊急時における

情報提供を受けた児童相談所は、必要に応じて当該学校・保育所等から更に詳

しく事情を聞くこととし、これらの情報について援助方針会議等の合議による

組織的な評価を行うとともに、「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対

策」を踏まえて適切に警察と情報共有すること。 

なお、詳細を確認する内容としては、外傷、衣服の汚れ、学校・保育所等で
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の相談、健康診断の回避、家庭環境の変化、欠席の背景、その他の虐待の兆候

をうかがわせる事実を確認できた場合には当該事項等が考えられる。 

   イ アの評価を踏まえて、必要に応じて関係機関にも情報を求める、自ら家庭訪

問を行う、個別ケース検討会議の開催を市町村に求めるなど状況把握及び対応

方針の検討を組織として行う。 

   ウ 必要に応じて立入調査、出頭要求、児童の一時保護等の対応をとる。 

②  市町村が学校・保育所等から上記６の定期的な情報提供又は上記７の緊急時

における情報提供を受けた場合、市町村の求めに応じて積極的に支援するもの

とする。 

 

 

９ 個人情報の保護に対する配慮 

 

（１） 虐待防止法においては、市町村等から児童虐待に係る情報の提供を求められた

場合、地方公共団体の機関は情報を提供することができると従前から規定されて

いた一方、児童虐待の兆しや疑いを発見しやすい立場にある民間の医療機関、児

童福祉施設、学校等は提供できる主体に含まれておらず、これらの機関等が児童

虐待に係る有益な情報を有しているような場合であっても、個人情報保護や守秘

義務の観点を考慮し、情報提供を拒むことがあった。 

児童虐待が疑われるケースについては、児童や保護者の心身の状況、置かれて

いる環境等の情報は、市町村等において、児童の安全を確保し、対応方針を迅速

に決定するために必要不可欠であることから、「児童福祉法等の一部を改正する

法律」（平成 28 年法律第 63 号）においては、地方公共団体の機関に加え、病院、

診療所、児童福祉施設、学校その他児童の医療、福祉又は教育に関係する機関や

医師、看護師、児童福祉施設の職員、学校の教職員その他児童の医療、福祉又は

教育に関連する職務に従事する者（以下「関係機関等」という。）も、児童相談所

長等から児童虐待の防止等に関する資料又は情報の提供を求められたときは、当

該児童相談所長等が児童虐待の防止等に関する事務又は業務の遂行に必要な限

度で利用し、かつ、利用することに相当の理由があるときは、これを提供するこ

とができるものとされた。ただし、当該資料又は情報を提供することによって、

当該資料又は情報に係る児童等又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれ

があると認められるときは、この限りでないとされた（虐待防止法第 13 条の４）。 

 

（２） このため、学校・保育所等から市町村等に対して、定期的な情報提供を行うに

当たって、「個人情報の保護に関する法律」（平成 15 年法律第 57 号。以下「個人

情報保護法」という。）第 16 条及び第 23 条においては、本人の同意を得ない限
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り、①あらかじめ特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取

り扱ってはならず、②第三者に個人データを提供してはならないこととされてい

る。しかしながら、「法令に基づく場合」は、これらの規定は適用されないこと

とされており、虐待防止法第 13 条の４の規定に基づき資料又は情報を提供する

場合は、この「法令に基づく場合」に該当するため、個人情報保護法に違反する

ことにならない。 

なお、地方公共団体の機関からの情報提供については、各地方公共団体の個人

情報保護条例において、個人情報の目的外利用又は提供禁止の除外規定として、

「法令に定めがあるとき」等を定めていることが一般的であり、虐待防止法第 13

条の４に基づく情報提供は「法令に定めがあるとき」に該当するため、条例にこ

のような除外規定がある場合には条例違反とはならないと考えられる。 

ただし、幼児児童生徒等、その保護者その他の関係者又は第三者の権利利益を

不当に侵害することのないよう十分な配慮の下、必要な限度で行わなければなら

ないので留意すること。 

また、当該情報提供は、虐待防止法第 13 条の４の規定に基づくものであるた

め、同規定の趣旨に沿って行われる限り、刑法（明治 40 年法律第 45 号）や関係

資格法で設けられている守秘義務規定に抵触するものではないことに留意され

たい。 

 

（３） 市町村が学校・保育所等から受けた定期的な情報提供の内容について、協議会

の実務者会議及び個別ケース検討会議において情報共有を図ろうとする際は、市

町村において、学校・保育所等から提供のあった情報の内容を吟味し、情報共有

すべき内容を選定の上、必要な限度で行うこと。 

また、協議会における幼児児童生徒等に関する情報の共有は、幼児児童生徒等

の適切な保護又は支援を図るためのものであり、協議会の構成員及び構成員であ

った者は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしては

ならないこととされているので、このことに十分留意し、協議会の適切な運営を

図ること。 

 

 

１０ その他 

 

  市町村等が学校・保育所等以外の関係機関に状況確認や見守りの依頼を行った場合

にも、当該関係機関との連携関係を保ち、依頼した後の定期的な状況把握に努めるも

のとする。 
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児童虐待の防止等に関する法律（平成十二年法律第八十二号） 

 

（資料又は情報の提供） 

第十三条の四 地方公共団体の機関及び病院、診療所、児童福祉施設、学校その他児童の

医療、福祉又は教育に関係する機関（地方公共団体の機関を除く。）並びに医師、歯

科医師、保健師、助産師、看護師、児童福祉施設の職員、学校の教職員その他児童の

医療、福祉又は教育に関連する職務に従事する者は、市町村長、都道府県の設置する

福祉事務所の長又は児童相談所長から児童虐待に係る児童又はその保護者の心身の

状況、これらの者の置かれている環境その他児童虐待の防止等に係る当該児童、そ

の保護者その他の関係者に関する資料又は情報の提供を求められたときは、当該資

料又は情報について、当該市町村長、都道府県の設置する福祉事務所の長又は児童

相談所長が児童虐待の防止等に関する事務又は業務の遂行に必要な限度で利用し、

かつ、利用することに相当の理由があるときは、これを提供することができる。ただ

し、当該資料又は情報を提供することによって、当該資料又は情報に係る児童、その

保護者その他の関係者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認め

られるときは、この限りでない。 

（参考） 
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障生 第１５９３号 

令和元年 8 月 1 日 

 

障がい児支援施設・事業所管理者 様 

 

大阪府障がい福祉室生活基盤推進課長 

   

障がい児支援施設・事業所における安全確保の徹底について（通知） 

 

   このたび、府内の障がい児通所支援事業所において、食事介助を受けていた児童が

急変し、その後死亡に至った事案が発生しました。 

    児童の安全と安心を確保することは障がい児支援の基本であり、児童、その家族

及び地域住民等の信頼を損ねる事案はあってはならないことです。 

    つきましては、別添の指針を参考に、児童の安全確保に万全を期されるようお願

いします。 

 

 

 

 

 

 大阪府障がい福祉室生活基盤推進課 

 指定・指導グループ  

電話  06-6941-0351（代表）内線 2462 

    06-6944-6696（直通） 

ＦＡＸ 06-6944-6674 
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                                    【参考様式】 

 

障がい児通所支援（児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達） 

契約内容（障がい児通所受給者証記載事項）報告書 

○ 年 ○ 月 △ 日 

 

 

 

 

 

 

 
 

下記のとおり当事業者との契約内容（障がい児通所受給者証記載事項）について報告します。 

 

記 

報告対象者 

障がい児通所 

受給者証番号 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

 

支給決定障がい者 

（保護者）氏名 
大阪 一郎 

支給決定に係る 

児 童 氏 名 
大阪 一美 

 

契約締結又は契約内容変更による契約支給量等の報告 

受給者証の

事業者記入欄

の 番 号 

サービス内容 契約支給量 
契約日 

（又は契約支給量を変更した日） 
理     由 

1 
児童発達支援 

（児童発達支援センタ

ー以外） 

7 日/月   ○年○月○日 
■1新規契約 

□2契約の変更 

    
□1新規契約 

□2契約の変更 

    
□1新規契約 

□2契約の変更 

    
□1新規契約 

□2契約の変更 

 

既契約の契約支給量によるサービス提供を終了した報告 

提供を終了する 

事業者記入欄の番号 
提供終了日 

提 供 終 了 月 中 の 

終了日までの既提供量 

既契約の契約支給量でのサービス提供

を終了する理由 

   
□1契約の終了 

□2契約の変更 

   
□1契約の終了 

□2契約の変更 

   
□1契約の終了 

□2契約の変更 

   
□1契約の終了 

□2契約の変更 

事業者番号 2 7 1 2 3 4 5 6 7 8 

事業者及び 

その事業所 

の 名 称 

代 表 者 

〒000－0000 

大阪府○○市△△4-5-6 
◎◎放課後等デイサービス㈱ 

代表取締役 ◎◎ 花子   

 〒000-0000 

 大阪府○○市△△1-2-3 

大阪府○○市長     様 

【参考様式】 
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                                    【参考様式】 

＜障がい児通所給付の受領通知（通知文の例）＞ 

 

○○年○○月○○日 

 大阪 一郎 様 

 （大阪 一美 様分）                    

 ◎◎放課後等デイサービス㈱ 

代表取締役 ◎◎ 花子   

電話番号：000（000）0000 

ＦＡＸ番号：000（000）0000 

 

障がい児通所給付受領のお知らせ 

 

 このたび下記の内容で提供しましたサービスに要した費用について、市町村から支払いを受けましたの

で、お知らせします。 

 このお知らせの内容に疑義がある場合は、当法人もしくは受給者証に記載された市町村にお問い合わせ

ください。 

 

記 

1 サービス提供年月 ○○年○○月 

2 受領した障がい児通所給付名 障がい児通所給付費（児童発達支援（児童発達支援センター以外）） 

3 受 領 日 ○○年△△月▽▽日 

4 受領金額 金○○○，○○○円 

5 内 訳 

サービスに 

要した費用 

の全体の額 

（Ａ） 

金○○○，○○○円 

（別紙明細書のとおり） 

※もしくは、計算過程を記入 

利用者負担額 

（Ｂ） 
金○○○，○○○円 

報 酬 額 

（Ａ）－（Ｂ） 
金○○○，○○○円 
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10

営業時間：10：00～18：00（8時間）　　営業日：月～土　　休日：日曜日 数値のみ記入してください

日付 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 常勤換算後の
人数

備考

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

管理者兼児童発達管理責任者 常勤・専従 X 実績 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 184.0 1

実績 0.0 0

実績 0.0 0

児童指導員 常勤・専従 A 実績 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 184.0 1

保育士 常勤・専従 B 実績 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 176.0 0.9

児童指導員 常勤・専従 C 実績 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 176.0 0.9

児童指導員
非常勤・兼

務
D 実績 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 66.0 0.3

障がい福祉サービス経験者
非常勤・兼

務
E 実績 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 69.0 0.3

実績 0.0 0

実績 0.0 0

実績 0.0 0

実績 0.0 0

22.00 27.00 22.00 27.00 22.00 30.00 22.00 27.00 22.00 27.00 22.00 30.00 22.00 27.00 22.00 27.00 22.00 30.00 22.00 27.00 22.00 27.00 22.00 30.00 22.00 27.00 22.00 671.0

運転手
非常勤・兼

務
D 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 44.0

運転手
非常勤・兼

務
E 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 46.0

運転手
非常勤・専

従
F 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 18.0

8 9 9 9 8 10 8 10 9 9 9 10 10 9 8 9 9 10 10 8 8 8 9 10 10 9 9 244 区分表示

2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 45 18% 区分2

注１　 原則として月ごとの勤務の状況を記入すること。

注２　 常勤職員が有給休暇等を取得して休んだ場合は要勤務時間（出勤した場合の時間）の数を記載すること。ただし、非常勤職員が終日休暇を取得した場合などは「０時間」とすること。

注３　 提供するサービスに係る従業者全員（管理者含む）について、月ごとの勤務時間数を記入すること。ただし、時間外勤務の時間は算入しないこと。

注４　 職員の加配に係る加算については、「加算対象区分」欄で該当する加算を選択すること。

注５　 職種ごとに（常勤・専従）、（常勤・兼務）、（常勤以外・専従）、（常勤以外・兼務）の区分を選択すこと。

注６　 送迎の運転業務に係る時間は含めないこと。

注７　 当該勤務表は、多機能事業所であっても「サービス種別」毎に作成すること。（児童発達支援・放課後等デイサービスの多機能については１つにまとめてください）

○○○○年○○月分　勤務実績一覧表
事業所・施設の名称 放ﾃﾞｲ事業所　大阪 サービスの種類 児童発達支援・放課後等デイサービス

加配加算の有無 184定員 児童指導員等加配加算（指導員） 常勤職員が当該月に勤務すべき時間（最大値）

　　　　　　　　　　　　　　うち指標該当児童数　(放課後等デイサービス)

直
接
処
遇
職
員

管
理
監
督
者

計

　　　　　　　　　　　　　　受入れ利用児童数

職　　種
加算対象
区分

勤務
区分

氏　　名

【児童指導員等加配加算】

日々の最低人員を確保したうえで、加配職員の勤務

実績が常勤換算で１．０以上。

（この場合は「その他従業者」で満たす）

営業時間を通じて常勤職員1名の配置が必須です。

支援時間と運転時間は分けて記入します。

当日の受け入れ児童数が10名を超えた場合は、最低人員として２．０に、さらに１．０の配置が必要です。
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ふりがな

住所 学年

続柄 年齢
同居
別居

家族

氏名 生年月日
職業(曜日・就業時間)・
学校(学年)

記録日：   　　　　年　　月　　日

生　年　月　日

男　　　女

性別

　　年　　月　　日生まれ

　(満　　歳)
児童氏名

フェイスシート

●相談内容(困っていること、求めていること)

療育手帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　無　　有　　　　(判定：　　　　　　)
診断名、障がい名等(病院名、診断日)

身体障害者手帳　　　　　　　　　　　　　 ：　　　　無　　有　　　　(　　　　　　　　級)

精神障害者保健福祉手帳　　　　 　　　：　　　　無　　有　　　　(　　　　　　　　級)

通所受給者証番号                   　   ：

診断等：し て い る　　　・　　し て い な い

※「している」にチェックした場合
利用機関名　　・　　内容(診断等)　　・　　利用頻度

①

項目 確認内容 備考

通院

これまでに関わった機関、病院名等

所属(学校名)

服薬

し て い る　　　・　　し て い な い ※酔い止め・頓服等

※「している」にチェックした場合
薬名　　　・　　　用途　　　・　　　服薬頻度

①

②

　　(〒　　　-　　　　　)　　

　　　　　自宅電話　(  　-     　-      　)      携帯電話①　(       　-　         - 　       )　(連絡先　：　　)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  携帯電話②　(　　　　　-　　　　　-　　　　　)　(連絡先　：　　)

②
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●日常生活について

●学習面について

●社会性について

●コミュニケーションについて

●余暇について

●進路について

●その他、支援に関わる特記事項

相手の話を聴く

項目 確認内容

例：スケジュールは丁寧に伝えてほしい(理由も含む)・送迎を利用したいか否か等

習い事等

本人

趣味・好きな遊び

地域中　　・　支援学校　　・　　検討中

備考
地域中　　・　支援学校　　・　　検討中

項目

自分から話す

確認内容

排泄

睡眠

入浴

通常学級　・　支援学級　　・　　併用　　・　　その他　(支援学校)

確認内容 備考
在 籍 学 級

公共の場での行動

食事

衣類の着脱

全介助　　・　　一部介助　　・　　自立

確認内容

項目 備考

家族
項目

スケジュール管理

友達との関わり

状 況 理 解

環 境 適 応

項目

項目

授業中の様子

確認内容

記録日：　　  　　年　　月　　日

アセスメントシート
児童氏名 記録者

確認内容

全介助　　・　　一部介助　　・　　自立

全介助　　・　　一部介助　　・　　自立

全介助　　・　　一部介助　　・　　自立

全介助　　・　　一部介助　　・　　自立

1
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利用者氏名（児童氏名）：　　　　　　　　　　　　　　　

次回モニタリング時期：　　　年　　月

○ニーズ

本人

家族

○到達目標

長期

短期

○具体的な到達目標及び支援計画
項目 支援期間 優先順位

発達支援

家族支援

地域連携

作成日：　　　年　　月　　日

説明者氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

児童発達支援管理責任者氏名：　    　　 　　　 　　　　　　　　

給付決定保護者氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　年　　月　　日

○総合的な支援方針

上記の内容について、      　　　 　 　　  　　            から説明を受けました。

個別支援計画

担当者具体的な到達目標 支援内容（内容・留意点）
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利用者氏名（児童氏名）：　　　　　　　　　　　　　

次回モニタリング時期：　　　　　　　　　　　　　　

○ニーズ

本人

家族

○到達目標

長期

短期

○具体的な到達目標及び支援計画

○その他

評価日：         年       月　　日

モニタリング

到達目標 達成度 現状・要因の分析等 ご意見 今後の対応

(　5　・　4　・　3　・　2　・　1　)

(　5　・　4　・　3　・　2　・　1　)

(　5　・　4　・　3　・　2　・　1　)
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苦情（相談）対応記録 
 

受 付 日     年  月  日（  ）  時  分 
記 入 者 
（ 担 当 者 ） 

 

利 用 者 
（ フ リガナ ） 

氏 名 

 被保険者

番 号 

          

申 立 人 

（ フ リガナ ） 

氏 名 

 利 用 者 

との関係 

□本人   □子（   ） □子の配偶者   □親  

□事業者 □市町村  □その他（            ） 

住 所  電話番号 ―      ― 

区

分 

□サービス内容に関する事項   □利用料・保険給付に関する事項   □施設・設備等に関する事項   

□制度等に関する事項   □要介護認定に関する事項   □その他（                         ） 

苦 
 

情 
 

等 
 

の 
 

内 
 

容 

 

申 立 人

の 要 望 

□改善してほしい  □調査してほしい  □教えてほしい  □回答してほしい □話を聞いてほしい  

□弁償してほしい  □提言          □その他（                                ）      

事

実

確

認

の

状

況 

 

対 

応 

状 

況 

 

 
裏面のその後の経過、再発防止の取り組みも必ず記入すること。 
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第

三

者

委

員 

・ 

関

係

機

関

等 

第 三 者 委 員 

第 三 者 委 員 へ の 報 告 □要  □否 （理由：                      ） 

話し合いへの第三者委員の立会等 □要  □否 （理由：                     ） 

市町村への報告 □有  □無 市町村名  
担 当 課 ・ 
担 当 者 名 

 

国保連への申立 □有  □無 
担 当 課 ・ 
担 当 者 名 

 

大阪府ほか関係
機関等への申立 

□有  □無 申 立 先  
担 当 課 ・ 
担 当 者 名 

 

関係機関等との

対 応 状 況 

 

そ

の

後

の

経

過 

その後の経過 

 

申立人への報告    年   月   日（   ）   時   分 方法等  

顚 末 （ 結 果 ） 

 

再

発

防

止

の

た

め

の

取

組

み 

苦情等が発生 

した要因分析 

原

因 

□説明不足    □職員の態度・対応  □サービス内容  □サービス量 

□管理体制    □権利侵害       □その他（                     ） 

具

体

的

要

因 

 

再 発 防 止 の 

ための改善策 

 

改 善 策 の 

実 践 状 況 

 

（備    考） 
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事故 ・ ひやりはっと 報告書 
 

 記 入 者  記 入 日       年    月    日(   ) 

事業所名  サービス種別  

利 用 者 

（フリガナ） 
氏 名   年齢  被保険者番号           

住 所  電話番号      －       －       

保 険 者 

利用者の属する保険者名 
（担当課・担当者名） 

 
 

報 告 日       年    月    日(   ) 

事業所所在地の保険者名 
（担当課・担当者名） 

 
 

報 告 日       年    月    日(   ) 

事 
 
故 
 
等 
 
の 
 
概 
 
要 

日     時      年    月    日(   )    時   分 （状況図） 
 

発 生 場 所                

事故等の種類 

□死亡 □転倒・転落 □急病 □誤嚥・誤飲 
□食中毒 □感染症 □暴力行為 □行方不明 
□事業所の事故（火災等） □交通事故 
□その他（                        ） 

対 応 窓 口 
（ 担 当 者 ） 

 

事故等の内容 
（具体的に ） 

 

発

見

時

の

状

況 

第一発見者  
 

発見時の状況 

【□介護中  □リハ中  □レク中  □食事中  □移動中  □その他（           ）】 

事 
 
故 
 
時 
 
の 
 
対 
 
応 

応急処置の 
概     要 
（対応者・時間
等を明確に） 

 

治療等を行っ
た医療機関等 

 
診断結果 

 

治 療 ・ 処 置 
内 容 

 

連絡した居宅
介護支援事業
者・関係機関 

 連絡日時      年   月   日(   )   時   分 

 連絡日時      年   月   日(   )   時   分 
 連絡日時      年   月   日(   )   時   分 

家族等への 
説 明 状 況 

 

 
損害賠償 
の発生状況 

 

（ いずれかに○をすること ） 

裏面のその後の経過、再発防止の取り組みも必ず記入すること。 
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そ 
 
の 
 
後 
 
の 
 
経 
 
過 

その後の経過 

 

顚 末 （ 結 果 ） 

 

再

発 
◠ 
未

然

防

止 
‿ 
の

た

め

の

取

組

み 

事故等が発生
した要因分析 

 

再 発 （ 未 然 ） 
防 止 の 
ための改善策  

 

改 善 策 の 
実 践 状 況 

 

（備     考） 
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1 

 

 

児童発達支援ガイドライン 

 

 

 

（目次） 

 第１章 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ４ 

１ 目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ４ 

２ 障害児支援の基本理念 ・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４ 

    （１）障害のある子ども本人の最善の利益の保障 

    （２）地域社会への参加・包容（インクルージョン）の推進と合 

理的配慮  

（３）家族支援の重視  

（４）障害のある子どもの地域社会への参加・包容（インクルー  

ジョン）を子育て支援において推進するための後方支援と 

しての専門的役割 

３ 児童発達支援の役割 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ６ 

４ 児童発達支援の原則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ６ 

（１）児童発達支援の目標  

（２）児童発達支援の方法 

（３）児童発達支援の環境  

（４）児童発達支援の社会的責任  

５ 障害のある子どもへの支援 ・・・・・・・・・・・・・・・  ８ 

 

第２章 児童発達支援の提供すべき支援 ・・・・・・・・・・・・・ １０ 

１ 児童発達支援の内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０ 

（１）発達支援   

   ア 本人支援  

   イ 移行支援  

   ウ 支援に当たっての配慮事項  

（２）家族支援  

   ア ねらい 

   イ 支援内容  

   ウ 支援に当たっての配慮事項  

（３）地域支援  

   ア ねらい  

   イ 支援内容  

   ウ 支援に当たっての配慮事項  

 

 第３章 児童発達支援計画の作成及び評価 ・・・・・・・・・・・・ ２０ 

１ 障害児支援利用計画との整合性のある児童発達支援計画の作 

成と児童発達支援の実施（障害児相談支援事業者との連携）  ２０ 

（１）障害児相談支援事業者による障害児支援利用計画案の作 
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2 

 

   成と支給決定  

（２）サービス担当者会議の開催と障害児支援利用計画の確定  

（３）児童発達支援計画に基づく児童発達支援の実施  

（４）障害児相談支援事業所によるモニタリングと障害児支援利 

用計画の見直し  

    （５）その他の連携について  

２ 児童発達支援計画の作成及び評価 ・・・・・・・・・・・・ ２２ 

（１）子どもと保護者及びその置かれている環境に対するアセス 

メント 

    （２）児童発達支援計画の作成  

    （３）タイムテーブル、活動プログラムに沿った発達支援の実施  

    （４）児童発達支援計画の実施状況の把握（モニタリング）  

    （５）モニタリングに基づく児童発達支援計画の変更及び児童発  

達支援の終結  

 

第４章 関係機関との連携 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２６ 

１ 母子保健や医療機関等との連携 ・・・・・・・・・・・・・ ２６ 

（１）母子保健等との連携  

（２）医療機関や専門機関との連携  

２ 保育所や幼稚園等との連携 ・・・・・・・・・・・・・・・ ２７ 

３ 他の児童発達支援センターや児童発達支援事業所等との連携   ２７ 

   ４ 学校や放課後等デイサービス事業所等との連携 ・・・・・・ ２７ 

   ５ 協議会等への参加や地域との連携 ・・・・・・・・・・・・ ２８ 

 

第５章 児童発達支援の提供体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ２９ 
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第１章 総則 

 

平成 24 年の児童福祉法改正において、障害のある子どもが身近な地域で適

切な支援が受けられるように、従来の障害種別に分かれていた施設体系が一元

化され、この際、児童発達支援は、主に未就学の障害のある子どもを対象に発

達支援を提供するものとして位置づけられた。 

この後、平成 26 年７月に取りまとめられた障害児支援の在り方に関する検

討会報告書「今後の障害児支援の在り方について」において、「障害児支援の

内容については、各事業所において理念や目標に基づく独自性や創意工夫も尊

重されるものである。その一方で、支援の一定の質を担保するための全国共通

の枠組みが必要であるため、障害児への支援の基本的事項や職員の専門性の確

保等を定めたガイドラインの策定が必要」との提言を受けた。これを受けて、

平成 27 年４月に、提供される支援の内容が多種多様で、支援の質の観点から

も大きな開きがあるとの指摘がなされている状況にあった放課後等デイサー

ビスについて、「放課後等デイサービスガイドライン」を策定した。 

児童発達支援については、平成 24 年４月では、約 1,700 カ所の事業所数で

あったが、平成 29 年 1 月には、約 4,700 カ所となっており、この事業所数や

利用者数は、放課後等デイサービスに次いで増加している状況にある。 

このような状況にある中、児童発達支援についても、支援の質の確保及びそ

の向上を図り、障害のある子ども本人やその家族のために児童発達支援を提供

していく必要がある。このため、今般、児童発達支援が提供すべき支援の内容

を示し、支援の一定の質を担保するための全国共通の枠組みを示すために、「児

童発達支援ガイドライン」として策定し、公表するものである。 

なお、本ガイドラインは、児童発達支援を実施するに当たって必要となる基

本的事項を示すものである。各事業所には、本ガイドラインの内容を踏まえつ

つ、各事業所の実情や個々の子どもの状況に応じて不断に創意工夫を図り、提

供する支援の質の向上に努めることが求められる。また、各事業所の不断の努

力による支援の質の向上とあいまって、今後も本ガイドラインの見直しを行い、

本ガイドラインの内容も向上させていくものである。 

    

１ 目的 

 

（１）この「児童発達支援ガイドライン」は、児童発達支援について、障害の

ある子ども本人やその家族に対して質の高い児童発達支援を提供するため、

児童発達支援センター及び児童発達支援事業所（以下「児童発達支援セン

ター等」という。）における児童発達支援の内容や運営及びこれに関連する

事項を定めるものである。 

 

（２）各児童発達支援センター等は、このガイドラインにおいて規定される児

童発達支援の内容等に係る基本的な事項等を踏まえ、各児童発達支援セン

ター等の実情に応じて創意工夫を図り、その機能及び質の向上を図らなけ

ればならない。 

 

２ 障害児支援の基本理念 
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（１）障害のある子ども本人の最善の利益の保障 

     児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第１条において、「全て児童は、

児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、そ

の生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やか

な成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保

障される権利を有する。」と規定され、児童福祉法第２条第１項において、

「全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆ

る分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重

され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成さ

れるよう努めなければならない。」と規定されている。このように、障害

のある子どもの支援を行うに当たっては、その気づきの段階から、障害

の種別にかかわらず、子ども本人の意思を尊重し、子ども本人の最善の

利益を考慮することが必要である。 

 

（２）地域社会への参加・包容（インクルージョン）の推進と合理的配慮 

     障害者権利条約では、障害を理由とするあらゆる差別（「合理的配慮」

の不提供を含む。）の禁止や障害者の地域社会への参加・包容（インクル

ージョン）の促進等が定められており、障害のある子どもの支援に当た

っては、子ども一人一人の障害の状態及び発達の過程・特性等に応じ、

合理的な配慮が求められる。 

     また、地域社会で生活する平等の権利の享受と、地域社会への参加・

包容（インクルージョン）の考え方に立ち、障害の有無にかかわらず、

全ての子どもが共に成長できるようにしていくことが必要である。  

     障害のある子どもへの支援に当たっては、移行支援を含め、可能な限

り、地域の保育、教育等の支援を受けられるようにしていくとともに、

同年代の子どもとの仲間作りを図っていくことが求められる。  

 

（３）家族支援の重視 

    障害のある子どもへの支援を進めるに当たっては、障害のある子ども

を育てる家族への支援が重要である。障害のある子どもに対する各種の

支援自体が、家族への支援の意味を持つものであるが、子どもを育てる

家族に対して、障害の特性や発達の各段階に応じて子どもの「育ち」や

「暮らし」を安定させることを基本に置いて丁寧な支援を行うことによ

り、子ども本人にも良い影響を与えることが期待できる。 

 

（４）障害のある子どもの地域社会への参加・包容（インクルージョン）を子

育て支援において推進するための後方支援としての専門的役割  

     障害のある子どもの地域社会への参加・包容（インクルージョン）を

進めるため、障害のない子どもを含めた集団の中での育ちをできるだけ

保障する視点が求められる。このため、専門的な知識・技術に基づく障

害のある子どもに対する支援を、一般的な子育て支援をバックアップす

る後方支援として位置づけ、保育所等訪問支援等を積極的に活用し、子

育て支援における育ちの場において、障害のある子どもの支援に協力で
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きるような体制づくりを進めていくことが必要である。  

     また、障害のある子どもの健やかな育成のためには、子どものライフ

ステージに沿って、地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支

援等の関係機関が連携を図り、切れ目の無い一貫した支援を提供する体

制の構築を図る必要がある。 

 

３ 児童発達支援の役割 

 

（１）児童発達支援は、児童福祉法第６条の２の２第２項の規定に基づき、障

害のある子どもに対し、児童発達支援センター等において、日常生活にお

ける基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他

の便宜を提供するものである。 

 

（２）児童発達支援センター等は、児童福祉法等の理念に基づき、障害のある

子どもの最善の利益を考慮して、児童発達支援を提供しなければならない。 

 

（３）児童発達支援センター等は、主に未就学の障害のある子ども又はその可

能性のある子どもに対し、個々の障害の状態及び発達の過程・特性等に応

じた発達上の課題を達成させていくための本人への発達支援を行うほか、

子どもの発達の基盤となる家族への支援に努めなければならない。また、

地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進するため、保育所、

認定こども園、幼稚園、小学校、特別支援学校（主に幼稚部及び小学部）

等（以下「保育所等」という。）と連携を図りながら支援を行うとともに、

専門的な知識・経験に基づき、保育所等の後方支援に努めなければならな

い。 

 

（４）特に、児童発達支援センターは、地域における中核的な支援機関として、

保育所等訪問支援や障害児相談支援、地域生活支援事業における巡回支援

専門員整備や障害児等療育支援事業等を実施することにより、地域の保育

所等に対し、専門的な知識・技術に基づく支援を行うよう努めなければな

らない。 

 

（５）児童発達支援の目的を達成するため、専門性を有する職員が、保護者や

地域の様々な社会資源との緊密な連携のもとで、障害のある子どもの状態

等を踏まえて支援を行わなければならない。 

 

４ 児童発達支援の原則 

    

（１）児童発達支援の目標 

  ア 乳幼児期は、障害の有無に関わらず、子どもの生涯にわたる人間形成

にとって極めて重要な時期である。このため、児童発達支援センター等

においては、子どもが充実した毎日を過ごし、望ましい未来を作り出す

力の基礎を培うために、子どもの障害の状態及び発達の過程・特性等に

十分配慮しながら、子どもの成長を支援する必要がある。 
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  イ 児童発達支援においては、障害の気づきの段階から継続的な支援を行

い、将来の子どもの発達・成長の姿を見通しながら、日常生活や社会生

活を円滑に営めるよう、今、どのような支援が必要かという視点を持ち、

子どもの自尊心や主体性を育てつつ発達上の課題を達成させることが必

要である。 

   ウ 児童発達支援センター等は、通所する子どもの保護者に対し、その意

向を受け止め、子どもと保護者の安定した関係に配慮し、児童発達支援

センター等の特性や児童発達支援に携わる職員の専門性を活かして、支

援に当たる必要がある。 

 

（２）児童発達支援の方法 

    児童発達支援の目標を達成するために、児童発達支援に携わる職員は、

次の事項に留意して、障害のある子どもに対し、児童発達支援を行わな

ければならない。 

   ア 一人一人の子どもの状況や家庭及び地域社会での生活の実態につ

いて、アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を

客観的に分析した上で支援に当たるとともに、子どもが安心感と信頼

感を持って活動できるよう、子どもの主体としての思いや願いを受け

止めること。 

    イ 子どもの生活リズムを大切にし、健康、安全で情緒の安定した生活

ができる環境や、自己を十分に発揮できる環境を整えること。  

    ウ 一人一人の子どもの発達や障害の特性について理解し、発達の過程

に応じて、個別又は集団における活動を通して支援を行うこと。その

際、子どもの個人差に十分配慮すること。 

    エ 子どもの相互の関係作りや互いに尊重する心を大切にし、集団にお

ける活動を効果あるものにするよう援助すること。 

    オ 子どもが自発的、意欲的に関われるような環境を構成し、子どもの

主体的な活動や子ども相互の関わりを大切にすること。特に、乳幼児

期にふさわしい体験が得られるように支援を行うこと。 

カ 子どもの成長は、「遊び」を通して促されることから、周囲との関わ

りを深めたり、表現力を高めたりする「遊び」を通し、職員が適切に

関わる中で、豊かな感性や表現する力を養い、創造性を豊かにできる

ように、具体的な支援を行うこと。 

    キ 単に運動機能や検査上に表される知的能力にとどまらず、「育つ上で

の自信や意欲」、「発話だけに限定されないコミュニケーション能力の

向上」、「自己選択、自己決定」等も踏まえながら、子どものできるこ

と、得意なことに着目し、それを伸ばす支援を行うこと。 

    ク 一人一人の保護者の状況やその意向を理解し、受容し、それぞれの

親子関係や家庭生活等に配慮しながら、様々な機会をとらえ、適切に

援助すること。 

 

（３）児童発達支援の環境 

     児童発達支援の環境には、児童発達支援に携わる職員や子ども等の人

的環境、施設や遊具等の物的環境、更には自然や社会の事象等がある。
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児童発達支援センター等は、こうした人、物、場等の環境が相互に関連

し合い、子どもの生活が豊かなものとなるよう、次の事項に留意しつつ、

計画的に環境を構築し、工夫して児童発達支援を行わなければならない。 

    ア 子ども自らが環境に関わり、自発的に活動し、様々な経験を積んで

いくことができるよう配慮すること。 

    イ 子どもの活動が豊かに展開されるよう、児童発達支援センター等の

設備や環境を整え、児童発達支援センター等の保健的環境や安全の確

保等に努めること。 

    ウ 子どもが生活する空間は、温かな親しみとくつろぎの場となるとと

もに、障害の特性を踏まえ、時間や空間を本人にわかりやすく構造化

した環境の中で、生き生きと活動できる場となるように配慮すること。 

    エ 子どもが人と関わる力を育てていくため、子ども自らが周囲の子ど

もや大人と関わっていくことができる環境を整えること。  

 

（４）児童発達支援の社会的責任 

  ア 児童発達支援センター等は、子どもの人権に十分配慮することを徹底

するとともに、子ども一人一人の人格を尊重して児童発達支援を行わな

ければならない。 

   イ 児童発達支援センター等は、地域社会との交流や連携を図り、保護者

や地域社会に、当該児童発達支援センター等が行う児童発達支援の内容

を適切に説明しなければならない。 

  ウ 児童発達支援センター等は、常に計画に基づいて提供される支援の内

容や役割分担について定期的に点検し、その質の向上が図られるように

しなければならない。 

  エ 児童発達支援センター等は、通所する子ども等の個人情報を適切に取

り扱うとともに、保護者の相談や申入れ等に対し、その解決を図らなけ

ればならない。 

 

５ 障害のある子どもへの支援 

 

    乳幼児期は、子どもの成長が著しく、障害の有無に関わらず、周囲との

信頼関係に支えられた生活の中で、適切な環境や活動を通じて子どもの健

全な心身の発達を図りつつ、生涯にわたる人間形成の基礎を培う極めて重

要な時期である。 

このため、児童発達支援に携わる職員は、子どもの障害の状態及び発達

の過程・特性等を理解し、発達及び生活の連続性に配慮して児童発達支援

を行わなければならない。また、子ども自身の力を十分に認め、一人一人

の障害の状態及び発達の過程・特性等に応じた適切な援助及び環境構成を

行うことが重要である。 

    また、乳児から３歳未満の障害のある子どもの場合には、健康状態や生

活習慣の育成に十分な配慮を行いながら、子どもの心身の発達に即して支

援を行うとともに、親子関係の形成期にあることを踏まえ、保護者の子ど

もの障害特性の理解等に配慮しながら支援を行う必要がある。 

３歳以上の障害のある子どもの場合には、個の成長と、子ども相互の関
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係や協同的な活動が促されるよう配慮しながら支援を行うとともに、地域

社会への参加・包容（インクルージョン）を推進する観点から、できる限

り多くの子どもが、保育所や認定こども園、幼稚園の利用に移行し、障害

の有無に関わらず成長できるように、児童発達支援センター等においては

児童発達支援計画を組み立てる必要がある。 
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第２章 児童発達支援の提供すべき支援 

 

  児童発達支援に携わる職員は、保育所等との連携及び移行支援を行うために、

保育所保育指針（平成 20 年厚生労働省告示第 141 号。以下「保育所保育指針」

という。）の「養護」のねらい及び内容を理解するとともに、次の事項に留意

しながら、支援にあたる必要がある。 

 ・一人一人の子どもの健康状態や発育及び発達状態を的確に把握する。また、

家庭環境や生活の実態を知り、社会的養護等の支援の必要性を感じる場合は、

速やかに適切に対応する。  

 ・家庭との連携を密にし、主治医や嘱託医、協力医療機関と連携を図りながら、

保健的で安全な支援環境の維持及び向上に努める。 

 ・清潔で安全な環境を整え、適切な援助や応答的な関わりを通して子どもの生

理的欲求を満たしていく。また、家庭と協力しながら、適切な生活リズムが

作られていくようにする。 

 ・適度な運動と休息を取ることができるようにする。また、食事、衣類の着脱、

排泄、身の回りを清潔にすることなどについて、子どもが意欲的に生活でき

るよう適切に援助する。 

 ・子どもの欲求を適切に満たしながら、応答的な触れあいや言葉がけを行う。

また、子どもの気持ちを受容し、共感しながら、継続的な信頼関係を築いて

いく。 

 ・人との信頼関係を基盤に、主体的な活動、自発性や探索意欲等を高め、自信

を持つことができるよう成長の過程を見守り、適切に働きかける。  

また、児童発達支援センター等においては、保育所保育指針の「健康」、「人

間関係」、「環境」、「言葉」及び「表現」のねらい及び内容に準じて支援にあた

るとともに、障害のある子どもが家庭や地域社会で健やかに育つために、「児

童発達支援」を提供するものとする。 

  この児童発達支援は、大別すると、「発達支援（本人支援及び移行支援）」、「家

族支援」及び「地域支援」からなり、障害のある子どもの個々のニーズに対し、

支援ごとのねらいを達成するために、それに必要な支援内容を具体的に提供し

ながら、総合的に支援を行うものである。 

 また、「本人支援」の各領域に示すねらい及び支援内容は、子どもが家庭

や地域社会における生活を通じ、様々な体験を積み重ねる中で、相互に関連を

持ちながら達成に向かうものである。このため、「本人支援」だけでなく、「移

行支援」や「家族支援」、「地域支援」を通して、育ちの環境を整えていくこと

が極めて重要である。 

さらに、発達支援により得られた、障害のある子どもが健やかに育っていく

ための方法について、家庭や地域に伝えていくことも重要である。   

  なお、幼稚園教育要領、特別支援学校幼稚部教育要領及び幼保連携型認定こ

ども園教育・保育要領のねらい及び内容についても理解し、支援に当たること

が重要である。特に、特別支援学校幼稚部教育要領の「自立活動」は、障害の

ある幼児がその障害による学習上又は生活上の困難の改善・克服のための指導

について示していることに留意する必要がある。 

 

１ 児童発達支援の内容 

121



11 

 

 

児童発達支援は、障害のある子どもに対し、身体的・精神的機能の適正

な発達を促し、日常生活及び社会生活を円滑に営めるようにするために行

う、それぞれの障害の特性に応じた福祉的、心理的、教育的及び医療的な

援助である。具体的には、障害のある子どものニーズに応じて、「発達支援

（本人支援及び移行支援）」、「家族支援」及び「地域支援」を総合的に提供

していくものである。 

また、児童発達支援は、障害のある子どもの個々のニーズにあった質の

高い支援の提供が必要であり、そのためには、児童発達支援センター等に

おいて、子どもそれぞれに児童発達支援計画を作成し、これに基づき、標

準的な支援を提供していくものである。 

この児童発達支援計画の作成に当たっては、標準化されたツールの活用

も含め、子どもの多様なニーズを総合的に把握するためにアセスメントを

行うことが必要である。この際は、子ども本人の発達等の状況や家族・地

域社会の状況のみならず、子どもや家族の意向を適切に把握することが必

要である。 

このアセスメントを踏まえ、児童発達支援計画に、子ども本人のニーズ

に応じた「支援目標」を設定し、それを達成するために必要な支援につい

て、「発達支援（本人支援及び移行支援）」、「家族支援」及び「地域支援」

で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目を適切に選択し、その上で、

具体的な支援内容を設定するものである。なお、選択した支援内容の項目

については、具体的な支援内容と共に、児童発達支援計画に明記すること

が必要である。また、「いつ」、「どこで」、「誰が」、「どのように」、「どのく

らい」支援するかということが、児童発達支援計画の中に常に明確になっ

ていることが必要である。 

適切な支援を提供するためには、適時のモニタリングにより、必要な支

援の検討・改善を行うことが必要である。このためには、児童発達支援計

画の見直し等を行う支援の一連の流れ、すなわちＰＤＣＡサイクル（Plan

（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Action（改善）で構成されるプロ

セス）が必要である。 

なお、これらの支援の結果は、記録・評価され、次の支援に活かしてい

くものである。 

 

（１）発達支援 

 

ア 本人支援 

     「本人支援」は、障害のある子どもの発達の側面から、心身の健康や

生活に関する領域「健康・生活」、運動や感覚に関する領域「運動・感覚」、

認知と行動に関する領域「認知・行動」、言語・コミュニケーションの獲

得に関する領域「言語・コミュニケーション」、人との関わりに関する領

域「人間関係・社会性」の５領域にまとめられるが、これらの領域の支

援内容は、お互いに関連して成り立っており、重なる部分もある。  

また、この「本人支援」の大きな目標は、障害のある子どもが、将来、

日常生活や社会生活を円滑に営めるようにするものである。また、児童
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発達支援センター等で行われる本人支援は、家庭や地域社会での生活に

活かされるために行われるものであり、保育所等に引き継がれていくも

のである。 

 

（ア）健康・生活 

ａ ねらい 

（ａ）健康状態の維持・改善 

（ｂ）生活のリズムや生活習慣の形成 

（ｃ）基本的生活スキルの獲得 

 

ｂ 支援内容 

（ａ）健康状態の把握 

           健康な心と体を育て自ら健康で安全な生活を作り出すこと

を支援する。また、健康状態の常なるチェックと必要な対応

を行う。その際、意思表示が困難である子どもの障害の特性

及び発達の過程・特性等に配慮し、小さなサインから心身の

異変に気づけるよう、きめ細かな観察を行う。 

（ｂ）健康の増進 

睡眠、食事、排泄等の基本的な生活のリズムを身に付けら

れるよう支援する。また、健康な生活の基本となる食を営む

力の育成に努めるとともに、楽しく食事ができるよう、口腔

内機能・感覚等に配慮しながら、咀嚼・嚥下、姿勢保持、自

助具等に関する支援を行う。さらに、病気の予防や安全への

配慮を行う。 

（ｃ）リハビリテーションの実施 

           日常生活や社会生活を営めるよう、それぞれの子どもに適

した身体的、精神的、社会的訓練を行う。 

（ｄ）基本的生活スキルの獲得 

           身の回りを清潔にし、食事、衣類の着脱、排泄等の生活に

必要な基本的技能を獲得できるよう支援する。 

（ｅ）構造化等により生活環境を整える 

           生活の中で、さまざまな遊びを通して学習できるよう環境

を整える。 

また、障害の特性に配慮し、時間や空間を本人に分かりや

すく構造化する。 

 

（イ）運動・感覚 

ａ ねらい 

（ａ）姿勢と運動・動作の向上 

（ｂ）姿勢と運動・動作の補助的手段の活用 

（ｃ）保有する感覚の総合的な活用 

 

ｂ 支援内容 

（ａ）姿勢と運動・動作の基本的技能の向上  
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日常生活に必要な動作の基本となる姿勢保持や上肢・下肢

の運動・動作の改善及び習得、関節の拘縮や変形の予防、筋

力の維持・強化を図る。 

（ｂ）姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用  

姿勢の保持や各種の運動・動作が困難な場合、姿勢保持装

置など、様々な補助用具等の補助的手段を活用してこれらが

できるよう支援する。 

（ｃ）身体の移動能力の向上  

自力での身体移動や歩行、歩行器や車いすによる移動など、

日常生活に必要な移動能力の向上のための支援を行う。 

（ｄ）保有する感覚の活用 

保有する視覚、聴覚、触覚等の感覚を十分に活用できるよ

う、遊び等を通して支援する。 

（ｅ）感覚の補助及び代行手段の活用 

保有する感覚器官を用いて状況を把握しやすくするよう眼

鏡や補聴器等の各種の補助機器を活用できるよう支援する。 

（ｆ）感覚の特性（感覚の過敏や鈍麻）への対応 

感覚や認知の特性（感覚の過敏や鈍麻）を踏まえ、感覚の

偏りに対する環境調整等の支援を行う。 

 

（ウ)認知・行動 

ａ ねらい 

（ａ）認知の発達と行動の習得 

（ｂ）空間・時間、数等の概念形成の習得 

（ｃ）対象や外部環境の適切な認知と適切な行動の習得 

 

ｂ 支援内容 

（ａ）感覚や認知の活用 

視覚、聴覚、触覚等の感覚を十分活用して、必要な情報を

収集して認知機能の発達を促す支援を行う。 

（ｂ）知覚から行動への認知過程の発達 

環境から情報を取得し、そこから必要なメッセージを選択

し、行動につなげるという一連の認知過程の発達を支援する。 

（ｃ）認知や行動の手掛かりとなる概念の形成 

物の機能や属性、形、色、音が変化する様子、空間・時間

等の概念の形成を図ることによって、それを認知や行動の手

掛かりとして活用できるよう支援する。 

（ｄ）数量、大小、色等の習得 

       数量、形の大きさ、重さ、色の違い等の習得のための支援

を行う。 

（ｅ）認知の偏りへの対応 

    認知の特性を踏まえ、自分に入ってくる情報を適切に処理

できるよう支援し、認知の偏り等の個々の特性に配慮する。

また、こだわりや偏食等に対する支援を行う。 
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（ｆ）行動障害への予防及び対応 

   感覚や認知の偏り、コミュニケーションの困難性から生ず

る行動障害の予防、及び適切行動への対応の支援を行う。 

 

（エ）言語・コミュニケーション 

ａ ねらい 

（ａ）言語の形成と活用 

（ｂ）言語の受容及び表出 

（ｃ）コミュニケーションの基礎的能力の向上 

（ｄ）コミュニケーション手段の選択と活用 

 

ｂ 支援内容 

（ａ）言語の形成と活用 

具体的な事物や体験と言葉の意味を結びつける等により、

体系的な言語の習得、自発的な発声を促す支援を行う。 

（ｂ）受容言語と表出言語の支援 

話し言葉や各種の文字・記号等を用いて、相手の意図を理

解したり、自分の考えを伝えたりするなど、言語を受容し表

出する支援を行う。 

（ｃ）人との相互作用によるコミュニケーション能力の獲得 

    個々に配慮された場面における人との相互作用を通して、

共同注意の獲得等を含めたコミュニケーション能力の向上の

ための支援を行う。 

（ｄ）指差し、身振り、サイン等の活用 

指差し、身振り、サイン等を用いて、環境の理解と意思の

伝達ができるよう支援する。 

（ｅ）読み書き能力の向上のための支援 

発達障害の子どもなど、障害の特性に応じた読み書き能力

の向上のための支援を行う。 

（ｆ）コミュニケーション機器の活用 

  各種の文字・記号、絵カード、機器等のコミュニケーショ

ン手段を適切に選択、活用し、環境の理解と意思の伝達が円

滑にできるよう支援する。 

（ｇ）手話、点字、音声、文字等のコミュニケーション手段の活用 

手話、点字、音声、文字、触覚、平易な表現等による多様

なコミュニケーション手段を活用し、環境の理解と意思の伝

達ができるよう支援する。 

 

（オ）人間関係・社会性 

ａ ねらい 

（ａ）他者との関わり（人間関係）の形成 

（ｂ）自己の理解と行動の調整 

（ｃ）仲間づくりと集団への参加 

  

125



15 

 

ｂ 支援内容  

（ａ）アタッチメント（愛着行動）の形成 

人との関係を意識し、身近な人と親密な関係を築き、その

信頼関係を基盤として、周囲の人と安定した関係を形成する

ための支援を行う。 

（ｂ）模倣行動の支援 

遊び等を通じて人の動きを模倣することにより、社会性や

対人関係の芽生えを支援する。 

      （ｃ）感覚運動遊びから象徴遊びへの支援 

          感覚機能を使った遊びや運動機能を働かせる遊びから、見

立て遊びやつもり遊び、ごっこ遊び等の象徴遊びを通して、

徐々に社会性の発達を支援する。 

（ｄ）一人遊びから協同遊びへの支援 

周囲に子どもがいても無関心である一人遊びの状態から並

行遊びを行い、大人が介入して行う連合的な遊び、役割分担

したりルールを守って遊ぶ協同遊びを通して、徐々に社会性

の発達を支援する。 

（ｅ）自己の理解とコントロールのための支援 

大人を介在して自分のできること、できないことなど、自

分の行動の特徴を理解するとともに、気持ちや情動の調整が

できるように支援する。 

（ｆ）集団への参加への支援 

集団に参加するための手順やルールを理解し、遊びや集団

活動に参加できるよう支援する。 

 

イ 移行支援 

      地域社会で生活する平等の権利の享受と、地域社会への参加・包容

（インクルージョン）の考え方に立ち、障害の有無にかかわらず、全

ての子どもが共に成長できるよう、障害のある子どもに対する「移行

支援」を行うことで、可能な限り、地域の保育、教育等の支援を受け

られるようしていくとともに、同年代の子どもとの仲間作りを図って

いくことが必要である。 

           また、児童発達支援においては、障害のある子どもの発達の状況や

家族の意向をアセスメントし、地域において保育・教育等を受けられ

るように保育所等への支援を行う「後方支援」の役割が求められてい

る。 

 

（ア）ねらい 

ａ 保育所等への配慮された移行支援 

ｂ 移行先の保育所等との連携（支援内容等の共有や支援方法の伝達） 

ｃ 移行先の保育所等への支援と支援体制の構築 

ｄ 同年代の子どもとの仲間作り 

 

（イ）支援内容 
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ａ 具体的な移行を想定した子どもの発達の評価 

ｂ 合理的配慮を含めた移行に当たっての環境の評価 

ｃ 具体的な移行先との調整 

ｄ 家族への情報提供や移行先の見学調整 

ｅ 移行先との援助方針や支援内容等の共有、支援方法の伝達 

ｆ 子どもの情報・親の意向等についての移行先への伝達 

ｇ 併行通園の場合は、利用日数や時間等の調整 

ｈ 移行先の受け入れ体制づくりへの協力 

ｉ 相談支援等による移行先ヘの支援 

ｊ 地域の保育所等や子育て支援サークルとの交流 

 

ウ 支援に当たっての配慮事項 

      児童発達支援に携わる職員は、障害のある子どもの発達の状態及び

発達の過程・特性等を理解し、一人一人の子どもの障害種別、障害の

特性及び発達の状況に応じた支援を行うことが必要である。 

      また、障害種別に応じて、設備・備品への配慮のほか、子どもや保

護者との意思の疎通、情報伝達のための手話等による配慮が必要であ

る。 

 

    ○ 視覚に障害のある子どもに対しては、聴覚、触覚及び保有する視覚

等を十分に活用しながら、様々な体験を通して身近な物の存在を知り、

興味・関心や意欲を育てていくことが必要である。また、ボディイメ

ージを育て、身の回りの具体的な事物・事象や動作と言葉とを結び付

けて基礎的な概念の形成を図るようにすることが必要である。  

    ○ 聴覚に障害のある子どもに対しては、保有する聴覚や視覚的な情報

等を十分に活用して言葉の習得と概念の形成を図る指導を進める必

要がある。また、言葉を用いて人との関わりを深めたり、日常生活に

必要な知識を広げたりする態度や習慣を育てる必要がある。  

    ○ 知的障害のある子どもに対しては、活動内容や環境の設定を創意工

夫し、活動への意欲を高めて、発達を促すようにすることが必要であ

る。また、ゆとりや見通しをもって活動に取り組めるよう配慮すると

ともに、周囲の状況に応じて安全に行動できるようにすることが必要

である。 

    ○ 発達障害のある子どもに対しては、予定等の見通しをわかりやすく

したり、感覚の特性（感覚の過敏や鈍麻）に留意し、安心できる環境

づくりが必要である。また、具体的又は視覚的な手段を用いながら、

活動や場面の理解ができるようにすることや、人とかかわる際の具体

的な方法や手段を身に付けることが必要である。 

    ○ 精神的に強い不安や緊張を示す子どもに対しては、活動内容や環境

の設定を創意工夫し、情緒の程よい表出を促すとともに、人との関わ

りを広げていけるようにすることが必要である。また、少人数でゆっ

たりと落ち着いた受容的な環境を用意することが必要である。  

    ○ 肢体不自由の子どもに対しては、幼児の身体の動きや健康の状態等

に応じ、可能な限り体験的な活動を通して経験を広げるようにするこ
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とが必要である。また、興味や関心をもって、進んで身体を動かそう

としたり、表現したりするような環境を創意工夫することが必要であ

る。 

○ 病弱・身体虚弱の子どもに対しては、病気の状態等に十分に考慮し、

活動と休息のバランスを取りながら、様々な活動が展開できるように

することが必要である。心臓病等により乳幼児期に手術等を受けてい

る子どもは、治療過程で運動や日常生活上での様々な制限を受けたり、

同年代の子どもとの関わりが少なくなるなど、学習の基礎となる経験

が不足することがある。小児慢性特定疾病や難病等の子どもを含め、

子どもが可能な限り体験的な活動を経験できるよう、児童発達支援セ

ンター等は、主治医からの指示・助言や保護者の情報を３者で共有し

ながら支援を行うことが必要である。 

    ○ 医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子どもに対しては、

心身や健康の状態、病気の状態等を十分に考慮し、活動と休息のバラ

ンスを取りながら、様々な活動が展開できるようにすることが必要で

ある。また、健康状態の維持・改善に必要な生活習慣を身に付けるこ

とができるようにすることが必要である。さらに、子どもが可能な限

り体験的な活動を経験できるよう、児童発達支援センター等は、主治

医からの指示・助言や保護者の情報を３者で共有しながら支援を行う

ことが必要である。 

    ○ 重症心身障害のある子どもに対しては、重度の知的障害及び重度の

肢体不自由があるため、意思表示の困難さに配慮し、子どもの小さな

サインを読み取り、興味や関心を持った体験的な活動の積み重ねがで

きるようにすることが必要である。また、筋緊張を緩和する環境づく

りと、遊び、姿勢管理により、健康状態の維持・改善を支えることが

必要である。 

    ○ 複数の種類の障害を併せ有する子どもに対しては、それぞれの障害

の特性に配慮した支援が必要である。 

 

（２）家族支援 

障害のある子どもを育てる家族に対して、障害の特性に配慮し、子ど

もの「育ち」や「暮らし」を安定させることを基本に、丁寧な「家族支

援」を行うことが必要である。 

     特に、保護者が子どもの発達を心配する気持ちを出発点とし、障害が

あっても子どもの育ちを支えていける気持ちが持てるようになるまでの

過程においては、関係者が十分な配慮を行い、日々子どもを育てている

保護者の思いを尊重し、保護者に寄り添いながら、子どもの発達支援に

沿った支援が必要である。 

 

ア ねらい 

（ア）家族からの相談に対する適切な助言やアタッチメント形成（愛着

行動）等の支援 

（イ）家庭の子育て環境の整備 

（ウ）関係者・関係機関との連携による支援 
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イ 支援内容 

（ア）子どもに関する情報の提供と定期的な支援調整 

（イ）子育て上の課題の聞きとりと必要な助言 

（ウ）子どもの発達上の課題についての気づきの促しとその後の支援 

（エ）子どもを支援する輪を広げるための橋渡し 

（オ）相談支援専門員との定期的な支援会議や支援計画の調整  

（カ）関係者・関係機関の連携による支援体制の構築 

（キ）家族支援プログラム（ペアレント・トレーニング等）の実施 

（ク）心理的カウンセリングの実施 

（ケ）家族の組織化と定期的な面会 

（コ）兄弟姉妹等の支援 

 

ウ 支援に当たっての配慮事項 

〇 家族支援は、家族が安心して子育てを行うことができるよう、さ

まざまな家族の負担を軽減していくための物理的及び心理的支援

等を行うことである。 

〇 家族支援は、大きなストレスや負担にさらされている母親が中心

となる場合が多いが、父親や兄弟姉妹、さらには祖父母など、家族

全体を支援していく観点が必要である。 

〇 家族が子どもの障害の特性等を理解していくための支援となる

が、理解のプロセス及び態様は、それぞれの家族で異なることを理

解することが重要である。 

〇 特に、子どもの障害の特性等の理解の前段階として、「気づき」

の支援も重要な家族支援の内容であり、個別性に配慮して慎重に行

うことが大切である。 

〇 家族支援において明らかとなってくる虐待（ネグレクトを含む）

の疑いや心理カウンセリングの必要性など、専門的な支援が必要な

場合は、適切な対応が求められる。 

〇 家族支援は、必要に応じて、障害児相談支援事業所、他の児童発

達支援センターや児童発達支援事業所、居宅介護（ホームヘルプ）

や短期入所（ショートステイ）等を実施する障害福祉サービス事業

所、発達障害者支援センター、児童相談所、専門医療機関、保健所

等と緊密な連携を行って実施することが必要である。 

 

（３）地域支援 

    障害のある子どもの地域社会への参加・包容（インクルージョン）を

推進するため、児童発達支援センター等は、保育所等の子育て支援機関

等の関係機関との連携を進め、地域の子育て環境や支援体制の構築を図

るための「地域支援」を行うことが必要である。 

     

ア ねらい 

（ア）地域における連携の核としての役割 

（イ）地域の子育て環境の構築 
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（ウ）地域の支援体制の構築 

 

イ 支援内容 

（ア）児童発達支援センター等 

（ａ）保育所等の子育て支援機関との連携 

（ｂ）医療機関、保健所、児童相談所等の専門機関との連携 

（ｃ）児童委員、主任児童委員等地域の関係者等との連携 

（ｄ）地域支援の体制の構築のための会議の開催 

 （ｅ）個別のケース検討のための会議の開催 

（ｆ）（自立支援）協議会等への参加 

（ｇ）要保護児童対策地域協議会等への参加 

（ｈ）児童発達支援センター等に対する理解促進のための地域集会 

等への積極的な参加 

 

（イ）特に児童発達支援センター     

（ａ）連携・ネットワークの中核機関としての役割 

（ｂ）保育所等訪問支援の実施 

（ｃ）障害児等療育支援事業、巡回支援専門員整備事業の実施  

 

ウ 支援に当たっての配慮事項 

   〇 地域支援は、支援を利用する子どもが地域で適切な支援を受け

られるよう関係機関等と連携することのみならず、地域全体の子

育て支援力を高めるためのネットワークを普段から構築しておく

という視点が必要である。 

   〇 そのためには、支援を利用する個々の子どもに対する個別の支

援会議から生じた課題等を地域の「（自立支援）協議会」において

検討するなど、地域全体の課題として取り組んでいくことが重要

である。 

   〇 地域の支援体制を構築していくためには、平成 26 年７月の障害

児支援の在り方に関する検討会の報告書「今後の障害児支援の在

り方について～「発達支援」が必要な子どもの支援はどうあるべ

きか～」において示された、「地域における縦横連携のイメージ」

や、都道府県域、障害保健福祉圏域、市町村域等における重層的

な支援体制のイメージが参考となる。 
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第３章 児童発達支援計画の作成及び評価 

 

１ 障害児支援利用計画との整合性のある児童発達支援計画の作成と児童発

達支援の実施（障害児相談支援事業所との連携） 

 

児童発達支援センター等による児童発達支援の適切な実施に当たっては、

障害のある子どもや保護者の生活全般における支援ニーズとそれに基づい

た総合的な支援方針等を把握した上で、具体的な支援内容を検討し実施す

る必要がある。そのためには、障害児相談支援事業者と連携し、障害児支

援利用計画との整合性のある児童発達支援計画の作成と児童発達支援の実

施が重要である。なお、障害児支援利用計画と児童発達支援計画は、個々

の子どもの支援における合理的配慮の根拠となるものである。  

 

（１）障害児相談支援事業者による障害児支援利用計画案の作成と支給決定 

○ 障害児相談支援事業に従事する相談支援専門員は、児童発達支援セン

ター等の利用を希望する子どもや保護者の求めに応じて障害児支援利用

計画案の作成を行う。 

○ 相談支援専門員は、子どもや保護者との面談により、子どもの心身の状

況や置かれている環境、日常生活の状況、現に受けている支援、支援の

利用の意向等を子どもや保護者から聞き取った上で、それらに基づいた

アセスメントによりニーズを明らかにし、総合的な援助方針を提案する。 

○ そして、子どもや家族の意向と総合的な援助方針に基づき、個々の子ど

もの障害の状態及び発達の過程・特性等に応じた発達上の課題を達成さ

せ、生活全般のニーズを充足するために、必要な支援を検討する。 

○ 乳幼児期の障害のある子どもへの支援には、児童福祉法に基づき、通

所により発達支援を行う「児童発達支援」や「医療型児童発達支援」の

他、重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に対し、居宅を訪問

して発達支援を行う「居宅訪問型児童発達支援」（平成 30 年４月施行予

定）、保育所等を利用している障害児に対し支援を行う「保育所等訪問支

援」がある。また、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（平成 17 年法律第 123 号）に基づき、居宅で入浴や排泄、食

事の介護等を行う居宅介護（ホームヘルプ）や、自宅で介護する人が病

気の場合等に、短期間、施設で入浴や排泄、食事の介護等を行う短期入

所（ショートステイ）等の障害福祉サービスが利用できる。 

○ 障害児支援利用計画案は、これらの支援の中から、必要な支援を選択

又は組み合わせ、個々の支援の目的や内容及び量について検討し、子ど

も又は保護者の同意のもと作成するものである。 

○ 市町村は、作成された障害児支援利用計画案を勘案し、児童発達支援

センター等の利用についての支給決定を行うこととなる。 

 

（２）サービス担当者会議の開催と障害児支援利用計画の確定 

○ 相談支援専門員は、市町村による支給決定後、子どもや保護者の希望を

踏まえて、支援を提供する事業者の調整を行い、それらの事業者等を集

めたサービス担当者会議を開催する。児童発達支援センター等を利用す
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る場合、サービス担当者会議には、子どもや家族、児童発達支援センタ

ー等の児童発達支援管理責任者や従業者、他の支援等を利用している場

合にはその担当者、その他必要に応じて、子どもや保護者への支援に関

係する者が招集される。 

○ サービス担当者会議では、障害児支援利用計画案の作成に至る経緯、

子どもや保護者の意向と総合的な援助方針、ニーズと支援目標、支援内

容等について参加者で共有する。 

○ サービス担当者会議の参加者は、障害児支援利用計画案の内容につい

て意見交換を行うが、その際、児童発達支援センター等の担当者は、児

童発達支援の専門的な見地からの意見を述べることが求められる。また、

障害児支援利用計画案に位置づけられた当該事業所に期待される役割を

確認するとともに、障害のある子どもが、地域の中で他の子どもと共に

成長できるようにするため、子どもの最善の利益の観点から、支援の提

供範囲にとどまらない意見を述べることが重要である。 

○ 相談支援専門員は、参加者による意見交換を受けて支援の提供の目的

や内容を調整し、各担当者の役割を明確にした上で、子ども又は保護者

の同意のもと障害児支援利用計画を確定する。確定した障害児支援利用

計画は、子どもや保護者を始め、支給決定を担当する市町村、児童発達

支援センター等の支援を提供する者に配付され共有される。  

 

（３）児童発達支援計画に基づく児童発達支援の実施 

○ 児童発達支援センター等の児童発達支援計画は、児童発達支援管理責

任者が、障害児支援利用計画における総合的な援助方針や、当該事業所

に対応を求められるニーズや支援目標及び支援内容を踏まえて、児童発

達支援の具体的な内容を検討し、作成する。 

○ 児童発達支援センター等は、作成された児童発達支援計画に基づき児

童発達支援を実施する。 

 

（４）障害児相談支援事業者によるモニタリングと障害児支援利用計画の見直

し 

○ 一定期間毎に、相談支援専門員は、子どもと保護者に対する面談によ

り、障害児支援利用計画に基づいた支援の提供状況や効果、支援に対す

る満足度についてモニタリングを実施する。また、各事業者から支援の

提供状況や効果について確認した結果、現在の支援がニーズの充足のた

めに適切でなかったり、当初のニーズが充足してニーズが変化していた

り、新たなニーズが確認された場合は、必要に応じてサービス担当者会

議を開催し、障害児支援利用計画を見直す。 

○ サービス担当者会議において、児童発達支援センター等の児童発達支
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援管理責任者は、その時点までの児童発達支援の提供状況を踏まえて、

課題への達成度や気づきの点等の情報を積極的に述べ、必要に応じた障

害児支援利用計画の見直しに寄与することが重要である。そのためには、

児童発達支援センター等の設置者・管理者は、児童発達支援管理責任者

や従業者のうち、当該子どもの状況に精通した最もふさわしい者を参画

させなければならない。 

○ 障害児支援利用計画の内容が見直され、総合的な支援方針や児童発達

支援センター等に求められる役割が変更された場合には、児童発達支援

管理責任者は、必要に応じて児童発達支援計画を変更し、適切な児童発

達支援を実施する。 

 

（５）その他の連携について 

○ 児童発達支援センター等による児童発達支援は、子どもや保護者への

生活全般における支援の一部を継続的に実施するものである。このため、

日々の支援を担う児童発達支援センター等は、子どもや保護者のニーズ

の変化を細やかに把握することができる。また、継続的な関わりは、専

門的なアセスメントを深め、潜在的なニーズの顕在化にもつながる。 

○ しかし、それらのニーズは、児童発達支援センター等のみで対応でき

るものばかりではなく、他の支援機関による対応が必要な場合もある。

その場合は適切な支援が調整され提供されるように、速やかに障害児相

談支援事業者などの関係機関と連絡を取り合う必要がある。 

 

以上のように、障害児相談支援事業者と児童発達支援センター等の関係

性は、単に相談支援専門員が作成した障害児支援利用計画に基づき、児童

発達支援管理責任者が児童発達支援計画を作成し、支援を実施するという

上下の関係にはない。児童発達支援センター等から障害児相談支援事業者

へ積極的に働きかけ、子どもや保護者の生活全般のニーズを充足するため

の双方向のやり取りを行う関係であることに留意して連携する必要がある。 

 

２ 児童発達支援計画の作成及び評価 

 

    児童発達支援管理責任者は、児童発達支援を利用する子どもと保護者の

ニーズを適切に把握し、児童発達支援が提供すべき支援の内容を踏まえて

児童発達支援計画を作成し、すべての従業者が児童発達支援計画に基づい

た支援を行っていけるように調整する。また、提供される支援のプロセス

を管理し、客観的な評価等を行う役割がある。 

 

（１）子どもと保護者及びその置かれている環境に対するアセスメント  

○ 児童発達支援管理責任者は、子どもや家族への面談等により専門的な
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視点からのアセスメントを実施する。子どもと保護者及びその置かれて

いる環境を理解するためには、子どもの障害の状態だけでなく、子ども

の適応行動の状況を、標準化されたアセスメントツールを使用する等に

より確認する必要がある。 

      また、子どもの発育状況、自己理解、心理的課題、子どもの興味・関

心、養育環境、これまで受けてきた支援、現在関わっている機関に関す

ること、地域とのつながり、利用に当たっての希望、将来展望等につい

て必要な情報をとり、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析す

る。 

○ 保護者のニーズと子ども自身のニーズは必ずしも一致するわけではな

いので、子どものニーズを明確化していくことがまず求められる。また、

この発達の段階にある子どものニーズは変化しやすいため、日頃から状

況を適切に把握して対応していく必要がある。 

 

（２）児童発達支援計画の作成 

○ 障害児相談支援事業者等が作成した障害児支援利用計画や、自らの事

業所でアセスメントした情報について課題整理表等を用いて整理しなが

ら児童発達支援におけるニーズを具体化した上で、児童発達支援の具体

的な内容を検討し、児童発達支援計画を作成する。 

○ 児童発達支援計画には、子どもと保護者の生活に対する意向、総合的

な支援目標とその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、児

童発達支援の提供すべき支援の内容を踏まえた具体的な支援内容、留意

事項を含める。 

○ 児童発達支援計画に、子ども本人のニーズに応じた「支援目標」を設

定し、それを達成するために、「発達支援（本人支援及び移行支援）」、「家

族支援」及び「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項

目を適切に選択し、その上で、具体的な支援内容を設定する。なお、選

択した支援内容の項目についても、具体的な支援内容と共に、児童発達

支援計画に明記することが必要である。また、「いつ」、「どこで」、「誰が」、

「どのように」、「どのくらい」支援するかということが、児童発達支援

計画において常に明確になっていることが必要である。 

○ 子ども又は保護者に対し、本ガイドラインの「児童発達支援の提供す

べき支援」の「発達支援（本人支援及び移行支援）」、「家族支援」及び「地

域支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達

支援計画」を示しながら説明を行い、子どもや家族の支援に必要な内容

になっているかについて同意を得る必要がある。 

○ 将来に対する見通しを持った上で、障害種別、障害の特性や子どもの

発達の段階を丁寧に把握し、それらに応じた関わり方を考えていくこと

が必要である。 
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○ 支援手法については、個別活動と集団活動をその子どもに応じて適宜

組み合わせる。 

○ 計画の作成に際しては、従業者から児童発達支援計画の原案について

意見を聞くなど、担当の従業者を積極的に関与させることが必要である。 

 

（３）タイムテーブル、活動プログラムに沿った発達支援の実施 

○ 児童発達支援センター等における時間をどのようにして過ごすかにつ

いて、一人一人の児童発達支援計画を考慮し、一日のタイムテーブルを

作成する。タイムテーブルは、子どもの生活リズムを大切にし、日常生

活動作の習得や、子どもが見通しを持って自発的に活動できるよう促さ

れることが期待される。ただし、提供される活動プログラムを固定化す

ることは、経験が限られてしまうことにもなるため、活動プログラムの

組合せについて、創意工夫が求められる。 

○ 発達支援の時間は十分に確保されなければならず、送迎の都合で発達

支援の時間が阻害されることのないようタイムテーブルを設定しなけれ

ばならない。 

○ 活動プログラムは、子どもの障害種別、障害の特性、発達の段階、生

活状況や課題等に応じた内容を組み立て、従業者も交えながらチームで

検討していくことが必要である。 

○ 集団活動の場合は、対象児の年齢や障害の状態の幅の広さを考慮しな

がら、活動プログラムを作成する必要がある。子どもの年齢や発達課題

が異なることも多いことから、年齢別又は障害別、発達課題別に支援グ

ループを分けることも考慮する必要がある。 

○ 活動プログラムの内容は、本ガイドラインに記載されている児童発達

支援の提供すべき支援の内容等を十分に踏まえたものでなければならな

い。 

 

（４）児童発達支援計画の実施状況の把握（モニタリング） 

○ 児童発達支援計画は、概ね６ヶ月に１回以上モニタリングを行うこと

になっているが、子どもの状態や家庭状況等に変化があった場合にはモ

ニタリングを行う必要がある。モニタリングは、目標達成度を評価して

支援の効果を測定していくためのものであり、単に達成しているか達成

していないかを評価するものではなく、提供した支援の客観的評価を行

い、児童発達支援計画の見直しの必要性を判断する。 

     

（５）モニタリングに基づく児童発達支援計画の変更及び児童発達支援の終結 

○ モニタリングにより、児童発達支援計画の見直しが必要であると判断

された場合は、児童発達支援計画の積極的な見直しを行う。その際、支
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援目標の設定が高すぎたのか、支援内容があっていなかったのか､別の課

題が発生しているのか等の視点で、これまでの支援内容等を評価し、今

後もその支援内容を維持するのか､ 変更するのかを判断していく。現在

提供している児童発達支援の必要性が低くなった場合は、児童発達支援

計画の支援目標の大幅な変更や児童発達支援の終結を検討する。なお、

児童発達支援計画の支援目標の大幅な変更や児童発達支援の終結時には、

設置者・管理者へ報告する。 

○ 児童発達支援計画の支援目標の大幅な変更や児童発達支援の終結に当

たっては、児童発達支援センター等から家族や障害児相談支援事業所、

保育所等の関係機関との連絡調整を実施し、障害児支援利用計画の変更

等を促す。また、他の機関・団体に支援を引き継ぐ場合には、これまで

の児童発達支援の支援内容等について、適切に情報提供することが必要

である。 
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第４章 関係機関との連携 

 

障害のある子どもの発達支援は、子ども本人が支援の輪の中心となり、様々

な関係者や関係機関が関与して行われる必要があり、これらの関係者や関係機

関は連携を密にし、情報を共有することにより、障害のある子どもに対する理

解を深めることが必要である。 

このため、児童発達支援センター等は、日頃から市町村の障害児支援担当部

局、母子保健や子ども・子育て支援、社会的養護等の児童福祉担当部局、保健

所・保健センター、病院・診療所、訪問看護ステーション、発達障害者支援セ

ンター、障害児相談支援事業所、保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、特

別支援学校（幼稚部及び小学部）、児童委員や主任児童委員等の関係機関と連

携を図り、児童発達支援が必要な子どもと保護者が、円滑に児童発達支援の利

用に繋がるとともに、その後も、子どもの支援が保育所や学校等に適切に移行

され、適切な支援が引き継がれていくことが必要である。 

また、子ども本人が中心となった支援の輪の中において、児童発達支援セン

ター等に期待される役割を認識し、子どもに対し適切な支援を提供することが

必要である。 

さらに、障害のある子どもが健全に発達していくためには、地域社会とのふ

れあいが必要であり、そうした観点からは児童発達支援センター等が地域社会

から信頼を得ることが重要であるが、そのためには、地域社会に対して、児童

発達支援に関する情報発信を積極的に行うなど、地域に開かれた事業運営を心

がけることが求められる。 

 

１ 母子保健や医療機関等との連携 

 

（１）母子保健等との連携 

     子どもの発達支援の必要性は、新生児聴覚検査、乳幼児健康診査、市

町村保健センター等の発達相談、保育所等の利用等を通して気づかれる

場合があり、気づきの段階から継続的な支援を行うため、母子保健や子

ども・子育て支援等の関係者や関係機関と連携した支援が必要である。 

 

（２）医療機関や専門機関との連携 

医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子どもが医療機関

（ＮＩＣＵ等）から在宅生活に移行し、その後も在宅生活を継続してい

くために、地域の保健、医療、保育、教育等の関係機関と連携した支援

が必要である。 

子どもの事故やけが、健康状態の急変が生じた場合に備え、近隣の協

力医療機関をあらかじめ定めておく必要がある。特に、医療的ケアが必

要な子どもや重症心身障害のある子どもは、事前に協力医療機関を受診

し、医師に子どもの状態について理解しておいてもらうことも必要であ

る。 

また、医療的なケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主

治医等との連携体制を構築しておく必要がある。 

さらに、保護者による子どもの虐待等により福祉的介入が必要とされ
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るケースについては、市町村が設置する要保護児童対策地域協議会等を

活用しながら、児童相談所や児童家庭支援センター、市町村の児童虐待

対応窓口、保健所等の関係機関・団体と連携して対応を図る必要がある。  

 

２ 保育所や幼稚園等との連携 

 

   子どもが成長し、児童発達支援センター等から地域の保育所や認定こど

も園、幼稚園、特別支援学校（幼稚部）等に支援を移行する際には、児童

発達支援計画と個別の教育支援計画等を含め、子どもの発達支援の連続性

を図るため、保護者の了解を得た上で、子ども本人の発達の状況や障害の

特性、児童発達支援センター等で行ってきた支援内容等について情報を共

有しながら相互理解を図り、円滑に支援が引き継がれるようにすることが

必要である。 

   また、この際は、引継ぎを中心とした移行支援会議において、障害児相

談支援事業所と連携することが重要である。 

    さらに、児童発達支援センターにおいては、保育所等の職員が障害のあ

る子どもへの対応に不安を抱える場合等に、保育所等訪問支援や巡回支援

専門員整備、障害児等療育支援事業等の積極的な活用を図ることにより、

適切な支援を行っていくことが重要である。 

    加えて、保育所や認定こども園、幼稚園、特別支援学校（幼稚部）等と

の交流や、同年代の障害のない子どもと活動する機会の確保も必要である。 

 

３ 他の児童発達支援センターや児童発達支援事業所等との連携  

 

    地域の児童発達支援センターや児童発達支援事業所は、障害種別や障害

の特性の理解、障害種別や障害の特性に応じた活動や支援方法、支援困難

事例等について、合同で研修を行うことやそれぞれから助言をし合うこと

により、連携を図りながら適切な支援を行っていく必要がある。  

    また、発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修等を

受けることも必要である。 

    さらに、発達支援上の必要性により、他の児童発達支援センター等を併

せて利用する子どもについて、支援内容を相互に理解しておくため、保護

者の了解を得た上で、他の児童発達支援センター等の事業所との間で、子

ども本人の日常生活動作の状況や留意事項、相互の支援内容や個別の支援

計画の内容等について情報共有を図ることが必要である。  

 

４ 学校や放課後等デイサービス事業所等との連携 

 

○ 子どもが成長し、児童発達支援センター等から小学校や特別支援学校（小

学部）に進学する際には、児童発達支援計画と個別の教育支援計画等を含

め、子どもの発達支援の連続性を図るため、保護者の了解を得た上で、児

童発達支援計画の内容だけでなく、子ども本人の発達の状況や障害の特性、

児童発達支援センター等で行ってきた支援内容等について情報共有を図り、

円滑に支援が引き継がれるようにすることが必要である。 
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また、児童発達支援センターにおいては、小学校や特別支援学校（小学

部）への保育所等訪問支援等の実施により、子どもの支援が継続できるよ

うにしていくことも必要である。 

○ 放課後等デイサービスの利用を開始する場合についても、放課後等デイ

サービス計画が適切に作成されるよう、学校の場合と同様に情報の共有が

必要である。また、放課後等デイサービス利用開始後も、より適切な発達

支援を実施するために連携体制を継続し、必要な情報提供や助言を行うこ

とが望ましい。 

こうした、支援の移行の際は、引継ぎを中心とした移行支援会議におい

て、障害児相談支援事業所と連携することが重要である。  

 

５ 協議会等への参加や地域との連携 

 

    児童発達支援センター等は、（自立支援）協議会子ども部会や地域の子ど

も・子育て会議、要保護児童対策地域協議会等へ積極的に参加すること等

により、関係機関・団体等と連携して、地域支援体制を構築していく必要

がある。 

    また、日頃から地域の行事や活動に参加できる環境を作るため、自治会

の会合に参加することや、地域のボランティア組織と連絡を密にする等の

対応をとることが必要である。 
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第５章 児童発達支援の提供体制 

 

１ 定員 

 

    設置者・管理者は、設備、従業者等の状況を総合的に勘案し、適切な生

活環境と事業内容が確保されるよう、障害のある子どもの情緒面への配慮

や安全性の確保の観点から、適切な利用定員を定めることが必要である。  

 

２ 職員配置及び職員の役割 

 

（１）適切な職員配置 

○ 児童発達支援センターにおいては、嘱託医、児童発達支援管理責任者、

児童指導員及び保育士、機能訓練担当職員（機能訓練を行う場合）の配

置が必須であり、主に重症心身障害のある子どもに対して児童発達支援

を行う場合は、看護師、機能訓練担当職員の配置を行い、医療的ケア等

の体制を整える必要がある。 

○ 児童発達支援事業所においては、児童発達支援管理責任者、指導員又

は保育士、機能訓練担当職員（機能訓練を行う場合）の配置が必須であ

り、主に重症心身障害のある子どもに対して児童発達支援を行う場合は、

指導員に代えて児童指導員、さらに嘱託医、看護師、機能訓練担当職員

の配置を行い、医療的ケア等の体制を整える必要がある。  

○ 常時見守りが必要な子どもや医療的ケアが必要な子ども、重症心身障

害のある子ども等への支援のために、指導員又は保育士、看護師につい

て、人員配置基準を上回って配置することも考慮する必要がある。  

○ 児童発達支援管理責任者が個々の子どもについて作成する児童発達支

援計画に基づき、適切な知識と技術をもって活動等が行われるよう、支

援の単位ごとに、従業者を統括する指導的役割の職員が配置されている

必要があり、この職員には保育士等の資格を保有する者を充てるなど、

支援の質の確保の視点から、適切な職員配置に留意する必要がある。 

 

（２）設置者・管理者の責務 

   ○ 設置者・管理者は、児童発達支援センター等の役割や社会的責任を遂

行するために、法令等を遵守し、設置者・管理者としての専門性等の向

上を図るとともに、児童発達支援の質及び職員の資質向上のために必要

な環境の確保を図らなければならない。 

○ 設置者・管理者は、児童発達支援センター等が適切な支援を安定的に

提供することにより、障害のある子どもの発達に貢献するとともに、子

どもや保護者の満足感、安心感を高めるために、組織運営管理を適切に

行わなければならない。 

  ○ 設置者・管理者は、各職員が目指すキャリアパスに応じた研修等に参

加することができるよう、職員の勤務体制等を工夫し、職員一人一人の
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資質及び専門性の向上の促進を図らなければならない。  

○ 設置者・管理者は、職員一人一人の倫理観及び人間性を把握し、職員

としての適性を適確に判断する責任がある。 

○ 設置者・管理者は、質の高い支援を確保する観点から、従業者等が心

身ともに健康で意欲的に支援を提供できるよう、労働環境の整備を図る

必要がある。 

 

（３）設置者・管理者による組織運営管理 

    設置者・管理者は、事業所の運営方針や、児童発達支援計画、日々の

活動に関するタイムテーブルや活動プログラムについて、児童発達支援

管理責任者及び従業者の積極的な関与のもとでＰＤＣＡサイクルを繰り

返し、事業所が一体となって不断に支援の質の向上を図ることが重要で

ある。 

また、設置者・管理者は、ＰＤＣＡサイクルを繰り返すことによって、

継続的に事業運営を改善する意識を持って、児童発達支援管理責任者及

び従業者の管理及び事業の実施状況の把握その他の管理を行わなければ

ならない。 

 

ア 事業運営の理念・方針の設定・見直しと職員への徹底 

○ 児童発達支援センター等の事業所ごとに、運営規程を定めておくと

ともに、児童発達支援管理責任者及び従業者に運営規程を遵守させ

ておかなければならない。運営規程には以下の重要事項は必ず定め

ておく必要がある。 

      【運営規程の重要事項】 

       ・事業の目的及び運営の方針 

       ・従業者の職種、職員数及び職務の内容 

       ・営業日及び営業時間 

       ・利用定員 

       ・児童発達支援の内容並びに保護者から受領する費用の種類及び

その額 

       ・通常の事業の実施地域 

       ・支援の利用に当たっての留意事項 

       ・緊急時等における対応方法 

       ・非常災害対策 

       ・事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害

の種類 

       ・虐待の防止のための措置に関する事項 

       ・その他運営に関する重要事項 
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○ 事業の目的及び運営方針は、本ガイドラインに記載されている児

童発達支援の役割や児童発達支援の提供すべき内容、地域での子ど

もや保護者の置かれた状況、児童発達支援が公費により運営される

事業であること等を踏まえ、適切に設定する。 

○ 事業の目的及び運営方針の設定や見直しに当たっては、児童発達

支援管理責任者及び従業者が積極的に関与できるように配慮する。 

○ 児童発達支援管理責任者及び従業者の採用に当たっては、事業所

の目的及び運営方針を始めとした運営規程の内容を丁寧に説明す

るとともに、様々な機会を通じて繰り返しその徹底を図る。 

 

イ 複数のサイクル（年・月等）での目標設定と振り返り 

○ ＰＤＣＡサイクルにより不断に業務改善を進めるためには、児童

発達支援管理責任者及び従業者が参画して、複数のサイクル（年間

のほか月間等）で事業所としての業務改善の目標設定とその振り返

りを行うことが必要である。 

 

ウ 自己評価結果の公表 

     ○ 本ガイドラインに加え、別添の「児童発達支援センター等におけ

る事業所全体の自己評価の流れ」を踏まえ、「事業所職員向け児童発

達支援自己評価表」（別紙１）を活用して行う児童発達支援センター

等の職員による事業所の支援の評価及び別添の「保護者等向け児童

発達支援評価表」（別紙２）を活用して行う保護者等による事業所評

価を踏まえ、事業所全体として自己評価を行う必要がある。 

○ 事業所の自己評価結果による児童発達支援の質の評価及び改善

の内容については、事業所全体による自己評価に基づき、「事業所

における自己評価結果（公表）」（別紙３）及び「保護者等からの事

業所評価の集計結果（公表）」（別紙４）を用いて、概ね１年に１回

以上、利用者や保護者等に向けて、インターネットのホームページ

や会報等で公表していくことが必要である。 

     ○ また、この事業所による自己評価のほか、可能な限り、第三者に

よる外部評価を導入して、事業運営の一層の改善を図ることが必要

である。 

 

エ コミュニケーションの活性化等 

○ ＰＤＣＡサイクルによる業務改善が適切に効果を上げるには、現

状の適切な認識・把握と、事業所内での意思の疎通・情報共有が重

要である。 

○ 支援提供の日々の記録については、児童発達支援管理責任者が把
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握する以外に、従業者同士での情報共有を図ることも支援の質の向

上のために有用である。職場での何でも言える雰囲気作りや職員同

士のコミュニケーションの活性化も設置者・管理者の役割である。  

○ 児童発達支援計画の作成・モニタリング・変更の結果について、

児童発達支援管理責任者から報告を受けるなど、児童発達支援管理

責任者や従業者の業務の管理及び必要な指揮命令を行う。 

○ 支援内容の共有や職員同士のコミュニケーションの活性化が事

業所内虐待の防止や保護者による虐待の早期発見に繋がるもので

あることも認識しておくとともに、設置者・管理者も、適切な支援

が提供されているか把握しておく必要がある。 

 

オ 子どもや保護者の意向等の把握 

○ ＰＤＣＡサイクルによる業務改善を進める上で、アンケート調査

等を実施して、支援を利用する子どもや保護者の意向や満足度を把

握することが必要である。 

○ 特に子どもや保護者の意向等を踏まえて行うこととした業務改

善への取組については、子ども及び保護者に周知していくことが必

要である。 

 

カ 支援の継続性 

○ 児童発達支援は、子どもや保護者への支援の継続性の観点から継

続的・安定的に運営することが必要である。やむを得ず事業を廃止

し又は休止しようとする時は、その一月前までに都道府県知事等に

届け出なければならない。この場合、子どもや保護者に事業の廃止

又は休止しようとする理由を丁寧に説明するとともに、他の児童発

達支援センター等を紹介するなど、子どもや保護者への影響が最小

限に抑えられるように対応することが必要である。  

 

３ 施設及び設備 

 

○ 児童発達支援センター等は、児童発達支援を提供するための設備及び備

品を適切に備えた場所である必要がある。設置者・管理者は、様々な障害

のある子どもが安全に安心して過ごすことができるようバリアフリー化や

情報伝達への配慮等、個々の子どもの態様に応じた工夫が必要である。  

○ 児童発達支援事業所の指導訓練室については、床面積の基準は定められ

ていないが、児童発達支援センターが児童発達支援事業を行う場合におい

ては、子ども一人当たり２．４７㎡の床面積が求められていることを参考

としつつ、適切なスペースの確保に努めることが必要である。 
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○ 子どもが生活する空間については、指導訓練室のほか、おやつや昼食が

とれる空間、静かな遊びのできる空間、雨天等に遊びができる空間、子ど

もが体調の悪い時等に休息できる静養空間、年齢に応じて更衣のできる空

間等を工夫して確保することが必要である。 

   また、室内のレイアウトや装飾にも心を配り、子どもが心地よく過ごせ

るように工夫することが必要である。 

○ 屋外遊びを豊かにするため、屋外遊技場の設置や、近隣の児童遊園・公

園等を有効に活用することが必要である。 

○ 備品については、遊具のほか、障害種別、障害の特性及び発達状況に応

じた支援ツールを備えることも考慮していくことが必要である。  

 

４ 衛生管理、安全対策 

 

   設置者・管理者は、障害のある子どもや保護者が安心して児童発達支援

センター等の支援を受け続けられるようにするためには、児童発達支援セ

ンター等を運営する中で想定される様々なリスク、例えば、子どもの健康

状態の急変、非常災害、犯罪、感染症の発生と蔓延等に対する対応マニュ

アルの策定や発生を想定した訓練、関係機関・団体との連携等により、日

頃から十分に備えることが必要である。 

 

（１）衛生・健康管理 

○ 設置者・管理者は、感染症の予防や健康維持のために、職員に対し常

に清潔を心がけさせ、手洗い、手指消毒の励行、換気等の衛生管理を徹

底することが必要である。 

○ 設置者・管理者は、感染症又は食中毒が発生した場合の対応や、排泄

物又は嘔吐物等に関する処理方法についての対応マニュアルを策定し職

員に周知徹底を図るとともに、マニュアルに沿って対応できるようにす

ることが必要である。 

○ 設置者・管理者は、子どもの健康状態の把握及び感染症発生の早期発

見のために、子どもの来所時の健康チェック及び保護者との情報共有の

体制を構築しておくことが必要である。また、感染症発生動向に注意を

払い、インフルエンザやノロウイルス等の感染症の流行時には、子ども

の来所時の健康チェック及び保護者との情報共有体制を強化する必要が

ある。さらに、インフルエンザやノロウイルス等の感染症により集団感

染の恐れがある場合は、子どもの安全確保のために、状況に応じて休所

とする等の適切な対応を行うともに、保護者や各関係機関・団体との連

絡体制を構築しておく必要がある。 

○ 職員は、事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等の子どもの状況を

確認しておくとともに、子どもの健康管理に必要となる器械器具の管理
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等を適正に行う必要がある。 

○ 設置者・管理者は、食物アレルギーのある子どもについて、医師の指

示書に基づき、食事やおやつを提供する際に、除去食や制限食で対応で

きる体制を整えることが必要である。 

○ 設置者・管理者は、重症心身障害のある子どもなど、全身性障害があ

る子どもについては、常に骨折が起こりやすいことを念頭におき、適切

な介助が行える体制を整えるとともに、誤嚥性肺炎を起こさないよう、

摂食時の姿勢や車いすの角度等の調整、本人の咀嚼・嚥下機能に応じた

適切な食事の介助を計画的・組織的に行えるようにすることが必要であ

る。 

  

（２）非常災害・防犯対策 

○ 設置者・管理者は、非常災害に備えて消火設備等の必要な設備を設け

るとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の避難方

法や、関係機関・団体への通報及び連絡体制を明確にするとともに、そ

れらを定期的に職員や保護者に周知しなければならない。 

○ 設置者・管理者は、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その

他必要な訓練を行わなければならない。 

○ 設置者・管理者は、重大な災害の発生や台風の接近等により危険が見

込まれる場合には、子どもの安全確保のために、状況に応じて児童発達

支援センター等を休所とする等の適切な対応を行うとともに、保護者や

保育所等の関係機関・団体との連絡体制を構築しておく必要がある。ま

た、地震や風水害等の緊急事態に対して、重要な事業を継続又は早期に

復旧させるための事業継続計画（ＢＣＰ）を策定することが望ましい。  

○ 職員は、障害種別や障害の特性ごとの災害時対応について理解してお

くとともに、児童発達支援管理責任者は、子どもごとの児童発達支援計

画に災害時の対応について記載することも必要である。 

   特に医療的ケアが必要な子どもについては、保護者や主治医、嘱託医

及び協力医療機関等との間で災害発生時の対応について綿密に意思疎通

を図っておくことが重要であり、設置者・管理者は、職員に徹底する必

要がある。 

○ 設置者・管理者は、外部からの不審者の侵入を含め、子どもが犯罪に

巻き込まれないよう、事業所として防犯マニュアルの策定や、地域の関

係機関・団体等と連携しての見守り活動、子ども自身が自らの安全を確

保できるような学習支援など、防犯に係る安全確保への取組を行う必要

がある。 

 

（３）緊急時対応 
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○ 設置者・管理者は、子どもの事故やケガ、健康状態の急変が生じた場

合は、速やかに保護者、協力医療機関及び主治医に連絡を行う等の必要

な措置を講じなければならない。 

  ○ 設置者・管理者は、緊急時における対応方法について「緊急時対応マ

ニュアル」を策定するとともに、職員が緊急時における対応方針につい

て理解し、予め設定された役割を実行できるように訓練しておく必要が

ある。 

     また、設置者・管理者は、例えば、てんかんのある子どもが急な発作

を起こした場合に速やかに対応できるよう、個々の子どもに応じた緊急

の対応方法や搬送先等について、個別の緊急時対応マニュアルとして策

定して、職員間で共有することも必要である。 

○ 職員は、医療的ケアを必要とする子ども等の支援に当たっては、窒息

や気管出血等、生命に関わる事態への対応を学び、実践できるようにし

ておく必要がある。 

 

（４）安全確保 

○ 職員は、支援の提供中に起きる事故やケガを防止するために、室内や

屋外の環境の安全性について毎日点検し、必要な補修等を行い、危険を

排除することが必要である。 

また、職員は、衝動的に建物から出てしまう子ども等もいるため、子

どもの特性を理解した上で、必要な安全の確保を行う必要である。 

○ 設置者・管理者は、発生した事故事例や、事故につながりそうな事例

の情報を収集し、ヒヤリハット事例集を作成し、職員間で共有すること

が必要である。 

 

５ 適切な支援の提供 

 

○ 設置者・管理者は、設備、職員等の状況を総合的に勘案し、適切な生活

環境と事業内容が確保されるよう、障害のある子どもの情緒面への配慮や

安全性の確保の観点から、利用定員の規模や、室内のレイアウトや装飾等

に心を配り、必要に応じて改善を図る。 

○ 職員は、児童発達支援の提供すべき支援の内容等について理解するとと

もに、児童発達支援計画に沿って、それぞれの子どもたちの障害種別、障

害の特性、発達の段階、生活状況や課題に細やかに配慮しながら支援を行

うことが必要である。 

○ 職員は常に意思の疎通を図り、円滑なコミュニケーションが取れるよう

にすることが必要である。 

○ 支援開始前には職員間で必ず打合せを実施し、その日行われる支援の内

容や役割分担について把握する。 
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○ 支援終了後に職員間で打合せを実施し、その日の支援の振り返りをし、

子どもや家族との関わりで気づいた点や、気になった点について職員間で

共有する。 

○ 職員は、その日行った支援の手順、内容、利用者の反応や気づきについ

て、記録をとらなければならない。また、日々の支援が目標や計画に沿っ

て行われているか、記録に基づいて検証し、支援の改善や自らのスキルア

ップに繋げていく必要がある。 

 

６ 保護者との関わり 

 

   職員は、子どもや保護者の満足感、安心感を高めるために、提供する支

援の内容を保護者とともに考える姿勢を持ち、子どもや保護者に対する丁

寧な説明を常に心がけ、子どもや保護者の気持ちに寄り添えるように積極

的なコミュニケーションを図る必要がある。 

 

（１）保護者との連携 

○ 職員は、日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の

状況や課題について共通理解を持つことが重要である。このため、医療

的ケアの情報や介助の方法、適切な姿勢、気になることがあった場合の

情報等について、連絡ノート等を通じて保護者と共有することが必要で

ある。また、必要に応じて、家庭内での養育等についてペアレント・ト

レーニング等を活用しながら、子どもの育ちを支える力をつけられるよ

う支援したり、環境整備等の支援を行ったりすることが必要である。 

 ○ 設置者・管理者は、送迎時の対応について、事前に保護者と調整して

いくことが必要である。また、施設内でのトラブルや子どもの病気・事

故の際の連絡体制について、事前に保護者と調整し、その内容について

職員間で周知徹底しておく必要がある。 

○ 設置者・管理者は、職員が行う保護者への連絡や支援について、随時

報告を受けることや記録の確認等により、把握・管理することが必要で

ある。 

 

（２）子どもや保護者に対する説明責任等 

職員は、子どもや保護者が児童発達支援を適切かつ円滑に利用できる

よう、説明責任を果たすとともに、必要な支援を行う責務がある。  

 

ア 運営規程の周知 

      設置者・管理者は、運営規程について、事業所内の見やすい場所に

掲示する等により、その周知を図る。 

 

イ 子どもや保護者に対する運営規程や児童発達支援計画の内容について

の丁寧な説明 

      設置者・管理者は、子どもや保護者に対し、利用申込時において、

運営規程や支援の内容を理解しやすいように説明を行う必要がある。
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特に、支援の内容、人員体制（資格等）、利用者負担、苦情解決の手

順、緊急時の連絡体制等の重要事項については文書化の上、対面で説

明する。 

      また、児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の内容につい

て、その作成時、変更時に子どもと保護者に対して丁寧に説明を行う

必要がある。 

 

ウ 保護者に対する相談援助等 

○ 職員は、保護者が悩み等を自分だけで抱え込まないように、保護者

からの相談に適切に応じ、信頼関係を築きながら、保護者の困惑や将

来の不安を受け止め、専門的な助言を行うことも必要である。例えば、

保護者との定期的な面談（最低限モニタリング時に実施することが望

ましい）や訪問相談等を通じて、子育ての悩み等に対する相談を行っ

たり、子どもの障害について保護者の理解が促されるような支援を行

ったりすることが必要である。 

○ 職員は、父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催したりす

ることにより、保護者同士が交流して理解を深め、保護者同士のつな

がりを密にして、安心して子育てを行っていけるような支援を行うこ

とが必要である。また、家族支援は保護者に限った支援ではなく、兄

弟姉妹や祖父母等への支援も含まれる。特に兄弟姉妹は、心的負担等

から精神的な問題を抱える場合も少なくないため、例えば、兄弟姉妹

向けのイベントを開催する等の対応を行っていくことも必要である。 

    ○ 設置者・管理者は、職員に対して、保護者との定期的な面談や保護

者に対する相談援助について、その適切な実施を促すとともに、随時

報告を受けることや記録の確認等により、把握・管理する必要がある。 

 

   エ 苦情解決対応 

○ 設置者・管理者は、児童発達支援に対する子どもや保護者からの苦

情（虐待に関する相談も含む）について、迅速かつ適切に対応するた

めに、苦情を受け付けるための窓口や苦情受付担当者、苦情解決責任

者、第三者委員の設置、解決に向けた手順の整理等、迅速かつ適切に

解決が図られる仕組みを構築することが必要である。 

○ 設置者・管理者は、苦情受付窓口について、子どもや保護者に周知

するとともに、第三者委員を設置している場合には、その存在につい

ても、子どもや保護者に周知する必要がある。 

○ 設置者・管理者は、苦情解決責任者として、迅速かつ適切に対応す

る必要がある。 

 

オ 適切な情報伝達手段の確保 

○ 事業所は、定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体

制等の情報を子どもや保護者に対して発信することが必要である。 
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○ 視覚障害や聴覚障害等の障害種別に応じて、子どもや保護者との意

思の疎通、情報伝達のための手話等による配慮が必要である。 

 

７ 地域に開かれた事業運営 

 

○ 設置者・管理者は、地域住民の事業所に対する理解の増進や地域の子ど

もとしての温かい見守り、地域住民との交流活動の円滑な実施等の観点か

ら、事業所はホームページや会報等を通じて活動の情報を積極的に発信す

ることや、事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営

を図ることが必要である。 

○ 実習生やボランティアの受入れは、事業所及び実習生やボランティア双

方にとって有益であり、設置者・管理者は、積極的に対応することが望ま

しい。ただし、実習生やボランティアの受入れに当たっては、事故が起き

ないよう適切な指導を行う等の対応が必要である。また、実習生やボラン

ティアの受入れに当たっては、事業所の理念やプログラム内容及び障害の

ある子どもの支援上の注意事項等を理解させることが必要である。  

 

８ 秘密保持等 

 

○  設置者・管理者は、職員等（実習生やボランティアを含む。以下同じ。）

であった者が、その業務上知り得た秘密を漏らすことがないよう、誓約書

の提出や雇用契約に明記するなど、必要な措置を講じなければならない。 

○ 職員は、関係機関・団体に子ども又はその家族に関する情報を提供する

際は、あらかじめ文書により保護者等の同意を得ておかなければならない。

また、ホームページや会報等に子ども又は保護者の写真や氏名を掲載する

際には、保護者の許諾を得ることが必要である。 

○ 職員等は、その職を辞した後も含めて、正当な理由がなく業務上知り得

た秘密を漏らしてはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149



39 

 

第６章 支援の質の向上と権利擁護 

 

１ 支援の質の向上への取り組み 

 

   児童福祉法第 21 条の５の 17 第２項の規定において、指定障害児事業者

等は、その提供する障害児通所支援の質の評価を行うことその他の措置を

講ずることにより、障害児通所支援の質の向上に努めなければならないと

されている。そのためには、設置者・管理者は、「第三者評価共通基準ガイ

ドライン（障害者・児福祉サービス版）」等により、第三者による外部評価

を活用することが有効である。 

また、適切な支援を安定的に提供するとともに、支援の質を向上させる

ためには、支援に関わる人材の知識・技術を高めることが必要であり、そ

のためには、設置者・管理者は、様々な研修の機会を確保するとともに、

知識・技術の取得意欲を喚起することが重要である。 

    さらに、職員が児童発達支援センター等における課題について共通理解

を深め、協力して改善に努めることができる体制を構築するためには、日

常的に職員同士が主体的に学び合う姿勢が重要である。そのため、設置者・

管理者は、児童発達支援センター等において職場研修を実施し、職員は当

該研修を通じて、常に自己研鑽を図る必要がある。 

    加えて、設置者・管理者は、職員が外部で行われる研修等へ積極的に参

加できるようにし、職員が必要な知識・技術の修得、維持及び向上を図れ

るようにする必要がある。 

 

（１）職員の知識･技術の向上 

○ 職員の知識・技術の向上は、児童発達支援の提供内容の向上に直結す

るものであり、職員の知識・技術の向上への取組は、設置者・管理者の

重要な管理業務の一つである。 

○ 設置者・管理者は、職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、

その計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保することが必要である。

資質の向上の支援に関する計画の策定に際しては、職員を積極的に参画

させることが必要である。 

○ 児童発達支援を適切に提供する上で、児童発達支援に期待される役割、

障害のある子どもの発達の段階ごとの特性、障害種別・障害の特性、関

連する制度の仕組み、関係機関・団体の役割、児童虐待への対応、障害

者の権利に関する条約の内容等を理解することが重要であり、設置者・

管理者は、職員に対してこうした知識の修得に向けた意欲を喚起する必

要がある。 

○ 障害種別、障害の特性に応じた支援や発達の段階に応じた支援、家族

支援等に係る適切な技術を職員が修得することが、子どもの発達支援や

二次障害の予防、家庭養育を支えるといった視点から重要であり、設置

者・管理者は、職員に対してこうした技術の修得に向けた意欲を喚起す
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る必要がある。 

 

（２）研修受講機会等の提供 

○  設置者・管理者は、職員の資質向上を図るため、研修を実施する等の

措置を講じなければならない。 

     具体的には自治体や障害児等関係団体が実施する研修等への職員の参

加、事業所における研修会や勉強会の開催（本ガイドラインを使用した

研修会や勉強会等）、事業所に講師を招いての研修会の実施、職員を他の

事業所等に派遣しての研修、事業所内における職員の自己研鑽のための

図書の整備等が考えられる。また、医療的ケアが必要な子どもや重症心

身障害のある子どもに対し、適切な支援が行われるよう、喀痰吸引等の

研修を受講させることが必要である。 

○ 児童発達支援管理責任者は、従業者に対する技術指導及び助言を行う

ことも業務となっており、設置者・管理者は、事業所内における研修の

企画等に当たっては、児童発達支援管理責任者と共同して対応していく

ことが必要である。 

 

２ 権利擁護 

 

障害のある子どもの支援に当たっては、児童の権利に関する条約、障害

者の権利に関する条約、児童福祉法等が求める子どもの最善の利益が考慮

される必要がある。特に、障害のある子どもが、自由に自己の意見を表明

する権利並びにこの権利を実現するための支援を提供される権利を有する

ことを認識することが重要である。具体的には、職員は、子どもの意向の

把握に努める等により、子ども本人の意思を尊重し、子ども本人の最善の

利益を考慮した支援を日々行う必要がある。 

また、障害のある子どもの権利擁護のために、虐待等の子どもの人権侵

害の防止に関する次のような取組も積極的に行っていくことが重要である。 

 

（１）虐待防止の取組 

○ 設置者・管理者は、職員による子どもに対する虐待を防止するため、

虐待防止委員会の設置など、必要な体制の整備が求められる。 

     虐待防止委員会の責任者は、通常、管理者が担うこととなる。虐待防

止委員会を組織的に機能させるために、苦情解決の第三者委員等の外部

委員を入れてチェック機能を持たせるとともに、児童発達支援管理責任

者等、虐待防止のリーダーとなる職員を虐待防止マネージャーとして配

置し、研修や虐待防止チェックリストの実施など、具体的な虐待防止へ

の取組を進める。 

○ 設置者・管理者は、職員に対する虐待防止啓発のための定期的な研修

を実施し、又は自治体が実施する研修を受講させるほか、自らが虐待防
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止のための研修を積極的に受講する等により、児童虐待の防止等に関す

る法律（平成 12 年法律第 82 号。以下「児童虐待防止法」という。）及び

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成

23 年法律第 79 号。以下「障害者虐待防止法」という。）について理解し、

虐待の防止への取組を進める必要がある。特に、「障害者福祉施設等にお

ける障害者虐待の防止と対応の手引き」は必ず読むようにする。  

     各都道府県で実施する虐待防止や権利擁護に関する研修を受講した場

合には、児童発達支援センター等で伝達研修を実施することが重要であ

る。 

○ 職員等からの虐待（特に性的虐待）は、密室化した場所で起こりやす

いことから、設置者・管理者は、送迎の車内を含め、密室化した場所を

極力作らないよう、常に周囲の目が届く範囲で支援が実施できるように

する必要がある。 

○ 職員等から虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合（相談を受

けて虐待と認識した場合を含む。）、その職員は、障害者虐待防止法第 16

条に規定されている通報義務に基づき、児童発達支援の通所給付決定を

した市町村の窓口に通報する。この時に、市町村に通報することなく、

事業所の中だけで事実確認を進め、事態を収束させてしまうと通報義務

に反することとなるため、必ず市町村に通報した上で行政と連携して対

応を進める必要がある。 

○ 職員は、虐待を発見しやすい立場にあることを認識し、子どもの状態

の変化や家族の態度等の観察や情報収集により、虐待の早期発見に努め

させる必要がある。 

○ 職員は、保護者による虐待について、保護者に対する相談支援やカウ

ンセリング等により未然防止に努めることが重要であることを認識する。 

○ 職員は、保護者による虐待を発見した場合は、児童虐待防止法第６条

に規定されている通告義務に基づき、市町村、都道府県の設置する福祉

事務所又は児童相談所等へ速やかに通告するよう徹底する必要がある。

虐待等により福祉的介入が必要とされるケースについては、市町村等が

設置する要保護児童対策地域協議会等を活用しながら、児童相談所や児

童家庭支援センター、市町村の児童虐待対応窓口、保健所等の関係機関・

団体と連携して対応を図っていくことが求められる。 

 

（２）身体拘束への対応 

○ 職員等が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限することや、自

分の意思で開けることのできない居室等に隔離すること等は身体拘束に

当たり、障害のある子どもや他の障害のある子どもの生命又は身体を保

護するために緊急やむを得ない場合を除き、禁止されている。 
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○ やむを得ず身体拘束を行う場合は、切迫性、非代替性、一時性が要件

となるが、身体拘束の検討が必要なケースについては、代替性がないか

等について慎重に検討した上で、それでもなお、身体拘束を行わざるを

得ない事態が想定される場合には、いかなる場合にどのような形で身体

拘束を行うかについて、設置者・管理者は組織的に決定する必要がある。

また、児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画に、身体拘束が必

要となる状況、身体拘束の態様・時間等について、子どもや保護者に事

前に十分に説明をし、了解を得た上で記載させることが必要である。 

○ 身体拘束を行った場合には、設置者・管理者は、身体拘束を行った職

員又は児童発達支援管理責任者から、その様態及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等必要な事項の記録ととも

に報告を受ける。なお、必要な記録がされていない場合は、運営基準違

反となることを認識しておく必要がある。 

 

（３）その他 

   ○ 設置者・管理者は、子どもの権利擁護に関する研修会を実施するなど、

職員が子どもの人権を尊重した支援を行うために必要な取組を進めるこ

とが必要である。 
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別 添 

 

児童発達支援センター等における 

事業所全体の自己評価の流れ 

 

○  児童発達支援ガイドラインの第５章「児童発達支援の提供体制」－「１ 職員配置及

び職員の役割」－「（３）設置者・管理者による組織運営管理」－「ウ 自己評価結果の

公表」は、以下の手順に示すとおり、「事業所職員向け児童発達支援自己評価表」（別紙

１）を活用して行う児童発達支援センター等の職員による事業所の支援の評価及び「保

護者等向け児童発達支援評価表」（別紙２）を活用して行う保護者等による事業所評価を

踏まえ、事業所全体として自己評価を行うものです。 

○  事業所の自己評価結果による児童発達支援の質の評価及び改善の内容については、事

業所全体における自己評価に基づき、「事業所における自己評価結果（公表）」（別紙３）

及び「保護者等からの事業所評価の集計結果（公表）」（別紙４）を用いて、おおむね１

年に１回以上、利用者や保護者等に向けて、インターネットのホームページや会報等で

公表していくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○課題や改善すべき点の検討結果を踏まえ、速やかに改善の対応を
図る、若しくは、立てられた改善目標に沿って、支援を改善して
いく。 

○事業所全体による自己評価に基づき、「事業所における自己評価
結果（公表）」（別紙３）を公表する。 

○併せて、「保護者等からの事業所評価の集計結果」（別紙４）を公
表する。 

ステップ２ 
保護者等に 
よる評価 

ステップ１ 
職員による 
自己評価 

 

ステップ３ 
事業所全体に
よる自己評価 

ステップ４ 
自己評価結果
の公表 

ステップ５ 
支援の改善 

○事業者から保護者等に対して、「保護者等向け児童発達支援評価
表」（別紙２）を配布してアンケート調査を行う。保護者等から
回答をとりまとめ、「ご意見」欄の記述も含め集計する。 

○事業所の職員が「事業者向け児童発達支援自己評価表」（別紙１）
を用いて、事業所の支援の評価を行う。その際、「はい」「いいえ」
等にチェックするだけでなく、各項目について「工夫している点」
「課題や改善すべき点」等について自己評価する。 

○事業所の職員による自己評価及び保護者等による事業所評価の
結果を踏まえ、職員全員で討議し、項目ごとに評価を行う。特に、
「課題や改善すべき点」について、認識をすり合わせる。 

○職員間で認識が共有された課題や改善すべき点について検討を
行い、速やかに改善の対応を図る、若しくは、改善目標を立てる。
なお、討議の結果は書面に記録し、職員間で共有する。 

○討議に際しては、保護者等に対するアンケート調査結果を十分に
踏まえ、支援の提供者の認識と保護者等の認識のずれを客観的に
分析する。 
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チェック項目 はい いいえ 工夫している点、課題や改善すべき点など

1
利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適
切であるか

2 職員の配置数は適切であるか

3

生活空間は、本人にわかりやすく構造化された環
境になっているか。また、障害の特性に応じ、事業
所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への
配慮が適切になされているか

4
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境に
なっているか。また、子ども達の活動に合わせた
空間となっているか

 

5
業務改善を進めるためのPDCAサイクル（目標設
定と振り返り）に、広く職員が参画しているか

6
保護者等向け評価表により、保護者等に対して事
業所の評価を実施するとともに、保護者等の意向
等を把握し、業務改善につなげているか

7

事業所向け自己評価表及び保護者向け評価表の
結果を踏まえ、事業所として自己評価を行うととも
に、その結果による支援の質の評価及び改善の
内容を、事業所の会報やホームページ等で公開し
ているか

8
第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改
善につなげているか

9
職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確
保しているか

10
アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニー
ズや課題を客観的に分析した上で、児童発達支
援計画を作成しているか

11
子どもの適応行動の状況を図るために、標準化さ
れたアセスメントツールを使用しているか

12

児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドライ
ンの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達
支援（本人支援及び移行支援）」、「家族支援」、
「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に
必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的
な支援内容が設定されているか

13
児童発達支援計画に沿った支援が行われている
か

14 活動プログラムの立案をチームで行っているか

15
活動プログラムが固定化しないよう工夫している
か

16
子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適
宜組み合わせて児童発達支援計画を作成してい
るか

環
境
・
体
制
整
備

業
務
改
善

適
切
な
支
援
の
提
供

児童発達支援自己評価表事業所職員向
別紙１
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チェック項目 はい いいえ 工夫している点、課題や改善すべき点など

17
支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その
日行われる支援の内容や役割分担について確認
しているか

18
支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その
日行われた支援の振り返りを行い､気付いた点等
を共有しているか

19
日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援
の検証・改善につなげているか

20
定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計画
の見直しの必要性を判断しているか

21
障害児相談支援事業所のサービス担当者会議に
その子どもの状況に精通した最もふさわしい者が
参画しているか

22
母子保健や子ども・子育て支援等の関係者や関
係機関と連携した支援を行っているか

23

（医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のあ
る子ども等を支援している場合）
地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関
係機関と連携した支援を行っているか

24

（医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のあ
る子ども等を支援している場合）
子どもの主治医や協力医療機関等と連絡体制を
整えているか

25
移行支援として、保育所や認定こども園、幼稚園、
特別支援学校（幼稚部）等との間で、支援内容等
の情報共有と相互理解を図っているか

26
移行支援として、小学校や特別支援学校（小学
部）との間で、支援内容等の情報共有と相互理解
を図っているか

27
他の児童発達支援センターや児童発達支援事業
所、発達障害者支援センター等の専門機関と連携
し、助言や研修を受けているか

28
保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障
害のない子どもと活動する機会があるか

29
（自立支援）協議会子ども部会や地域の子ども・子
育て会議等へ積極的に参加しているか

30
日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子ど
もの発達の状況や課題について共通理解を持っ
ているか

31
保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者
に対して家族支援プログラム（ペアレント･トレーニ
ング等）の支援を行っているか

32
運営規程、利用者負担等について丁寧な説明を
行っているか

33

児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提
供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに
基づき作成された「児童発達支援計画」を示しな
がら支援内容の説明を行い、保護者から児童発
達支援計画の同意を得ているか

保
護
者
へ
の
説
明
責
任
等

適
切
な
支
援
の
提
供

関
係
機
関
や
保
護
者
と
の
連
携
関
係
機
関
や
保
護
者
と
の
連
携
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チェック項目 はい いいえ 工夫している点、課題や改善すべき点など

34
定期的に、保護者からの子育ての悩み等に対す
る相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行って
いるか

35
父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催
する等により、保護者同士の連携を支援している
か

36

子どもや保護者からの相談や申入れについて、対
応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に
周知し、相談や申入れがあった場合に迅速かつ適
切に対応しているか

37
定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、
連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発
信しているか

38 個人情報の取扱いに十分注意しているか

39
障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情
報伝達のための配慮をしているか

40
事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開
かれた事業運営を図っているか

41

緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症
対応マニュアル等を策定し、職員や保護者に周知
するとともに、発生を想定した訓練を実施している
か

42
非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出そ
の他必要な訓練を行っているか

43
事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこど
もの状況を確認しているか

44
食物アレルギーのある子どもについて、医師の指
示書に基づく対応がされているか

45
ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有して
いるか

46
虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する
等、適切な対応をしているか

47

どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかに
ついて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前
に十分に説明し了解を得た上で、児童発達支援計
画に記載しているか

○この児童発達支援自己評価表は、児童発達支援センター又は児童発達支援事業所の職員の方に、事業所の自己評価をして
いただくものです。  「はい」、「いいえ」のどちらかに「○」を記入するとともに、「工夫している点」、「課題や改善すべき点」等につい
て記入してください。

保
護
者
へ
の
説
明
責
任
等

非
常
時
等
の
対
応
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チェック項目 はい どちらとも
いえない いいえ

わから
ない

ご意見

1
子どもの活動等のスペースが十分に確保さ
れているか

2 職員の配置数や専門性は適切であるか

3

生活空間は、本人にわかりやすい構造化さ
れた環境iになっているか。また、障害の特
性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー
化や情報伝達等への配慮が適切になされて
いるか

4
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境
になっているか。また、子ども達の活動に合
わせた空間となっているか

5
子どもと保護者のニーズや課題が客観的に
分析された上で、児童発達支援計画iiが作
成されているか

6

児童発達支援計画には、児童発達支援ガイ
ドラインの「児童発達支援の提供すべき支
援」の「発達支援（本人支援及び移行支
援）」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援
内容から子どもの支援に必要な項目が適切
に選択され、その上で、具体的な支援内容
が設定されているか

7
児童発達支援計画に沿った支援が行われ
ているか

8
活動プログラムiiiが固定化しないよう工夫さ
れているか

9
保育所や認定こども園、幼稚園等との交流
や、障害のない子どもと活動する機会があ
るか

10
運営規程、利用者負担等について丁寧な説
明がなされたか

11

児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援
の提供すべき支援」のねらい及び支援内容
と、これに基づき作成された「児童発達支援
計画」を示しながら、支援内容の説明がなさ
れたか

12
保護者に対して家族支援プログラム（ペアレ
ント・トレーニングiv等）が行われているか

13
日頃から子どもの状況を保護者と伝え合
い、子どもの健康や発達の状況、課題につ
いて共通理解ができているか

14
定期的に、保護者に対して面談や、育児に
関する助言等の支援が行われているか

15
父母の会の活動の支援や、保護者会等の
開催等により保護者同士の連携が支援され
ているか

16

子どもや保護者からの相談や申入れについ
て、対応の体制が整備されているとともに、
子どもや保護者に周知・説明され、相談や申
入れをした際に迅速かつ適切に対応されて
いるか

環
境
・
体
制
整
備

適
切
な
支
援
の
提
供

適
切
な
支
援
の
提
供

児童発達支援評価表保護者等向け
別紙２
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チェック項目 はい どちらとも
いえない いいえ

わから
ない

ご意見

17
子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達
のための配慮がなされているか

18

定期的に会報やホームページ等で、活動概
要や行事予定、連絡体制等の情報や業務
に関する自己評価の結果を子どもや保護者
に対して発信されているか

19 個人情報の取扱いに十分注意されているか

20

緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感
染症対応マニュアル等を策定し、保護者に
周知・説明されているか。また、発生を想定
した訓練が実施されているか

21
非常災害の発生に備え、定期的に避難、救
出、その他必要な訓練が行われているか

22 子どもは通所を楽しみにしているか

23 事業所の支援に満足しているか

（保護者等の皆様へ） 

適
切
な
支
援
の
提
供

非
常
時
等
の
対
応

満
足
度

○ この児童発達支援評価表は、児童発達支援センター又は児童発達支援事業所を利用しているお子さんの保護者等の方に、事業所の評価をして
いただくものです。

   「はい」、「どちらともいえない」、「いいえ」、「わからない」のいずれかに「○」を記入していただくとともに、「ご意見」についてもご記入ください。

ⅲ 「活動プログラム」は、事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のことです。子どもの障害の特性や課題等に応じ
て柔軟に組み合わせて実施されることが想定されています。

ⅳ 「ペアレント・トレーニング」は、保護者が子どもの行動を観察して障害の特性を理解したり、障害の特性を踏まえた褒め方等を学ぶことにより、子
どもが適切な行動を獲得することを目標とします。

ⅰ 「本人にわかりやすく構造化された環境」は、この部屋で何をするのかを示せるように、机や本棚の配置など、子ども本人にわかりやすくすること
です。

ⅱ 「児童発達支援」は、児童発達支援を利用する個々の子どもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関するアセ
スメントを通じて、総合的な支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、支援を提供する上での留意事項
などを記載する計画のことです。これは、児童発達支援センター又は児童発達支援事業所の児童発達支援管理責任者が作成します。
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チェック項目 はい いいえ 工夫している点
課題や改善すべき点を踏まえた

改善内容又は改善目標

1
利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で
適切である

2 職員の配置数は適切である

3

生活空間は、本人にわかりやすく構造化された
環境になっている。また、障害の特性に応じ、事
業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等
への配慮が適切になされている

4
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境に
なっている。また、子ども達の活動に合わせた空
間となっている

 

5
業務改善を進めるためのPDCAサイクル（目標
設定と振り返り）に、広く職員が参画している

6
保護者等向け評価表により、保護者等に対して
事業所の評価を実施するとともに、保護者等の
意向等を把握し、業務改善につなげている

7

事業所向け自己評価表及び保護者向け評価表
の結果を踏まえ、事業所として自己評価を行うと
ともに、その結果による支援の質の評価及び改
善の内容を、事業所の会報やホームページ等で
公開している

8
第三者による外部評価を行い、評価結果を業務
改善につなげている

9
職員の資質の向上を行うために、研修の機会を
確保している

10
アセスメントを適切に行い、子どもと保護者の
ニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発
達支援計画を作成している

11
子どもの適応行動の状況を図るために、標準化
されたアセスメントツールを使用している

12

児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラ
インの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発
達支援（本人支援及び移行支援）」、「家族支
援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの
支援に必要な項目が適切に選択され、その上
で、具体的な支援内容が設定されている

13
児童発達支援計画に沿った支援が行われてい
る

14 活動プログラムの立案をチームで行っている

15 活動プログラムが固定化しないよう工夫している

16
子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を
適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成し
ている

公表：　　　　年　　月　　日 事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

環
境
・
体
制
整
備

業
務
改
善

適
切
な
支
援
の
提
供

事業所における自己評価結果（公表） 別紙３
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チェック項目 はい いいえ 工夫している点
課題や改善すべき点を踏まえた

改善内容又は改善目標

17
支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その
日行われる支援の内容や役割分担について確
認している

18
支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、そ
の日行われた支援の振り返りを行い､気付いた
点等を共有している

19
日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支
援の検証・改善につなげている

20
定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計
画の見直しの必要性を判断している

21
障害児相談支援事業所のサービス担当者会議
にその子どもの状況に精通した最もふさわしい
者が参画している

22
母子保健や子ども・子育て支援等の関係者や関
係機関と連携した支援を行っている

23

（医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害の
ある子ども等を支援している場合）
地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育等の
関係機関と連携した支援を行っている

24

（医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害の
ある子ども等を支援している場合）
子どもの主治医や協力医療機関等と連絡体制
を整えている

25
移行支援として、保育所や認定こども園、幼稚
園、特別支援学校（幼稚部）等との間で、支援内
容等の情報共有と相互理解を図っている

26
移行支援として、小学校や特別支援学校（小学
部）との間で、支援内容等の情報共有と相互理
解を図っている

27
他の児童発達支援センターや児童発達支援事
業所、発達障害者支援センター等の専門機関と
連携し、助言や研修を受けている

28
保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、
障害のない子どもと活動する機会がある

29
（自立支援）協議会子ども部会や地域の子ども・
子育て会議等へ積極的に参加している

30
日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子
どもの発達の状況や課題について共通理解を
持っている

31
保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者
に対して家族支援プログラム（ペアレント･トレー
ニング等）の支援を行っている

32
運営規程、利用者負担等について丁寧な説明を
行っている

33

児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の
提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、こ
れに基づき作成された「児童発達支援計画」を
示しながら支援内容の説明を行い、保護者から
児童発達支援計画の同意を得ている

適
切
な
支
援
の
提
供

関
係
機
関
や
保
護
者
と
の
連
携
関
係
機
関
や
保
護
者
と
の
連
携

保
護
者
へ
の
説
明
責
任
等
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チェック項目 はい いいえ 工夫している点
課題や改善すべき点を踏まえた

改善内容又は改善目標

34
定期的に、保護者からの子育ての悩み等に対す
る相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っ
ている

35
父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開
催する等により、保護者同士の連携を支援して
いる

36

子どもや保護者からの相談や申入れについて、
対応の体制を整備するとともに、子どもや保護
者に周知し、相談や申入れがあった場合に迅速
かつ適切に対応している

37
定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予
定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対し
て発信している

38 個人情報の取扱いに十分注意している

39
障害のある子どもや保護者との意思の疎通や
情報伝達のための配慮をしている

40
事業所の行事に地域住民を招待する等地域に
開かれた事業運営を図っている

41

緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染
症対応マニュアル等を策定し、職員や保護者に
周知するとともに、発生を想定した訓練を実施し
ている

42
非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出そ
の他必要な訓練を行っている

43
事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこ
どもの状況を確認している

44
食物アレルギーのある子どもについて、医師の
指示書に基づく対応がされている

45
ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有し
ている

46
虐待を防止するため、職員の研修機会を確保す
る等、適切な対応をしている

47

どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うか
について、組織的に決定し、子どもや保護者に
事前に十分に説明し了解を得た上で、児童発達
支援計画に記載している

非
常
時
等
の
対
応

○この「事業所における自己評価結果（公表）」は事業所全体で行った自己評価です。

保
護
者
へ
の
説
明
責
任
等
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チェック項目 はい どちらとも
いえない いいえ

わから
ない

ご意見
ご意見を踏まえた

対応

1
子どもの活動等のスペースが十分に確保さ
れている

2 職員の配置数や専門性は適切である

3

生活空間は、本人にわかりやすい構造化さ
れた環境になっている。また、障害の特性に
応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や
情報伝達等への配慮が適切になされている

4
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境
になっている。また、子ども達の活動に合わ
せた空間となっている

5
子どもと保護者のニーズや課題が客観的に
分析された上で、児童発達支援計画が作成
されている

6

児童発達支援計画には、児童発達支援ガイ
ドラインの「児童発達支援の提供すべき支
援」の「発達支援（本人支援及び移行支
援）」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援
内容から子どもの支援に必要な項目が適切
に選択され、その上で、具体的な支援内容
が設定されている

7
児童発達支援計画に沿った支援が行われ
ている

8
活動プログラムが固定化しないよう工夫され
ている

9
保育所や認定こども園、幼稚園等との交流
や、障害のない子どもと活動する機会があ
る

10
運営規程、利用者負担等について丁寧な説
明がなされた

11

児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援
の提供すべき支援」のねらい及び支援内容
と、これに基づき作成された「児童発達支援
計画」を示しながら、支援内容の説明がなさ
れた

12
保護者に対して家族支援プログラム（ペアレ
ント・トレーニングiv等）が行われている

13
日頃から子どもの状況を保護者と伝え合
い、子どもの健康や発達の状況、課題につ
いて共通理解ができているか

14
定期的に、保護者に対して面談や、育児に
関する助言等の支援が行われている

15
父母の会の活動の支援や、保護者会等の
開催等により保護者同士の連携が支援され
ている

16

子どもや保護者からの相談や申入れについ
て、対応の体制が整備されているとともに、
子どもや保護者に周知・説明され、相談や
申入れをした際に迅速かつ適切に対応され
ている

17
子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達
のための配慮がなされている

公表：　　　　　　年　　月　　　日

事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　 　保護者等数（児童数）　　　　　　　回収数　　　　　　　割合　　　　　　　％

環
境
・
体
制
整
備

適
切
な
支
援
の
提
供

適
切
な
支
援
の
提
供

保護者等からの事業所評価の集計結果（公表） 別紙４
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チェック項目 はい どちらとも
いえない いいえ

わから
ない

ご意見
ご意見を踏まえた

対応

18

定期的に会報やホームページ等で、活動概
要や行事予定、連絡体制等の情報や業務
に関する自己評価の結果を子どもや保護者
に対して発信されている

19 個人情報の取扱いに十分注意されている

20

緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感
染症対応マニュアル等を策定し、保護者に
周知・説明されている。また、発生を想定し
た訓練が実施されている

21
非常災害の発生に備え、定期的に避難、救
出、その他必要な訓練が行われている

22 子どもは通所を楽しみにしている

23 事業所の支援に満足している

非
常
時
等
の
対
応

満
足
度

〇この「保護者等からの事業所評価の集計結果（公表）」は、保護者等の皆様に「保護者等向け児童発達支援評価表」により事業所の評価を行っていただき、その
結果を集計したものです。

適
切
な
支
援
の
提
供
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               職場・地域生活 

  

             保育所等 

            学校等 

 

 

 

医療 

医療 

学校保健 

母子保健 

地域における「縦横連携」のイメージ 

医療 就労 
支援 

障害福祉 

障害児 
支 援 

後方支援 

入学 

卒業 

成年期 

障
害
児 

相
談
支
援 

本
人 

 
 

（家
族
） 

障
害
児 

相
談
支
援 

本
人 

・ 
 

 
 

家
族 

本
人 

・ 
 

 
 

家
族 

計
画
相
談 

 
 

 

支
援 

本
人 

 
 

（家
族
） 

「気づきの段階」からの支援 

関係者間の共通理解・情報共有 
→ 途切れない支援の調整 

地域保健 

本
人 

 
 

 

（家
族
） 

障害児支援の在り方に関する検討会 

報告書（平成26年７月）の参考資料 

乳幼児期 

学齢期 

社会的 
養 護 

社会的 
養 護 障害児 

支 援 
後方支援 

参
考
資
料
１

 

5
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市
町
村 

域 

障
害
保
健
福
祉
圏
域 

児童相談所 

都
道
府
県 

発達障害者 

支援センター 

・高度な専門的支援・  

 バックアップ 

・（自立支援）協議会 

保健所 

医療機関 
※一定程度高度な対応が可能なところ ・関係機関等と連携  

  協力による支援 

 機能の強化 

・障害児への入所 

 支援を提供 

・（自立支援）協議会 

・障害児への通所 

  支援を提供 

・地域支援の提供   

 （保育所等訪問支援、 

  障害児相談支援等） 

・（自立支援）協議会 

障害児入所施設 

児童発達 

支援事業 

児童発達支援 

      センター 

 

学校 

放課後等デイ
サービス 

障害児 

相談支援等 

保育所等 

訪問支援 

障害児・家族   

保育所
等 

（＊医療型含む） 

集団生活への 

適応等を支援 

（アウトリーチ） 

障害児の地域支援体制の整備の方向性のイメージ 

＊人口規模等に応じて各圏域 

  に複数の拠点が必要 

＊都道府県 
 指定都市 

＊都道府県 
 指定都市 
 児相設置市 

障害福祉サービス 

障害児支援等
の利用援助 
その他の支援 

直接支援 

各地域の実情に応じて、関係機関の役割分担を明確にし、重層的な支援体制を構築する必要。 

拠点病院 
（子どもの心の診療ネットワーク等） 

市町村保健センター、
地域の医療機関 等 

障害児支援の在り方に関する検討会 

報告書（平成26年７月）の参考資料 
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支援提供の流れ：障害児相談支援事業者と児童発達支援センター等の関係 

 

ア
セ
ス
メ
ン
ト 

 

 

障
害
児
支
援
利
用
計
画
案 

児
童
発
達
支
援
計
画 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ 

障
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児
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談
支
援
事
業
者 

支
給
決
定
（市
町
村
） 

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
等 

 

ア
セ
ス
メ
ン
ト 

 

 

障
害
児
支
援
利
用
計
画 

支
援
会
議 

児
童
発
達
支
援
計
画
の
実
施 

（児
童
発
達
支
援
の
提
供
） 

児
童
発
達
支
援
計
画
の
変
更 

サ 

ー 

ビ 

ス 

担 

当 

者 

会 

議 

 
児
童
発
達
支
援
計
画
の
原
案 

障
害
児
支
援
利
用
計
画
の
変
更 

サ 

ー 

ビ 

ス 

担 

当 

者 

会 

議 

利
用
契
約
（利
用
開
始
） 

 児童発達支援
管理責任者は、
必要に応じて相
談支援のアセス
メント段階から関
わり、事業所とし
ての見立て等を
相談支援専門員
と共有する。 

 その後の流れ
がスムーズにな
る。 

 
モ
ニ
タ
リ
ン
グ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 個別の教育支援計画等  

保育所・認定こども園、幼稚園 等 

参
考
資
料
２
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支援提供の流れ：児童発達支援の提供プロセス 

(

2)

ア
セ
ス
メ
ン
ト 

 
 

 
 

 
 

 

(

3)

児
童
発
達
支
援
計
画
の
作
成 

 

①
到
達
目
標
の
設
定 

 
 

 
 

 
 

 

②
ニ
ー
ズ
の
把
握 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

③
課
題
の
整
理 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(
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児
童
発
達
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援
計
画
の
実
施 

 

②
児
童
発
達
支
援
計
画
の
作
成 

 
 

 

①
初
期
状
態
の
把
握 

 
 

 
 

 
 

 

(

5)

中
間
評
価
と
修
正 

 
 

 
 

(

1)

初
期
面
接
時
の
状
況
把
握 

(

6)

終
期
評
価 

 
 

 
 

 
 

 

支     援     会     議 

 
 

 
 

 
 

 
 

①
児
童
発
達
支
援
計
画
の
中
間
評
価 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

②
児
童
発
達
支
援
計
画
の
修
正 

 

障
害
児
相
談
支
援
事
業
者 

 

（障
害
児
支
援
利
用
計
画
案
） 

※他の児童発達支援センター等を併せて利用する子どもについては、他の児童発達支援センター等の事業所との 
  間で、児童発達支援計画の内容等について情報共有が必要。 
※児童発達支援センターから保育所や認定こども園、幼稚園等への併行通園、又は、小学校や特別支援学校に 
  進学する際には、個別の教育支援計画等を含め、円滑に支援が引き継がれることが必要。 
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○具体的な目標及び支援計画等 

項  目  
具体的な 

目標 

支援内容 支援期間 

（頻度・時
間・期間等） 

サービス提供機関 

（提供者・担当者
等） 

優先
順位 

内容・留意点等 ガイドライン項目 

発達支援 

【健康・ 

生活】 

食事、衣類の着脱など
が自分でできるようにな
り、「できた」という感覚
を持ちたい。 

お昼時、使いやすい食具を用意し、姿勢を保持しながら食事が
できるように支援します。来所・通所時の着替えの際、衣類に
前後の目印を付けるなど工夫して、シャツ、ズボンなどの着脱
にスモールステップで取り組みます。 

本人支援の（ア）健
康・生活のｂ-（ｄ） 

３か月 

（週３日） 
担当スタッフ 

○○ 

○○ 

１ 

発達支援 

【言語・ｺﾐｭ
ﾆｹｰｼｮﾝ】 

自分の気持ちを、少しず
つ言葉やサインで伝え
ていきたい。 

午後の個別活動の際、身振りなどで意思の伝達ができるよう
に支援します。絵カードなどを通して、言葉で伝えることができ
るようにスモールステップで支援します。 

本人支援の（エ）言
語・コミュニケーション
のｂ-（ｂ）、（ｄ）、（ｆ） 

６か月 

（週３日） 
担当スタッフ 

○○ 

○○ 

１ 

発達支援 

【人間関係・
社会性】 

友だちと仲良く遊びなが
ら、みんなで活動を楽し
みたい。 

午前の集団活動の中で、友だちとのやりとり遊びを設定します。
友だちとの手つなぎや役割のある遊びや活動などを通じて、集
団を意識できるよう支援します。 

本人支援の（オ）人間
関係・社会性のｂ-（ｄ）、
（ｆ） 

６か月 

（週３日） 
担当スタッフ 

○○ 

○○ 

２ 

移行支援 

保育所にも通園して友
だちがたくさんできるよう
に、保育所の先生と一
緒に話し合います。 

併行通園を予定している保育所と、本人の状況や支援内容等
の情報を共有します。また、ケース会議やモニタリングの際に
は、併行通園予定の保育所の先生にも参加いただくことにして
います。 

移行支援の（イ）-（ｃ）、
（ｄ） 

６か月 児童発達支援管理
責任者、担当スタッ
フ○○、保育所の担
当先生 

１ 

家族支援 
○○さんについて３月に
１回、話し合う機会をも
ちます。 

保護者面談の時間を３か月に１回に設け、当所での様子を丁
寧に伝えるとともに、家庭での様子を聞き取り、情報を交換す
るとともに、親御さんの心配ごとへの助言を行います。 

家族支援のイ-（ア）､
（イ） 

６か月 児童発達支援管理
責任者、担当スタッ
フ○○、お母さん 

３ 

地域支援 

○○さんの成長を見据
え、顔の見える連携が
関係機関で図れるよう
にします。 

地域の保育所、認定こども園、幼稚園との交流をしながら、子
どもだけでなく、職員間の連携を図ります。また、（自立支援）協
議会に参加し、役割分担をしながら○○さんの支援ができるよ
うにします。 

地域支援のイ-（ア）-､
（a）、（f） 

６か月 児童発達支援管理
責任者、担当スタッ
フ○○ 

４ 

子どもの名前  ○○  さん                         作成年月日：    ○○年  ○月 ○○日   

 
長期目標 気持ちをサインやことばで表現し、みんなと一緒の活動を楽しみながら、保育所への移行を準備しよう。 

短期目標 食事や着替などがスモールステップを踏んでできるようになり、「できた」という経験を増やしていきましょう。 

○目標 

（注）ガイドラインで示した支援内容の項目の記載例 

 です。個別支援計画の見本ではありません。 

事業所における総合的な支援方針 

 食事、衣類の着脱などをが自分ででき、「できた」という喜びを味わえるようにします。また、遊びを通した友だちとの    

 交流により、かかわりや表現することの楽しさを味わえるように支援し、通園が楽しみの場になることを目指します。  

平成   年  月 日   保護者氏名                印    児童発達支援管理責任者                 印                                

参
考
資
料
３
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1 

 

 放課後等デイサービスガイドライン 

 

１ 総則 

（１）ガイドラインの趣旨 

放課後等デイサービスは平成２４年４月に児童福祉法（昭和２２年法律第１

６４号）に位置づけられた新たな支援であり、その提供が開始されてから間も

ないこともあって、利用する子どもや保護者のニーズは様々で、提供される支

援の内容は多種多様であり、支援の質の観点からも大きな開きがあるとの指摘

がなされている状況にある。このような状況を踏まえて、平成２６年７月に取

りまとめられた障害児支援の在り方に関する検討会報告書「今後の障害児支援

の在り方について」において、「支援の一定の質を担保するための全国共通の枠

組みが必要であるため、障害児への支援の基本的事項や職員の専門性の確保等

を定めたガイドラインの策定が必要」、「特に、平成２４年度に創設した放課後

等デイサービスについては、早期のガイドラインの策定が望まれる」との提言

がなされたところである。 

現在の放課後等デイサービスの提供形態の多様性に鑑みれば、「放課後等デイ

サービスはこうあるべき」ということについて、特定の枠にはめるような形で

具体性をもって示すことは技術的にも困難であり、支援の多様性自体は否定さ

れるべきものではない。しかしながら、提供される支援の形態は多様であって

も、障害のある学齢期の子どもの健全な育成を図るという支援の根幹は共通し

ているはずであり、したがって、放課後等デイサービスを提供する事業所が、

その支援の質の向上のために留意しなければならない基本的事項もまた共通す

るはずである。 

本ガイドラインは、以上のような考えに基づき、放課後等デイサービスを実

施するに当たって必要となる基本的事項を示すものであるが、ここに記載され

ている内容を機械的に実行していけば質の高い支援提供が確保されるというよ

うな、手取り足取りの事業マニュアルではない。各事業所は、本ガイドライン

の内容を踏まえつつ、各事業所の実情や個々の子どもの状況に応じて不断に創

意工夫を図り、提供する支援の質の向上に努めなければならない。 

別紙 
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本ガイドライン並びに別添の「事業者向け放課後等デイサービス自己評価表」

及び「保護者等向け放課後等デイサービス評価表」は、放課後等デイサービス

事業所における自己評価の際に活用されることを想定しており、各事業所は自

己評価の結果を踏まえて、事業運営の改善を図るとともに、結果についても利

用者や保護者に向けて公表するよう努めなければならない。 

また、上述のとおり、放課後等デイサービスは、その提供が開始されてから

間もなく、行われている支援の内容は多種多様であり、現在においても日々新

たな支援形態が生み出されているものと想像される。このような状況に鑑みれ

ば、本ガイドラインが多くの専門家、関係団体等の協力を得て策定されたもの

であるにしても、その内容については不断の見直しによる改善が図られるべき

ものである。各事業所が本ガイドラインを活用して自己評価を実施するに際し

て、本ガイドライン自体の問題点に気づくことが想定されるところであり、今

後、そうした気づき等を丁寧に拾いあげて本ガイドラインを更新していくこと

が求められる。各事業所の不断の努力による支援の質の向上とあいまって、本

ガイドラインの内容もまた向上させていかなければならないものである。 

 

（２）放課後等デイサービスの基本的役割 

○子どもの最善の利益の保障 

放課後等デイサービスは、児童福祉法第６条の２の２第４項の規定に基づき、

学校（幼稚園及び大学を除く。以下同じ。）に就学している障害児に、授業の終

了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進

その他の便宜を供与することとされている。 

放課後等デイサービスは、支援を必要とする障害のある子どもに対して、学

校や家庭とは異なる時間、空間、人、体験等を通じて、個々の子どもの状況に

応じた発達支援を行うことにより、子どもの最善の利益の保障と健全な育成を

図るものである。 

 

○共生社会の実現に向けた後方支援 

 放課後等デイサービスの提供に当たっては、子どもの地域社会への参加・包

容（インクルージョン）を進めるため、他の子どもも含めた集団の中での育ち

をできるだけ保障する視点が求められるものであり、放課後等デイサービス事
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業所においては、放課後児童クラブや児童館等の一般的な子育て支援施策を、

専門的な知識・経験に基づきバックアップする「後方支援」としての位置づけ

も踏まえつつ、必要に応じて放課後児童クラブ等との連携を図りながら、適切

な事業運営を行うことが求められる。さらに、一般的な子育て支援施策を利用

している障害のある子どもに対して、保育所等訪問支援を積極的に実施する等、

地域の障害児支援の専門機関としてふさわしい事業展開が期待されている。 

 

○保護者支援 

 放課後等デイサービスは、保護者が障害のある子どもを育てることを社会的

に支援する側面もあるが、より具体的には、 

 

① 子育ての悩み等に対する相談を行うこと 

② 家庭内での養育等についてペアレント・トレーニング等活用しながら子ど 

もの育ちを支える力をつけられるよう支援すること 

③ 保護者の時間を保障するために、ケアを一時的に代行する支援を行うこと 

 

により、保護者の支援を図るものであり、これらの支援によって保護者が子ど

もに向き合うゆとりと自信を回復することも、子どもの発達に好ましい影響を

及ぼすものと期待される。 

 

（３）放課後等デイサービスの提供に当たっての基本的姿勢と基本活動 

① 基本的姿勢 

放課後等デイサービスの提供に際しては、子どもの最善の利益を考慮し、人

権に配慮した支援を行うために、子どもの支援に相応しい職業倫理を基盤とし

て職務に当たらなければならない。 

放課後等デイサービスの対象は、心身の変化の大きい小学校や特別支援学校

の小学部から高等学校等までの子どもであるため、この時期の子どもの発達過

程や特性、適応行動の状況1を理解した上で、コミュニケーション面で特に配慮

が必要な課題等も理解し、一人ひとりの状態に即した放課後等デイサービス計

                                                   
1 適応行動とは、年齢相応の周囲の期待の範囲内の行動（社会的な活動への参加、コミュニ
ケーション、運動など）のこと 
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画（＝個別支援計画）2に沿って発達支援を行う。 

放課後等デイサービスでは、子どもの発達過程や障害種別、障害特性を理解

している者による発達支援を通じて、子どもが他者との信頼関係の形成を経験

できることが必要であり、この経験を起点として、友達とともに過ごすことの

心地よさや楽しさを味わうことで、人と関わることへの関心が育ち、コミュニ

ケーションをとることの楽しさを感じることができるように支援する。また、

友達と関わることにより、葛藤を調整する力や、主張する力、折り合いをつけ

る力が育つことを期待して支援する。基本活動には、子どもの自己選択や自己

決定を促し、それを支援するプロセスを組み込むことが求められる。 

また、日常的な子どもとの関わりを通じて、保護者との信頼関係を構築し、

保護者が子どもの発達に関して気兼ねなく相談できる場になるよう努める。 

放課後等デイサービスは、子どもに必要な支援を行う上で、学校との役割分

担を明確にし、学校で作成される個別の教育支援計画3等と放課後等デイサービ

ス計画を連携させる等により、学校と連携を積極的に図ることが求められる。

また、不登校の子どもについては、学校や教育支援センター、適応指導教室等

の関係機関・団体や保護者と連携しつつ、本人の気持ちに寄り添って支援して

いく必要がある。 

 

② 基本活動 

①の基本的姿勢を踏まえ、子ども一人ひとりの放課後等デイサービス計画に

沿って、下記の基本活動を複数組み合わせて支援を行うことが求められる。 

ア 自立支援と日常生活の充実のための活動 

   子どもの発達に応じて必要となる基本的日常生活動作や自立生活を支援

するための活動を行う。子どもが意欲的に関われるような遊びを通して、

成功体験の積み増しを促し、自己肯定感を育めるようにする。将来の自立

や地域生活を見据えた活動を行う場合には、子どもが通う学校で行われて
                                                   
2 放課後等デイサービス計画とは、放課後等デイサービスを利用する個々の子どもについて、

その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関するアセスメントを通じて、

総合的な支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内

容、支援を提供する上での留意事項などを記載する計画のこと。放課後等デイサービス事

業所の児童発達支援管理責任者が作成する。 
3 個別の教育支援計画等とは、障害のある子どもの一人ひとりのニーズを正確に把握し、

教育の視点から適切に対応していくという考えの下、長期的な視点で乳幼児期から学校卒

業後までを通じて一貫して適確な支援を行うことを目的として策定される計画のこと。 
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いる教育活動を踏まえ、方針や役割分担等を共有できるように学校との連

携を図りながら支援を行う。 

 

イ 創作活動 

   創作活動では、表現する喜びを体験できるようにする。日頃からできる

だけ自然に触れる機会を設け、季節の変化に興味を持てるようにする等、

豊かな感性を培う。 

 

ウ 地域交流の機会の提供 

   障害があるがゆえに子どもの社会生活や経験の範囲が制限されてしまわ

ないように、子どもの社会経験の幅を広げていく。他の社会福祉事業や地

域において放課後等に行われている多様な学習・体験・交流活動等との連

携、ボランティアの受入れ等により、積極的に地域との交流を図っていく。 

 

エ 余暇の提供 

   子どもが望む遊びや自分自身をリラックスさせる練習等の諸活動を自己

選択して取り組む経験を積んでいくために、多彩な活動プログラム4を用意

し、ゆったりとした雰囲気の中で行えるように工夫する。 

 

（４）事業所が適切な放課後等デイサービスを提供するために必要な組織運営

管理 

放課後等デイサービス事業所が適切な支援を安定的に提供することにより、

障害のある子どもの健全な育成に貢献するとともに、子どもや保護者の満足感、

安心感を高めるためには、組織運営管理を適切に行う必要がある。 

 

① 適切な支援の提供と支援の質の向上 

○ 事業所の運営方針や、放課後等デイサービス計画、日々の活動に関するタ

イムテーブル5や活動プログラムについて、その Plan（計画）、Do（実行）、

Check（評価）、Act（改善）で構成される一連のプロセス（ＰＤＣＡサイク

ル）を、設置者・管理者、児童発達支援管理責任者、従業者（児童発達支援
                                                   
4 活動プログラムとは、事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の

活動のこと。子どもの障害特性や課題、平日／休日／長期休暇の別等に応じて柔軟に組み

合わせて実施されることが想定されている。 
5 タイムテーブルとは、１日の時間帯別活動を示す日課表のこと。 
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管理責任者以外の従業者をいう。以下同じ。）（以下「従業者等」と総称する。）

の積極的な関与のもとで繰り返し、事業所が一体となって不断に支援の質の

向上を図ることが重要である。 

○ 適切な支援を安定的に提供するとともに、支援の質を向上させるためには、

支援に関わる人材の知識・技術を高めることが必要であり、そのためには

様々な研修の機会を確保するとともに、知識・技術の習得意欲を喚起するこ

とが重要である。 

○ 子どもの発達支援には、保護者や学校をはじめとする様々な関係者が関与

しており、それらの関係者と密に連携し、情報を共有することにより、子ど

もに対する理解を深めるとともに、支援の輪の中において放課後等デイサー

ビス事業所に期待される役割を適切に認識することも、適切な支援を提供し、

支援の質を高めていく上で重要である。 

 

② 説明責任の履行と、透明性の高い事業運営 

○ 子どもや保護者の満足感、安心感を高めるためには、提供する支援の内容

を保護者とともに考える姿勢を持ち、子どもや保護者に対する丁寧な説明を

常に心がけ、子どもや保護者の気持ちに寄り添えるように積極的なコミュニ

ケーションを図ることが重要である。 

○ 子どもが健全に発達していくためには、地域社会とのふれあいが必要であ

り、そうした観点からは放課後等デイサービス事業所が地域社会からの信頼

を得ることが重要であるが、そのためには地域社会に対して事業に関する情

報発信を積極的に行う等、地域に開かれた事業運営を心がけることが求めら

れる。 

 

③ 様々なリスクへの備えと法令遵守 

○ 子どもや保護者が安心して放課後等デイサービス事業所の支援を受け続

けられるようにするためには、事業を運営する中で想定される様々なリスク、

例えば、子どもの健康状態の急変、非常災害、犯罪、感染症の蔓延等に対す

る、訓練や対応マニュアルの策定、関係機関・団体との連携等により、日頃

から十分に備えることが重要である。 

○ 子どもの虐待の未然防止や個人情報保護を徹底する等、関係法令を確実に

遵守することは、子どもの権利擁護の観点や、子どもや保護者を継続的に支

援していく観点からも非常に重要である。 
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２ 設置者・管理者向けガイドライン 

 

 設置者・管理者は、放課後等デイサービスの運営状況の全体を把握し、事業を

円滑に進める役割、児童発達支援管理責任者及び従業者の意識形成や効率的な

配置を行う役割並びに学校や地域の関係機関・団体との連携を図る役割が求め

られる。 

 設置者・管理者は、その事業所が提供する放課後等デイサービスの質の評価

を行うことはもとより、第三者による外部評価の導入等を通じて、常にその改

善を図らなければならない。 

 

（１）子どものニーズに応じた適切な支援の提供と支援の質の向上 

① 環境・体制整備 

ア 適正な規模の利用定員 

○ 設備、従業者等の状況を総合的に勘案し、適切な生活環境と事業内容が確

保されるよう、子どもの情緒面への配慮や安全性の確保の観点から、適正な

利用定員を定めることが必要である。 

 

イ 適切な職員配置 

○  放課後等デイサービス事業所においては、指導員又は保育士、児童発達支

援管理責任者、機能訓練担当職員（機能訓練を行う場合）の配置が必須であ

り、重症心身障害児に対して放課後等デイサービスを行う場合は、指導員又

は保育士に替えて、児童指導員又は保育士、さらに嘱託医、看護師、機能訓

練担当職員の配置を行い、医療的ケア等の体制を整える必要がある。 

○ 常時見守りが必要な子どもへの支援等のために、必要に応じて指導員又は

保育士を人員配置基準を上回って配置することも考慮する必要がある。 

○ 児童発達支援管理責任者が個々の子どもについて作成する放課後等デイ

サービス計画に基づき、適切な知識と技術をもって活動等が行われるよう、

支援の単位ごとに、従業者を統括する指導的役割の職員が配置されている必

要があり、この職員には児童指導員等の資格を保有する者を充てる等、支援

の質の確保の視点から、適切な職員配置に留意する必要がある。 

○ 設置者・管理者は、職員一人ひとりの倫理観及び人間性を把握し、職員と
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しての適性を適確に判断する責任がある。 

○ 質の高い支援を確保する観点から、従業者等が心身ともに健康で意欲的に

支援を提供できるよう、労働環境の整備に努める。 

 

ウ 適切な設備等の整備 

○ 放課後等デイサービス事業所は、放課後等デイサービスを提供するための

設備及び備品を適切に備えた場所である必要がある。様々な障害のある子ど

もが安全に安心して過ごすことができるようバリアフリー化や情報伝達へ

の配慮等、個々の子どもの態様に応じた工夫が必要である。 

○ 放課後等デイサービス事業所の指導訓練室については、床面積の基準は定

められていないが、児童発達支援センターが児童発達支援事業を行う場合に

おいては子ども一人当たり２．４７㎡の床面積が求められていることを参考

としつつ、適切なスペースを確保することが望ましい。 

○ 子どもが生活する空間については、指導訓練室のほか、おやつや学校休業

日に昼食がとれる空間、静かな遊びのできる空間、雨天等に遊びができる空

間、子どもが体調の悪い時等に休息できる静養空間、年齢に応じて更衣ので

きる空間等を工夫して確保することが必要である。 

   室内のレイアウトや装飾にも心を配り、子どもが心地よく過ごせるよう

に工夫することが望ましい。 

○ 屋外遊びを豊かにするため、屋外遊技場の設置や、学校と連携して校庭等

を利用したり、近隣の児童遊園・公園等を有効に活用することが望ましい。 

○ 備品については、遊具のほか、障害種別、障害特性及び発達状況に応じた

支援ツールを備えることも考慮していくことが必要である。 

 

② ＰＤＣＡサイクルによる適切な事業所の管理 

  設置者・管理者は、ＰＤＣＡサイクルを繰り返すことによって、継続的に事業

運営を改善する意識を持って、児童発達支援管理責任者及び従業者の管理及び

事業の実施状況の把握その他の管理を行わなければならない。 

 

ア 事業運営の理念・方針の設定・見直しと職員への徹底 

○  放課後等デイサービス事業所ごとに、運営規程を定めておくとともに、児
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童発達支援管理責任者及び従業者に運営規程を遵守させておかなければな

らない。運営規程には以下の重要事項は必ず定めておく必要がある。 

 【運営規程の重要事項】 

  ・事業の目的及び運営の方針 

  ・従業者の職種、員数及び職務の内容 

  ・営業日及び営業時間 

  ・利用定員 

  ・放課後等デイサービスの内容並びに保護者から受領する費用の種類及び

その額 

  ・通常の事業の実施地域 

  ・サービスの利用に当たっての留意事項 

  ・緊急時等における対応方法 

  ・非常災害対策 

  ・事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

  ・虐待の防止のための措置に関する事項 

  ・その他運営に関する重要事項 

○ 事業の目的及び運営方針は、本ガイドラインの総則に記載されている放課

後等デイサービスの基本的役割、基本的姿勢や、地域での子どもや保護者の

置かれた状況、放課後等デイサービス事業が公費により運営される事業であ

ること等を踏まえ、適切に設定する。 

○ 事業の目的及び運営方針の設定や見直しに当たっては、児童発達支援管理

責任者及び従業者が積極的に関与できるように配慮する。 

○ 児童発達支援管理責任者及び従業者の採用に当たっては、事業所の目的及

び運営方針を始めとした運営規程の内容を丁寧に説明するとともに、様々な

機会を通じて繰り返しその徹底を図る。 

 

イ 複数のサイクル（年・月等）での目標設定と振り返り 

○ ＰＤＣＡサイクルにより不断に業務改善を進めるためには、児童発達支援

管理責任者及び従業者が参画して、複数のサイクル（年間のほか月間等）で

事業所としての業務改善の目標設定とその振り返りを行うことが望ましい。

年間の振り返りに当たっては、本ガイドラインに基づく自己評価を実施し、
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その結果を事業運営に反映させ、自己評価結果については事業所の会報やホ

ームページ等で公表するよう努めるものとする。 

○ 可能な限り第三者による外部評価を導入して、事業運営の一層の改善を図

る。 

 

ウ コミュニケーションの活性化等 

○ ＰＤＣＡサイクルによる業務改善が適切に効果を上げるには、現状の適切

な認識・把握と、事業所内での意思の疎通・情報共有が重要である。 

○ サービス提供の日々の記録については、児童発達支援管理責任者が掌握す

る以外に、従業者同士での情報共有を図ることも支援の質の向上のために有

用である。職場での何でも言える雰囲気作りや職員同士のコミュニケーショ

ンの活性化も設置者・管理者の役割である。  

○ 放課後等デイサービス計画の作成・モニタリング・変更の結果について、

児童発達支援管理責任者から報告を受ける等、児童発達支援管理責任者や従

業者の業務の管理及び必要な指揮命令を行う。 

○ 支援内容の共有や職員同士のコミュニケーションの活性化が事業所内虐

待の防止や保護者による虐待の早期発見に繋がるものであることも認識し

ておくとともに、設置者・管理者も、適切な支援が提供されているか掌握し

ておく必要がある。 

 

エ 子どもや保護者の意向等の把握 

○ ＰＤＣＡサイクルによる業務改善を進める上で、支援を利用する子ども及

び保護者の意向や満足度を把握することが必要であり、例えばアンケート調

査を実施して、意向等を把握することが考えられる。 

○ 子ども及び保護者の意向等を踏まえて行うこととした業務改善への取組

については、子ども及び保護者に周知することが望ましい。 

 

オ 支援の継続性 

○ 放課後等デイサービスは、子どもや保護者への支援の継続性の観点から継

続的・安定的に運営することが望ましい。やむを得ず事業を廃止し又は休止

しようとする時は、一月前までに都道府県知事等に届け出なければならない。
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この場合、子どもや保護者に事業を廃止又は休止しようとする理由を丁寧に

説明するとともに、他の放課後等デイサービス事業所等を紹介する等、子ど

もや保護者への影響が最小限に抑えられるように対応することが必要であ

る。  

 

③ 従業者等の知識・技術の向上 

ア 従業者等の知識・技術の向上意欲の喚起 

○ 児童発達支援管理責任者及び従業者の知識・技術の向上は、放課後等デイ

サービスの提供内容の向上に直結するものであり、児童発達支援管理責任者

及び従業者の知識・技術の向上への取組は、設置者・管理者の重要な管理業

務の一つである。 

○ 設置者・管理者は、従業者等の資質の向上の支援に関する計画を策定し、

その計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保することが望ましい。資質

の向上の支援に関する計画の策定に際しては、児童発達支援管理責任者や従

業者を積極的に参画させることが望ましい。 

○ 放課後等デイサービスを適切に提供する上で、放課後等デイサービスに期

待される役割、子どもの発達段階ごとの特性、障害種別・障害特性、関連す

る制度の仕組み、関係機関・団体の役割、児童虐待への対応、障害者の権利

に関する条約の内容等を理解することが重要であり、児童発達支援管理責任

者及び従業者に対してこうした知識の習得に向けた意欲を喚起する必要が

ある。 

○ 障害種別、障害特性に応じた支援や発達段階に応じた支援、家族支援等に

係る適切な技術を従業者が習得することが、子どもの発達支援や二次障害の

予防、家庭養育を支えるといった視点から重要であり、児童発達支援管理責

任者及び従業者に対してこうした技術の習得に向けた意欲を喚起する必要

がある。 

 

イ 研修受講機会等の提供 

○  設置者・管理者は、従業者等の資質向上を図るため、研修を実施する等の

措置を講じなければならない。 

   具体的には自治体や障害児等関係団体が実施する研修等への児童発達支
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援管理責任者及び従業者の参加、事業所における勉強会の開催、事業所に

講師を招いての研修会の実施、児童発達支援管理責任者及び従業者を他の

事業所等に派遣しての研修、事業所内における児童発達支援管理責任者及

び従業者の自己研鑽のための図書の整備等が考えられる。 

○ 児童発達支援管理責任者は、従業者に対する技術指導及び助言を行うこと

も業務となっており、設置者・管理者は、事業所内における研修の企画等に

当たっては、児童発達支援管理責任者と共同して対応していくことが望まれ

る。 

 

④ 関係機関・団体や保護者との連携 

ア 相談支援事業者との連携  

○ 障害児相談支援事業所が作成する障害児支援利用計画は、相談支援専門員

が総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ最も適切なサービスの組合

せ等について検討し、子ども又は保護者の同意のもと作成するものである。 

   放課後等デイサービス事業所の放課後等デイサービス計画は、児童発達

支援管理責任者が、障害児支援利用計画における総合的な援助方針等を踏

まえ、当該事業所が提供するサービスの適切な支援内容等について検討し、

子ども又は保護者の同意のもと作成するものである。両計画が連動して機

能することによって、子どもに対する支援がより良いものとなっていくも

のであり、設置者・管理者はこの連動の重要性を認識しておく必要がある。 

○  障害児相談支援事業所の相談支援専門員が開催するサービス担当者会議

の招集に対し、設置者・管理者は従業者あるいは児童発達支援管理責任者の

うち、当該子どもの状況に精通した最もふさわしい者を参画させなければな

らない。 

○ サービス担当者会議は、障害児支援利用計画案に位置付けられた福祉サー

ビス等の担当者が、障害児支援利用計画案の内容について、専門的な見地か

らの意見を述べるものである。 

   サービス担当者会議に参画する担当者は、障害児支援利用計画案に位置

づけられた放課後等デイサービス事業所に期待される役割を確認するとと

もに、障害のある子どもが、他の子どもや地域社会から安易に切り離され

ないための配慮等、子どもの最善の利益の観点から意見を述べることが重
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要である。障害児支援利用計画のモニタリング時には、その時点までの放

課後等デイサービスの提供状況を踏まえて、課題への達成度や気づきの点

等の情報を積極的に述べることが重要である。 

   設置者・管理者は担当者をサービス担当者会議に参画させるに当たって

は、このような役割を明確に認識しておく必要がある。 

 

イ 学校との連携 

○ 子どもに必要な支援を行う上で、学校との役割分担を明確にし、連携を積

極的に図る必要がある。 

○ 年間計画や行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認、引継ぎの項目等、

学校との間で情報を共有しておく必要がある。 

○ 送迎を行う場合には、子どもの安全確保に留意することは当然であるが、

特に学校の授業終了後の迎えに当たっては、他の事業所の車両の発着も想定

されることから、事故等が発生しないよう細心の注意を払う必要がある。 

   このため、設置者・管理者は、送迎時の対応について学校と事前に調整

しておくことが必要である。 

○ 下校時のトラブルや子どもの病気・事故の際の連絡体制（緊急連絡体制や

対応マニュアル等）について、事前に学校と調整し、児童発達支援管理責任

者や送迎を担当する従業者に対し徹底しておく必要がある。 

○  学校との間で相互の役割の理解を深めるため、 

 （ア） 保護者の同意を得た上で、学校に配置されている外部との関係機関・

団体との調整の役割を担っている特別支援教育コーディネーター等から

個別の教育支援計画等についての情報提供を受けるとともに、放課後等

デイサービス事業所の放課後等デイサービス計画を特別支援教育コーデ

ィネーター等へ提供する。 

（イ） 個別の教育支援計画が作成されていない子どもにあっては、保護者の

同意を得た上で特別支援教育コーディネーター等とお互いの支援内容等

の情報交換の連絡をとれるよう調整しておく。 

（ウ） 学校の行事や授業参観に児童発達支援管理責任者と分担して積極的に

参加する等の対応をとることが望ましい。 
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ウ 医療機関や専門機関との連携 

○  子どもの事故やケガ、健康状態の急変が生じた場合に備え、近隣の協力医

療機関をあらかじめ定めておく必要がある。 

○ 医療的なケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等との

連携体制を整えておく必要がある。 

○ 障害種別や障害特性の理解や、障害種別や障害特性に応じた活動や支援方

法に関すること、支援困難事例等については、児童発達支援センターや発達

障害者支援センター等の専門機関から助言や研修を受けること等により連

携を図りながら適切な支援を行っていく必要がある。 

○ 保護者による子ども虐待のケースについては、児童相談所、市区町村の児

童虐待対応窓口や保健所等の関係機関・団体と連携して対応を図る必要があ

る。 

 

エ 保育所・児童発達支援事業所等との連携 

○ 子どもの発達支援の連続性を保障するため、就学前に利用していた保育所

や幼稚園、認定こども園や児童発達支援事業所等と連携し、情報の共有と相

互理解に努めることが重要である。 

○ 放課後等デイサービスで行われていた支援内容等の情報を提供する等、学

校卒業後に関わる障害福祉サービス事業所等と連携することが必要である。 

 

オ 他の放課後等デイサービス事業所等との連携 

○ 発達支援上の必要性により、他の放課後等デイサービス事業所等を併せて

利用する子どもについて、支援内容を相互に理解しておくため、保護者の了

解を得た上で、当該他の事業所との間で、相互の個別支援計画の内容等につ

いて情報共有を図ることが必要である。 

 

カ 放課後児童クラブや自治会等との連携 

○ 放課後児童クラブの放課後児童支援員等や放課後子供教室関係者等が障

害のある子どもへの対応に不安を抱える場合等については、放課後等デイサ

ービスとの併行利用や、保育所等訪問支援等の積極的活用を図る等、放課後

児童クラブ等と連携を図りながら、子どもと放課後児童支援員等に対して、
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適切な支援を行っていくことが重要である。 

○ 障害のある子どもができるだけ地域や他の子どもから切り離されないよ

う、地域の放課後児童クラブや放課後子供教室、児童館との交流や他の子ど

もとの活動を企画することが望ましい。 

○ 日頃から地域の行事や活動に参加できる環境を作るため、自治会の会合に

参加することや、地域のボランティア組織と連絡を密にする等の対応をとる

ことが望ましい。 

 

キ （地域自立支援）協議会等への参加 

○ アからカまでに記載した関係機関・団体との連携を円滑なものとするため、

設置者・管理者又は児童発達支援管理責任者は、（地域自立支援）協議会子

ども部会等へ積極的に参加すること等により、関係機関・団体との関係性を

構築しておく必要がある。 

○ 虐待等により福祉的介入が必要とされるケースについては、市区町村等が

設置する要保護児童対策地域協議会等へ参加する。 

 

ク 保護者との連携 

○ 学校への子どもの出欠や帰宅の状況について、保護者との連絡により確実

に確認することが必要である。 

   このため、設置者・管理者は、送迎時の対応について保護者と事前に調

整しておくことが必要である。また、下校時のトラブルや子どもの病気・

事故の際の連絡体制について、事前に保護者と調整し、児童発達支援管理

責任者や送迎を担当する従業者に対し徹底しておく必要がある。 

○ 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題に

ついて共通理解を持つことが重要である。 

○ このため、設置者・管理者は、児童発達支援管理責任者及び従業者が行う

保護者への連絡や支援について、随時報告を受けることや記録の確認等によ

り、把握・管理するよう努める必要がある。 

○ 家庭内での養育について、保護者に対して、子どもの育ちを支える力をつ

けるためのペアレント・トレーニングや環境整備等の支援を必要に応じて児

童発達支援管理責任者や従業者に実施させることが望ましい。 
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（２）子どもと保護者に対する説明責任等 

 設置者・管理者は、子どもと保護者が放課後等デイサービスを適切かつ円滑

に利用できるよう、説明責任を果たすとともに必要な支援を行う責務がある。 

 

① 運営規程の周知 

○ 運営規程については事業所内の見やすい場所に掲示する等によりその周知

を図る。 

 

② 子どもと保護者に対する、支援利用申込時の説明 

○  子どもと保護者には、利用申込時において、運営規程や支援の内容を理解し

やすいように説明し、特に、利用者負担について丁寧に説明を行う必要があ

るため、児童発達支援管理責任者にも徹底しておく。 

 

③ 保護者に対する相談支援等 

○ 保護者からの相談に適切に応じるとともに、必要な助言と支援を行うこと

も必要である。 

  例えば、保護者との定期的な面談（最低限モニタリング時に実施すること

が望ましい）や訪問相談等を通じて、子育ての悩み等に対する相談を行った

り、子どもの障害について保護者の理解が促されるような支援を行うことが

望ましい。 

○ 設置者・管理者は、児童発達支援管理責任者及び従業者に対して、保護者

との定期的な面談や保護者に対する相談支援について、その適切な実施を促

すとともに、随時報告を受けることや記録の確認等により、把握・管理する

必要がある。 

○ 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催したりすることにより、

保護者同士のつながりを密にして、安心して子育てを行っていけるような支援

を行うことも望まれる。家族支援は、保護者に限った支援ではなく、きょうだ

いや祖父母への支援も含まれる。特にきょうだいは、心的負担等から精神的な

問題を抱える場合も少なくないため、例えば、きょうだい向けのイベントを開

催する等の対応を行うことが望ましい。 
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④ 苦情解決対応 

○ 放課後等デイサービスに対する子どもや保護者からの苦情について、迅速

かつ適切に対応するために、苦情（虐待に関する相談も含む）を受け付ける

ための窓口や苦情受付担当者、苦情解決責任者、第三者委員の設置、解決に

向けた手順の整理等、迅速かつ適切に解決が図られる仕組みを構築すること

が求められる。 

○ 苦情受付窓口については、子どもや保護者に周知するとともに、第三者委

員を設置している場合には、その存在についても、子どもや保護者に周知す

る。 

○ 設置者・管理者は、苦情解決責任者として、迅速かつ適切に対応する。 

 

⑤ 適切な情報伝達手段の確保 

○ 事業所は定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情

報を子どもや保護者に対して発信することが必要である。 

○ 視覚障害や聴覚障害等の障害種別に応じて、設備・備品への配慮のほか、

子どもや保護者との意思の疎通、情報伝達のための手話等による配慮が必要

である。 

 

⑥ 地域に開かれた事業運営 

○ 地域住民の事業所に対する理解の増進や地域の子どもとしての温かい見守

り、地域住民との交流活動の円滑な実施等の観点から、事業所はホームペー

ジや会報等を通じて活動の情報を積極的に発信することや、事業所の行事に

地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図ることが必要である。 

○ 実習生やボランティアの受入れは、事業所及び実習生やボランティア双方

にとって有益であり、積極的に対応することが望ましい。ただし、実習生や

ボランティアの受入れに当たっては、事故が起きないよう適切な指導を行う

等の対応が必要である。また、実習生やボランティアの受入れにあたっては、

事業所の理念やプログラム内容及びそれぞれの子どもの支援上の注意事項等

を理解させることが必要である。 

 

（３）緊急時の対応と法令遵守等 
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① 緊急時対応 

○ 子どもの事故やケガ、健康状態の急変が生じた場合は、速やかに保護者、

協力医療機関及び主治医に連絡を行う等の必要な措置を講じなければならな

い。 

  緊急時における対応方法について、「緊急時対応マニュアル」策定と児童発

達支援管理責任者及び従業者への周知が必要である。 

 

② 非常災害・防犯対策 

○ 設置者・管理者は、非常災害に備えて消火設備等の必要な設備を設けると

ともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の避難方法や、関

係機関・団体への通報及び連絡体制を明確にするとともに、それらを定期的

に児童発達支援管理責任者及び従業者や保護者に周知しなければならない。 

○ 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなけ

ればならない。 

○ 重大な災害の発生や台風の接近等により危険が見込まれる場合、特に教育

委員会や学校が休校や下校時刻を早める等の判断を発表した場合には、子ど

もの安全確保のために状況に応じて休所とする等適切な対処をするとともに、

保護者や学校等関係機関・団体との連絡体制を構築しておく必要がある。 

○ 障害種別や障害特性ごとの災害時対応について理解しておき、子どもごと

の放課後等デイサービス計画に災害時の対応について記載させることも考慮

する。 

 特に医療的ケアが必要な子どもについては、保護者や主治医等との間で災害

発生時の対応について、綿密に意思疎通を図っておくことが重要であり、児童

発達支援管理責任者及び従業者に徹底する。 

○ 子どもが犯罪に巻き込まれないよう、事業所として防犯マニュアルの策定

や、地域の関係機関・団体等と連携しての見守り活動、子ども自身が自らの

安全を確保できるような学習支援等の防犯への取組が必要である。 

 

③ 虐待防止の取組 

○ 設置者・管理者は、児童発達支援管理責任者及び従業者による子どもに対

する虐待を防止するため、虐待防止委員会の設置等、必要な体制の整備が求
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められる。 

  虐待防止委員会の責任者は、通常、管理者が担うこととなる。虐待防止委

員会を組織的に機能させるために、苦情解決の第三者委員等の外部委員を入

れてチェック機能を持たせるとともに、児童発達支援管理責任者等、虐待防

止のリーダーとなる職員を虐待防止マネージャーとして配置し、研修や虐待

防止チェックリストの実施等、具体的な虐待防止への取組を進める。 

○ 設置者・管理者は、児童発達支援管理責任者及び従業者に対する虐待防止

啓発のための定期的な研修を実施し、又は自治体が実施する研修を受講させ

るほか、自らが虐待防止のための研修を積極的に受講する等により、児童虐

待防止等に関する法律（平成１２年法律第８２号。以下、「児童虐待防止法」

という。）及び障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法

律（平成２３年法律第７９号。以下「障害者虐待防止法」という。）について

理解し、虐待の防止への取組を進める必要がある。特に、「障害者福祉施設・

事業所における障害者虐待の防止と対応の手引き」は必ず読むようにする。 

  各都道府県で実施する虐待防止や権利擁護に関する研修を受講した場合に

は、放課後等デイサービス事業所で伝達研修を実施することが重要である。 

○ 児童発達支援管理責任者及び従業者が、虐待を発見しやすい立場にあるこ

とを認識し、子どもの状態の変化や保護者の態度等の観察や情報収集により、

虐待の早期発見に努めさせる必要がある。 

○ 従業者等（実習生やボランティアを含む。）からの虐待（特に性的虐待）は、

密室化した場所で起こりやすいことから、送迎の車内を含め、密室化した場

所を極力作らないよう、常に周囲の目が届く範囲で支援を実施する必要があ

る。 

○ 従業者等（実習生やボランティアを含む。）からの虐待を受けたと思われる

子どもを発見した場合（相談を受けて虐待と認識した場合を含む。）は、障害

者虐待防止法第 16条に規定されている通報義務に基づき、通所給付決定をし

た市区町村の窓口に通報する。この時に、市区町村に通報することなく、事

業所の中だけで事実確認を進め、事態を収束させてしまうと通報義務に反す

ることとなるため、必ず市区町村に通報した上で行政と連携して対応を進め

る必要がある。 

○ 保護者による虐待については、保護者に対する相談支援やカウンセリング 
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等により未然防止に努めることが重要であることを認識する。 

○ 保護者による虐待を発見した場合は、児童虐待防止法第６条に規定されて

いる通報義務に基づき、市区町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童

相談所等へ速やかに通告するよう徹底する必要がある。虐待等により福祉的

介入が必要とされるケースについては、市区町村等が設置する要保護児童対

策地域協議会等を活用しながら、児童相談所、市区町村の児童虐待対応窓口

や保健所等の関係機関・団体と連携して対応を図っていくことが求められる。 

 

④ 身体拘束への対応 

○ 従業者等（実習生やボランティアを含む。）が自分の体で利用者を押さえつ

けて行動を制限することや、自分の意思で開けることのできない居室等に隔

離すること等は身体拘束に当たり、緊急やむを得ない場合を除き禁止されて

いる。 

○ やむを得ず身体拘束を行う場合は、切迫性、非代替性、一時性が要件とな

るが、身体拘束の検討が必要なケースについては、代替性がないか等につい

て慎重に検討した上で、それでもなお、身体拘束を行わざるを得ない事態が

想定される場合には、いかなる場合にどのような形で身体拘束を行うかにつ

いて組織的に決定する必要がある。児童発達支援管理責任者に対しては、放

課後等デイサービス計画に、身体拘束が必要となる状況、身体拘束の態様・

時間等について、子どもや保護者に事前に十分に説明をし、了解を得た上で

記載させることが必要である。 

○ 身体拘束を行った場合には、行った担当者または児童発達支援管理責任者

から、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得

ない理由等必要な事項の記録とともに報告を受ける。なお、必要な記録がさ

れていない場合は、運営基準違反となることを認識しておく必要がある。 

 

⑤ 衛生・健康管理 

○ 感染症の予防や健康維持のため、手洗いやうがいの励行、おやつや学校休

業日における昼食の提供に係る設備の衛生管理を徹底することが必要である。 

○ 子どもの来所時の健康チェック等、健康管理に必要となる器械器具の管理

を適正に行うことが必要である。 
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○ 感染症又は食中毒の対応や排泄物又は嘔吐物に関する処理方法について、

対応マニュアルを策定しておくことが必要である。 

○ インフルエンザ等感染症により集団的感染のおそれがある場合、特に教育

委員会や学校が休校を発表した場合は、子どもの安全確保のために状況に応

じて休所とする等適切に対処するとともに、保護者や学校等関係機関・団体

との連絡体制を構築しておく必要がある。 

 

⑥ 安全確保 

○ サービス提供中に起きる事故やケガを防止するために、室内及び屋外の環

境の安全性について毎日点検し必要な補修等を行い、危険を排除するよう必

要な措置を講じておく。 

○ 設置者・管理者は、発生した事故事例や事故につながりそうな事例につい

て、児童発達支援管理責任者と従業者間で共有するため、いわゆる「ヒヤリ

ハット事例集」を作成することが望ましい。 

 

⑦ 秘密保持等 

○  設置者は、従業者等（実習生やボランティアを含む。）または、管理者及び

従業者等（実習生やボランティアを含む。）であった者が、その業務上知り得

た秘密を漏らすことがないよう、誓約書の提出や雇用契約に明記する等、必

要な措置を講じなければならない。 

○ 関係機関・団体に子ども又は保護者に関する情報を提供する際は、あらか

じめ文書により保護者の同意を得させておかなければならない。また、ホー

ムページや会報等に子ども又は保護者の写真や氏名を掲載する際には、保護

者の許諾を得ることが必要である。 

○ 管理者は、その職を辞した後も含めて、正当な理由がなく業務上知り得た

秘密を漏らしてはならない。 
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３ 児童発達支援管理責任者向けガイドライン 

                               

児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービスを利用する子どもと保護

者のニーズを適切に把握し、放課後等デイサービス計画を作成し、すべての従

業者が放課後等デイサービス計画に基づいた支援を行っていけるように調整

する。また、提供される支援のプロセスを管理し、客観的な評価等を行う役割

がある。 

  

（１）子どものニーズに応じた適切な支援の提供と支援の質の向上 

① 放課後等デイサービス計画に基づくＰＤＣＡサイクル等による適切な支援

の提供 

ア 子どもと保護者及びその置かれている環境に対するアセスメント 

○ 子どもと保護者及びその置かれている環境を理解するためには、子どもの

障害の状態だけでなく、子どもの適応行動の状況（P.3の脚注参照）を、標準化さ

れたアセスメントツール（例えば「Vineland-Ⅱ適応行動評価尺度」の日本

版）を使用する等により確認する。 

  また、子どもの発育状況、自己理解、心理的課題、子どもの興味関心事と

なっていること、養育環境、これまで受けてきた支援、現在関わっている機

関に関すること、地域とのつながり、利用に当たっての希望、将来展望等に

ついて必要な情報をとり、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析す

る。 

○ 保護者のニーズと子ども自身のニーズは必ずしも一致するわけではない

ので、子どものニーズを明確化していくことがまず求められる。また、発達

段階にある子どものニーズは変化しやすいため、日頃から状況を適切に把握

し対応していく必要がある。 

 

イ 放課後等デイサービス計画の作成 

○ 障害児相談支援事業所等が作成した障害児支援利用計画や、自らの事業所

でアセスメントした情報を課題整理表等を用いて整理した上で、放課後等デ

イサービス計画を作成する。 

○ 放課後等デイサービス計画には、子どもと保護者の生活に対する意向、総
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合的な支援目標とその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、児

童発達支援の具体的内容、留意事項を含める。 

○ 将来に対する見通しを持った上で、障害種別、障害特性や子どもの発達段

階を丁寧に把握し、それらに応じた関わり方を考えていく。 

○ 支援手法については、個別活動と集団活動をその子どもに応じて適宜組み

合わせる。 

○ 平日／休日／長期休暇の別等に応じて、課題をきめ細やかに設定をするよ

うに工夫しなければならない。 

○ 計画の作成に際しては、従業者から放課後等デイサービス計画の原案につ

いて意見を聞く等、担当の従業者を積極的に関与させることが望ましい。 

 

ウ タイムテーブル、活動プログラムの立案 

○ 放課後等デイサービス事業所における時間をどのようにして過ごすかに

ついて、一人ひとりの放課後等デイサービス計画を考慮し、一日のタイムテ

ーブルを作成する。タイムテーブルは、子どもの生活リズムを大切にし、日

常生活動作の習得や、子どもが見通しを持って自発的に活動できるよう促さ

れることが期待される。ただし、提供される活動プログラムを固定化するこ

とは、経験が限られてしまうことにもなるため、活動プログラムの組合せに

ついて、創意工夫が求められる。 

○ 発達支援の時間は十分に確保されなければならず、送迎の都合で発達支援

の時間が阻害されることのないようタイムテーブルを設定しなければなら

ない。 

○ 活動プログラムは、子どもの障害種別、障害特性、発達段階、生活状況や

課題、平日／休日／長期休暇の別等に応じた内容を組み立て、従業者も交え

ながらチームで検討していく。 

○ 集団活動の場合は、対象児の年齢や障害の状態の幅の広さを考慮しながら、

活動プログラムを作成する必要がある。子どもの年齢や発達課題が異なるこ

とも多いことから、年齢別又は障害別、発達課題別に支援グループを分ける

ことも考慮する必要がある。 

○ 活動プログラムの内容は、本ガイドラインの総則に記載されている放課後

等デイサービスの基本的役割、基本的姿勢等を十分に踏まえたものでなけれ
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ばならない。 

 

エ 日々の適切な支援の提供 

○ 本ガイドラインの総則に記載されている放課後等デイサービスの基本的

役割、基本姿勢等について理解するとともに、従業者にその理解を徹底し、

日々の支援を適切に提供する。 

○ 設備、従業者等の状況を総合的に勘案し、適切な生活環境と事業内容が確

保されるよう、子どもの情緒面への配慮や安全性の確保の観点から、利用定

員の規模や、室内のレイアウトや装飾等に心を配り、必要に応じて設置者・

管理者とも相談し、改善を図る。また、着替えや排泄の介助等については、

同性介護を基本とする等、配慮することが求められる。 

○ 支援開始前には従業者間で必ず打合せを実施し、その日行われる支援の内

容や役割分担について把握する。 

○ 従業者が放課後等デイサービス計画に沿って、それぞれの子どもたちの障

害種別、障害特性、発達段階、生活状況や課題に細やかに配慮しながら支援

を行えるように注意する。 

○ 従業者と常に意思の疎通を図り、円滑なコミュニケーションがとれるよう

努める。 

○ 支援終了後の打合せを実施し、従業者にその日の支援の振り返りをさせ、

子どもや保護者との関わりで気づいた点や、気になった点について従業者間

で共有させる。 

○ 従業者にその日行った支援に関して正しく記録をとることを徹底させる。

従業者が行っている支援が目標や計画に沿って行われているか、記録に基づ

いて検証し、その改善につなげていく。 

 

オ 放課後等デイサービス計画の実施状況把握（モニタリング） 

○ 放課後等デイサービス計画は、概ね６ヶ月に１回以上モニタリングを行う

ことになっているが、子どもの状態や家庭状況等に変化があった場合にはモ

ニタリングを行う必要がある。モニタリングは、目標達成度を評価して支援

の効果測定していくためのものであり、単に達成しているか達成していない

かを評価するものではなく、提供した支援の客観的評価を行い、放課後等デ
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イサービス計画の見直しの必要性を判断する。 

     

カ モニタリングに基づく放課後等デイサービス計画の変更 

○ モニタリングにより、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性が判断

された場合は、放課後等デイサービス計画の積極的な見直しを行う。その際、

支援目標の設定が高すぎたのか、支援内容があっていなかったのか､別の課

題が発生しているのか等の視点で、これまでの支援内容を評価し、今後も支

援内容を維持するのか､ 変更するのかを判断していく。放課後等デイサービ

スの必要性が低くなった場合は、終結を検討する。なお、支援内容の変更や

終結時には、設置者・管理者へ報告する。 

○ 終結に当たっては、放課後等デイサービスの支援内容等について、関係機

関・団体に引き継ぐことが必要である。終結に当たってのモニタリングは、

障害児相談支援事業所、学校、子ども、保護者とともに行っていくことが望

ましい。 

     

キ 事業所全体の業務改善サイクルへの積極的関与 

○ 事業所の目的及び運営方針をはじめとした運営規程の内容を十分に理解

して職務に従事する。 

○ 児童発達支援管理責任者は、ＰＤＣＡサイクルによる事業所全体の業務改

善の取組に積極的に関与し、事業運営方針の設定や見直し、業務改善の目標

設定とその振り返り、本ガイドラインに基づく事業所の自己評価の実施や利

用者の意向の把握等について協力･貢献することが求められる。 

 

② 従業者及び自らの知識･技術の向上 

○ 放課後等デイサービスを適切に提供する上で、放課後等デイサービスが期

待される役割、子どもの発達段階ごとの特性、障害種別、障害特性、関連す

る制度の仕組み、関係機関・団体の役割、児童虐待への対応、障害者の権利

に関する条約等を理解することが重要である。 

○ 障害種別、障害特性に応じた支援や発達段階に応じた支援、家族支援等に

係る適切な技術を従業者が習得することが、子どもの発達支援や二次障害の

予防、家庭養育を支えるといった視点から重要である。 
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○ 放課後等デイサービスを適切に提供する上で、児童発達支援管理責任者は、

放課後等デイサービスの従業者に対して、児童発達支援の提供に関わる技術

的な指導や助言を日々行うとともに、設置者・管理者と共同して、従業者に

対して知識・技術の習得意欲を喚起し、事業所内における研修の企画等を行

うことが望まれる。 

○ 児童発達支援管理責任者は、自らも知識・技術の習得に努め、自治体等の

研修を積極的に受講するよう努めるものとする。 

 

③ 関係機関・団体や保護者との連携 

ア 障害児相談支援事業者との連携 

○ 障害児相談支援事業所が作成する障害児支援利用計画は、相談支援専門員

が総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ、最も適切なサービスの組合

せ等について検討し、子ども又は保護者の同意のもと作成するものである。 

   放課後等デイサービス事業所の放課後等デイサービス計画は、児童発達

支援管理責任者が、障害児支援利用計画における総合的な援助方針等を踏

まえ、当該事業所が提供するサービスの適切な支援内容等について検討し、

子ども又は保護者の同意のもと作成するものである。両計画が連動して機

能することによって、子どもに対する支援がより良いものとなっていくも

のであり、この連動の重要性を認識しておく必要がある。 

○ サービス担当者会議は、障害児支援利用計画案に位置づけられた福祉サー

ビス等の担当者が、障害児支援利用計画案の内容について、専門的な見地か

らの意見を述べるものである。 

   サービス担当者会議に参画する場合においては、障害児支援利用計画案

に位置づけられた放課後等デイサービス事業所として期待される役割を確

認するとともに、障害のある子どもが、他の子どもや地域社会から安易に

切り離されないための配慮等、子どもの最善の利益の観点から意見を述べ

ることが重要である。障害児支援利用計画のモニタリング時には、その時

点までの放課後等デイサービスの提供状況を踏まえて課題への達成度や気

付きの点等の情報を積極的に述べることが重要である。 

     

イ 学校との連携 
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○ 子どもに必要な支援を行う上で、学校との役割分担を明確にし、連携を積

極的に図る必要がある。 

○ 学校との間で相互の役割の理解を深めるため、 

（ア） 保護者の同意を得た上で、学校に配置されている外部との関係機関・

団体との調整の役割を担っている特別支援教育コーディネーター等から、

個別の教育支援計画等についての情報提供を受けるとともに、放課後等デ

イサービス事業所の放課後等デイサービス計画を特別支援教育コーディ

ネーター等へ提供する。 

（イ） 個別の教育支援計画が作成されていない子どもにあっては、保護者の

同意を得た上で特別支援教育コーディネーター等とお互いの支援内容等

の情報交換の連絡をとれるよう調整しておく。 

（ウ） 学校の行事や授業参観へ設置者・管理者と分担して積極的に参加する 

等の対応をとることが望ましい。 

○ 子ども一人ひとりの個別の教育支援計画等を理解するとともに、日々学校

で配慮されていること（姿勢保持の椅子等の器具、身体介助方法、声かけの

方法、パニック時の対応等）について必要な情報を得て、従業者に対しても

理解の徹底を図る。 

○ 学校関係者がサービス担当者会議に参加できない場合は、障害児相談支援

事業者とともに学校との連絡会議を開催する等、何らかの方法で連携する機

会を設けることが必要である。 

○ 年間計画や行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等、学校との間で

共有された情報を従業者と共有しておく必要がある。 

○ 子どもを送迎する場合は、誰が、どの時間に、どの事業所の送迎車に載せ

るのかといった送迎リストやルールを作成する等、学校側に送り出しの協力

をしてもらう必要があり、送迎時には、身分証明書等を学校側の担当者に見

せる等、学校側の確認を取ってから、子どもを事業所に送っていくよう従業

者に徹底させる。 

○ 下校時のトラブルや子どもの病気・事故の際の連絡体制について、事前に

把握しておく。 

○ 医療的ケアの情報や、気になることがあった場合の情報等を、保護者の同

意のもと、連絡ノート等を通して、学校との間で共有する。 
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ウ 医療機関や専門機関との連携 

○ 障害種別や障害特性の理解、障害種別や障害特性に応じた活動や支援方法

に関すること、支援困難事例等については、児童発達支援センターや発達障

害者支援センター等の専門機関から助言や研修を受ける等により、連携を図

りながら適切な支援を行っていく必要がある。 

○ 保護者による子ども虐待のケースについては、児童相談所、市区町村の児

童虐待対応窓口や保健所等の関係機関・団体と連携して対応を図る必要があ

る。 

 

エ 保育所・児童発達支援事業所等との連携  

○ 子どもの発達の連続性を保障するため、就学前に利用していた保育所、幼  

稚園、認定こども園や児童発達支援事業所等と連携し、保育所等や児童発達

支援事業等で行われていた支援内容を把握し、従業者に当該内容を理解させ

る。 

○ 放課後等デイサービスで行われていた支援内容等の情報を提供する等、学

校卒業後に関わる障害福祉サービス事業所と連携することが必要である。 

 

オ 他の放課後等デイサービス事業所等との連携 

○ 発達支援上の必要性により、他の放課後等デイサービス事業所等を併せて

利用する子どもについて、支援内容等を相互に理解しておくため、保護者の

了解を得た上で、当該他の事業所等との間で、相互の個別支援計画の内容等

について情報を共有し、従業者への周知を図ることが必要である。 

     

カ 放課後児童クラブや自治会等との連携 

○ 地域の放課後児童クラブや放課後子供教室と連携し、併行利用している子

どもがいる場合は、情報の共有と相互理解を深めるとともに、放課後児童ク

ラブ等で行われている支援内容を把握し、従業者への周知を図る。 

○ 放課後児童クラブの放課後児童支援員等や放課後子供教室関係者等が障

害のある子どもへの対応に不安を抱える場合等については、放課後等デイサ

ービスとの併行利用や、保育所等訪問支援等の積極的活用を図る等、放課後
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児童クラブ等と連携を図りながら、子どもと放課後児童支援員等に対して適

切な支援を行っていくことが重要である。  

○ 地域に子どもたちの理解者を増やすためにも、日頃から子どもたちが地域

の行事に参加したり、日常的に地域住民と同じ経験を共有する機会を積極的

に作るようにする。 

 

キ （地域自立支援）協議会等への参加 

○ アからカまでに記載した関係機関・団体との連携を円滑なものとするため、

設置者・管理者又は児童発達支援管理責任者は、（地域自立支援）協議会子

ども部会等へ積極的に参加する等により、関係機関・団体との関係性を構築

しておく必要がある。 

○ 虐待等により福祉的介入が必要とされるケースについては、市区町村等が

設置する要保護児童対策地域協議会等へ参加する。 

 

ク 保護者との連携 

○ 学校への子どもの出欠や帰宅の状況について、保護者との連絡のもとに確

実に確認することが必要である。 

○ 医療的ケアの情報や、気になることがあった場合の情報等を連絡ノート等

を通じて保護者と共有する等、日頃から子どもの状況を保護者と伝えあい、

子どもの発達の状況や課題について共通理解を持つように努める。また、必

要に応じて、家庭内での養育等についてペアレント・トレーニング等活用し

ながら、子どもの育ちを支える力をつけられるよう支援したり、環境整備等

の支援を行ったりすることが考えられる。 

 

（２）子どもと保護者に対する説明責任等 

① 子どもと保護者に対する運営規定や放課後等デイサービス計画の内容につ

いての丁寧な説明 

○ 申請時に、保護者に対して運営規程の説明を行う。特に、支援の内容、人

員体制（資格等）、利用者負担、苦情処理の手順、緊急時の連絡体制等の重要

事項については文書化の上、対面で説明する。 

○ 放課後等デイサービス計画の内容については、その作成時、変更時に子ど
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もと保護者に対して丁寧に説明を行う。 

 

② 保護者に対する相談支援等 

○ 保護者が悩み等を自分だけで抱え込まないように、保護者からの相談に応

じ、信頼関係を築きながら、保護者の困惑や将来の不安を受け止め、専門的

な助言を行うことも必要である。例えば、保護者との定期的な面談（最低限

モニタリング時に実施することが望ましい）や訪問相談等を通じて、子育て

の悩み等に対する相談を行ったり、子どもの障害について保護者の理解が促

されるような支援を行うことが望ましい。 

○ 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催したりすることにより、

保護者同士が交流して理解を深め、保護者同士のつながりを密にして、安心

して子育てを行っていけるような支援を行うことも望まれる。家族支援は保

護者に限った支援ではなく、きょうだいや祖父母等への支援も含まれる。特

にきょうだいは、心的負担等から精神的な問題を抱える場合も少なくないた

め、例えば、きょうだい向けのイベントを開催する等の対応を行うことが望

ましい。 

 

③ 苦情解決対応 

○ 放課後等デイサービス事業所においては、子どもや保護者からの苦情につ

いて、迅速かつ適切に対応するために、苦情（虐待に関する相談も含む）を

受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じる必要がある。児童

発達支援管理責任者は、苦情受付担当者の役割が想定されるところであるが、

子どもや保護者からの苦情受付に当たっては、職員の目を気にせず苦情を受

付できるよう、苦情受付箱を設置する等、苦情受付担当者として適切にその

役割を果たすことが求められる。 

 

④ 適切な情報伝達手段の確保 

○ 事業所は定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制の情報

を子どもや保護者に対して発信することが必要である。 

○ 視覚障害や聴覚障害等障害種別に応じて、設備・備品への配慮のほか、子

どもや保護者との意思の疎通、情報伝達のための手話等による配慮が必要で

ある。 
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（３）緊急時の対応と法令遵守等 

① 緊急時対応 

○ 子どもの事故やケガ、健康状態の急変が生じた場合は、事業所で作成され

た「緊急時対応マニュアル」に沿って、速やかに保護者、協力医療機関及び

主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。緊急時にお

ける対応方法について、児童発達支援管理責任者は熟知しておくとともに従

業者に周知徹底しておく必要がある。 

○ 特に常時、医療的ケアを必要とする子どもに対しては、窒息や気管出血等、

生命に関わる事態への対応を熟知しておくとともに、従業者に周知徹底して

おく必要がある。 

 

② 非常災害・防犯対応 

○ 児童発達支援管理責任者は、災害時避難場所や避難経路について等、非常

災害に関する具体的計画について十分に熟知し、従業者の理解を徹底してお

く必要がある。 

○ 定期的な避難、救出その他必要な訓練では、従業者とともに訓練に当たり、

問題があれば改善を図る。 

○ 障害種別や障害特性ごとの災害時対応について理解しておき、子どもごと

の放課後等デイサービス計画に災害時の対応について記載しておく。特に医

療的ケアが必要な子どもについては、保護者や主治医等との間で災害発生時

の対応について、綿密に意思疎通を図っておく。 

○ 子どもが犯罪に巻き込まれないよう、事業所として防犯マニュアルの策定

や、地域の関係機関・団体と連携しての見守り活動、子ども自身が自らの安

全を確保できるような学習支援等の防犯への取組が必要である。 

 

③ 虐待防止の取組 

○ 児童発達支援管理責任者は、事業所の虐待防止マネージャーとして、研修

や虐待防止チェックリストの実施等、具体的な虐待防止への取組を進めると

ともに、自ら虐待防止研修を積極的に受講する等により、児童虐待防止法、

障害者虐待防止法の趣旨と通報制度等を理解し、虐待の防止への取組を進め
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る必要がある。特に、「障害者福祉施設・事業所における障害者虐待の防止と

対応の手引き」は必ず読むようにする。各都道府県で実施する虐待防止や権

利擁護に関する研修を受講した場合には、放課後等デイサービス事業所で伝

達研修を実施することが重要である。 

○ 児童発達支援管理責任者及び従業者が、虐待を発見しやすい立場にあるこ

とを認識し、子どもの状態の変化や保護者の態度等の観察や情報収集により、

虐待の早期発見に努める必要がある。 

○ 従業者等（実習生やボランティアを含む。）からの虐待（特に性的虐待）は、

密室化した場所で起こりやすいことから、送迎の車内を含め、密室化した場

所を極力作らないよう、常に周囲の目が届く範囲で支援を実施する必要があ

る。 

○ 従業者等（実習生やボランティアを含む。）から虐待を受けたと思われる子

どもを発見した場合（相談を受けて虐待と認識した場合を含む。）は、障害者

虐待防止法第 16条に規定されている通報義務に基づき、通所給付決定をした

市区町村の窓口に通報する。この時に、市区町村に通報することなく、事業

所の中だけで事実確認を進め、事態を収束させてしまうと通報義務に反する

こととなるため、必ず市区町村に通報した上で行政と連携して対応を進める

必要がある。 

○ 保護者による虐待については、相談支援やカウンセリング等で未然防止に

努める必要がある。 

○ 保護者による虐待を発見した場合は、児童虐待防止法第６条に規定されて

いる通報義務に基づき、市区町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童

相談所等へ速やかに通告する必要がある。虐待等により福祉的介入が必要と

されるケースについては、市区町村等が設置する要保護児童対策地域協議会

等を活用しながら、児童相談所、市区町村の児童虐待対応窓口や保健所等の

関係機関・団体と連携して対応を図っていくことが求められる。 

 

④ 身体拘束への対応 

○ 従業者等（実習生やボランティアを含む。）が自分の体で利用者を押さえつ

けて行動を制限することや、自分の意思で開けることのできない居室等に隔

離すること等は身体拘束に当たり、緊急やむを得ない場合を除き禁止されて
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いる。 

○ やむを得ず身体拘束を行う場合は、切迫性、非代替性、一時性が要件とな

るが、身体拘束の検討が必要なケースについては、代替性がないか等につい

て慎重に検討した上で、それでもなお、身体拘束を行わざるを得ない事態が

想定される場合には、いかなる場合にどのような形で身体拘束を行うかにつ

いて組織的に決定する必要がある。放課後等デイサービス計画に身体拘束が

必要となる状況、身体拘束の態様・時間等について、子どもや保護者に事前

に十分に説明をし、了解を得た上で記載することが必要である。 

○ 身体拘束を行った場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由等必要な事項の記録をとることを従業者に

指示しなければならない。なお、必要な記録がされていない場合は、運営基

準違反となることを認識しておく必要がある。 

 

⑤ 衛生・健康管理 

○ 感染症の予防や健康維持のため、従業者に対し常に清潔を心がけさせ、手

洗い、うがい、手指消毒の励行、換気等の衛生管理を徹底することが必要で

ある。 

○ 感染症又は食中毒が発生した場合や排泄物や嘔吐物等に関する処理方法に

ついて対応マニュアルを熟知し、マニュアルに沿って対応する。また、従業

者にマニュアルの周知徹底することが必要である。 

○ 食物アレルギーのある子どもについては、医師の指示書に基づき、食事や

おやつ提供する際に、除去食や制限食で対応できる体制を整えることが必要

である。 

 

⑥ 安全確保 

○ サービス提供中に起きる事故やケガを防止するために、室内や屋外の環境

の安全性について毎日点検し、必要な補修等を行って、危険を排除すること

が必要である。 

○ 児童発達支援管理責任者は、発生した事故事例や、事故につながりそうな

事例の情報を収集し、ヒヤリハット事例集を作成し、従業者間で共有するこ

とが望ましい。 
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⑦ 秘密保持等 

○ 従業者（実習生やボランティアを含む。）に対しては、秘密保持等の指導的

役割を果たすことが求められる。 

○ 関係機関・団体に子ども又は保護者に関する情報を提供する際は、あらか

じめ文書により保護者の同意を得させておかなければならない。また、ホー

ムページや会報等に子ども又は保護者の写真や氏名を掲載する際には、保護

者の許諾を得ることが必要である。 

○ 児童発達支援管理責任者は、その職を辞した後も含めて、正当な理由がな

く業務上知り得た子どもや保護者の秘密を漏らしてはならない。 
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４ 従業者向けガイドライン 

 

  従業者は、放課後等デイサービス計画に基づき、子どもの心身の状況に応

じて、適切な技術を持って、支援を行う役割がある。 

 

（１）子どものニーズに応じた適切な支援の提供と支援の質の向上 

① 放課後等デイサービス計画に基づくＰＤＣＡサイクル等による適切な支援

の提供 

ア 障害児支援利用計画及び放課後等デイサービス計画の理解 

○ 障害児相談支援事業所が作成する障害児支援利用計画は、相談支援専門員

が総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ最も適切なサービスの組合

せ等について検討し、子ども又は保護者の同意のもと作成するものである。 

   放課後等デイサービス事業所の放課後等デイサービス計画は、児童発達

支援管理責任者が、障害児支援利用計画における総合的な援助方針等を踏

まえ、当該事業所が提供するサービスの適切な支援内容等について検討し、

子ども又は保護者の同意のもと作成するものである。両計画が連動して機

能することによって、子どもに対する支援がより良いものとなっていくも

のであり、この連動の重要性を認識しておく必要がある。 

○ 従業者は、放課後等デイサービス計画の作成・モニタリング・変更に際し

ては積極的に関与するとともに、利用している子どもの障害児支援利用計画

と放課後等デイサービス計画の内容について熟知し、日々の支援を行う必要

がある。 

     

イ 従業者間での意思の疎通、支援内容の共有 

○ 支援開始前には従業者間で必ず打合せを実施し、その日行われる支援の内

容や、役割分担について把握する。 

○ 他の従業者と常に意思の疎通を図り、円滑なコミュニケ―ションがとれる

よう努める。 

○ 支援終了後の打合せを実施し、その日の支援の振り返りを行い、子どもや

保護者との関わりで気付いた点や気になったことについて、従業者間で共有

する。 
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ウ 支援提供に際しての工夫 

○ 従業者は、本ガイドラインの総則に記載されている放課後等デイサービス

の基本的役割、基本姿勢等を十分に理解した上で支援を行う。 

○ 従業者は、子どもの発達と発達支援に関する専門的知識、技術及び判断を

持って、子どもの発達支援を行うとともに、保護者に対して発達支援に関す

るサポートを行う。 

○ 従業者は、児童発達支援管理責任者が作成するタイムテーブルに沿って、

それぞれの子どもたちの障害種別、障害特性、発達段階、生活状況や課題に

細やかに配慮しながら支援を行う。 

○ 従業者は、活動プログラムの作成に積極的に関与する。 

○ 医療的ケアが必要な子どもに対して、常に体調への配慮を行う。特に重度

の障害がある子どもには、活動プログラムごとに休息を交えながら支援して

いくよう注意する。 

○ 視覚障害や聴覚障害等の障害種別に応じて、設備・備品への配慮のほか、 

子どもや保護者との意思の疎通、情報伝達のための手話等による配慮が必要

である。 

 

エ 支援提供記録 

○ 従業者は、その日行った支援の手順、内容、利用者の反応や気付きについ

て、記録をとらなければならない。支援提供記録を正しくとることを通して、

その日行った自らの言動や子どもの様子・反応をふりかえり、放課後等デイ

サービス計画に沿って支援が行われているか、放課後等デイサービス計画で

掲げた目標が達成されつつあるか等について支援提供を検証し、支援の改善

や自らのスキルアップにつなげていく。 

 

オ 事業所全体の業務改善サイクルへの積極的関与 

○ 事業所の目的及び運営方針をはじめとした運営規程の内容を十分に理解

して職務に従事する。 

○ 従業者は、ＰＤＣＡサイクルによる事業所全体の業務改善の取組に積極的

に関与し、事業運営方針の設定や見直し、業務改善の目標設定とその振り返
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り、本ガイドラインに基づく事業所の自己評価の実施や利用者の意向の把握

等について協力・貢献することが求められる。 

 

② 研修受講等による知識・技術の向上 

○ 放課後等デイサービスを適切に提供する上で、放課後等デイサービスが期

待される役割、子どもの発達段階ごとの特性、障害種別・障害特性、関連す

る制度の仕組み、関係機関・団体の役割、児童虐待への対応、障害者の権利

に関する条約等を理解することが重要である。 

○ 障害種別や障害特性に応じた支援や発達段階に応じた支援、家族支援等に

係る適切な技術を従業者が習得することが、子どもの発達支援や二次障害の

予防、子どもの育つ家庭での生活を支える視点から重要である。 

○ 従業者の知識・技術の向上は、放課後等デイサービスの提供内容の向上に

直結するものであることを理解し、実務能力の向上のために、事業所内で開

催される研修等に積極的に受講することが求められる。 

○ 知識･技術の習得に関する具体的な計画を立てる等により、将来に対する見

通しを持ちながら研修等を受講していくよう心がける。 

 

③ 関係機関・団体や保護者との連携 

ア 障害児相談支援事業者等との連携 

○ サービス担当者会議に参画する場合においては、障害児支援利用計画案に

位置づけられた放課後等デイサービス事業所として期待される役割を確認

するとともに、障害のある子どもが、他の子どもや地域社会から安易に隔離

されないための配慮等、子どもの最善の利益の観点から意見を述べることが

重要である。障害児支援利用計画のモニタリング時には、その時点までの放

課後等デイサービスの提供状況を踏まえて、課題への達成度や気づきの点等

の情報を積極的に述べることが重要である。 

 

イ 学校との連携 

○ 子どもに必要な支援を行う上で、学校との役割分担を明確にし、連携を積

極的に図る必要がある。 

○ 学校で作成される個別の教育支援計画等の内容を把握しておくとともに、
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学校から提供された各種の情報を理解し、本人の状態や支援の方法、留意点、

学校の行事予定等について把握しておく。 

○ 子どもの学校から事業所への送迎に際しては、送迎リストの内容や送迎時

の学校側とのルールを事前に把握し、送迎時には身分証明書を学校側の担当

者に見せる等確認を取ってから、子どもを事業所に送っていくことを徹底す

る。 

○ 下校時のトラブルや子どもの病気・事故の際の連絡体制について、事前に

把握しておく。 

○ 医療的ケアの情報や、気になることがあった場合の情報等を、保護者の同

意のもと、連絡ノート等を通して学校との間で共有する。 

 

ウ 保育所・児童発達支援事業所との連携 

○ 子どもの発達支援の連続性を保障するため、就学前に利用していた保育所

等や児童発達支援事業所等で行われていた支援内容について理解しておく

ことが望ましい。 

 

エ 他の放課後等デイサービス事業所等との連携 

○ 発達支援上の必要性により、他の放課後等デイサービス事業所等を併行利

用する子どもについて、支援内容を相互に理解しておくため、保護者の了解

を得た上で、当該他の事業所との間で、相互の個別支援計画の内容等を理解

しておく。 

 

オ 放課後児童クラブ等との連携 

○ 地域の放課後児童クラブや放課後子供教室と連携し、併行利用している子

どもがいる場合は、放課後児童クラブ等における支援内容について理解して

おく。 

 

カ 保護者との連携 

○ 学校への子どもの出欠や帰宅の状況について、保護者との連絡のもとに確

実に確認することが必要である。 

○ 医療的ケアの情報や、気になることがあった場合の情報等を連絡ノート等 
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を通じて保護者と共有する等、日頃から子どもの状況を保護者と伝えあい、

子どもの発達の状況や課題について共通理解を持つように努める。また、必

要に応じて、家庭内での養育等について、児童発達支援管理責任者の指導の

下、ペアレント・トレーニング等活用しながら、子どもの育ちを支える力を

つけられるよう支援したり、環境整備等の支援を行ったりすることが考えら

れる。 

 

（２）子どもと保護者に対する説明責任等 

① 保護者に対する相談支援等 

○ 児童発達支援管理責任者の指導の下、保護者が悩み等を自分だけで抱え込

まないように、保護者からの相談に応じ、信頼関係を築きながら、保護者の

困惑や将来の不安を受け止め、専門的な助言を行うことが必要である。例え

ば、保護者との定期的な面談（最低限モニタリング時に実施することが望ま

しい）や訪問相談等を通じて、子育ての悩み等に対する相談を行ったり、子

どもの障害について保護者の理解が促されるような支援を行うことが望まし

い。 

 

② 苦情解決対応 

○  放課後等デイサービスに対する子どもや保護者からの苦情（虐待に関する

相談も含む）については、設置者・管理者と児童発達支援管理責任者の指導

の下、適切な対応を図る必要がある。 

 

（３）緊急時の対応と法令遵守等 

① 緊急時対応 

○ 子どもの事故やケガ、健康状態の急変が生じた場合は、事業所で作成され

た「緊急事態への対応マニュアル」に沿って、速やかに保護者、協力医療機

関及び主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。緊急

時における対応方法については理解し、予め設定された役割を実行できるよ

うに訓練しておく。 

○ 特に、医療的ケアを必要とする子どもに対しては、窒息や気管出血等、生

命に関わる事態への対応を理解し、実践できるようにしておく必要がある。 
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② 非常災害・防犯対応 

○ 従業者は、災害時避難場所や避難経路等、非常災害に関する具体的計画に

ついて十分に熟知し、非常災害時に子どもたちを誘導できるよう、定期的に

訓練しておく。 

○ 障害種別や障害特性ごとの災害時対応について理解しておき、子どもごと

の放課後等デイサービス計画に災害時の対応について記載されている内容を

理解しておく。特に医療的ケアが必要な子どもについては、保護者や主治医

等との間で災害発生時の対応について、綿密に意思疎通を図っておく。 

○ 子どもが犯罪に巻き込まれないよう、事業所が策定する防犯マニュアルの

内容を理解し、地域の関係機関・団体と連携しての見守り活動、子ども自身

が自らの安全を確保できるような学習支援等の防犯への取組に対して児童発

達支援管理責任者の指導の下、取り組む必要がある。 

 

③ 虐待防止の取組 

○ 事業所内で実施される虐待防止研修や自治体が実施する虐待防止研修等を

積極的に受講する、「障害者福祉施設・事業所における障害者虐待の防止と対

応の手引き」を必ず読む等により、児童虐待防止法や障害者虐待防止法の趣

旨と通報制度等を理解し、発生予防に努める。 

○ 各都道府県で実施する虐待防止や権利擁護に関する研修を受講した場合に

は、放課後等デイサービス事業所で伝達研修を実施することが重要である。 

○ 従業者が虐待を発見しやすい立場にあることを認識し、子どもの状態の変

化や保護者の態度等の観察や情報収集により、虐待の早期発見に努める必要

がある。  

○ 従業者等（実習生やボランティアを含む。）からの虐待（特に性的虐待）は

密室化した場所で起こりやすいことから、送迎の車内を含め、密室化した場

所を極力作らないよう、常に周囲の目が届く範囲で支援を実施する必要があ

る。 

○ 従業者等（実習生やボランティアを含む。）から虐待を受けたと思われる子

どもを発見した場合（相談を受けて虐待と認識した場合も含む。）は、障害者

虐待防止法第１６条に規定されている通報義務に基づき、支給決定をした市
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区町村の窓口に通報する。この時に、市区町村に通報することなく、事業所

の中だけで事実確認を進め、事態を収束させてしまうと通報義務に反するこ

ととなるため、必ず市区町村に通報した上で行政と連携して対応を進める必

要がある。 

○ 保護者による虐待については、相談支援やカウンセリング等で未然防止に

努める必要がある。 

○ 保護者による虐待を発見した場合は、児童虐待防止法第６条に規定されて

いる通報義務に基づき、市区町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童

相談所等へ速やかに通告する。虐待等により福祉的介入が必要とされるケー

スについては、市区町村等が設置する要保護児童対策地域協議会等を活用し

ながら、児童相談所、市区町村の児童虐待対応窓口や保健所等の関係機関・

団体と連携して対応を図っていくことが求められる。 

 

④ 身体拘束への対応 

○ 従業者等（実習生やボランティアを含む。）が自分の体で利用者を押さえつ

けて行動を制限することや、自分の意思で開けることのできない居室等に隔

離すること等は身体拘束に当たり、緊急やむを得ない場合を除き禁止されて

いる。 

○ やむを得ず身体拘束を行う場合は、切迫性、非代替性、一時性が要件とな

るが、身体拘束の検討が必要なケースについては、代替性がないか等につい

て慎重に検討した上で、それでもなお、身体拘束を行わざるを得ない事態が

想定される場合には、いかなる場合にどのような形で身体拘束を行うかにつ

いて組織的に決定する必要がある。放課後等デイサービス計画に身体拘束が

必要となる状況、身体拘束の態様・時間等について、子どもや保護者に事前

に十分に説明をし、了解を得た上で記載されていることが必要である。 

○ 身体拘束を行った場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由等必要な事項を記録する。なお、必要な記

録を行っていない場合は、運営基準違反となることを認識しておく必要があ

る。 

 

⑤ 衛生管理・健康管理 
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42 

 

○ 感染症の予防や健康維持のため、常に清潔を心がけ、手洗い、うがい、手

指消毒の励行、換気等の衛生管理を徹底することが必要である。 

○ 感染症又は食中毒が発生した場合や排泄物や嘔吐物等に関する処理方法に

ついて対応マニュアルを熟知し、マニュアルに沿って対応する。 

○ 食物アレルギーのある子どもについては、医師の指示書に基づき、食事や

おやつ提供する際に、除去食や制限食で対応する。 

 

⑥ 安全確保 

○ 日常の生活・遊びの中で起きる事故やケガを防止するために、室内や屋外

の環境の安全性について、毎日点検し、必要な補修等を行って、危険を排除

することが必要である。 

○ ヒヤリハット事例集作成に協力し、内容を理解し実施する。 

 

⑦ 秘密保持等 

○ 従業者は、他人が容易に知り得ない個人情報を知りうる立場にあり、個人

情報の適正な取扱いが強く求められる。 

○ 関係機関・団体に子ども又は保護者に関する情報を提供する際は、あらか

じめ文書により保護者の同意を得ておかなければならない。また、ホームペ

ージや会報等に子ども又は保護者の写真や氏名を掲載する際には、保護者の

許諾を得ることが必要である。 

○ 従業者は、その職を辞した後も含めて、正当な理由がなく業務上知り得た

子どもや保護者の秘密を漏らしてはならない。 
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チェック項目 はい どちらとも
いえない いいえ 改善目標、工夫している点など

1
利用定員が指導訓練室等スペースとの関係
で適切であるか

2 職員の配置数は適切であるか

3
事業所の設備等について、バリアフリー化の
配慮が適切になされているか

4
業務改善を進めるためのPDCAサイクル（目
標設定と振り返り）に、広く職員が参画してい
るか

5
保護者等向け評価表を活用する等によりア
ンケート調査を実施して保護者等の意向等
を把握し、業務改善につなげているか

6
この自己評価の結果を、事業所の会報や
ホームページ等で公開しているか

7
第三者による外部評価を行い、評価結果を
業務改善につなげているか

8
職員の資質の向上を行うために、研修の機
会を確保しているか

9

アセスメントを適切に行い、子どもと保護者
のニーズや課題を客観的に分析した上で、
放課後等デイサービス計画を作成している
か

10
子どもの適応行動の状況を図るために、標
準化されたアセスメントツールを使用してい
るか

11
活動プログラムの立案をチームで行ってい
るか

12
活動プログラムが固定化しないよう工夫して
いるか

13
平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ
細やかに設定して支援しているか

14
子どもの状況に応じて、個別活動と集団活
動を適宜組み合わせて放課後等デイサービ
ス計画を作成しているか

15
支援開始前には職員間で必ず打合せをし、
その日行われる支援の内容や役割分担に
ついて確認しているか

16
支援終了後には、職員間で必ず打合せを
し、その日行われた支援の振り返りを行い､
気付いた点等を共有しているか

17
日々の支援に関して正しく記録をとることを
徹底し、支援の検証・改善につなげているか

環
境
・
体
制
整
備

業
務
改
善

適
切
な
支
援
の
提
供

放課後等デイサービス自己評価表事業者向け
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18
定期的にモニタリングを行い、放課後等デイ
サービス計画の見直しの必要性を判断して
いるか

19
ガイドラインの総則の基本活動を複数組み
合わせて支援を行っているか

20
障害児相談支援事業所のサービス担当者
会議にその子どもの状況に精通した最もふ
さわしい者が参画しているか

21

学校との情報共有（年間計画・行事予定等
の交換、子どもの下校時刻の確認等）、連絡
調整（送迎時の対応、トラブル発生時の連
絡）を適切に行っているか

22
医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場
合は、子どもの主治医等と連絡体制を整え
ているか

23
就学前に利用していた保育所や幼稚園、認
定こども園、児童発達支援事業所等との間
で情報共有と相互理解に努めているか

24

学校を卒業し、放課後等デイサービス事業
所から障害福祉サービス事業所等へ移行す
る場合、それまでの支援内容等の情報を提
供する等しているか

25
児童発達支援センターや発達障害者支援セ
ンター等の専門機関と連携し、助言や研修
を受けているか

26
放課後児童クラブや児童館との交流や、障
害のない子どもと活動する機会があるか

27
（地域自立支援）協議会等へ積極的に参加
しているか

28
日頃から子どもの状況を保護者と伝え合
い、子どもの発達の状況や課題について共
通理解を持っているか

29
保護者の対応力の向上を図る観点から、保
護者に対してペアレント･トレーニング等の支
援を行っているか

30
運営規程、支援の内容、利用者負担等につ
いて丁寧な説明を行っているか

31
保護者からの子育ての悩み等に対する相談
に適切に応じ、必要な助言と支援を行ってい
るか

32
父母の会の活動を支援したり、保護者会等
を開催する等により、保護者同士の連携を
支援しているか

保
護
者
へ
の
説
明
責
任
等

関
係
機
関
や
保
護
者
と
の
連
携
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33

子どもや保護者からの苦情について、対応
の体制を整備するとともに、子どもや保護者
に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適
切に対応しているか

34
定期的に会報等を発行し、活動概要や行事
予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者
に対して発信しているか

35 個人情報に十分注意しているか 

36
障害のある子どもや保護者との意思の疎通
や情報伝達のための配慮をしているか

37
事業所の行事に地域住民を招待する等地
域に開かれた事業運営を図っているか

38
緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感
染症対応マニュアルを策定し、職員や保護
者に周知しているか

39
非常災害の発生に備え、定期的に避難、救
出その他必要な訓練を行っているか

40
虐待を防止するため、職員の研修機会を確
保する等、適切な対応をしているか

41

どのような場合にやむを得ず身体拘束を行
うかについて、組織的に決定し、子どもや保
護者に事前に十分に説明し了解を得た上
で、放課後等デイサービス計画に記載して
いるか

42
食物アレルギーのある子どもについて、医師
の指示書に基づく対応がされているか

43
ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共
有しているか

非
常
時
等
の
対
応
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公表：平成　　年　　月　　日 事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

チェック項目 はい いいえ 工夫している点
課題や改善すべき点を踏まえた

改善内容又は改善目標

1
利用定員が指導訓練室等スペースとの関
係で適切である

2 職員の配置数は適切である

3
事業所の設備等について、バリアフリー化
の配慮が適切になされている

4
業務改善を進めるためのPDCAサイクル（目
標設定と振り返り）に、広く職員が参画して
いる

5
保護者等向け評価表を活用する等によりア
ンケート調査を実施して保護者等の意向等
を把握し、業務改善につなげている

6
この自己評価の結果を、事業所の会報や
ホームページ等で公開している

7
第三者による外部評価を行い、評価結果を
業務改善につなげている

8
職員の資質の向上を行うために、研修の機
会を確保している

9
アセスメントを適切に行い、子どもと保護者
のニーズや課題を客観的に分析した上で、
放課後等デイサービス計画を作成している

10
子どもの適応行動の状況を把握するため
に、標準化されたアセスメントツールを使用
している

11
活動プログラムの立案をチームで行ってい
る

12
活動プログラムが固定化しないよう工夫して
いる

13
平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ
細やかに設定して支援している

14
子どもの状況に応じて、個別活動と集団活
動を適宜組み合わせて放課後等デイサービ
ス計画を作成している

15
支援開始前には職員間で必ず打合せをし、
その日行われる支援の内容や役割分担に
ついて確認している

16
支援終了後には、職員間で必ず打合せを
し、その日行われた支援の振り返りを行い､
気付いた点等を共有している

17
日々の支援に関して正しく記録をとることを
徹底し、支援の検証・改善につなげている

18
定期的にモニタリングを行い、放課後等デイ
サービス計画の見直しの必要性を判断して
いる

19
ガイドラインの総則の基本活動を複数組み
合わせて支援を行っている

環
境
・
体
制
整
備

業
務
改
善

適
切
な
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援
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提
供

放課後等デイサービス事業所における自己評価結果（公表）
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20
障害児相談支援事業所のサービス担当者
会議にその子どもの状況に精通した最もふ
さわしい者が参画している

21

学校との情報共有（年間計画・行事予定等
の交換、子どもの下校時刻の確認等）、連
絡調整（送迎時の対応、トラブル発生時の
連絡）を適切に行っている

22
医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場
合は、子どもの主治医等と連絡体制を整え
ている

23
就学前に利用していた保育所や幼稚園、認
定こども園、児童発達支援事業所等との間
で情報共有と相互理解に努めている

24

学校を卒業し、放課後等デイサービス事業
所から障害福祉サービス事業所等へ移行
する場合、それまでの支援内容等の情報を
提供する等している

25
児童発達支援センターや発達障害者支援
センター等の専門機関と連携し、助言や研
修を受けている

26
放課後児童クラブや児童館との交流や、障
がいのない子どもと活動する機会がある

27
（地域自立支援）協議会等へ積極的に参加
している

28
日頃から子どもの状況を保護者と伝え合
い、子どもの発達の状況や課題について共
通理解を持っている

29
保護者の対応力の向上を図る観点から、保
護者に対してペアレント･トレーニング等の
支援を行っている

30
運営規程、支援の内容、利用者負担等につ
いて丁寧な説明を行っている

31
保護者からの子育ての悩み等に対する相
談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っ
ている

32
父母の会の活動を支援したり、保護者会等
を開催する等により、保護者同士の連携を
支援している

33

子どもや保護者からの苦情について、対応
の体制を整備するとともに、子どもや保護者
に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適
切に対応している

34
定期的に会報等を発行し、活動概要や行事
予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者
に対して発信している

35 個人情報に十分注意している 

36
障がいのある子どもや保護者との意思の疎
通や情報伝達のための配慮をしている

37
事業所の行事に地域住民を招待する等地
域に開かれた事業運営を図っている

関
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38
緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感
染症対応マニュアルを策定し、職員や保護
者に周知している

39
非常災害の発生に備え、定期的に避難、救
出その他必要な訓練を行っている

40
虐待を防止するため、職員の研修機会を確
保する等、適切な対応をしている

41

どのような場合にやむを得ず身体拘束を行
うかについて、組織的に決定し、子どもや保
護者に事前に十分に説明し了解を得た上
で、放課後等デイサービス計画に記載して
いる

42
食物アレルギーのある子どもについて、医
師の指示書に基づく対応がされている

43
ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共
有している

非
常
時
等
の
対
応
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チェック項目 はい どちらとも
いえない いいえ ご意見

1
子どもの活動等のスペースが十分に確保さ
れているか

2 職員の配置数や専門性は適切であるか

3
事業所の設備等は、スロープや手すりの設
置などバリアフリー化の配慮が適切になされ
ているか

4
子どもと保護者のニーズや課題が客観的に
分析された上で、放課後等デイサービス計
画*1が作成されているか

5
活動プログラム*2が固定化しないよう工夫さ
れているか

6
放課後児童クラブや児童館との交流や、障
害のない子どもと活動する機会があるか

7
支援の内容、利用者負担等について丁寧な
説明がなされたか

8
日頃から子どもの状況を保護者と伝え合
い、子どもの発達の状況や課題について共
通理解ができているか

9
保護者に対して面談や、育児に関する助言
等の支援が行われているか

10
父母の会の活動の支援や、保護者会等の
開催等により保護者同士の連携が支援され
ているか

11

子どもや保護者からの苦情について、対応
の体制を整備するとともに、子どもや保護者
に周知・説明し、苦情があった場合に迅速か
つ適切に対応しているか

12
子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達
のための配慮がなされているか

13

定期的に会報やホームページ等で、活動概
要や行事予定、連絡体制等の情報や業務
に関する自己評価の結果を子どもや保護者
に対して発信しているか

14 個人情報に十分注意しているか

15
緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感
染症対応マニュアルを策定し、保護者に周
知・説明されているか

16
非常災害の発生に備え、定期的に避難、救
出、その他必要な訓練が行われているか

17 子どもは通所を楽しみにしているか

18 事業所の支援に満足しているか

*1 放課後等デイサービスを利用する個々の子どもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関するアセス
メントを通じて、総合的な支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、支援を提供する上での留
意事項などを記載する計画のこと。放課後等デイサービス事業所の児童発達支援管理責任者が作成する。

*2 事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のこと。子どもの障害特性や課題、平日／休日／長期休暇の
別等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されている。
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放課後等デイサービス評価表保護者等向け

218



公表：平成　　年　　月　　日

事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 保護者等数（児童数）　　　　　回収数　　　　　　　割合　　　　　％

チェック項目 はい どちらとも
いえない いいえ わからない ご意見

ご意見を踏まえた
対応

1
子どもの活動等のスペースが十分に確保さ
れているか

2 職員の配置数や専門性は適切であるか

3
事業所の設備等は、スロープや手すりの設
置などバリアフリー化の配慮が適切になさ
れているか

4
子どもと保護者のニーズや課題が客観的に
分析された上で、放課後等デイサービス計
画*1が作成されているか

5
活動プログラム*2が固定化しないよう工夫さ
れているか

6
放課後児童クラブや児童館との交流や、障
がいのない子どもと活動する機会があるか

7
支援の内容、利用者負担等について丁寧な
説明がなされたか

8
日頃から子どもの状況を保護者と伝え合
い、子どもの発達の状況や課題について共
通理解ができているか

9
保護者に対して面談や、育児に関する助言
等の支援が行われているか

10
父母の会の活動の支援や、保護者会等の
開催等により保護者同士の連携が支援され
ているか

11

子どもや保護者からの苦情について、対応
の体制を整備するとともに、子どもや保護者
に周知・説明し、苦情があった場合に迅速か
つ適切に対応しているか

12
子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達
のための配慮がなされているか

13

定期的に会報やホームページ等で、活動概
要や行事予定、連絡体制等の情報や業務
に関する自己評価の結果を子どもや保護者
に対して発信しているか

14 個人情報に十分注意しているか

15
緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感
染症対応マニュアルを策定し、保護者に周
知・説明されているか

16
非常災害の発生に備え、定期的に避難、救
出、その他必要な訓練が行われているか

17 子どもは通所を楽しみにしているか

18 事業所の支援に満足しているか

*1 放課後等デイサービスを利用する個々の子どもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況
に関するアセスメントを通じて、総合的な支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的
内容、支援を提供する上での留意事項などを記載する計画のこと。放課後等デイサービス事業所の児童発達支援管理責
任者が作成する。

*2 事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のこと。子どもの障がい特性や課題、平日／休
日／長期休暇の別等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されている。

環
境
・
体
制
整
備

適
切
な
支
援
の
提
供

保
護
者
へ
の
説
明
等

非
常
時
等
の
対
応

満
足
度

保護者等からの放課後等デイサービス事業所評価の集計結果（公表）
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障害福祉サービス等事業者さまへ 

 

平成30年4月に障害福祉サービス等情報公表制度が施行されました。 

○ 障害福祉サービス等を提供する事業所数が大幅に増加する中、利用者が個々のニーズに応じて良質なサー
ビスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上が重要な課題となっていました。 

○ このため、利用者による個々のニーズに応じた良質なサービスの選択に資することを目的として、平成28年5
月に成立した障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律において、① 事業者に対して障害
福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告することを求めるとともに、② 都道府県知事が報告された内
容を公表する仕組みを創設しました。 

厚生労働省 

利
用
者 

 
 

障害福祉サービス等の施設・事業者 

 
 

都道府県等 

○障害福祉サービス等情報の公表 
施設・事業者から報告された情報を
集約し、公表。 

反映 

＜障害福祉サービス等情報＞ 
 
■ 基本情報 
 （例）事業所等の所在地 

従業員数  
営業時間 
事業所の事業内容 等 

 
■ 運営情報 
  障害福祉サービス等に関する 
  具体的な取組の状況 
 （例）関係機関との連携 

苦情対応の状況 
安全管理等の取組状況等 

  
■ 都道府県が必要と認める事項    
  （任意） 

必要に 
応じて 
調査 

報告 

○障害福祉サービス等情報の調査 
新規指定時、指定更新時、虚偽報告が

疑われる場合などにおいて、必要に応じ訪問
調査を実施し、結果を公表に反映。 

閲覧 
（インターネット） 

○ 下記サービス（基準該当サービスは除く）の指定を受けている事業者及び当年度中に新規指
定を受けてサービスを提供しようとする事業者が報告の対象となります。 

1.居宅介護 6.生活介護 11.自立訓練（生活訓練） 16.就労定着支援 21.地域相談支援（定着） 26.放課後等デイサービス 

2.重度訪問介護 7.短期入所 12.宿泊型自立訓練 17.自立生活援助 22.福祉型障害児入所施設 27.居宅訪問型児童発達支援 

3.同行援護 8.重度障害者等包括支援 13.就労移行支援 18.共同生活援助 23.医療型障害児入所施設 28.保育所等訪問支援 

4.行動援護 9.施設入所支援 14.就労継続支援Ａ型 19.計画相談支援 24.児童発達支援 29.障害児相談支援 

5.療養介護 10.自立訓練（機能訓練） 15.就労継続支援Ｂ型 20.地域相談支援（移行） 25.医療型児童発達支援   

障害福祉サービス等情報公表制度に係る手続きのご案内 

障害福祉サービス等情報を都道府県等に報告する義務があります 

※ 障害福祉サービス等情報に変更が生じた都度、報告する必要があります。 
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○ 事業所を所管する都道府県等に法人・事業所基本情報を報告してください。 
 
○ 都道府県等担当者が、情報公表システムに法人の基本情報等を入力します。 

手順1 

 ○ 情報公表システムより、ログインＩＤ・パスワードが通知されます。 
 
○ ID等を用いて情報公表システムにログインし、事業所詳細情報を入力してください。 

（※）昨年度、都道府県等担当者が、事業者の基本情報について既に登録を行った事業者宛てには、情報公表シ
ステムよりID等を本年５月８日に通知しています。もし、事業者宛にID等が届いていない場合は、下記お問合
せ先までご連絡ください。 

○ 入力内容を確認後、都道府県等へ報告します。 
 
○ 都道府県等担当者が、申請内容を確認し、以下の手続きを行います。 
  ・ 内容に不足等があれば、差し戻します。   (修正の上、再度報告します。) 

  ・ 内容に特段問題がなければ、承認します。 

○ 都道府県等による承認後、報告内容がWAM NETに公表されます。 

（※）平成30年度においては、９月末を目途に全国一斉に公表する予定です。 

 ☆ WAM NETにおいて、本システムに関するお知らせや操作説明書（マニュアル）等の
資料を掲載していますので、是非ご活用ください。 

（仮称）大阪府 障害福祉サービス等情報公表制度 検 索 

http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/shofukuinfopub/jigyo/ 

障害福祉サービス等情報の報告手順について 
 

 お問い合わせ先： 
 

                        

手順2 

手順３ 

このマークは、障害福祉サービス等情報公表システムで事業者が行う手続きを示しています。 

事業者 

事業者 

事業者 

事業者 

事業者 

障害福祉サービス等情報の報告については、「障害福祉サービス等情報公表システム」をご利用ください。 

 ☆ 大阪府からの障害福祉サービス等情報公表制度に関するお知らせをご確認ください。 

〒540-0008 大阪市中央区大手前三丁目２－12 府庁別館１階 
大阪府 福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課   Tel 06-6944-9174 

※ 障害福祉サービス等情報に変更が生じた都度、報告する必要があります。 
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令和２年度における障がい福祉サービス事業所等の従事者養成研修を下記のとおり計画しています。各事業所におかれましては、従事者の計画的な受講に努めていた

だきますようお願いいたします。日程・会場等の詳細や募集開始については、決定次第、障がい福祉室地域生活支援課ホームページに掲載します。 

ＨＰアドレス  http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai-chiki/index.html 

 お問い合わせ先 大阪府障がい福祉室地域生活支援課地域生活推進グループ TEL０６－６９４１－０３５１（内線２４５６）  FAX０６－６９４４－２２３７ 

 

 

■相談支援従事者研修 

 

大阪府では、平成２５年度より、民間の研修事業者を指定して相談支援従事者初任者研修及び現任研修を実施しています。令和２年度より、カリキュラムの内容を現

行より充実させる改定を行う等、研修制度の見直しを行いました。詳細については、「相談支援専門員の研修制度の見直しについて」をご確認ください。また、大阪府障

がい者自立相談支援センターにおいて、相談支援専門員のスキルアップのため、相談支援従事者専門コース別研修、令和元年度より主任相談支援専門員研修を実施して

います。 

 

１ 初任者研修 

（１）対象者 

相談支援専門員、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者に従事する予定の方 

 

（２）実施内容 ※５日課程が７日課程になります。また、研修期間内に実地で行っていただくインターバルを実施します。 

① 相談支援専門員に従事予定の方 →相談支援従事者初任者研修７日課程（講義２日、演習５日） 

② サービス管理責任者等に従事予定の方 →相談支援従事者初任者研修２日課程（講義２日） 

※ サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者に従事する予定の方は、サービス管理責任者等研修と、相談支援従事者初任者研修２日課程の両方を修了すること

が必要です。受講漏れのないよう、留意してください。 

 

（３）実施時期等（予定） 

研修機関 大阪府障害者福祉事業団 大阪府社会福祉事業団 大阪市障害者福祉・スポーツ協会  

募集期間 令和２年４月１０日から令和２年４月２８日 令和２年６月２２日から令和２年７月１０日     令和２年８月１１日から令和２年８月２８日 

研修期間 令和２年７月１日から令和２年９月１１日 令和２年１０月１日から令和２年１２月１５日 令和２年１１月２７日から令和３年３月１２日 

会場 堺市内 講義：堺市内、演習：大阪市内 大阪市内 

ホームページ http://www.sfj-osaka.net/ http://www.osj.or.jp/index2.html http://supokyo-kensyu.org/ 

 

障がい福祉サービス等の従事者を対象とした研修について 
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２ 現任研修 

（１）対象者 

指定相談支援事業所等において相談支援業務に従事しており、一定の実務経験（※１）を有する方 

 ※１ ①過去５年間に２年以上の相談支援の実務経験がある又は②現に相談支援業務に従事している。ただし、初任者研修修了後、初回の現任研修の受講にあたっては、

必ず①の要件を満たす必要がある。なお、旧カリキュラム受講者は初回受講時については、上記の要件を求めないこととする。 

※２ 現任研修は、初任者研修を修了した日の翌年度を初年度とし、以降５年度ごとの各年度末日までに受講していただく必要があります。定められた期間内に現任研

修を受けなければ、相談支援専門員として従事できなくなりますので必ず受講してください。主任研修を修了した場合、現任研修を修了したものとみなします。 

【現任研修受講のイメージ（例）】 

 

 

 

 

 

 

 

○ ・・・初任者研修等修了年度 

・・・現任研修を受講すべき期間。この期間（５年度毎）     

で１回以上現任研修を受講すること。 

 

（２）実施内容  全４日間（講義１日、演習３日） ※３日課程が４日課程になります。また、研修期間内に実地で行っていただくインターバルを実施します。 

（３）実施時期等（予定） 

研修機関 大阪市障害者福祉・スポーツ協会 大阪府社会福祉事業団 

募集期間 令和２年６月１５日から令和２年６月３０日 令和２年８月２４日から令和２年９月１１日 

研修期間 令和２年８月１７日から令和２年１１月１１日 令和２年１２月２１日から令和３年３月１１日 

会場 大阪市内 大阪市内 

ホームページ http://supokyo-kensyu.org/ http://www.osj.or.jp/index2.html 

 

３ 主任研修 

（１）対象者 

   現任研修修了後、相談支援専門員として地域相談支援事業所等において従事した期間が通算して３年以上あり、利用者の自立支援に資する相談支援が実践できてい

ると認められる者のうち、次のいずれかの要件を満たす方。  

① 基幹相談支援センター又はそれに準ずる機能を有する地域相談支援事業所等において現に相談支援に関する指導的役割を担っていること。  

② 都道府県における相談支援従事者研修又はサービス管理責任者等研修において研修の企画に携わっていること又は講義若しくは演習に講師として携わっている

こと。  

 

年度 
 

初任者研修等 
修了年度 

H26 H27 H28 H29 H30 
H31 

R1 
R2 R3 R4 R5 R6 R7 

Ｈ２６ ○            

Ｈ２７  ○           

Ｈ２８   ○          

Ｈ２９    ○         

Ｈ３０     ○        

Ｈ３１（Ｒ１）      ○       

Ｒ２       ○      
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③ その他、相談支援専門員の業務に関し十分な知識と経験を有する者であり、都道府県が適当と認める者であること。  

（２）実施内容  講義３日（Web配信による動画視聴）、演習３日 

（３）実施時期（予定） 令和２年１０月２９から１１月３０日まで 

 

４ 専門コース別研修（スキルアップ研修） 

（１）対象者 

相談支援専門員 

（２）実施内容  指導者育成（ファシリテーション）等のコースを予定 

 

 

■サービス管理責任者研修・児童発達支援管理責任者研修 

 

大阪府では、平成２４年度より民間の研修事業者を指定してサービス管理責任者等研修を実施しています。令和元年度より、サービス管理責任者と児童発達支援管理

責任者に係る研修制度が見直され、これまで分野ごとに実施していた研修を統合した上で、基礎研修、実践研修に分けた段階的な研修となりました。あわせて、現任者

を対象とした更新研修を創設いたしました。実践研修は令和３年度からの開始となります。 

 

※配置に関する実務要件を満たしている場合は、基礎研修修了日後３年間は、実践研修を修了していなくても、サービス管理責任者等とみなす 

（令和元年度から令和３年度までの基礎研修受講者に限る）。 
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１ 基礎研修 

（１）対象者  

＜サービス管理責任者基礎研修＞ 

指定障がい福祉サービス事業所においてサービス管理責任者として従事しようとす

る者であって、次に掲げる区分に応じ、通算して右欄に掲げる年数以上の実務経験

を有する方（特区適用：令和３年３月３１日まで） 

＜児童発達支援管理責任者基礎研修＞ 

指定障がい児入所施設及び指定障がい児通所支援事業所において児童発達支援管理

責任者として従事しようとする者であって、次に掲げる区分に応じ、通算して右欄

に掲げる年数以上の実務経験を有する方 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）実施内容  全３日間（講義１日、演習２日） 

 

（３）実施時期（予定） 

研修機関 大阪府社会福祉事業団 大阪府地域福祉推進財団 大阪府障害者福祉事業団 

募集期間 令和２年６月１５日から令和２年６月２４日 令和２年６月２５日から令和２年７月１５日 令和２年９月１４日から令和２年１０月２日 

研修期間 令和２年８月２５日から令和２年９月１０日 令和２年１０月２０日から令和２年１２月９日 令和２年１２月４日から令和３年３月５日 

会場 大阪市内・堺市内 大阪市内 堺市内 

ホームページ http://www.osj.or.jp/index2.html http://www.fine-osaka.jp/ http://www.sfj-osaka.net/ 

２ 更新研修 

（１）対象者 

   過去５年間に２年以上のサービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、管理者、相談支援専門員の実務経験がある又は現にサービス管理責任者、児童発達支援管

理責任者、管理者、相談支援専門員として従事している方。なお、旧カリキュラム受講者は初回受講時については、上記の要件を求めないこととします。 

（２）実施内容  全１日間（講義、演習）            

（３）実施時期（予定）                            

 

 

 

 

 

 

業務 実務経験年数 

相談支援業務 ３年 

社会福祉主事任用資格等を有しない者による直接支援の業務 ５年 

社会福祉主事任用資格等を有する者による直接支援の業務 ３年 

国家資格等による業務に通算３年以上従事している者による

相談支援の業務及び直接支援の業務 
３年 

業務 実務経験年数 

相談支援業務 ３年 

社会福祉主事任用資格等を有しない者による直接支援の業務 ６年 

社会福祉主事任用資格等を有する者による直接支援の業務 ３年 

国家資格等による業務に通算５年以上従事している者による

相談支援の業務及び直接支援の業務 
１年 

研修機関 大阪府地域福祉推進財団 

募集期間 令和２年８月３日から令和２年８月２６日 

研修期間 令和２年１２月１０日から令和３年３月１１日 

会場 大阪市内 

ホームページ http://www.fine-osaka.jp/ 
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※平成31年3月31日までにサービス管理責任者等としての従事要件を満たしている方は、令和 5年度末までに更新研修を受講しなければ、サービス管理責任者等として

引き続き従事することができません。令和 5年度の更新研修に受講希望者が集中した場合、更新研修を受講できない可能性があります。受講を希望する全ての方が期間

内に受講していただけるよう、各事業所において、計画的に更新研修の申し込みをしていただきますよう、ご協力をお願いいたします。更新研修の受講につきましては、

定員の範囲内で以下に該当する方から優先的に受講決定させていただきます（分野ごとに複数回研修を受講している場合、初回の修了年度を対象とします） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■障がい者ホームヘルパー知識習得（居宅介護職員初任者）研修 

 

１ 対象者 

 ① 介護職員初任者研修及び訪問介護員（２級）養成研修修了者で、障がい者ホームヘルパー（居宅介護 

従業者）として活動を希望する方  

 ② その他、居宅介護に従事することを希望する方  

２ 実施内容  全１０日間（講義７日、演習２日、見学１日） 

 

■医療的ケア児等コーディネータ等養成研修 

 

１ 医療的ケア児等支援者養成研修 

（１）対象者 

   医療的ケアが必要な者に対して現に支援している者又は今後支援を行う予定の方 

（２）実施内容  全１３時間（講義のみ） 

（３）実施時期（予定） 令和２年１０月６日から１０月２０日（ＹｏｕＴｕｂｅ配信） 

 

２ 医療的ケア児等コーディネーター養成研修 

（１）対象者 

   市町村から医療的ケア児等コーディネーターを担う者として推薦を受けた方 

（２）実施内容  講義２日（ＹｏｕＴｕｂｅ配信による映像視聴も可）・演習２日 

（３）実施時期（予定）  講義：令和２年９月１４日、１８日（ＹｏｕＴｕｂｅ配信による映像視聴の場合は１０月６日から１０月２０日） 

演習：１０月２８日、２９日 

 

年度 優先受講対象者 

令和元年度 平成18年度～23年度のサビ管等研修修了者 

令和２年度 平成24年度～27年度のサビ管等研修修了者 

令和３年度 平成28年度～29年度のサビ管等研修修了者 

令和４年度 平成30年度のサビ管等研修修了者 

令和５年度 令和4年度までに更新研修申込をしたが定員超過等で受講できなかった方 
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■強度行動障がい支援者養成研修 

大阪府では、障がい福祉サービス従業者等を対象に、強度行動障がいの状態を示す方に対し、適切な支援を行う職員及び適切な障がい特性の評価及び支援計画の作成

ができる職員の人材養成を進めることを目的として、平成２７年度より、強度行動障がい支援者養成研修基礎研修及び実践研修を実施しています。 

 

１ 基礎研修 

（１）目的 

強度行動障がいの状態を示す者の障がい特性の理解及び支援方法を習得し、行動障がい児者に対する適切な支援を実施できる従事者の養成 

（２）対象者 

原則として、大阪府内の障がい福祉サービス等事業所等において、知的障がい、精神障がいのある児者を支援対象にした業務に従事している者、もしくは今後従事す

る予定のある者。 

（３）実施内容  全２日間（講義１日、演習１日） 

（４）実施時期等（予定）  ＜１日目（講義）＞ ＹｏｕＴｕｂｅ配信による映像視聴 令和２年９月 

＜２日目（演習）＞ 令和２年９月８日、１０日、２８日、３０日、１０月５日、１２日、１５日のうち１日間 

 

２ 実践研修 

（１）目的 

強度行動障がいの状態を示す者に対し、適切な障がい特性の評価及び支援計画の作成ができ、他の従事者に支援方法の伝達ができる従事者の養成 

（２）対象者 

強度行動障がい支援者養成研修基礎研修修了者で、原則として、大阪府内の障がい福祉サービス等事業所等において、知的障がい、精神障がいのある児者を支援対象

にした業務に従事している者、もしくは今後従事する予定のある者。 

（３）実施内容  全２日間（講義１日、演習１日） 

（４）実施時期等（予定）  ＜１日目（講義）＞ ＹｏｕＴｕｂｅ配信による映像視聴 令和２年１１月 

＜２日目（演習）＞ 令和２年１２月３日、４日、７日、９日、１４日、１５日、１６日、１７日のうち１日間 

※ 研修の詳細について（申込方法等の詳細については、下記ホームページ等を通じて告知します。） 

ＨＰアドレス http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai-chiki/kyoukoukenshu.html 

基礎研修http://www.pref.osaka.lg.jp/jiritsusodan/kyoukou-kiso/index.html 

実践研修 http://www.pref.osaka.lg.jp/sunagawa/sunagawa/oshirase.html 

 

４ お問い合わせ先 

＜基礎研修＞大阪府障がい者自立相談支援センター（強度行動障がい基礎研修担当）TEL ０６－６６９２－５２６１ 

＜実践研修＞大阪府立砂川厚生福祉センター 総務企画課 TEL ０７２－４８２－２８８１（代表） 

＜研修全般に関すること＞大阪府福祉部障がい福祉室地域生活支援課 TEL ０６－６９４１－０３５１ 内線６６７１ 

 

５ その他 

 ・大阪府では、「強度行動障がい支援者養成研修（基礎・実践研修）」の実施に伴い、平成２７年度より「行動援護従業者養成研修」は実施しておりませんでしたが、平
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成３０年度より「行動援護従業者養成研修」の研修事業者の指定を行っております。「行動援護従業者養成研修」の実施スケジュールについては、研修事業者にお問い

合わせください。 

  ＨＰアドレス http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai-chiki/kodoengo.html 

 ・施設入所支援、共同生活援助及び福祉型障がい児入所施設の重度障がい者支援加算等の経過措置については、平成 31年３月 31日をもって終了しておりますので、ご注

意ください。 

 

★サービス等利用計画・障がい児支援利用計画の作成（指定特定相談支援、指定障がい児相談支援）について 

 

１．サービス等利用計画・障がい児支援利用計画の作成について 

➢ 障がい者（児）の自立した生活を支え、障がい者（児）の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するため、

平成２７年度からは、支給決定の申請（変更・更新を含む）をした方すべてに、市町村はサービス等利用計画・障がい児支援利用計画（以下、「計画」という。）の

提出を求めることとされています。 

※市町村の相談支援体制の整備にあたっての喫緊の課題ですので、ご協力お願いします。 

 

２．サービス内容 

○ 支給決定時（サービス利用支援・障がい児支援利用援助） 

・ 支給決定又は支給決定の変更前に、計画案を作成。 

・ 支給決定又は変更後、サービス事業者等との連絡調整、計画の作成。 

○ 支給決定後（継続サービス利用支援・継続障がい児支援利用援助） 

・ 厚生労働省令で定める期間ごとに、サービス等の利用状況の検証を行い計画の見直しを行う（モニタリング）。 

・ サービス事業者等との連絡調整、支給決定又は支給決定の変更に係る申請の勧奨。 

（障害者総合支援法の計画相談支援の対象者） 

・ 障がい福祉サービス又は地域相談支援を利用するすべての障がい者 

・ 障がい福祉サービスを利用するすべての障がい児 

※ 介護保険サービスと障がい福祉サービスの両方を利用する場合については、市町村が介護保険制度の居宅介護支援計画で足りると判断する場合は、サービス等利用計画

の作成を求めないことも可。 

（児童福祉法の障がい児相談支援の対象者）障がい児通所支援を利用するすべての障がい児 

 

３．事業の実施者（市町村が指定する特定相談支援事業者・障がい児相談支援事業者（計画作成担当）） 

（指定手続） 

➢ 「総合的に相談支援を行う者として厚生労働省令で定める基準に該当する者」が、事業所の所在地を管轄する市町村長に申請し、当該市町村長が指定。 

➢ 「総合的に相談支援を行う者」の基準については、以下を満たす事業者とする。 

① 三障がい対応可（他の事業所との連携により、可能な場合を含む。） 

② 医療機関や行政機関等の関係機関との連携体制を確保していること 

③ 計画的に研修や事例検討を行う体制を整えていること 
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（人員基準） 

➢ 管理者及び相談支援専門員 

※ 事業所ごとに、専従の者を配置しなければならない（地域相談支援との兼務は可）。ただし、業務に支障のない場合は、当該事業所の他の職務等に従事し、又は他の事業所、

施設等の職務に従事することができる。 

 

 

 

＜計画相談支援費＞ 注 注 注 注 

基本部分 

居宅介護

支援費重

複減算Ⅰ 

居宅介護 

支援費重 

複減算Ⅰ 

介護予防

支援費重

複減算 

特別地

域加算 

イ サービス利用支援費       

+15/100 

(1)サービス利用支援費（Ⅰ）（１月につき1,462単位） -553単位 -856単位  

(2)サービス利用支援費（Ⅱ）（１月につき731単位）  -125単位  

ロ 継続サービス利用支援費     

 (1)継続サービス利用支援費（Ⅰ）（１月につき1,211単位） -604単位 -907単位 -9単位 

 (2)継続サービス利用支援費（Ⅱ）（１月につき605単位）  -301単位  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者負担上限額管理加算 （１回につき＋150単位） 

初回加算 （１月につき＋300単位） 

特定事業所

加算 

 イ 特定事業所加算（Ⅰ） （１月につき＋500単位） 

 ロ 特定事業所加算（Ⅱ） （１月につき＋400単位） 

 ハ 特定事業所加算（Ⅲ） （１月につき＋300単位） 

 ニ 特定事業所加算（Ⅳ） （１月につき＋150単位） 

入院時情報

連携加算 

 イ 入院時情報連携加算（Ⅰ） （１月につき＋200単位） 

 ロ 入院時情報連携加算（Ⅱ） （１月につき＋100単位） 

退院・退所加算（３回を限度） （１回につき＋200単位） 

医療・保育・教育機関等連携加算 （１月につき＋100単位） 

サービス担当者会議実施加算 （１月につき＋100単位） 

サービス提供時モニタリング加算 （１月につき＋100単位） 

行動障がい支援体制加算 （１月につき＋35単位） 

要医療児者支援体制加算 （１月につき＋35単位） 

精神障がい者支援体制加算 （１月につき＋35単位） 

地域生活支援拠点等相談強化加算（月４回を限度） （１回につき＋700単位） 

地域体制強化共同支援加算（月１回を限度） （１回につき＋2,000単位） 

＜障がい児相談支援費＞ 注 

基本部分 特別地域加算 

イ 障がい児支援利用援助費 

+15/100 

(1)障がい児支援利用援助費（Ⅰ） （１月につき1,625単位） 

 (2)障がい児支援利用援助費（Ⅱ） （１月につき814単位） 

ロ 継続障がい児支援利用援助費 

 (1)継続障がい児支援利用援助費（Ⅰ） （１月につき1,322単位） 

 (2)継続障がい児支援利用援助費（Ⅱ） （１月につき661単位） 
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相談支援専門員
配置要件更新

引き続き相談支援専門
員として配置可

相談支援専門員としての配置要件

相談支援専門員の研修制度の見直しについて

1

実務経験要件
研修修了要件

初任者研修(31.5h)

５年毎に現任研修を修了

相談支援従事者現任研修(18h)

研修修了要件

初任者研修
【カリキュラム改定

(42.5h)】

専門コース別研修 （任意研修）

専門コース別研修（任意研修）
※今後カリキュラム改定や一部必須化及び主任研修受講の要件化について検討

改定前(～R元年度)

相談支援専門員
として配置可

実務経験要件

改定後(R2年度～)

主任相談支援専門員研修(30h)
【研修創設】

主任相談支援専門員
として配置可

５年毎に現任研修を修了
【現任研修受講に係る

実務経験要件を新設※１】

相談支援従事者現任研修
【カリキュラム改定(24h)】

○ 意思決定支援への配慮、高齢障がい者への対応やサービス等利用計画の質の向上、障がい福祉サービス支給決定の適正化等を図り、質の

高いケアマネジメントを含む地域を基盤としたソーシャルワークを実践できる相談支援専門員を養成するため、カリキュラムの内容を現行

より充実させる改定を行う。

○ 実践力の高い相談支援専門員養成のために、実践の積み重ねを行いながらスキルアップできるよう、現任研修の受講にあたり、相談支援

に関する一定の実務経験の要件(※１)を追加。（※経過措置： 旧カリキュラム修了者の初回の受講時は従前の例による。）

○ さらに、地域づくり、人材育成、困難事例への対応など地域の中核的な役割を担う専門職を育成するとともに、相談支援専門員のキャリ

アパスを明確にし、目指すべき将来像及びやりがいをもって長期に働ける環境を整えるため、主任相談支援専門員研修を創設。

相談支援専門員
として配置可

相談支援専門員
としての

配置要件更新

※１現任研修受講に係る実務経験要件

①過去５年間に２年以上の相談支援の実務経験がある。
②現に相談支援業務に従事している。

ただし、初任者研修修了後、初回の現任研修の受講にあたっては、必ず①の要件を
満たす必要がある。

３年以上の実務経験

※主任研修を修了した場合、
現任研修を修了したものとみなす。
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初任者研修、現任研修のカリキュラムについて
初任者研修

日程 内容

1日目（講義） 研修受講ガイダンス、相談支援の目的、相談支援の基本的視点Ⅰ、Ⅱ、相談援助技術

2日目（講義）
障害者総合支援の概要、児童福祉法と障がい児発達支援、障がい者支援における権利擁護と虐待防止、相談支援におけ

る地域への視点、相談支援におけるケアマネジメントの手法とプロセス、ミスポジション論の理解と5ピクチャーズ

3日目（演習1日目） 関係性構築とインテークアセスメント、ニーズ整理（演習事例）

4日目（演習2日目） サービス等利用計画案作成演習、サービス担当者会議（演習事例）、インターバル①の説明

インターバル①

（約1か月間）

●課題１：実践例を１例選定し、アセスメントまで実施する

●課題２：自らの業務地域の状況を知るための地域の調査を行う

5日目（演習3日目） インターバル①の振り返りと5ピクチャーズの仕上げ、インターバル②の説明

インターバル②

（約1か月間）

●インターバル①で選定した実践例の再アセスメントを実施し、サービス等利用計画案を作成する

（※可能であれば、作成した５ピクチャーズやサービス等利用計画案を基幹相談支援センター、委託相談支援事業所、

所属事業所の先輩等に見てもらい、アドバイスをもらうことが望ましい）

6日目（演習4日目） インターバル②の振り返り、セルフチェック、モニタリングの実践（演習事例）

7日目（演習5日目） 講義（自立支援協議会について）、演習全体の振り返り・まとめ

日程 内容

1日目（講義） 障がい福祉の動向、地域を基盤としたソーシャルワーク、スーパービジョンの理解とグループスーパービジョンの進め方

2日目（演習1日目）
個別相談支援（講義・演習）、事例報告と検討課題の意見交換、インターバル①に向けた課題整理とセルフチェック、イ

ンターバル①の説明

インターバル①

（約1か月間）
●実践例の課題について基幹相談支援センター等から意見・助言等を受け、支援を実施する

3日目（演習2日目） インターバル①期間中の協議内容報告と意見交換、チームアプローチについて（講義・演習）インターバル②の説明

インターバル②

（約1か月間）

●地域自立支援協議会の体制や運営状況等を理解するため、協議会や部会等に参加する

●自らの業務地域の相談支援体制を理解するための調査を行う

4日目（演習3日目）

インターバル②期間中の協議内容報告と意見交換、個別の支援から地域支援の展開・コミュニティワーク（講義・演習）、

地域課題の分析、地域支援の展開（講義・演習）グループスーパービジョン等の継続研修の必要性と演習全体の振り返

り・まとめ

現任研修
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障がい者虐待防止について 
 

（１）障害者虐待防止法について 概要 

１．名 称 ：「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」 

平成 23年 6月 17日成立、平成 24年 10月 1日施行 

２．定  義： 【障がい者とは】 

障害者基本法第 2条第 1号に規定する「身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の

機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を

受ける状態にあるもの」としており、障がい者手帳を取得していない場合も含まれる。また、ここでいう障がい者

には、18歳未満のものも含まれる。 

       【通報義務の対象となる障がい者虐待】 

       ①養護者による障がい者虐待 

        養護者とは、障がい者を現に養護する者であって、障がい者福祉施設従事者等及び使用者以外のもの。障が

い者の家族、親族、同居人等が該当。※18歳未満の障がい児に対する虐待は、児童虐待防止法が適用。 

       ②障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待 

         障がい者福祉施設従事者等とは、障害者総合支援法等に規定する障がい者福祉施設又は障がい福祉サー

ビス事業、児童福祉法に規定する障がい児通所支援事業等に係る業務に従事する者 

 障がい者福祉施設 障がい福祉サービス事業等 

障害者総合支援

法等による規定 

 

・障がい者支援施設 

 

・のぞみの園 

 

・障がい福祉サービス事業（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援

護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障がい者等包括支援、自立訓

練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共

同生活援助） 

・一般相談支援事業及び特定相談支援事業 ・障がい児相談支援事業 

・移動支援事業 ・地域活動支援センターを経営する事業 

・福祉ホームを経営する事業  

・障がい児通所支援事業(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等

デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援) 

         ※高齢者関係施設の入所者に対する虐待⇒高齢者虐待防止法が適用（65歳未満の障がい者に対するものも含む） 

※児童福祉施設の入所者に対する虐待⇒児童福祉法が適用（18歳以上の障がい者に対する虐待を含む） 

        ③使用者による障がい者虐待 

         使用者とは、障がい者を雇用する事業主又は事業の経営担当者その他の事業の労働者に関する事項につ

いて事業主のために行為をする者 

         ※使用者による障がい者虐待は、年齢に関わらず(18歳未満や 65歳以上であっても）障害者虐待防止法が適用。 

       【虐待の類型】 

        身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放棄・放置、経済的虐待の 5類型 

３．虐待防止施策等： 

    【障がい者に対する虐待の禁止】 (第 3条関係) 

        ・何人も、障がい者に対し、虐待をしてはならない。  

    【国及び地方公共団体の責務等】 （第 4条関係） 

        ・虐待の予防及び早期発見等を行うための関係機関等との連携の強化、体制整備に努める。 

・専門的人材等の確保及び資質向上を図るための研修等の必要な措置を講じるよう努める。 

・通報義務、人権侵犯事件に係る救済制度等について啓発活動を行う。 

    【国民の責務 】(第 5条関係) 

        ・虐待防止等の重要性に対する理解を深めるとともに、地方公共団体が講ずる虐待防止等のための施策に協

力するよう努める 

    【障がい者虐待の早期発見等】 （第 6条関係） 

        ・ 障がい者の福祉に職務上関係のある者等が、障がい者虐待の早期発見に努めなければならない等規定 

 【障がい者虐待対応窓口の設置】(第 32条、36条) 

        ・市町村、都道府県には、それぞれ障がい者虐待対応窓口として、市町村障がい者虐待防止センター、 都道

府県権利擁護センターを設置 
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【虐待に係る通報等】 （第１６条関係） 

・ 障がい者福祉施設、障がい福祉サービス事業等の従事者による虐待について 

         ア 虐待を受けたと思われる障がい者を発見した者は、市町村に通報しなければならない。 

         イ 虐待を受けた本人が市町村に虐待を受けた旨を届け出ることも可能。 

・ 障がい者福祉施設従事者等は、通報（虚偽であるもの及び過失によるものを除く）をしたことを理由として 

解雇その他不利益な取扱いを受けない。  

障がい者虐待防止等のスキーム 

養護者による障がい者虐待 

[市町村の責務]相談等、居室確保、連携確保 

 

     通報・届出・相談 

障がい者福祉施設従事者による障がい者虐待 

[設置者等の責務]虐待防止等のための措置の実施 

 

    通報・届出・相談       

                  

使用者による障がい者虐待 

[事業主の責務]虐待防止等のための措置の実施 

 

通報・届出・相談    通知        

 

 

（２）障がい者福祉施設従事者等による虐待の防止について 

 

 

 

 

 

 管理者の責務  ～   虐待防止の責任者 

 施設の理念・方針を明確化 ～ 倫理綱領、行動規範、虐待防止マニュアル等を定め職員へ周知、徹底 

 虐待防止、虐待対応の組織作り ～ 組織的対応、虐待防止委員会の設置等    

 人権意識を高める取り組み ～ 研修、虐待事例のポスター等の掲示、職員の自己チェック 

 支援技術の向上 ～ 障がい特性に応じた専門的な技術の向上、積み重ね、スーパーバイズ 

 個別支援の推進 ～  個別支援計画の基づいた適切な支援、個々のニーズに応じた個別的な支援 

 開かれた施設運営 ～ 地域住民に開かれた施設、ボランティア、実習生等の受け入れ 

 職員のメンタルヘルスの体制整備(風通しの良い職場環境）   

～職員が支援にあたっての悩みを相談できる体制を整備 

 実効性のある苦情処理体制の構築  ～  意見箱、苦情受付制度の活用 

 

（３）障がい者虐待の判断に当たってのポイント 

 虐待をしているという「自覚」は問わない 

 障がい者本人の「自覚」は問わない 

 親や家族の意向と障がい者本人のニーズとは異なる場合がある 

 虐待の判断は組織として行う⇒組織で対応 

 

【虐待の防止等のための措置】 （第１５条関係）    

  ・ 障がい者福祉施設の設置者等は、従業者等による虐待の防止等のための措置を講ずる義務。 

    ⇒ 研修の実施、サービス提供を受ける障がい者及びその家族からの苦情の処理体制の整備等 

 

 

虐
待
発
見 

 
①事実確認（立入調査等）②措置（一時保護、後見審判請求） 

市町村 

市
町
村 

①監督権限等の適切な行使 

（大阪府・政令市・中核市・権限移譲市） 

②措置等の公表 

市
町
村 

 
大
阪
府 

 
①監督権限等の適切な行使 

②措置等の公表 

大阪労働局 

 
大
阪
府 

虐
待
発
見 

報告 

協力・連携 

虐
待
発
見 

協力・連携 

報告 
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○障がい者虐待の具体例   参考：平成３０年６月厚生労働省作成「市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き」 

 

  

虐待の 
区分 定義・例 

 

身体的 

虐待 

暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為。身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制す

ること。 

【具体的な例】 ・平手打ちする ・殴る ・蹴る ・壁に叩きつける ・つねる ・無理やり食べ物や飲み物を口に入れる ・や

けど ・打撲させる ・身体拘束（柱や椅子やベッドに縛り付ける、医療的必要性に基づかない投薬によって動きを抑制す

る、ミトンやつなぎ服を着せる、部屋に閉じ込める、施設側の管理の都合で睡眠薬を服用させる等） 

性的 

虐待 

性的な行為やその強要すること（表面上は同意しているように見えても、本心からの同意かどうかを見極める必要がある） 

【具体的な例】 ・性交 ・性器への接触 ・性的行為を強要する ・裸にする ・キスする ・本人の前でわいせつな言葉を発

する、又は会話する ・わいせつな映像を見せる ・更衣やトイレ等の場面をのぞいたり映像や画像を撮影する 

心理的 

虐待 

脅し、侮辱等の言葉や態度、無視、嫌がらせ等によって精神的に苦痛を与えること。 

【具体的な例】 ・「バカ」「あほ」等障がい者を侮辱する言葉を浴びせる ・怒鳴る ・ののしる ・悪口を言う ・仲間に入れな

い ・子ども扱いする ・人格をおとしめるような扱いをする ・話しかけているのに意図的に無視する 

 

 

放棄・

放置 

食事や排泄、入浴、洗濯等身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせない、等によって障

がい者の生活環境や身体・精神的状態を悪化、又は不当に保持しないこと。 

【具体的な例】 ・食事や水分を十分に与えない ・食事の著しい偏りによって栄養状態が悪化している ・あまり入浴させな

い ・汚れた服を着させ続ける ・排泄の介助をしない ・髪や爪が伸び放題 ・室内の掃除をしない ・ごみを放置したまま

にしてある等劣悪な住環境の中で生活させる ・病気やけがをしても受診させない ・学校に行かせない ・必要な福祉サ

ービスを受けさせない ・制限する ・同居人による身体的虐待や心理的虐待を放置する 

 

経済的

虐待 

本人の同意なしに（あるいはだます等して）財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用し、本人が希望する金銭の使用を理

由なく制限すること。 

【具体的な例】 ・年金や賃金を渡さない ・本人の同意なしに財産や預貯金を処分・運用する  

・日常生活に必要な金銭を渡さない・使わせない ・本人の同意なしに年金等を管理して渡さない 
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♦身体拘束について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体拘束の禁止 

○障がい福祉サービス等の提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命または身体を保護するため緊急や

むを得ない場合を除き、身体拘束、その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束等」という）を行っ

てはならない。 

○やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを

得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。 

○身体拘束にかかる記録が未作成の場合については減算となります。【身体拘束廃止未実施減算】 

 

やむを得ず身体拘束を行う時の留意点 

3要件＋４（プラスフォー） 

3要件 

①切迫性    ⇒  利用者本人または他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと 

②非代替性  ⇒  身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと 

③一時性    ⇒  身体拘束その他の行動制限が一時的であること 

手続きの 4原則 

①組織として検討・決定  ⇒ 個別支援会議などにおいて組織として検討し、決定する必要がある。 

②個別支援計画に記載  ⇒ 身体拘束の様態及び時間、緊急やむを得ない理由、拘束解消の方針を記載する。 

③本人・家族への説明   ⇒ 利用者本人や家族に十分に説明をし、了解を得ることが必要である。 

④記録の作成        ⇒ 実際に行った場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録する。 

＋ 

障がい福祉サービス等の運営基準 

 

緊急やむを得ない場合とは、支援の工夫のみでは十分に対応できないような、一時的な事態に限定される 

 利用者の障がい特性から身体拘束は絶対必要という思い込み 

 身体拘束がなければ利用者の突発的な行為に対応できない、利用者の安全は確保できない、という思い込み 

 問題の解決策は身体拘束しかないという考え 

 この身体拘束は本当に必要なのか？という視点 

 身体拘束の手続きを踏んでいるから実施してもいい、という思い込み 

 

問題行動に対処するために、身体的虐待に該当するような行動制限を繰り返していると、本人の自尊心は傷つ

き、押さえつける職員や押さえつけられた場面に恐怖や不安を強く感じるようになる。⇒さらに問題行動につな

がり、さらに強い行動制限で対処しなくてはならなくなる⇒悪循環 

 

 
常に、本当に身体拘束が必要か、考え続けなければ「安易な身体拘束」、「身体拘束の常態化」につながる。 

人権侵害に該当する可能性があるため、慎重な判断が求められる。 

○問題行動に対処するために安易な身体拘束に陥っていないだろうか 
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＜参考資料＞ 事業所内での研修等にご活用ください。 

 

 

 

 

事例集の概要 

○大阪府の虐待防止に向けた取り組みとして、平成 23年度～25年度の 3ヵ年事業として 

「障がい児者施設等サービス改善支援事業」を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員が職場で孤立したり、ストレスを抱えることを防ぐことも虐待の防止につながります。 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

目次 Ⅰ 障害者虐待の防止 

   Ⅱ 障害者虐待防止法の概要 

   Ⅲ 障害者福祉施設等の虐待防止と対応 

   Ⅳ 虐待が疑われる事案があった場合の対応 

   Ⅴ 市町村・都道府県による障害者福祉施設等への指導等 

   Ⅵ 虐待を受けた障害者の保護に対する協力について 

   Ⅶ 身体拘束の廃止と支援の質の向上に向けて 

  〇参考資料 

   施設・地域における障害者虐待防止チェックリスト・職場内研修用冊子 等 

 

「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き（従事者向けマニュアル）」 

厚生労働省（平成３０年６月改訂）    

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/tsuuchi.html 

「一人ひとりを大切にした支援を目指して」 

 ～大阪府障がい児者施設等サービス改善支援事業 事例集～   （大阪府 HPに掲載） 

http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai-chiki/gyakutaibousi-jirei.html 

令和２年度大阪府障がい者虐待防止・権利擁護研修 

＜障がい福祉サービス事業所向け＞のご案内 

●大阪府では、府内の障がい福祉サービス事業所の管理者及び責任者の方を対象とした、 

障がい者虐待防止・権利擁護研修を実施しています。 

●日程詳細や受講申込みの受付開始日については、大阪府ホームページ及び 

府内各市町村ホームページに掲載します。（随時更新） 

（大阪府）http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai-chiki/kenriyougokenshu.html 

大阪府 障がい者虐待防止 研修 ※郵送での募集案内の送付は、令和元年度を 

もって原則廃止いたしました。 

こころの耳   働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト 

https://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou/  
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～虐待をしている側、障がい者本人の自覚は問いません～        
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

        

 
             

              

① 養護者による虐待の対応窓口（平日９時～17時30分） 
 

  各区役所保健福祉課 各区障がい者基幹相談支援センター 

 
区名 電話 ファックス 電話 ファックス 

  各区役所保健福祉課 各区障がい者基幹相談支援センター 
 
淀川 06-6308-9857 06-6885-0537 06-6101-5031 06-6101-5032 

区名 電話 ファックス 電話 ファックス 
 
東淀川 06-4809-9845 06-6327-2840 06-6325-9992 06-4307-3673 

北 06-6313-9857 06-6313-9905 06-6374-7888 06-6374-7889 
 
東成 06-6977-9857 06-6972-2781 06-6981-0770 06-6981-0703 

都島 06-6882-9857 06-6352-4584 06-6355-3701 06-6355-3702 
 
生野 06-6715-9857 06-6715-9967 06-6758-2050 06-6756-0801 

福島 06-6464-9857 06-6462-4854 06-6456-4107 06-6456-0561 
 
旭 06-6957-9857 06-6954-9183 06-4254-2339 06-6180-6901 

此花 06-6466-9857 06-6462-2942 06-6461-5055 06-6461-5056 
 
城東 06-6930-9857 06-6932-1295 06-6934-5858 06-6934-5850 

中央 06-6267-9857 06-6264-8285  06-6940-4185 06-6943-4666 
 
鶴見 06-6915-9857 06-6913-6237 06-6961-4631 06-6961-5525 

西 06-6532-9857 06-6538-7319 06-6585-2550 06-6585-2550 
 
阿倍野 06-6622-9857 06-6629-1349 06-6621-3830 06-6621-3830 

港 06-6576-9857 06-6572-9514 06-6585-2211 06-6585-2212 
 
住之江 06-6682-9857 06-6686-2039 06-6657-7556 06-4702-4738 

大正 06-4394-9857 06-6553-1986 06-6599-9161 06-6555-3520 
 
住吉 06-6694-9859 06-6694-9692 06-6609-3133 06-6609-3210 

天王寺 06-6774-9857 06-6772-4906 06-4302-5203 06-4302-5243 
 
東住吉 06-4399-9857 06-6629-4580 06-6760-2671 06-6760-2672 

浪速 06-6647-9859 06-6644-1937 06-6649-0421 06-6649-0421 
 
平野 06-4302-9857 06-4302-9943 06-6797-6691 06-6797-6691 

西淀川 06-6478-9918 06-6478-9989 06-4808-3080 06-4808-3082 
 
西成 06-6659-9857 06-6659-9468 06-6562-5800 06-6562-6677 

 

②障がい者福祉施設従事者等による虐待の対応窓口（平日 9時～17時30分） 
大阪市福祉局障がい者施策部障がい福祉課   電話：06-6208-8075 ファックス：06-6202-6962 

③使用者による虐待の対応窓口（平日 9時～17時30分） 
大阪市福祉局生活福祉部地域福祉課相談支援グループ 電話：06-6208-8086 ファックス：06-6202-0990 

④その他：「休日夜間福祉電話相談」では、障がい者の様々な電話相談に応じています。電話：06-4392-8181 
 

   

 

    

  
 

 

 

 

身体的虐待 身体に外傷が生じるおそれのある暴力、正当な理由のない拘束 

性的虐待 わいせつな行為をすること、させること 

心理的虐待 著しい暴言や拒絶的な対応、不当な差別的言動など著しい心理的外傷を与える言動 

介護・世話の 

放棄・放任 
衰弱させるような減食、長時間の放置など養護を著しく怠ること 

経済的虐待 不当な財産の処分、不当に障がい者から財産上の利益を得ること 

○相談窓口（養護者・障がい者福祉施設従事者等・使用者による虐待） 

①平日9時～17時30分    専用電話 ：072-280-6262 

ファックス：072-280-6262（内容確認は開庁日） 

②上記時間外              電話（市役所当直窓口）：072-233-2800 

 

 
虐待は障がい者の尊厳を傷つける許されない行為です。また障がい者の自立や社会参加をすすめるためにも虐待

を防止することが非常に重要です。 

この法律に基づき、大阪府と各市町村に窓口を設け、養護者（※）からの虐待や福祉施設等、雇用先での虐待へ

の相談・対応などを行います。（※）障がい者の介護、世話をする家族、親族、同居人など 

「障害者虐待防止法」をご存知ですか？ 
    ～平成24年10月施行～ 

◇虐待を見かけたら通報をお願いします◇  

堺市 

市町村等の職員には守秘義務が課されていますので、 

通報や届出をした方を特定する情報は守られます。 

＜こんな行為が虐待です＞

＜令和２年４月８日更新＞ 

大阪市 ○相談窓口 
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○相談窓口（養護者・障がい者福祉施設従事者等・使用者による虐待） 

市町村 名  称 電  話 ファックス 休日・夜間の連絡先 

池田市 池田市障害者虐待防止センター （池田市基幹相談支援センター） 072-754-6003 072-754-6004 072-752-1111（取次対応） 

豊能町 豊能町障害者虐待防止センター（豊能町保健福祉部福祉課福祉相談支援室） 072-738-0911 072-738-0911 
TEL・FAX 

072-739-3200 

能勢町 虐待防止センター （能勢町健康福祉部福祉課） 072-734-1080 072-731-2151 072-734-1080 

箕面市 箕面市障害者虐待防止センター （箕面市健康福祉部地域包括ケア室） 072-727-9501 072-727-3539 072-727-9500（取次対応） 

豊中市 豊中市障害者虐待防止センター 06-6863-7060 06-6866-0811 06-6863-7060 

吹田市 吹田市障がい者虐待防止センター（吹田市障がい福祉室） 06-6384-1346 06-6385-1031 
06-6384-1231 
（市役所代表） 

茨木市 茨木市障害者虐待防止センター （茨木市相談支援課） 072-622-5585 072-620-1720 072-622-5585 

摂津市 摂津市障害者虐待防止センター （摂津市障害福祉課）  06-6383-1374 06-6383-9031 06-6383-1111 

島本町 島本町健康福祉部福祉推進課 075-962-7460 075-962-5652 075-961-5151 

高槻市 高槻市障がい者虐待防止センター (高槻市福祉相談支援課) 072-674-7171 072-674-5135 072-674-7000（取次対応） 

枚方市 枚方市障害者虐待防止センター （枚方市地域健康福祉室障害福祉担当) 072-841-5301 072-841-5123 072-841-5301 

寝屋川市 
寝屋川市障害者虐待防止センター 
（寝屋川市福祉部障害福祉課） 

072-838-0382 
(内線 623652) 

072-812-2118 072-824-1181（取次対応） 

守口市 守口市障がい者虐待防止センター （守口市健康福祉部障がい福祉課） 06-6992-1635 06-6991-2494 
06-6992-1221 
（市役所代表） 

門真市 
門真市障がい者虐待防止センター 
（門真市障がい者基幹相談支援センターえーる） 

06-6901-0202 06-4967-5554 
TEL 06-6902-1231 

FAX 06-6905-9510 
（休日・夜間は市役所代表） 

大東市 大東市障害者虐待防止センター （大東市基幹相談支援センタ－） 072-806-1332 072-806-1333 072-806-1332（取次対応） 

四條畷市 四條畷市障がい者虐待防止センター （四條畷市健康福祉部障がい福祉課） 072-877-2121 072-879-2596 072-877-2121 

交野市 交野市障がい者虐待防止センター （交野市福祉部障がい福祉課内） 072-893-6400 072-895-6065 
072—892-0121 
（市役所代表） 

八尾市 八尾市障がい者虐待防止センター 072-925-1197 072-925-1224 
TEL 072-925-1197 
FAX 072-925-1224 

柏原市 柏原市権利擁護サポートセンター 072-971-2039 072-971-6801 072-971-2039 

東大阪市 東大阪市障害者虐待防止センター 072-976-4300 072-976-4300 072-976-4300 

松原市 松原市福祉部障害福祉課 072-334-1550 072-337-3007 072-334-1550（取次対応） 

羽曳野市 羽曳野市保健福祉部障害福祉課 072-958-1111 072-957-1238 072-958-1111（取次対応） 

藤井寺市 藤井寺市健康福祉部福祉総務課 072-939-1106 072-939-0399 072-939-1111（取次対応） 

富田林市 
富田林市障がい者虐待防止センター  
（富田林市子育て福祉部障がい福祉課） 

0721-25-1000 
（内線 434・435） 

0721-25-3123 0721-25-1000 

河内長野市 河内長野市障がい者虐待防止センター 
（河内長野市福祉部障がい福祉課） 

0721-53-1111 
（内線 131） 

0721-52-4920 0721-53-1111 

大阪狭山市 大阪狭山市健康福祉部福祉グループ 072-366-0011 072-366-9696 072-366-0011 

河南町 河南町障がい者虐待防止センター （科長の郷 生活支援相談室しなが） 0721-98-5016 0721-98-5678 0721-98-5016 

太子町 太子町障がい者虐待防止センター （科長の郷 生活支援相談室しなが） 0721-98-5016 0721-98-5678 0721-98-5016 

千早赤阪村 千早赤阪村障がい者虐待防止センター （科長の郷 生活支援相談室しなが） 0721-98-5016 0721-98-5678 0721-98-5016 

泉大津市 泉大津市健康福祉部障がい福祉課 0725-33-1131 0725-33-7780 0725-33-1131 

和泉市 和泉市障がい者虐待防止センター （和泉市障がい者基幹相談支援センター） 0725-99-8030 0725-41-3191 0725-99-8030 

高石市 高石市保健福祉部高齢・障がい福祉課 072-275-6294 072-265-3100 072-265-1001 

忠岡町 忠岡町健康福祉部地域福祉課 0725-22-1122 0725-22-1129 0725-22-1122 

岸和田市 岸和田市障害者虐待防止センター (岸和田市福祉部障害者支援課) 072‐447‐7081 072-431-0580 

TEL 072-423-2121 

FAX 072-423-2727 
(取次対応) 

貝塚市 貝塚市障害者虐待防止センター （貝塚市福祉部障害福祉課） 072-433-7012 072-433-1082 
TEL 0120-722-018 
FAX 0120-722-565 

泉佐野市 
泉佐野市・田尻町障害者虐待防止センター 

(基幹包括支援センター いずみさの) 
0120-357-345 0120-571-015 

TEL 0120-357-345 
FAX 0120-571-015 

泉南市 泉南市福祉保険部障害福祉課 072-483-8252 072-480-2134 072-483-8252（取次対応） 

阪南市 阪南市障がい者虐待防止センター （阪南市福祉部市民福祉課） 072-471-5678 072-471-1038 072-471-5678 

熊取町 熊取町健康福祉部障がい福祉課 072-452-6289 072-453-7196 072-452-1001（取次対応） 

田尻町 
泉佐野市・田尻町障害者虐待防止センター 

(基幹包括支援センター いずみさの) 
0120-357-345 0120-571-015 

 TEL 0120-357-345 
 FAX 0120-571-015 

岬町 岬町しあわせ創造部福祉課 072-492-2700 072-492-5814 072-492-2001 
 

○相談窓口（使用者による虐待） 
大阪府障がい者権利擁護センター 電話番号  ：０６－６９４４－６６１５  （開庁日：平日9時から18時）   

ファックス：０６－６９４４－６６１５  （内容確認は開庁日） 
 

【作成】大阪府障がい福祉室 障がい福祉企画課 権利擁護グループ（令和２年４月８日更新 最新の情報は下記HPをご覧ください。） 

【H P】「障害者虐待防止法の施行について」（大阪府のホームページで「障害者虐待防止法」と検索してください。） 

http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai-chiki/gyakutaibousihou1.html 

大阪府 

府内市町村（大阪市・堺市除く） 
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～障がい児入所施設における虐待の対応について～ 

 障がい児入所施設の入所児童に対し、施設職員等から虐待が行われた場合の対応は、

児童福祉法に規定されている、被措置児童等虐待防止のための枠組みが適用されます。 

（障害者虐待防止法の適用範囲外） 

 

 

  

虐待を受けたと思われる被措置児童等を発見した人には、通告義務が課せられており、 

 発見した人は通告受理機関へ通告しなければならないことになっています。 

通告受理機関 

（法第 33条の 10） 

都道府県（及び大阪市、堺市）の設置する福祉事務所、児童相談所、措
置を講ずる権限を有する都道府県の行政機関、都道府県児童福祉審議会
若しくは市町村又は児童委員を介して、都道府県の設置する福祉事務
所、児童相談所、都道府県の行政機関、都道府県児童福祉審議会若しく
は市町村 

被措置児童とは…里親等に委託されている児童、児童養護施設や障がい児施設等に入所して

いる児童（契約入所の児童を含む）、一時保護もしくは一時保護委託をされている児童 
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子家発０４２７第１号 

障障発０４２７第１号 

平成３０年４月２７日 

 

    

    都 道 府 県 

各  指 定 都 市    民生主管部（局）長 殿 

   児 童 相 談 所 設 置 市 

    

 

厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 家 庭 福 祉 課 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長 

（ 公 印 省 略 ） 

（ 公 

 

児童養護施設等に入所する子ども間の性的暴力等の事案への対応について 

 

 

児童養護施設等（児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子

生活支援施設及び一時保護所並びに障害児入所施設をいう。以下同じ。）は、子どもたちが

信頼できる大人や仲間の中で安心して生活を送ることができる場でなければならない。こ

のため、入所する子ども間の性的暴力等の事案を未然に防止することがまずは重要である。

その上で、万が一そうした事案が発生した場合には適切な対応をとることが必要であるた

め、今般、各施設における相談支援等の対応について下記のとおりお示しするので、管内

の児童養護施設等その他関係機関に対し周知・徹底を図られたい。 

あわせて、本通知に示す対応等については里親、ファミリーホーム、自立援助ホーム等

においても適切に取り組んでいただくこととし、子どもの権利擁護が図られるようお願い

する。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項の規定

に基づく技術的な助言である。 

 

記 

 

１．発生防止のための取組 

  児童養護施設等には、保護者から虐待等を受けたことを背景に、他者との適切な関係

を構築しにくい子どもが一定数入所している。このため、子ども間の性的暴力等の事案
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が生じないようにするには、常日頃から、施設職員が子どもの様子を見守り、子ども同

士の関係にも十分配慮しつつ、子どもの変化への気づきの感度を高めて、適切に働きか

けることが必要である。 

  また、施設全体で取り組むことが重要であり、子どもと接する際には、施設長を含め

施設職員と子どもとの１対１の会話の機会を積極的に作る等により、子どもの気持ちを

受け止め、真摯に向き合って対応するとともに、日頃から他人に対する配慮の気持ちや

接し方を施設職員が模範となって示し、他者の権利を守ることの大切さを子どもが理解

するよう促していくことが求められる。 

 

２．児童養護施設等における子ども間の性的暴力等の事案への対応 

児童養護施設等に入所する子どもの権利擁護については、児童福祉法による被措置児

童等虐待の防止等や、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生労働

省令第６３号）第１４条の３による苦情受付窓口の設置、職員以外の者の関与といった

対応等の取組を行っているところである。 

子ども間の性的暴力等の事案を施設職員が放置することは、児童福祉法第３３条の

１０第１項第３号の規定により、被措置児童等虐待に該当すると考えられる。 

このため、子ども間の性的暴力等の事案への対応については、現行の被措置児童等虐

待対応や施設職員以外の者の関与等の仕組みの中で、子どもから都道府県担当課やその

他の窓口に安心して相談できるよう、各施設において子どもへの周知・説明に関する取

組を改めて行うことについて、管内の児童養護施設等に対し周知徹底を図る必要がある。 

 

３．子どもへの周知・説明に関する取組例 

子ども間の性的暴力等の被害に遭った子どもが安心して相談しやすい環境を整えるこ

とが重要である。特に性的暴力についての相談は、子どもが消極的になることが考えら

れ、さらに同じ施設の子どもからの性的暴力の場合には、より一層相談が遅れたり、施

設の職員には話しづらいといった状況が考えられるため、丁寧な周知や説明が必要であ

る。 

このため、以下の取組例を参考として、必要な情報が子どもに直接届く周知方法の検

証を行い、取組の徹底を図ることが必要である。 

 

（取組例） 

○ 入所の際に配付している「子どもの権利ノート」の内容について、改めて子どもに

説明すること。 

○ 所管の児童相談所の担当児童福祉司や都道府県担当課その他相談機関等の連絡先を

記載した個人カードやリーフレットを作成し、個別に配付すること。 

○ 「意見箱」を設置すること。 

○ 子どもが生活する場に、施設以外で相談対応する連絡先（都道府県担当課、第三者

委員等）を記載した「掲示物」（参考例参照）を子どもに見やすく掲示すること。その

際、連絡先については窓口を明確にする等により、子どもが躊躇せずに連絡できるよ

う配慮に努めること。 
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ここに示した取組例を踏まえ、都道府県や入所する子どもの年齢や障害等各施設の状

況に応じて適切な方法で子どもに直接届く周知方法について工夫するよう努めていただ

きたい。 

また、これらの対応について、定期的に子どもの意見を聞く等により検証し、必要な

見直し等の実施をお願いする。 

なお、これらの取組を実施する際は、子どもに対し、あらかじめその趣旨や具体的な

内容について年齢等に応じた理解を促すため、懇切丁寧に個別に説明を行う必要がある。 

 

４．取組状況のフォローアップ 

  本通知後に児童養護施設等において実施された具体的な取組については、追って把握

させていただく予定としているので、予めご承知おきいただきたい。 
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おなじ施設で暮らす人から 
いやなことをされたら 

からだを 
 

さわられて 
 

イヤな気持ち 

人のからだを 
 

さわるよう命令 
 

された 

叩いたり 
 

けったりされる 

しせつ ひと 

ひと 

く 

めいれい 

き も 

たた 

話を聞いて 
くれるところ 

はなし 

  ○○県○○課 ○○○○担当 
 

    TEL    －    －   

か けん たんとう 

○施設の人（苦情解決の担当）  
 

 
 

 
 
       （       さん） 

        

ひと くじょうかいけつ たんとう 

（    に写真か似顔絵を貼付する ） 

○第三者委員の人  （TEL    －   －    ） 
 

 
 
 
 

  （        さん）      （         さん）       

だいさんしゃいいん ひと しせつ 

はなし 

ほかにもこんな人が話を聞いてくれたり、いっしょに考えてくれます。 
 

かんが 

たんとう じどうそうだんしょ はな 

ひと 

※ あなたを担当する児童相談所の人にお話しすることもできます 

き 

ひと 

き 

243



障害者差別解消法について

○「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号）が、平
成２８年４月１日に施行されました。

（法の概要p.1）

○この法律では、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や国の
行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消す
るための措置などについて定められており、民間事業者に関しては、事業を所管する各
主務大臣が、事業者の適切な対応・判断に資するための対応指針を作成しています。

福祉事業者を対象として、「福祉事業者向けガイドライン≪福祉分野における事業者が
講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針≫」が厚生労
働省により定められていますので、ご確認の上、主体的な取り組みをお願いします。

（障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン（概要） p. 2～12）

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sabetsu_kaisho/

厚生労働省障害者差別解消法ホームページ 検索
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障害者基本法
第４条

基本原則
差別の禁止

第１項：障害を理由とする
差別等の権利侵害
行為の禁止

第2項：社会的障壁の除去を怠る
ことによる権利侵害の防止

第3項：国による啓発・知識の
普及を図るための取組

何人も、障害者に対して、障害を理
由として、差別することその他の権
利利益を侵害する行為をしてはなら
ない。

社会的障壁の除去は、それを必要としている
障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負
担が過重でないときは、それを怠ることによ
つて前項の規定に違反することとならないよ
う、その実施について必要かつ合理的な配慮
がされなければならない。

国は、第一項の規定に違反する行為の防
止に関する啓発及び知識の普及を図るた
め、当該行為の防止を図るために必要と
なる情報の収集、整理及び提供を行うも
のとする。

施行日：平成２８年４月１日（施行後３年を目途に必要な見直し検討）

具体化
Ⅰ．差別を解消するための措置

Ⅱ．差別を解消するための支援措置

不当な差別的取扱いの禁止 合理的配慮の不提供の禁止

国・地方公共団体等
民間事業者 民間事業者

国・地方公共団体等
法的義務

努力義務

法的義務

（１）政府全体の方針として、差別の解消の推進に関する基本方針を策定（閣議決定）
国・地方公共団体等 ⇒ 当該機関における取組に関する要領を策定（※地方の策定は努力義務）
事業者 ⇒ 事業分野別の指針（ガイドライン）を策定

具体的な対応

● 主務大臣による民間事業者に対する報告徴収、助言・指導、勧告実効性の確保

● 国内外における差別及び差別の解消に向けた取組に関わる情報の収集、整理及び提供情報収集等

● 相談・紛争解決の体制整備 ⇒ 既存の相談、紛争解決の制度の活用・充実紛争解決・相談

● 障害者差別解消支援地域協議会における関係機関等の連携地域における連携

● 普及・啓発活動の実施啓発活動

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法＜平成25年法律第65号＞）の概要

（２）
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第１ 趣旨  

  （１）障害者差別解消法制定の経緯 

  （２）対象となる障害者 

  （３）障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針 

  （４）福祉分野における対応指針 

第２ 障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方 

  （１）不当な差別的取扱い  

（２）合理的配慮 

第３ 障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の例  

  （１）不当な差別的取扱いと考えられる例 

  （２）合理的配慮と考えられる例 

  （３）障害特性に応じた対応について 

第４ 事業者における相談体制の整備 

第５ 事業者における研修・啓発 

第６ 国の行政機関における相談窓口 

第７ 主務大臣による行政措置 

おわりに 

 

 

 

第１ 趣旨 

（１）～（３） 略 

（４）福祉分野における対応指針 

○ 事業者は、障害を理由とする差別を解消するための取組を行うに当たり、法、基本方針及び本指針に示す項

目のほか、各事業に関連する法令等の規定を順守しなければならない。 

○ また、福祉の専門知識及び技術をもって福祉サービスを提供する事業者は、日頃から、障害に関する理解や

障害者の人権・権利擁護に関する認識を深めるとともに、より高い意識と行動規範をもって障害を理由とする

差別を解消するための取組を進めていくことが期待される。 

 

第２ 障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方 

（１） 不当な差別的取扱い 

① 不当な差別的取扱いの基本的な考え方 

● 障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否、場所・時間帯

などを制限、障害者でない者には付さない条件を付けることなどによる、障害者の権利利益の侵害を禁止。 

● 障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置は、不当な差別的取扱いではない。 

● 正当な理由なく、障害者を、問題となる事務・事業について本質的に関係する諸事情が同じ障害者でない者よ

り不利に扱うことである点に留意。 

 

② 正当な理由の判断の視点 

● 当該取扱いが、客観的に見て正当な目的の下に行われ、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合は正

当な理由に相当。 

● 事業者は、個別の事案ごとに、障害者、事業者、第三者の権利利益（例：安全の確保、財産の保全、事業の目

的・内容・機能の維持、損害発生の防止等）の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断

障害者差別解消法 福祉事業者向けガイドライン（概要） 

平成２７年１１月 厚生労働大臣決定 

福祉事業者向けガイドライン（抜粋・一部要約） 
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することが必要。 

・「客観的に判断する」とは、主観的な判断に委ねられるのではなく、客観的な事実によって裏付けられ、第三者

の立場から見ても納得を得られるような「客観性」が必要。 

・「正当な理由」を根拠に、不当な差別的取扱いを禁止する法の趣旨が形骸化されるべきではなく、抽象的に事故

の危惧がある、危険が想定されるといった理由によりサービスを提供しないといったことは適切でない。 

 

（２） 合理的配慮 

① 合理的配慮の基本的な考え方 

＜合理的配慮とは＞ 

● 事業者に対し、その事業を行うに当たり、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要と

している旨の意思の表明があった場合に、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害

することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮を行うことを求めている。 

● 事業者の事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られ、障害者

でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること、事業の目的・内容・機能の本質

的な変更には及ばないことに留意。 

● 障害の特性や具体的場面・状況に応じて異なり、多様かつ個別性が高く、「（２）過重な負担の基本的な考え

方」に掲げた要素を考慮し、代替措置の選択も含め、双方の建設的対話による相互理解を通じ、必要かつ合理

的な範囲で、柔軟に対応がなされるもの。さらに、技術の進展、社会情勢の変化等に応じて内容が変わりうる。 

● 意思の表明に当たっては、言語（手話を含む。）のほか、点字、拡大文字、筆談、実物の提示や身振りサイン

等による合図、触覚による意思伝達などの必要な手段（通訳を介するものを含む。）により伝えられる。（障害

者の家族、介助者等、コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含む。） 

● 各場面における環境の整備の状況により、合理的配慮の内容は異なることとなる。また、障害の状態等が変

化することもあるため、特に、障害者との関係性が長期にわたる場合には、提供する合理的配慮について、適

宜、見直しを行うことが重要。 

 

② 過重な負担の基本的な考え方 

● 事業者において、具体的な検討をせずに過重な負担を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個

別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要。 

＊事務・事業への影響の程度（事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か）  ＊実現可能性の程度（物理

的・技術的制約、人的・体制上の制約）  ＊費用・負担の程度 ＊事務・事業規模  ＊財務状況 

● 過重な負担に当たると判断した場合、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが

望まれる。 

 

第３ 障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の例 

（１）不当な差別的取扱いと考えられる例 

○ サービスの利用を拒否すること 

○ サービスの利用を制限すること（場所・時間帯などの制限） 

○ サービスの利用に際し条件を付すこと（障害のない者には付さない条件を付すこと） 

○ サービスの利用・提供に当たって、他の者とは異なる取扱いをすること 

 

（２）合理的配慮と考えられる例 

・合理的配慮を提供する際には、障害者の性別、年齢、状態等に十分に配慮することが必要。   

・合理的配慮の提供に当たっては、個別の支援計画（サービス等利用計画、ケアプラン等）に位置付けるなどの

取組も望まれる。 

○ 基準・手順の柔軟な変更 
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○ 物理的環境への配慮 

○ 補助器具・サービスの提供  

＜情報提供・利用手続きについての配慮や工夫＞ 

＜建物や設備についての配慮や工夫＞ 

＜職員などとのコミュニケーションや情報のやりとり、サービス提供についての配慮や工夫＞ 

 

※ 不特定多数の障害者を主な対象として行われる事前の改善措置については、合理的配慮を的確に行うための

環境の整備として実施に努めることとされている。 

 

第４ 事業者における相談体制の整備 

・法で定められた国や地方公共団体における相談及び紛争の防止等のための体制整備のみならず、障害者にサー

ビス提供を行う事業者において、直接、障害者及びその家族その他の関係者からの相談等に応じるための体制

の整備や職員の研修・啓発を行うことが重要。 

・中でも、福祉の専門知識及び技術をもって福祉サービスを提供する事業者については、特に、その基本的専門

性に鑑み、より充実した相談体制の整備をはじめ、日頃から、障害に関する理解や人権意識の向上・障害者の

権利擁護に向けた職員の研修に積極的に取り組むことが重要。 

・事業所において相談窓口等を設置（事業所における既存の苦情解決体制や相談窓口を活用することも考えられ

る）する際には、ホームページ等を活用し、相談窓口等に関する情報の周知を図り、利用しやすいものとする

よう努めるとともに、対面のほか、電話、ファックス、電子メールなどの多様な手段を用意することが重要。 

・相談等に対応する際には、障害者の性別・年齢・状態等に配慮することが重要。実際の相談事例については、

相談者のプライバシーに配慮しつつ順次蓄積し、以後の合理的配慮の提供等に活用することが望まれる。 

・地方自治体の相談窓口等、障害当事者団体、医療、教育、労働関係機関などとも連携して、差別解消に向けた

取組を着実に進めていくことが望まれる。 

 

第５ 事業者における研修・啓発 

・障害者差別は、障害に関する知識・理解の不足、意識の偏りなどにより引き起こされることが大きいと考えら

れることから、障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重する共生社会を目指すことの意義を職員が

理解することが重要。 

・こうした理念が真に理解されることが、障害者差別や、障害者が時に感じる大人の障害者に対する子ども扱い、

障害者に対する命令的、威圧的、強制的な発言などの解消にもつながるものと考えられる。 

・このため、事業者においては、研修等を通じて、法の趣旨の普及を図るとともに、事業所の地域の取組のなか

で近隣住民への理解を促していくことが重要。 

 

おわりに 

・障害者差別解消法の理念を実現していくには、国民一人ひとりの障害に対する理解と適切な配慮が不可欠であ

り、差別と解される事例についても、お互いの意思疎通不足や理解の不足が起因していると思われる。 

・法に定められたから義務としてやるという姿勢ではなく、事業者や障害者が歩み寄り理解を深めていくことが、

差別解消の第一歩につながると考えられる。 

・事業者のみなさまの本法に関するより深い理解と、障害者差別解消に向けた取組を積極的に進めて頂きたい。 
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【機関支援（障がい児支援）】

実施機関名
（主たる相談窓口）

所　在　地
電話番号

ＦＡＸ番号

社会福祉法人四天王寺福祉事業団
四天王寺悲田院児童発達支援センター

〒583-0868
羽曳野市学園前6-1-1

072-957-7516
072-950-1531

【機関支援（重症心身障がい児支援）】

実施機関名
（主たる相談窓口）

所　在　地
電話番号

ＦＡＸ番号

社会福祉法人四天王寺福祉事業団
四天王寺和らぎ苑

〒584-0082
富田林市向陽台1-3-21

0721-29-0836
0721-29-3916

機関支援（障がい児支援）を実施している機関（お問合せ先）

障がい児等療育支援実施機関

　政令市、中核市を除く府内の指定障がい児通所支援事業所、基幹相談支援センター、障がい
児（者）相談支援事業所、保育所、幼稚園、学校、支援学校、市町村等の機関を対象に研修や
相談に関する助言・指導等の機関支援を実施しています。
　今年度の研修は、学校との連携をはじめとした事業所を取り巻く幅広い課題の解決に向け、
全体研修、専門研修を行います。
 
　事業概要
  1．研修会　①療育研修（交流）会　3回/年（予定）

　　　　　　 ②全体研修　　　   1回/年（秋頃予定）

        　   ③専門研修会 　　　3回/年（1月～3月頃予定)
　　　　　  　　　　　※　交流（研修）会等のアンケート等をもとに実施予定

  2．機関支援　　　  電話等による療育相談（対象：上記対象機関職員）

機関支援（障がい児支援）を実施している機関（お問合せ先）

　政令市、中核市を除く府内の指定障がい児通所支援事業所を対象に研修や相談に関する助
言・指導等の機関支援を実施しています。
　今年度から、個別性の高い支援が必要な重症心身障がい児に対する支援技術の向上を図るこ
とを目的に、研修、事例検討、実習・見学や専門相談会といった機関支援、相談に対する助言
を実施します。
 
　事業概要
（全職種対象）
  1．研修（全体研修・事例検討・見学等）
　2．専門相談会
　3．相談・助言（対象：上記対象機関職員）

（看護師等医療従事者対象）
　1．研修（全体研修・事例検討・見学等）
　2．専門相談会
　3．相談・助言（対象：上記対象機関職員）

地域療育を支援します!!
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【機関支援（難聴児支援）】

実施機関名
（主たる相談窓口）

所　在　地
電話番号

ＦＡＸ番号

社会福祉法人大阪府肢体不自由者協会
〒540-0006
大阪市中央区法円坂1-1-35
アネックスパル法円坂内

06-6940-4181
06-6943-4661

寝屋川ぴょんぴょん教室
〒572-0837
寝屋川市早子町23-2
アドバンスねやがわ二号館

072-811-5901
072-811-5901

北摂ぴょんぴょん教室
〒566-0024
摂津市正雀本町2-21-1
イー・ティー・ワンビル2F

06-6155-6503
06-6155-6510

泉北ぴょんぴょん教室
〒590-0137
堺市南区城山台5丁1-2
ファインプラザ大阪内

072-294-8113
072-294-8113

河内長野ぴょんぴょん教室
〒586-0032
河内長野市栄町25-37
児童療育支援プラザ内

072-126-7312
072-126-7312

岸和田ぴょんぴょん教室
〒596-0076
岸和田市野田町3-13-2
大阪泉南府民センタービル内

072-423-7100
072-423-7101

【機関支援（発達障がい児の療育・支援）】

＜発達障がい児の療育・支援について＞

圏域
実施機関名

（主たる相談窓口）
所在地

電話番号
ＦＡＸ番号

豊
能

こども発達支援センター 青空（そら）
〒562-0015
箕面市稲6-15-26

072-729-0125
072-729-8100

三
島

こども発達支援センター will
〒569-0071
高槻市城北町1-6-8奥野ビル
2F

072-662-0100
072-662-0056

北
河
内

自閉症療育センター Link
〒573-0032枚方市岡東町24-
10アイエス枚方ビル3Ｆ

072-841-2411
072-841-2412

中
河
内

発達障害支援センター PAL☆
〒578-0984
東大阪市菱江5-2-34

072-975-5712
072-975-5718

南
河
内

こども発達支援センター Sun☆
〒584-0012
富田林市栗ヶ池町2969-5

0721-26-7331
0721-26-7377

泉
州

自閉症児支援センター Wave
〒597-0046
貝塚市東山2-1-1

072-421-3011
072-421-3011

☆の事業所は、平成29年4月から名称・所在地・連絡先が変わりました。

圏域

豊
能

三
島

北
河
内
中
河
内
南
河
内

泉
州

和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町

構成市町村

能勢町、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、吹田市

茨木市、高槻市、島本町、摂津市

枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市

東大阪市、八尾市、柏原市

松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市

　政令市、中核市を除く、難聴乳幼児の支援に関わる、府内の指定障がい児通所支援事業所、
障がい児（者）相談支援事業所、保育所、幼稚園、学校、支援学校、市町村等の機関を対象
に、訪問や来談・電話等により、支援技術に関する助言・指導等の支援を行っています。

機関支援（難聴児支援）を実施している機関（お問合せ先）

政令市を除く府内の発達障がい児の療育等を行う通所支援事業者等を対象に訪問及び実施事業
所への来訪、見学・実習受け入れ等により、発達障がい児の療育等に関する助言等を行う機関
支援や職員向けに発達障がい児の療育等に関する内容の研修を実施しています。
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大阪市 障がい福祉課 

【障がい児等療育支援事業】  

      専門的なノウハウを有する障がい児（者）施設の職員が在宅の障がい児（者）

とその家族を対象に、施設において、またはご家庭を訪問して、療育相談や療育

指導を行います。また、障がい児の通う保育所や幼稚園、施設等の職員を対象に

療育相談・指導を行います。 

 

     対象となる方：市内在住の重症心身障がい児（者）、知的障がい児（者）、身体障

がい児、その他療育が必要と認められる障がい児およびその家

族 

     費    用：無料（食費などの実費を自己負担していただく場合があります） 

 

障がい児等療育支援事業所 

名    称 
電  話 ファックス 

所  在  地 

風の子そだち園 
6327-7715 6327-7716 

〒555-0033 西淀川区姫島 6-3-5 

あさしお園 
6574-2521 6574-2524 

〒552-0004 港区夕凪 2-5-3 

ゆうなぎ園 
6574—2521 6574-2524 

〒552-0004 港区夕凪 2-5-3 

キャプテンフック 
6751-6788 6751-6788 

〒544-0002 生野区小路 3-18-7 

大阪市更生療育センター 
6797-6681 6702-4492 

〒547-0026 平野区喜連西 6-2-55 

キンダーハイム 
6609-4300 6609-7300 

〒546-00２3 東住吉区矢田 6-8-29 

ふたば 
6699-8731 6699-8134 

〒546-0035 東住吉区山坂 5-11-21 

クリエバ 
6567-7115 6567-7116 

〒557-0025 西成区長橋 3-1-17 

ひかり 
6684-2000 6684-2700 

〒559-0014 住之江区北島２－８－１０ 

大手前整肢学園 
6775-1900 6775-1905 

〒543-0027 天王寺区筆ヶ崎町 5-30 

それいゆ 
6925-5510 6925-5600 

〒536-0007 城東区成育 3-7-16 

子ロバキッズひろば 
6924-1123 6924-1124 

〒534-0011 都島区高倉町 2-9-27 
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障害児等療育支援事業のご利用について 

堺市 子ども家庭課 

 

【事業内容】 

障害のある児童や発達に不安のある児童の地域における生活を支えるため 

訪問や外来による療育、相談支援や保育所等への技術指導を行います。 

① 自宅への訪問による相談、指導 

② 事業所への通所による相談、指導 

③ 保育所や障害児通所支援事業所の職員への指導、助言 

 

【事業を利用できる方】 

① 市内在住の障害のある児童その他療育の必要な児童及びその保護者 

（ただし、障害児通所支援、障害児入所支援又は障害福祉サービス等を利用している場合は対象外） 

② 施設支援指導事業の対象者は、障害児通所支援事業所、学校、保育所等の関係機関 

 

【利用希望する場合は】 

 下記の指定実施機関へ直接電話等で連絡してください。利用料は無料です。 

【指定実施機関（代表事業所）】                          （R２.６.1 現在） 

  地域支援特別事業実施機関 

あそびの場、保護者交流の場、学習会、親子の居場所、「あいふぁいる」活用セミナー等の事業を行っています。 

【本事業についての問い合わせ先】 

堺市 子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども家庭課 障害児支援係 

☎ 228－7331  Fax 228－8341 

法人名 代表事業所名 事業所所在地 
電話番号 

ファックス番号 

他の事業 

実施場所 

社会福祉法人 コスモス 
コスモス地域福祉活動 

センターえると 
東区野尻町 8 番地 4 

☎ 288-1050 

Fax 288-1717 

堺区 

南区 

北区 

社会福祉法人  

堺あすなろ会 
Linkにわしろ 南区庭代台 2 丁 7-2 

☎ 291-1600 

Fax 291-2600 
中区 

社会福祉法人  

大阪府肢体不自由者協会 

障がい児通所支援  

泉北ぴょんぴょん教室 

南区城山台 5 丁 1-2  

ファインプラザ大阪内 

☎ 294-8113 

Fax 294-8113 
 

社会福祉法人  

堺市社会福祉事業団 
堺市立第１つぼみ園 南区城山台 5 丁 1-4 

（申込・問合せ） 

療育の窓 おおぞら   

☎ 294-7943 Fax298-0216 

西区 

NPO 法人 ぴーす ぴーすの児童デイぴころ 
北区百舌鳥梅町 

3 丁 39-32 

☎ 242-7765 

Fax 250-9061 
 

社会福祉法人  

大阪手をつなぐ育成会 
支援センターしらさぎ 東区白鷺町 2 丁 9-32 

☎ 285-5521 

Fax 288-2026 
 

社会福祉法人 

こころの窓 
青い鳥初芝教室 

東区日置荘西町 4-

36-11 野里ビル 1 階 

☎ 320-7898 

Fax 286-2268 
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対象者（特定の方に対する行為なのか、どの行
為が必要なのか等）により、受講する研修が決
まります。 

たんの吸引等の制度について 

 

「社会福祉士及び介護福祉士法」が改正され、平成 24 年４月 1 日より、一定の研修課程を修了

した介護福祉士及び介護職員等においては、医師の指示、看護師等との連携の下でたんの吸引等の

行為を実施することができるようになりました。  

 

 

対象となる医療行為は 

① 口腔内のたんの吸引 ②鼻腔内のたんの吸引 ③気管カニューレ内の痰の吸引 

   ④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 ⑤経鼻経管栄養 です。 

 

対象者及び必要とする行為により 3種類の認定があります 

○第１号認定 不特定の方に対して①～⑤すべての行為を行える為の認定 

○第２号認定 不特定の方に対して①～⑤の任意の行為を行える為の認定 

○第３号認定 特定の方に対して①～⑤の行為のうち特定の行為のみ行える為の認定 

 不特定：複数の職員が複数の利用者に喀痰吸引等を実施する場合 

 特 定：在宅の重度障がい者に対する喀痰吸引等のように、個別性の高い特定の対象者に 

     対して特定の介護職員が喀痰吸引等を実施する場合 

 

※ 第１～３号の各認定を受けるためには、それぞれに必要な研修を受講し、その後大阪府（都道府

県）へ認定証交付申請が必要です。 

  認定証の交付を受けていない介護職員等は喀痰吸引等の行為を行うことは出来ません。 

  

 

認定書交付申請の流れ 

 現在、介護職員として事業所や施設に就業している場合 

①           ②          ③           ④ 

「登録研修機関」におい   大阪府に「認定特     研修修了の旨等を      医師の指示の下、看護                 
て「喀痰吸引等の研修」を  定行為証明書」を     確認し「認定証」が     師等と連携し、痰の吸引                 
受講します。終了後「認定  添付し、「認定証」の    交付されます。       等の提供ができます。              
特定行為証明書が交付    交付申請を行います。                               
されます。                                                 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

『認定特定行為業務従事者認定証』痰の吸引等の業務を行

うための証明書です。（実施できる行為が記載されていま

す） 
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連絡先 大阪府福祉部障がい福祉室 

生活基盤推進課指定・指導グループ 

Tel  06-6944-6026 

Fax  06-6944-6674 

登録事業者とは 

    ○痰の吸引等を業として行うためには、登録事業者となることが必要です。登録事業者となる

には、事業所が登録条件を満たしている旨、大阪府に登録申請することが必要です。 

 

登録研修機関とは 

    ○介護職員等が「第 1号認定」～「第 3号認定」認定を受けるために必要な「喀痰吸引等の研 

修」を行う研修機関です。  

○登録研修機関となるには、都道府県への登録申請が必要です。 

 

 よくあるお問い合わせ 

Ｑ 登録研修機関以外で実地指導を受けたが、認定証の申請ができるか。 

Ａ 登録研修機関以外で受ける実地研修は、喀痰吸引等の認定を受けるための研修ではありません。 

  したがって、登録研修機関で実地研修を受講してください。 

  ※登録研修機関は大阪府以外の都道府県で登録されていても問題ありません。 

Ｑ 第１号の認定証を所持している。今回、人工呼吸器を装着している利用者に対して喀痰吸引等の行 

為を行ってもよいか。 

Ａ 第１号の認定証に「人工呼吸器装着有」の記載があれば問題ありません。 記載がなければ人工呼

吸器装着者に対して行為は出来ません。再度、人工呼吸器装着者に対する実地研修を受講の上、認

定証の申請が必要です。 

※申請書類、研修機関一覧、詳しい制度等の案内については、大阪府のホームページもご参照下さい。 

（ http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai-chiki/h23tantokuteikensyuu.html ） 

○ご注意ください 

以下の場合は登録の取消し又は業務停止等の処分対象となることがあります。 

 ・実地研修が修了していない介護福祉士に喀痰吸引等業務を行わせた場合 

 ・介護福祉士に対し、要件を満たさない実務者研修を実施し、修了証を交付した場合 

   → 登録事業者の取消等の処分（社会福祉士及び介護福祉士法第 48条の 7） 

 ・介護福祉士が実地研修を受けずに喀痰吸引等を行った場合は、信用失墜行為違反 

  となり、登録の取消し又は名称使用停止など行政処分の対象となることがあります。 

   → 介護福祉士等の信用失墜行為の禁止（同法第 45条） 
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介護福祉士が事業所において、喀痰吸引業務を行うまでの流れ 

※喀痰吸引等業務を行うためには、実地研修を修了する必要があります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勤 

 

              

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※注２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勤務先の事業所（施設）において、必要な行為についての 

実地研修を受講 

登録研修機関において 

実地研修を受講 

事業所（施設）から、「実地研修修了証明書」を受領 

 

登録研修機関から「研修

修了証明書」を受領 

（財）社会福祉振興・試験センターに、実地研修を修了した

喀痰吸引等行為の登録申請を行う ⇒ 登録証に付記され

た喀痰吸引等の行為が可能 

 

 

介護福祉士養成施設で「医療的ケア」の教育または「実務者研

修」を修了している介護福祉士 

 ※該当者については、裏面注１参照 

実務者研修（医療的ケア）を

修了していない介護福祉士 

「実務者研修」を受講また

は登録研修機関にて基本

研修（講義 50時間＋演習）

を受講 

※事業所（施設）は、厚労省通知喀痰吸引等研修実施要綱（H24.3.30 

社援発 0330第 43号）別添２に定める審査方法に留意して、修得程

度の審査等を行う。 

※事業所（施設）は、大阪府へ「登録喀痰吸引等事業者」としての

登録届出が必要。すでに「登録特定行為事業者」として登録がある

事業者は、業務方法書及び実地研修責任者の変更登録届が必要。 

（必要書類等については、大阪府のホームページにて確認） 

 

 
 

※事業所（施設）は「登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録変更届出書」により

喀痰吸引等を行う介護福祉士・認定特定行為業務従事者の名簿の変更を行う。 

＊「登録喀痰吸引等事業者」は、実地研修修了証の交付を受けた介護福祉士の修了者管理簿

を作成し、修了証の交付状況を定期的に（少なくとも年１回以上）大阪府へ報告する。 

大阪府へ第１号研修または 

第２号研修修了者として認

定書の交付申請を行う。 
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※注１ 実務者研修（医療的ケア）を修了している介護福祉士について 

・平成 30年 1月に試験を受け 3月に介護福祉士資格を取得した者以降は、実務者研修（医療

的ケア）を修了しています。 

・上記以前に介護福祉士資格を取得した者は、医療的ケアまたは実務者研修を修了していな

い可能性があるので、必ず書面で修了を確認する必要があります。 

 

※注２ 登録研修機関で実地研修を修了した介護福祉士について 

・登録研修機関で実地研修を修了した者は、認定特定行為業務従業者として認定を受け、喀

痰吸引等行為を行うことも可能です。 

 

○用語について 

「登録喀痰吸引等事業者」 

…社会福祉士及び介護福祉士法第 48条の三および同法施行規則第 26条の二に規定。 

    介護福祉士が喀痰吸引等を行う事業者。 

「登録特定行為事業者」 

…同法附則第 20条に規定。 

    認定特定行為業務従事者が特定行為を行う事業者。 

 

新たな手数料納付方法について 

・第 1号・第 2号の研修修了者が従事する事業所を登録する場合や、不特定認定証の交付申請を

する場合は手数料の納付が必要です。 

・下記 2種類からお選びいただけます。 
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